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日程第15 議案第１６号 専決処分した事件の承

認を求めることについて

日程第16 議案第１７号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第１８号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第18 議案第１９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第19 議案第２０号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第20 報告第１号 平成２３年度名寄市一般

会計予算繰越明許費の繰越しの報告に

ついて

日程第21 報告第２号 平成２３年度名寄市病院

事業会計予算繰越しの報告について

日程第22 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第23 報告第４号 名寄市土地開発公社の経

営状況について

報告第５号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第６号 株式会社ふうれんの経営

状況について

報告第７号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第24 報告第８号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員
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１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２４〇議長（黒井 徹議員）

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は２０名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１４日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（黒井 徹議員）

政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、平成２４年第２回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２３年度の各

会計決算の概要を申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となる一般会計及

び特別会計の決算については、今後、計数整理を

行うことから、ここでは、概要について申し上げ

ます。

一般会計については、繰り越しすべき財源を除

いて、概ね３億２千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、東日本大震災に配慮し、特別交付税

の交付割合が据え置かれたため予算額を上回った

ことと、歳出では、各費目における歳出削減など

不用額が主な要因と思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定について

は、基金を５２９万４千円取り崩したことなど

もあり、概ね４千万円の黒字となる見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定については、

介護給付費負担金などが概ね１億円超過交付され

たものの、本年度の償還を見込み、財源調整的に

介護給付費準備基金を１億２２６万１千円積み

立てたことにより、概ね２千万円の黒字となる見

込みです。

国保・介護の保険事業勘定を除く特別会計につ

いては、一般会計繰入金で調整しますので、収支

同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金の残高は、

５４億２６１万円となりました。

当初予算の段階では、取崩しを３億７８３万

９千円予定していましたが、決算剰余金を含めた

積立と歳出の抑制などによる積戻し、減債基金、

大学振興基金など将来を見据えた積立や、施設の

老朽化などへの対応のため、公共施設整備基金へ

の積立を実施したことにより、前年度と比べ７億

９０３万円の増となりました。

このうち、財政調整に活用できる基金は概ね２

億１千万円の増となる見込みです。

主な基金の残高は、財政調整基金９億０７１

万円、減債基金８億４４２万円、公共施設整備

基金６億２３１万円、地域福祉基金１億８５

６万円、地方交通確保基金１億２０３万円、合

併特例振興基金１２億１６０万円となっていま

す。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金１億６８８万円、介護給付費準備基金２

億４９６万円となっています。
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これらの基金については、今後も有効かつ適切

に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、人権啓発活動について申し上げます。

本年実施する、法務省人権擁護局の人権啓発活

動地方委託事業については、ラッピングバスの運

行、講演会などを予定しています。学校や家庭な

ど日常生活の中で人権意識が育まれるよう、事業

の推進に努めてまいります。

次に、ＴＶｈ名寄中継局について申し上げます。

平成元年の放送開始から、市民要望の高いＴＶ

ｈ名寄中継局の開局については、ＴＶｈが本年４

月６日付で国の「デジタル中継局整備支援事業」

の内示を受けており、また、本市をはじめ同中継

局のカバーエリアとなる士別市、美深町、下川町

の地元４自治体協議も整いましたので、順調に推

移すれば、年内に視聴可能となる予定です。

なお、これに必要な補正予算などについて、本

定例会で御審議をお願いいたします。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイとの交流では、６月に派遣

する市民訪問団及び７月から９月に実施する交換

学生２人が決定しました。また、友好都市ロシア

連邦ドーリンスク市との交流でも、友好市民訪問

団を派遣することが友好委員会総会で決定されま

した。

国内交流については、東京都杉並区では都市交

流実行委員会、山形県鶴岡市藤島では友の会総会

がそれぞれ開催され、人的交流や特産品販売のほ

か、交流人口の拡大を目指した事業展開などが決

定されました。

また、「スクラム支援会議」に伴う南相馬市へ

の支援事業の一環として、７月２１日から２９日

までの日程で、４０人の子どもたちの受け入れ事

業を実施することとなりました。放射能ストレス

の解消や、本市の子どもたちとの交流など、名寄

の夏を楽しんでいただける内容を検討してまいり

ます。

交流居住の推進については、民間団体と市が連

携・協力して移住促進及び地域の振興にオール名

寄で取り組むため、４月２６日「名寄市移住促進

協議会」を設立し、首都圏等プロモーション活動

や、ホームページ上での空き家・空き住宅情報の

提供のほか、お試し名寄移住体験事業などを実施

してまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

本年度から、天塩川周辺地域が主体となり上川、

留萌、宗谷の総合振興局などとも連携し、天塩川

流域連携事業に取り組んでまいります。

天塩川周辺１３市町村で「テッシ・オ・ペッ賑

わい創出協議会」を設立し、天塩川の魅力を発信

するセミナー、東京都杉並区をターゲットとした

移住モニターツアー、フェイスブックの開設、イ

メージキャラクターの作成などに取り組み、「北

海道遺産」である天塩川とその周辺地域に暮らす

市町村の魅力を発信してまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

本年４月に「新・名寄市行財政改革推進計画」

の「後期基本計画」及び「後期実施計画」を策定

しましたので、今後、総合計画と一体的に進めて

まいります。

本年度は、５月９日に行財政改革推進実施本部

を設置し、実施本部内に「組織機構検討部会」

「事業等見直し検討部会」の２部会を設置して協

議を進めてまいります。

組織のスリム化については、各職場から意見集

約を行い、課・係の統廃合や事務事業の見直しな

どを行います。また、使用料については、新基準

を平成２８年度までに策定するため各種調査など

を行い、準備を進めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２３年度の運営概要については、取扱い患

者数が入院で１０万６３６人、外来で２１万３

２６人となり、前年度と比較して、入院で４９

６人の減少、外来で２万０８２人の減少となり

ました。
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収支については、病院事業収益で７０億６５

０万６千円、病院事業費用で７３億８２３万円

となり、差引き２億１７２万４千円の単年度純

損失を計上しての決算となりました。

収益の主な内訳では、入院収益が前年度と比較

して８７１万１千円の減収となり、外来収益も

０８３万１千円の減収となりました。

一方、費用の主な内訳では、給与費が前年度と

比較して、臨時職員を含めた常勤換算で４０人の

増員となったことから１億１６１万円の増加と

なり、材料費では薬品の節減により、４５２万

７千円の減少となりました。

本年度の診療体制については、診療科２１科に

医師５１人と研修医７人の合計５８人を配置、他

に６０人の医療技術スタッフと２７０人の看護ス

タッフにより地域住民の健康増進に努めてまいり

ます。

地方においては、拠点病院への医師の集約化・

重点化が図られていますが、当院では、休診して

いた消化器内科に常勤医３人が派遣され、循環器

内科、麻酔科には常勤医各１人が増員されました。

地域医療再生計画については、精神科病棟改築

事業で基本設計の確定作業を進め、診療情報ネッ

トワーク整備事業では、関連病院との調整に取り

組んでいます。

病院運営を取り巻く環境は、年々厳しさを増し

ていますが、今後も、診療体制の充実に努めると

ともに、収益の確保と費用の抑制を図り、病院事

業の健全経営に努力してまいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２３年度の外来患者数は延べ１万９４３

人で、前年度と比較して６パーセント、７４１

人の増となりました。

また、市内の特別養護老人ホーム２カ所、高齢

者施設、在宅患者への往診、看取りなどの診療業

務においても増加が見込まれることから、７月１

日付けで医師１名を招聘し、名寄市立総合病院を

はじめとした地域の医療機関と連携を密にし、市

民が安心して暮らせる医療体制の充実を目指して

まいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援

するため、中学校修了前の子どもを養育している

方に支給されてきた「子ども手当」は、４月から

「児童手当」に名称が変わりました。

支給額については「子ども手当」と同額ですが、

平成２４年６月分から所得制限が導入され、限度

額以上の場合、児童手当は支給されませんが、特

例的な給付として、児童１人につき月額５千円が

支給されることとなりました。

今後も、制度の周知を図るとともに適切な給付

に努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障害者自立支援法などの一部改正に伴い、本年

度から３カ年の間にサービスを利用する全障がい

者について個々のサービス等利用計画を作成する

こととなりました。

このことから本市では、市内２事業所を指定特

定相談支援事業者に指定して事業委託し、近隣市

町村と歩調を合わせ、本年１０月までに本計画の

作成に着手できるよう準備を進めてまいります。

本年度については施設入所者など約１００人を

予定し、関係者への周知を図ってまいります。

次に、東日本大震災により発生したがれきの受

入れについて申し上げます。

私は昨年、岩手県、宮城県、福島県の被災地を

見て回りましたが、膨大ながれきの山に唖然とせ

ざるを得ませんでした。また、国からの災害廃棄

物の受入れ検討状況調査に対し、「本市としても

可能な支援を」との思いから、受入れの可能量が

埋立ての不燃ごみで最大２千トンとして回答して

きたところでございます。

ただし、本市としては、「放射性物質に汚染さ

れたものは受け入れない。運搬する通過圏及び近

隣市町村とも十分検討する。農畜産物等の風評被
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害の有無を含め慎重に対応する。」としてきまし

た。

この間、自治体の一部には受け入れを表明する

ところも出ていますが、災害がれきの放射能濃度

に対する安全基準やその処理・管理体制等の是非

については、有識者の中でも意見が分かれており、

多くの住民から安全性の確証や広域処理に対する

批判があり、風評被害が与える影響等に対しても

不安を抱いているのが現状であります。

本市といたしましては、引き続き国や道の広域

処理に対する対応を注視していくものの、現段階

では、受入れに対しての市民や近隣市町村の理解

を得ることは難しいと判断しています。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２３年中の火災件数については、８件で前

年比６件の減となっていますが、残念ながら２人

の焼死者と２人の負傷者が出ています。

火災種別では、建物火災７件、車両火災１件と

なっています。

救急出動件数は１５５件で、前年比１３３件

の増と、過去最高の出動件数となり、事故種別で

は、急病７４５件、一般負傷１４８件、交通事故

５０件、転院搬送１４０件、その他７２件となっ

ています。

救急体制については、更新を進めていた高規格

救急車の配備により、２月から３台体制の運用と

なりましたので、今後とも高度で効果的な救命活

動を進めてまいります。

予防行政については、住宅火災における逃げ遅

れなどの犠牲者を防ぐために、住宅用火災警報器

の設置に重点を置き、地域による住宅用火災警報

器の共同購入や設置済シールの配布などをはじめ

として、各種イベントへの積極的な参加など、引

き続き住宅火災による死傷者を低減するよう住宅

防火対策を推進してまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地では、２棟８戸の住戸全面改善工事を６月に

着手し、１０月の完成を予定しています。北斗団

地は、昨年９月に着手した鉄筋コンクリート造２

階建て１棟１０戸の５月末進捗率は約３０パーセ

ントとなっています。また、平成２５年度工事分

の実施設計を７月に着手し、平成２５年１月の完

了を予定しています。

改善事業における、瑞生団地の水洗化及び生活

雑排水整備工事並びに、ノースタウンなよろ団地

の施設改修に伴う実施設計については７月に着手

し、１０月完了を予定しています。また、名寄市

住宅マスタープランの見直し作業については６月

に着手し、平成２５年２月の完了を予定していま

す。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による公園事業につい

ては、都市公園の長寿命化修繕計画による浅江島

公園施設整備工事を発注し、危険な石垣を改修し

ます。また、なよろ市立天文台周辺駐車場舗装工

事については、６月に発注を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事は、風連地区東３号をはじ

め、名寄地区北７丁目通りほか２路線について、

早期発注を実施いたします。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

名寄地区対象量水器２３５台を４工区に分けて

発注しました。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務や清

浄な水道水の供給を図るため、配水管洗浄作業に

着手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修工事では、名寄下水終末

処理場における送風機設備ほかの更新工事、風連

浄水管理センターＣＲＴ監視制御装置の更新工事

の発注及び雨水管渠新設工事として豊栄川３号幹

線の発注を予定しています。

また、個別排水処理施設整備事業では、名寄地

区４基、風連地区４基の合併浄化槽設置工事の発
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注を終えています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金による道路事業は、継

続事業で１９線道路改良舗装工事ほか市街地生活

道路路線を６月発注に向けて準備を進めてまいり

ます。

また、アスファルト乳剤散布による防塵処理工

事は、６月上旬の発注を予定しています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

高齢化社会に対応し、交通弱者の足確保と、

（仮称）複合交通センターを拠点としたまち中の

賑わいづくりを目的として、市内を循環する東西

線・市内循環線の２路線を再編し、７月からの

「なよろコミュニティバス」実証試験運行に向け

て現在準備を進めているところです。

路線ごとに色分けしたバス車両や停留所などを

整備し、多くの市民の皆様に御利用いただけるよ

う、利用促進に向けて周知を図ってまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末での降雪

量が７２５センチメートルで、過去５カ年の平均

降雪量とほぼ同じでしたが、最大積雪深は１１７

センチメートルで２２センチメートル多くなって

います。

また、真冬日が続いたことのほか１２月の大雪

及び２月の吹雪を伴った降雪によりやや除雪出動

回数が増えています。

排雪作業では、名寄地区の市街地生活路線９２

キロメートルにおいてカット排雪を１回実施し、

積込運搬排雪は幹線道路及び通学路３４キロメー

トルにおいて１から３回、さらに交差点排雪を複

数回行い、交差点の見通しや車両の交差を確保し

てきました。また、風連地区では、市街地路線１

７キロメートルにおいて２回の排雪作業を実施し

ています。

排雪ダンプ助成事業は、集中した降雪の影響に

より利用件数は９０５件、ダンプ台数は３２

６台で、前年度比約３６０パーセントとなりまし

た。

次に、風連地区における利雪・克雪事業につい

て申し上げます。

昭和６３年度から「名寄市風連町市街地区利雪

・克雪対策協議会」では、商店街の活性化とまち

づくりを目的に国道及び道道の歩道除排雪を実施

しており、事業の在り方について「名寄市風連地

区地域振興審議会」に諮問し、３月２９日に答申

を受けたことから、答申を踏まえた協議を進め、

適正な事業の推進を図ってまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、４月２日から４日にかけての降雪に

よる農業被害についてですが、被害内容は、育苗

ハウスの倒壊が５戸１１棟で、被害額３３０万円

となっており、被害を受けられた生産者の皆様へ

お見舞い申し上げます。

５月１５日現在の農作業及び農作物の状況です

が、本年の融雪期は、平年に比べ１０日遅い４月

２４日となりました。

各作物の生育状況ですが、水稲については、移

植はじめが平年よりやや遅れて推移しており、畑

作物は、播種は順調に進んだものの馬鈴しょ、て

ん菜の移植については、５日程度遅れています。

秋まき小麦については、雪腐れ病の発生が少なく

越冬状況は良好となったものの、露地アスパラガ

スについては、生育が例年よりやや遅れています。

今後も、関係機関などと連携し、適期栽培管理

の徹底を図ってまいります。

次に、米政策について申し上げます。

本格実施２年目となる「戸別所得補償制度」の

交付金総額は、１９億６千万円を見込み、地域水

田農業の発展に向け、担い手の育成、各作物の生

産振興など、効果的に活用されるよう、農業関係

団体・生産者と連携して推進してまいります。

また、平成２４年産米については、主食米生産

数量で、うるち米５５３トン、もち米で１万

１０９トンの配分があり、作付面積では、うるち

米３１０ヘクタール、もち米３８４ヘクタール、
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加工用米ではうるち米５０ヘクタール、もち米６

６１ヘクタールとなっており、水稲作付面積全体

では、４０５ヘクタールの見込みとなっていま

す。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

エゾシカによる平成２３年度の農作物の被害総

額は、約３００万円となっています。本年は４

月１８日から駆除を開始し、冷凍コンテナに仮置

きしていましたが、５月２２日から焼却施設によ

り焼却処分を実施しています。また、アライグマ

対策としては、新たに箱わなを導入してまいりま

す。

今後も、関係団体と十分連携し、被害防止に努

めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野と母子里地

区共同牧場を、指定管理者の「ＪＡ道北なよろ」

に委託し管理運営を行っており、本年度も受精対

象牛を中心に、受け入れを行ってまいります。

今後も、関係諸団体と連携を図り、畜産振興に

努めてまいります。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

本年度、「基幹水利施設ストックマネジメント

事業」弥生地区が完了する予定です。

また、「経営体育成基盤整備事業」名寄東地区

及び「ため池等整備事業」クラヌマ排水地区につ

いては、平成２３年度の国の第４次補正による繰

越事業を本年度施工します。

今後も、事業推進により農業基盤の強化を図っ

てまいります。

次に、林業事業について申し上げます。

本年度、「森林整備加速化・林業再生事業」に

よる林業専用道規格相当弥生Ｄ線開設工事が決定

し、林道を補完する路線として施工します。

また、平成２３年度の森林法改正により、森林

所有者等は従来の森林施業計画に代わり、新たに

森林経営計画の作成が求められることとなりまし

たので、各関係機関と連携し、円滑な認定事務を

進めてまいります。

なお、森林施業の推進については、北海道が実

施する「未来につなぐ森づくり事業」などにより

森林所有者の負担軽減と優良森林資源確保の推進

に努めてまいります。

次に、商工業について申し上げます。

名寄地方における景気動向調査において、先行

きの不透明感や不安感から、業績が悪化すると予

想する企業が増えています。

このような状況の中、本市においては、中小企

業者などの自主的な努力を基調として、安定した

企業経営のために必要な助成などを行っています。

また、融資制度における本年度からの貸付期間

見直しや、利率の引き下げ、また、都市再生整備

計画に係る商店街環境整備促進事業の補助率の引

き上げなど、企業や商店街の環境づくりに対する

負担軽減を図ってまいります。

物産振興協会が取り組む畑自慢倶楽部では、名

寄ブランド特産品のＰＲを目的として、６月に友

好交流都市「東京都杉並区」において、「東京な

よろ会」の皆様の御協力をいただきアスパラ販売

などを実施してまいります。

丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社の平成２３年度

実績については、取扱量３３３万３８０トンで、

前年度比８６パーセント、取扱高は９億３５

６万円で、前年度比８９パーセントとなってお

り、引き続き厳しい状況にあります。

今後も、販路の拡充など内部努力を求めるとと

もに、市場使用料の２年間減免措置による支援の

実施及び経営健全化に向けた市場のあり方につい

て検討を進めてまいります。

次に、（仮称）複合交通センター関係について

申し上げます。

（仮称）複合交通センター整備事業については、

平成２５年４月の供用開始に向けて工事が進めら

れており、進捗率は４月末現在で２０パーセント
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となっています。現在、開設後におけるイベント

スペースなどの利活用促進や中心市街地の賑わい

創出のために商工会議所や入居予定の団体、関係

企業、商店街振興組合などと協議を進めており、

今後は、市民会館を利用している文化団体、交通

機関などとも協議を進めてまいります。

また、年次計画で進める商店街ファサード整備

事業については、消費者や市民などが来訪する中

心市街地の賑わい創出のため、商工会議所や商店

街振興組合と、事業着手に向けた具体的な協議を

進めてまいります。

さらに、一体的に進めている民間商業施設の整

備については、８月上旬のオープンに向けて、４

月６日に着工となりました。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における３月末現在の

高卒者新規就職状況については、就職希望者１２

４人のうち内定者は１２２人となり、就職内定率

は９４パーセントで、前年度比８ポイントの

上昇となりました。

また、本年度も国の緊急雇用促進事業が実施さ

れますので、ハローワークと連携した制度の有効

活用と雇用促進に努めてまいります。

次に、観光について申し上げます。

平成２３年度のピヤシリスキー場リフト輸送人

員は、４５万３５４人で、前年度比１０９パ

ーセントとなりました。予定どおりの１２月１０

日オープン、同月３０日には全リフトが営業可能

となるなど、降雪に恵まれたことが利用者増の大

きな要因となりました。

なよろ温泉の利用については、総利用者数９万

９００人で、前年度比１０４パーセントとな

りました。上半期は、震災などの影響で旅行など

を自粛するムードが顕著に見られましたが、スキ

ー場オープン後は全国的な大会や合宿の増加で上

半期の落ち込みを取り戻す結果となりました。

ふうれん望湖台自然公園については、施設利用

人数１万３２６人で、前年度比１１３パーセ

ントとなり、入浴客では増加したものの宿泊客は

減少となりました。本年３月末で、ふうれん望湖

台センターハウスは閉鎖となりましたが、今後も

名寄振興公社と連携して、キャンプ場などの公園

施設の利用者確保に向け、取組を進めてまいりま

す。

次に、道の駅事業について申し上げます。

オープン４年目を迎えた道の駅については、平

成２３年度の利用者数は延べ４０万４０７人で、

前年度比９４パーセントとなり、高速道路の無

料化が昨年６月に終了となったことや震災による

影響などが要因と考えています。また、「北海道

じゃらん」４月号で発表された「行ってよかった

道の駅ランキング」では、１１４施設中第１位に

輝き、依然高い評価を受けています。

今後も、さらに利用者の皆様に満足いただける

サービスの提供を心がけ、広く情報発信してまい

ります。

次に、観光振興計画について申し上げます。

本年度スタートした名寄市観光振興計画を具現

化するため、市内関係機関全体が連携して、オー

ル名寄での観光・交流事業を実施・検討する組織

として「名寄市観光交流振興協議会」を５月１日

に設立しました。

今後、この協議会が主体となり、名寄市観光振

興計画を推進してまいります。

次に、観光マスコットキャラクターの選考につ

いて申し上げます。

観光振興計画ではメインイメージを「星ともち

米」と定めており、キャラクターの募集を行った

ところ、応募作品数５１２点、応募総数３５１人

で、うち市外からの応募者２９０人で約８割以上

となっています。また、年代についても、子ども

から８０代のお年寄りまで幅広い世代から応募を

いただいたところです。

キャラクターについては、すでに名寄市観光交

流振興協議会で選考を終えており、専門機関の重

複審査などを経て、市民の皆様にお披露目させて
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いただくとともに、メインイメージを周知するた

めのアイテムとして、市内のイベントはもとより、

町内会におけるコミュニティ活動など、子どもか

らお年寄りまで市民に愛着を持ってもらえるよう、

活用してまいります。

次に、「ひまわりのまちプロジェクト」につい

て申し上げます。

名寄を訪れる来客者をひまわりでお迎えする

「どこに行っても“ひまわり”があるまち」を目

標に、本年度もひまわりの種を市民に無料配布し

しました。

また、ＪＲ名寄駅から名寄市大通南１丁目まで

の大通中央分離帯、さらには名寄市大通南１丁目

から西４条南１丁目までの国道２３９号道路わき

植樹帯をひまわりで埋めつくす「ひまわりロー

ド」を目指し、市民から応募いただいた「ひまわ

りボランティア」の皆様方の御協力をいただき、

先般、播種作業を行いました。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村の観光協会、商工会、商工会

議所及び市町村からなる道北観光連盟の総会が４

月１９日、音威子府村で開催されました。本年度

の事業として、新たに外国語対応パンフレットの

作成、シーニックバイウェイへのルート提案など

道北地域の物産や観光のＰＲ、イベント紹介など

における広域連携を通じ観光振興に取り組んでま

いります。

次に、学校教育について申し上げます。

４月５日に市内全小中学校の入学式が挙行され、

小学校では２２８人、中学校では２００人の児童

生徒が入学しました。この４月から、中学校では

新学習指導要領が全面実施となり、これに基づく

教育課程が実施されています。

本年度に入り、教育の今日的な課題に適切に対

応していくために、名寄市教育研究所内に「教育

改善プロジェクト委員会」を新設しました。今後、

知、徳、体の調和の取れた児童生徒の育成を目指

し、総合的な教育研究などを進めてまいります。

また、新たに北海道教育委員会が試行実施する

「学校力向上に関する総合実践事業」の実践指定

校に名寄小学校、近隣校に名寄南小学校、名寄西

小学校、風連中央小学校が選ばれました。今後、

実践指定校では、包括的な学校改善に取り組むと

ともに、初任者研修を自校で実施したり、放課後

の研修に近隣校の教員を受け入れたりするなど、

将来のスクールリーダーの育成が行われます。

教育改善プロジェクト委員会では、この総合実

践事業と市内の小中学校が一体となって進める学

力向上の取組とを連動させながら教育研究を進め

てまいります。

名寄市立風連日進小中学校は、少子化による児

童生徒の減少のため、１０５年の歴史に幕を降ろ

すことになりました。地域から学校がなくなるこ

とは非常に悲しいことですが、地域住民の皆様の

御理解により、本年度をもって閉校します。

名寄市街地区における小学校の適正配置につい

ては、３月に名寄市パブリック・コメント条例に

基づき市民意見を募集し、４月からは関係する小

学校や通学区域の見直し対象となる町内会に対し、

随時、説明会を開催しているところです。

今後は、新校舎の建設に必要となる耐力度調査

を実施するとともに、（仮称）「新校舎建設準備

委員会」において基本構想を策定し、基本設計に

反映していくための検討を進めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食センターでは、安全安心な学校給食を

提供するため地場産品を積極的に取り入れており、

春先においては地元の越冬野菜を使用するなど、

地産地消の一層の推進に努めてまいります。

また、本年度においても、学校栄養教諭による

指導計画のもと、給食を通して、子どもたちへの

食に関する指導の充実に取り組んでまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

高齢者を対象として３３年目を迎える名寄ピヤ

シリ大学は、男性５人、女性８人の新入生１３人

と９人の大学院生を、また、４１年目を迎える風
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連瑞生大学では、男性２人、女性３人の新入生５

人と１２人の大学院生を迎え、それぞれ４月２４

日、２７日に入学式を行いました。

新入生をはじめ在学生の皆様は、生涯学習社会

を見据えた今後の学習活動へ意欲を燃やしている

ところです。

また、本年度の市民講座「なよろ入門」は、

「地域の良さや課題を発見し、共通認識を持つ」

をテーマとして、学習の場を提供してまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

市立図書館では、子どもの読書活動の推進に関

する法律に基づき策定した「名寄市子どもの読書

活動推進計画」が平成２３年度までのため、第２

次推進計画を策定し、各関係団体や施設などに配

布しました。

また、「子ども読書週間」の事業として、４月

２８日に「子ども図書館まつり」を実施し、多く

の子どもや保護者に参加いただきました。

今後も、全ての世代が、本に親しみやすい環境

の提供に努めるとともに、家庭や地域における読

書の推進に力を注いでまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

ゴールデンウィーク期間中は休館日を設けず、

午前１１時から開館するとともに、プラネタリウ

ムでは、通常３回の上映を５回に増やすなど、市

内をはじめ道内外からより多くの方々に御来場い

ただけるよう努めてきました。

また、本年度は大きな天文現象が続き、５月２

１日の金環日食では、市内小中学校に観察用フイ

ルムなどを配布したほか、こども未来課による多

世代間交流事業「金環日食鑑賞ツアー」のため臨

時開館し、約３００人の市民が訪れました。

さらに、５月８日からはこれまで閉館日として

いた火曜日を開館日としましたが、今後も、たく

さんの方々に来ていただけるよう、一層の充実を

図ってまいります。

次に、（仮称）市民ホール整備事業について申

し上げます。

現在進めている基本設計において、市民、利用

団体、懇話会そして市議会議員の皆様の意見・議

論を踏まえて、施設の核となるホール部分の座席

数や客席形状について、判断させていただきまし

た。

今後、既存施設の改修を含め、本年度中に基本

設計及び実施設計を行い、平成２５年５月の本体

工事着工を予定しています。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２３年度の入館者数は、前年度を７０２人

上回る１万９１６人となりました。本年度は、

「名寄の自然と風景」と「歴史を学ぶ」をテーマ

に地域理解を深める展示会を開催してまいります。

ゴールデンウィークは館内を開放し、９日間で

延べ３８５人の入館者がありました。期間中、

名寄市立大学や名寄高校の学生ボランティアの応

援を受けて、木製遊具やリサイクル遊具、木の工

作を行いました。また、５月からの「小さな自然

観察クラブ」は、２８人のクラブ員で始まりまし

た。

準鉄道記念物に指定された、全国で唯一現存す

るＳＬ排雪列車キマロキはシートを撤去し、半年

ぶりにその雄姿を現しました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級は、父母が自主的・自発的に学習

する機会の場として、本年度も引き続き幼稚園を

主体に３学級開設し進めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

憲法記念ロードレースは、本年６０回を迎えた

記念大会として、オリンピック女子マラソンメダ

リストの有森裕子氏をゲストランナーとして招聘

し、５月６日になよろ健康の森陸上競技場を発着

として開催しました。

本年は、市民有志の記念事業実行委員会の御協

力をいただき、前年度比２２２パーセントとな

る６１６人のエントリーがありました。道内はも

とより遠くは東京や広島県からも参加をいただき、

参加者はゴールを目指し、健脚を競いました。ま
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た、今回から新たに設けました親子ペアの部には

３５組の参加をいただきました。

次に、児童館・児童クラブについて申し上げま

す。

名寄市児童センター・南児童クラブ・風連児童

クラブでは、「児童用図書」や「一輪車」の整備

を行い、これらを活用した行事などきめ細かな取

組を企画してまいります。

なお、南児童クラブは７７人、風連児童クラブ

は３４人の児童登録がありました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

多様化している諸問題への取組のためには、学

校との連携が重要であり、ハートダイヤル専門相

談員、教育推進アドバイザーによる小中学校訪問

では、情報交換を行うとともにハートダイヤルな

ど、児童生徒、保護者に対する周知などの御協力

をいただいているところです。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、各町内会からの指導員に

よる御協力のもと、日常の巡視活動を行っていま

す。本年度は指導員の改選期を迎え、推薦された

６６人を委嘱し、今後も、地域の中で青少年の見

守りを行ってまいります。

放課後子ども教室については、４月２５日に指

導者打合せ会及び保護者説明会を実施し、５月か

ら市内３会場において、小中学生合わせて２５人

が学んでいます。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２３年度の卒業式を３月１４日に挙行し、

保健福祉学部栄養学科３７人、看護学科５３人、

社会福祉学科５５人、計１４５人と短期大学部児

童学科５６人、合わせて２０１人が卒業しました。

卒業生の就職状況については、就職氷河期とい

われる厳しい環境の下での就職活動となりました

が、５月１日現在の就職率は、保健福祉学部の栄

養学科では９２パーセント、看護学科では９

２パーセント、社会福祉学科では８２パーセン

ト、保健福祉学部全体では９８パーセントとな

り、短期大学部児童学科では１００パーセントと

両大学ともに高い就職率となりました。

また、国家試験の結果については、管理栄養士

では３２人が合格し、合格率は８５パーセント

と昨年を４ポイント上回りましたが、新卒の全

国平均９６パーセントを下回りました。看護師

では５１人が合格し、合格率は９２パーセント

で全国平均９３パーセントを下回りました。保

健師では５０人が合格し、合格率は９３パーセ

ントで全国平均８７パーセントを上回りました。

社会福祉士では２３人が合格し、合格率は４６

パーセントで全国平均３５パーセントを上回り

ました。

大学評価については、平成２３年度、認証評価

機関の財団法人大学基準協会による書面審査及び

実地調査を受け、本年３月に大学基準に適合して

いるものと認定されました。評価結果として７項

目の努力課題が指摘されており、平成２７年７月

末までに改善状況を報告することとなります。な

お、評価結果は大学基準協会が文部科学大臣に報

告するとともに名寄市立大学のホームページで公

表しています。

平成２４年度入学式については、４月５日に挙

行し、保健福祉学部１４０人、短期大学部５３人、

合わせて１９３人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑多様化する保健・医療・福祉の現

場から求められる豊かな人間性と専門性を備えた

職業人を育成し、社会に送り出せるよう努めてま

いります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（黒井 徹議員）

ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１１時０５分
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休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第４ 議案第１号 名寄市事務分掌条例の

一部改正について、議案第２号 名寄市印鑑条例

の一部改正について、議案第３号 名寄市乳幼児

等医療費の助成に関する条例の一部改正について、

以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市事務〇市長（加藤剛士君）

分掌条例の一部改正について、議案第２号 名寄

市印鑑条例の一部改正について及び議案第３号

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部

改正について、一括して提案の理由を申し上げま

す。

本年７月９日付で改正住民基本台帳法及び改正

入管法等が施行されることに伴い、外国人登録法

が廃止をされます。本件は、外国人登録法の廃止

に伴い、文言の削除や変更、条文の追加等が必要

となる３本の条例について所要の改正を行おうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第２号は原案のとおり

に決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第３号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市高齢〇市長（加藤剛士君）

者自立支援事業条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、風連地区において合併前の風連町除雪

サービス事業実施要領に基づき実施をしている除

雪に係る助成事業を名寄地区で行っている除雪サ

ービス等助成事業に統一しようとするもので、４

年間の経過措置を設けて段階的に実施をしていく

ため、本条例を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第４号は、市民福祉常任委員会に付託いた

します。

日程第６ 議案第５号〇議長（黒井 徹議員）
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名寄市地域包括支援センター条例の一部改正に

ついて、議案第６号 名寄市介護保険条例の一部

改正について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号、名寄市地域〇市長（加藤剛士君）

包括支援センター条例の一部改正について及び議

案第６号 名寄市介護保険条例の一部改正につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、介護サービスの基盤強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律により介護保険法

の一部が改正をされたことに伴い、本市において

も関係条項の整理を行うため、当該２本の条例を

改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第５号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第５号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第６号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第７号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市過疎〇市長（加藤剛士君）

地域自立促進市町村計画の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、過疎地域の自立促進を図るための計画

である当該計画につきまして、国の財政支援策の

有効活用を図るため、計画の変更を行おうとする

ものであり、北海道との協議が調いましたので、

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項で準用

する同条第１項の規定に基づき議会の議決を求め

るものであります。

なお、変更の概要につきましては総務部長から

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、名寄市過〇総務部長（扇谷茂幸君）

疎地域自立促進市町村計画の変更について補足説

明をいたします。

今回の変更は、ＴＶｈ名寄中継局の開設事業及

び北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担

金に過疎債の活用を図るため、本計画に過疎地域

の自立に必要な事業として新たに２事業を追加す

るものであります。

資料をごらんください。この資料は、過疎計画

登載事業のうち今回の変更に係る事業について抜

粋して記載したものです。

今回の変更内容についてでありますが、過疎計

画区分の交通通信体系の整備、情報化及び地域間

交流の促進のうち、事業名、（５）、電気通信施

設等情報化のための施設にテレビ放送中継施設及

び防災行政用無線施設を追加し、事業内容にＴＶ
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ｈ受信局開設事業及び北海道総合行政情報ネット

ワーク更新整備負担金を追加するものです。

これによりまして変更後の総事業費は、前回変

更後の額に６４１万円を追加しまして、３５１

億８３９万０００円となります。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

工事請負契約の締結について、議案第９号 工

事請負契約の締結について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号及び議案第９〇市長（加藤剛士君）

号 工事請負契約の締結について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、食肉センター施設改修工事における建

築主体工事及びと場設備工事の工事請負契約を締

結しようとするものでありまして、まず議案第８

号の建築主体工事につきましては、本年５月１５

日、２社による指名競争入札を執行した結果、大

野組・大野土建・中舘建設特定建設工事共同企業

体が２億４９０万円で落札をし、これに消費税

及び地方消費税２７４万０００円を加え、２

億７６４万０００円で契約を締結しようとす

るものであります。

次に、議案第９号のと場設備工事につきまして

は、同じく本年５月１５日に３社による指名競争

入札を執行した結果、東西産業貿易株式会社が２

億３００万円で落札をし、これに消費税及び地方

消費税０１５万円を加え、２億３１５万円で

契約を締結しようとするものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。

補足説明を長内建設水〇議長（黒井 徹議員）

道部長。

市長提案の補足〇建設水道部長（長内和明君）

説明を申し上げます。

食肉センターは、昭和４１年３月に現在地にお

いて北海道から設置許可を受けまして、公設のと

畜場として開設され、道北における食肉流通の基

幹的施設として安全、安心な食肉を消費者に提供

してきたところであります。また、平成３年には

ニチロ畜産株式会社が食肉センター施設に併設す

る形で加工場を建設しました。平成２３年度に既

存食肉センター敷地に隣接して農林水産物処理加

工施設が完成し、また指定管理者であるニチロ畜

産株式会社とは今後の展望や要望事項などを含め

て十分な協議を行いながら、実施設計に反映させ

てきたところでございます。

本日議決をお願いいたします食肉センター施設

改修工事のうち、建築主体工事及びと場設備工事

の事業概要について御説明をさせていただきます。

最初に、建築主体工事でございますが、本工事の

事業概要は鉄骨造、一部コンクリートブロック造
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平家建てで、延べ面積５５５１平方メートル

の増改修工事でございます。全体予算額は７億

０００万円を計上しており、そのうち今回は建築

主体工事、機械設備工事、電気設備工事、と場設

備工事、浄化槽設備工事の５つの工事に分けて発

注をいたしました。このうち本日議決をお願いい

たしますのは、まず建築主体工事でございます。

初めに、入札におきましては指名入札で行いまし

た。指名入札等審議委員会は、市内限定による入

札参加共同企業体を３月２２日に公募の公示を行

い、市内共同企業体２社が応募し、応募のあった

２社に対し４月１９日に指名通知をいたしまして、

縦覧期間を４月２０日から５月１４日までとし、

５月１５日に入札を執行いたしました。結果、第

１回入札により、大野組・大野土建・中舘建設特

定建設工事共同企業体が消費税込み２億７６４

万０００円で落札いたしました。落札率は９

９３％でございます。

なお、工事期間は議決の翌日から来年５月３１

日までを予定しております。

次に、説明資料の建築主体工事について御説明

いたします。図面１ページをお開きください。全

体配置図で、既存施設を中心にグレーで塗りつぶ

した部分を増改修工事を行うものでございます。

２ページをお開きください。平面図で、図面上

部が旧と畜場で係留所に改修するものであり、図

面下部が旧加工場をと畜場に改修するものでござ

います。

図面３ページをお開きください。係留所の立面

図、断面図で、立面図については東西南北の姿図

となっており、屋根を中心にトタンの張りかえを

実施するものでございます。

図面４ページをお開きください。と畜場の立面

図、断面図で、立面図については東西南北の姿図

となっており、屋根を中心にトタンの張りかえを

行うものでございます。

図面５ページをお開きください。渡り廊下の平

面図、立面図、断面図で、構造は鉄骨造、面積は

１１９４平方メートル、外壁材は断熱パネルを

使用し、屋根形状は落雪などを考慮した無落雪の

屋根であり、昨年建設いたしました工場と接続す

るための増築工事を行うものでございます。

次に議決をお願いいたしますのは、と場設備工

事でございます。初めに、入札におきましては指

名競争入札で行いました。入札等審議委員会は、

４月１９日に３社に対し指名通知をいたしまして、

縦覧期間を４月２０日から５月１４日までとし、

５月１５日に入札を執行いたしました。結果、第

１回入札により、東西産業貿易株式会社が消費税

込み２億３１５万円で落札をいたしました。落

札率は９７７％でございます。

なお、工事期間は、議決の翌日から来年５月３

１日までを予定しております。

次に、お手元の説明資料のと場設備工事につい

て御説明いたします。なお、設備機器類が多数あ

りますので、代表的な設備についての説明とさせ

ていただきます。図面１ページをお開きください。

既存施設の設備配置図で、図面上部が主に係留さ

く設備及び枝肉保冷庫となっており、図面下部が

主に牛の解体作業に必要な設備となっております。

図面２ページをお開きください。係留さく設備

の詳細図で、肉牛の係留さくを１２区画新設する

ものでございます。

図面３ページをお開きください。皮はぎ機詳細

図で、肉牛を逆さにつるし、図面左のドラムのよ

うな機械が上から下に移動し、皮をはぎ取る機械

でございます。

図面４ページをお開きください。牛の小腸切開

機詳細図で、小腸の脂肪除去と切開を同時に行い、

腸管内部を洗浄する機械でございます。

図面５ページをお開きください。センマイ洗浄

機詳細図で、センマイを洗浄するための機械でご

ざいます。

図面６ページをお開きください。ミノ洗浄機詳

細図です。ミノを洗浄するための機械でございま

す。
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図面７ページをお開きください。腹ふんエアシ

ューター詳細図で、ミノにたまったふんを処理す

るための機械でございます。

図面８ページをお開きください。血液処理設備

詳細図で、肉牛の血液をボイルし、水分を抜き取

り、凝固するための機械でございます。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第８号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第９号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第１０〇議長（黒井 徹議員）

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度中の解散を目指している

名寄市土地開発公社の保有地を９２４万７６

１円で取得しようとするものであり、名寄市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求め

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 指定管理〇市長（加藤剛士君）

者の指定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市畜産物処理加工施設の指定管理

者につきまして、名寄市公の施設に係る指定管理

者候補者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者

の候補者の選定を行いましたので、指定管理者の

指定をいたしたく、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。
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よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれに２

億６６４万円を追加し、予算総額を２０２億

３５４万０００円にしようとするものでありま

す。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の備荒資金組合超過納付金０００万円の

追加は、災害時対策や公債費の償還等に備えるた

め追加納付しようとするものであります。同じく

減債基金積立金９７９万０００円の追加は、

将来における公債費の償還に備えるため、減債基

金に積み立てるものであります。同じく公共施設

整備基金積立金２億００１万０００円の追加

は、市民ホール整備事業及び老朽化が進む施設等

の改修に備えるため、公共施設整備基金に積み立

てるものであります。

８款土木費の市道除雪・排雪対策事業費９２２

万０００円の追加は、平成２３年度の降雪によ

り増加した除排雪事業に係る委託料及び排雪ダン

プ助成事業補助金などを増額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の３億９７３万０００円の増加は、３

月に交付決定された特別交付税が増額となったも

のによるものであります。

１８款寄附金の一般寄附金２００万円、教育費

寄附金１万円、合計で２０１万円の追加は、市民

の皆さんからいただいた３件の寄附金であります。

１９款繰入金の財政調整基金繰入金の３３０

万０００円の減額は、特別交付税の増加などに

より財政調整基金への繰り入れを取りやめるもの

であります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、都

市交流等事業ほか１０事業を変更するものであり

ます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない（仮称）複合交通センター整

備事業を繰り越しし、また経営体育成基盤整備事

業について事業名を変更しようとするものであり

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号は承認することに決定い

たしました。

日程第１２ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ９３６

万０００円を減額し、予算総額を３３億６２

４万０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

総務費では申告支援システムの導入委託料２０６

万０００円を追加し、給付費等の額が確定した

ことにより２款保険給付費では８３８万００

０円を、８款保健事業費では２１万０００円を

それぞれ減額しようとするものであります。

次に、歳入につきましては、交付金等の額が確

定したことにより、国庫支出金などの調整を図る

ほか、１款国民健康保険税では課税額の減少に伴

い６４６万０００円を、８款繰入金では基金

繰入金で５００万円をそれぞれ減額しようとす

るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

日程第１３ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、保険事業

勘定におきまして歳入歳出それぞれ８８４万

０００円を追加をし、予算の総額を２１億４１

０万０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では介護認定審査会費で２

０２万０００円を減額し、４款基金積立金では

概算交付を受けている平成２３年度の国及び道の

交付金の精算に伴い、平成２４年度に超過交付分

を返還をする必要があることから、これに備え介
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護給付費準備基金に積み立てしようとするもので

あります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款保険料では、介護保険料の減少により

０００万円を減額するものであります。

また、介護給付費の確定により４款国庫支出金

で１１２万０００円を、６款道支出金で２

５６万０００円をそれぞれ追加をし、５款支払

基金交付金で２７６万０００円を減額するも

のであります。

地方自治法第１７９条１項の規定に基づき専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は承認することに決定い

たしました。

日程第１４ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２３年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算の専決処分でありまして、補正の内容

は１款下水事業費におきまして歳出予算の組み替

えを行おうとするものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は承認することに決定い

たしました。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 専決処分〇市長（加藤剛士君）

した事件の承認を求めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定におきまして歳出予算の組み替えを行っ

たものであります。これは、平成２４年度老人保
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健拠出金の事務費につきまして本年４月に決定通

知があり、同月中の納付期限だったことから、当

該組み替えにより支出したものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は承認することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ９５６万円を追加をして、予算総額を１９５

億４５３万０００円にしようとするものであ

ります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして病院事業会計繰出金５７５

万円の追加は、名寄東病院の受電室等におけるア

スベスト除去に係る費用を追加しようとするもの

であります。

７款商工費におきまして観光交流振興事業費９

８０万円の追加は、このたび発足いたしました名

寄市観光交流振興協議会における事業への補助金

としてご当地グルメＰＲ事業補助金ほか２事業へ

の補助金を追加しようとするものであります。な

お、ひまわり観光事業補助金につきましては、予

算の組み替えで対応しております。

９款消防費におきまして災害対策支援事業費２

９９万０００円の追加は、スクラム支援会議に

伴う南相馬市への支援事業として南相馬市の子供

たちに対し、夏休み期間中の放射能ストレスを解

消する環境を提供するとともに、南相馬市と名寄

市との交流促進を図る経費を追加しようとするも

のであります。

１０款教育費におきましては、移動式天文台車

運営事業費３１０万円の追加は現在休止状態であ

る移動式天文台車ポラリスⅡ号を再整備をし、市

内小中学校や定住自立圏を中心とした地域へ天体

観望会などの学習機会を提供し、天文台のＰＲや

集客を図ろうとするものであります。また、南相

馬市など東日本大震災の被災地への派遣も視野に

入れて、経費を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整をいたしました。

１９款繰入金におきまして名寄東病院振興基金

繰入金５７５万円の追加は、歳出で追加をしま

した名寄東病院のアスベスト除去工事に係る経費

の財源として繰り入れしようとするものでありま

す。

次に、第４表、地方債補正では、事業の追加に

よりＴＶｈ名寄中継局開設事業ほか２事業を追加

しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、
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細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１７号の１０ページから１１ページをお開

きください。２款総務費、１項８目企画振興費で

ＴＶｈ名寄中継局開設事業負担金３９８万０

００円の追加は、株式会社テレビ北海道の中継局

開設事業に対する負担金でありまして、開設に伴

い名寄市のほか士別市、美深町、下川町が受信エ

リアとなる計画であります。

３款民生費、２款５目児童母子給付費で子ども

手当給付事業費におきましては、子どものための

手当から児童手当へ名称が変更されたことにより、

対象経費の２億４１０万円を予算を組み替えて

対応しております。

１２ページから１３ページをお開きください。

６款農林業費、１項２目農業振興費で農業者戸別

所得補償制度推進事業費５６０万円の追加は、農

業者戸別所得補償事業を推進するための経費とし

て事務を執行する名寄市地域農業再生協議会への

補助金を追加しようとするものであります。財源

として道支出金で５３７万０００円を充当いた

します。

１４ページから１５ページをお開きください。

１０款教育費、２項１目学校管理費で名寄南小学

校耐力度調査委託料０８０万円の追加は、名寄

南小学校と名寄豊西小学校を廃止し、新たな校舎

建設のため現在の名寄南小学校の耐力度を調査し、

建築に係る補助基準などを確定しようとするもの

であります。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７ページをお開きください。１９款

繰入金で財政調整基金繰入金５９０万０００

円の追加は、収支不足を調整するものであります。

２２款市債でＴＶｈ名寄中継局開設事業債３

９０万円の追加は、中継局開設に係る名寄市負担

分の財源とするもので、過疎対策事業債を活用し

ようとするものであります。

同じく北海道総合行政情報ネットワーク更新整

備事業債２４０万円の追加は、北海道行政情報ネ

ットワーク更新に係る名寄市負担分の財源として

過疎対策事業債を活用しようとするものでありま

す。

同じく生涯学習アドバイザー配置事業債５８０

万円の追加は、生涯学習運営事業の財源として過

疎対策事業債のソフト分を活用しようとするもの

であります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

８号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。



－24－

平成２４年５月３１日（木曜日）第２回６月定例会・第１号

加藤市長。

議案第１８号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして直診

勘定に係る国庫補助金の受け入れ及び直診勘定へ

の繰り出しを行うものであり、歳入歳出それぞれ

５７０万０００円を追加し、予算総額を３３億

４４１万０００円に、直診勘定におきまして

診療収入や繰入金などの増額及び医師招聘に伴う

人件費、医療機器購入費などの増額を行うもので

あり、歳入歳出それぞれ８２８万０００円を

追加をし、予算総額を１億５０７万０００円

にしようとするものであります。

補正の内容について保険事業勘定から申し上げ

ます。歳出では、１１款諸支出金の国民健康保険

特別会計繰出金で５７０万０００円を追加をし、

歳入では２款国庫支出金の財政調整交付金で収支

の調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では医師招聘に係る人件費等で４７

４万０００円を、４款施設整備費では医療機器

等の備品購入費で３５４万０００円をそれぞ

れ追加をしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では４１９万０００円を、４款繰

入金では一般会計繰入金で５３２万０００円を、

事業勘定繰入金で５７０万０００円を、５款諸

収入では嘱託医等収入で２２６万円を、６款市債

では医療機器整備事業債で０８０万円をそれぞ

れ追加をし、収支の調整を図ろうとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

９号 平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、浄化槽設置工事の事業量増加に

伴うものであり、歳入歳出それぞれ４９３万円

を追加をし、予算総額を３７０万０００円に

しようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款個別

排水事業費では、当初予算で浄化槽設置工事の台

数を８基と見込んでおりましたが、１８基の工事

が見込まれることから４９３万円を追加しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では受益者分担金１５３万０００円

を、５款市債では３８０万円をそれぞれ追加し、

３款一般会計繰入金で４０万０００円を減額し、

収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）
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ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

０号 平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、市立病院におきまして消化器内

科の診療再開に伴う医療機器の賃借料と空調監視

システムの更新費用を、東病院におきまして機械

室のアスベスト除去に要する経費を補正をしよう

とするものであります。

補正の内容について収益的収入から申し上げま

す。１款病院事業収益では、東病院の機械室のア

スベスト除去費用に充てるため一般会計補助金

５７５万円を追加をし、総額を８２億４１６万

０００円にしようとするものであります。

次に、収益的支出では、２款病院事業費用にお

きまして市立病院の消化器内科の診療再開に伴う

医療機器の賃借料０２５万０００円を、また

東病院の機械室のアスベスト除去費用５７５万

円をそれぞれ追加をし、総額を８３億４４２万円

にしようとするものであります。

次に、資本的支出では、４款資本的支出におき

まして市立病院の故障し修理不能となった空調監

視システムの整備費用２３４万０００円を追

加し、総額を１１億９７６万０００円にしよ

うとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

次に、医療機器の賃貸借に係る債務負担行為の

設定については、消化器内科の診療に用いる電子

内視鏡の賃貸借について２５年度から２９年度の

５年間で１２７万０００円の限度額を設定し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市一般会計予算繰越明許費

の繰越しの報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）
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度名寄市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告

について御報告申し上げます。

議会運営事業費ほか６事業は、平成２３年第１

回定例会から平成２４年第１回定例会までに予算

計上し、平成２４年第１回定例会と専決処分によ

り繰越明許費の設定をしていただいたものであり

ます。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 報告第２〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市病院事業会計予算繰越し

の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市病院事業会計予算繰越しの報告について

御報告申し上げます。

本件は、精神科病棟改築事業におきまして基本

設計を委託し事業を進めてまいりましたが、院内

の意見取りまとめ等に時間を要し、年度内の設計

完了が困難となったことから、繰り越しの設定を

したものであります。

平成２３年度名寄市病院事業会計予算繰越計算

書は、事業年度終了に当たり、これを翌年度に繰

り越しするためのものであり、地方公営企業法第

２６条第３項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第２号を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第２２ 報告第３号 公害の現況に関する

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について、名寄市公害防止条例第４

条第２項の規定に基づき報告を申し上げます。

平成２３年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動及び悪臭の５項目を中心に、関

係機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監

視を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしており、炭化センターにおきまして

は排出基準を大きく下回り、ほとんど検出されな

い結果となっています。また、粉じん発生源と言

われているスパイクタイヤにつきましては、低水

準で推移をし、スタッドレスタイヤが市民生活に

定着しているものと思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持しております。また、ゴルフ

場の農薬使用に関する問題につきまして、関係を

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に
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よる工事が一般的となってきておりまして、建設

作業による苦情は減少している状況となっていま

す。

その他、地球温暖化対策といたしましては、名

寄市地球温暖化防止実行計画に基づき、名寄市公

共施設の二酸化炭素排出状況調査を実施をいたし

ました。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、啓発等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧くだ

さい。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第２３ 報告第４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市土地開発公社の経営状況について、報

告第５号 株式会社名寄振興公社の経営状況につ

いて、報告第６号 株式会社ふうれんの経営状況

について、報告第７号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について、以上４件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号から報告第７〇市長（加藤剛士君）

号、名寄市土地開発公社、株式会社名寄振興公社、

株式会社ふうれん及び名寄市社会福祉事業団の経

営状況について、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第４号 名寄市土地開発公社の経営

状況について御報告を申し上げます。

平成２３年度の収支状況ですが、貸借対照表及

び損益計算書のとおり９９万５０３円の当期純

利益となっており、その内容といたしましては、

事業収益の部で公共用地取得事業費収益と住宅用

地１件の賃貸収益から事業原価の部と販売費及び

一般管理費の部を差し引きをし、１８万７２０

円の事業損失となっております。一方、事業外収

益の部では受取利息、公社土地貸付料、償還金利

息収入等から事業外費用の短期借入金支払利息を

差し引いて、１１８万２２３円の事業外利益と

なっております。

なお、当期の純利益９９万５０３円につきま

しては、翌年度の保有地簿価を減額してまいりま

す。今後は、名寄市第三セクター等改善計画に基

づき、公社保有の土地を名寄市が買い取りをし、

平成２６年度中の解散を目指してまいります。

次に、報告第５号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について御報告を申し上げます。

平成２３年度第４０期の経営内容につきまして

は、５月２１日の株主総会で報告を受けたところ

であります。名寄ピヤシリスキー場につきまして

は、順調な降雪により予定どおり１２月１０日に

オープンをすることができ、１２月のリフト予想

実績は雪不足だった前年を大きく上回る７万３

８１人の利用がありました。１月も安定した天候

が続き、前年実績を確保できましたが、２月以降

は一転して風害や視界不良などでたびたびリフト

を運休するなど苦戦を強いられ、３月末までのリ

フト総輸送人員は４５万３５４人、前年度比１

０９％となったところでありますが、同時期に

オープンができた前々年度との対比では９６％

の厳しい実績となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、地域住

民の憩いの場として、特にリピーターの定着化と

新規顧客の開拓などを柱に四季折々のセットメニ

ューやひまわり畑、パークゴルフ場などと連携を

した商品を企画販売をし、温泉、スキー場、公園

をセットに旅行エージェントや企業、学校などに

営業を行い、集客アップに努めました。しかし、
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長引く景気の低迷に加え、東日本大震災以降旅行

や宴会などの自粛ムードが宿泊及び飲食部門に大

きく影響しまして、上半期の利用は前年度を大き

く下回る結果となりました。一方、下半期は順調

なスキー場オープンに加え、全国規模の大会の開

催などにより多くの選手、団体等に御利用いただ

き、宿泊者数では１万３０６人と前半の落ち込

みを挽回し、前年度比１０３％と微増となりま

した。しかしながら、前々年度との対比では９

２％と宿泊者離れが続いております。当期の総利

用者数では、９万９００人、前年度比１０４

％、総売上高では宴会などの落ち込みにより１億

９５８万３１６円と前年度比９８％の利用

実績にとどまりました。

サンピラーパークにつきましては、地域住民及

び隣接施設などと連携をし、四季折々の企画事業

を実施をするとともに、地域の情報発信、交流人

口の拡大に努めてまいりました。花によるおもて

なしや魅力づくりとして、コスモス、ラベンダー、

サルビアなどの植栽に加え、映画「星守る犬」が

６月に全国同時上映となったことから、ひまわり

を一定期間観賞できるよう３回に分け種まきを行

いました。開園５周年や天文台のグランドオープ

ンにあわせた記念イベントなどの企画事業により

道内外から多くの人が訪れ、夏季の利用者では開

園以来初の１０万人を超えたところであります。

冬期間のカーリング場につきましては、学校授業

やカーリング協会及びジュニアクラブの利用を初

め各種大会などで多くの利用がありました。６シ

ーズン目となりました本年２月にはカーリング利

用者が５万人を突破し、節目をお祝いをしたとこ

ろであります。利用実績は、総利用者数で１３万

３７６人、前年度比１０８％となっておりま

す。

パークゴルフ場につきましては、温泉の宿泊と

セットにしたパークゴルフパックの企画など営業

に努め、融雪が早かったため４月２９日にオープ

ンすることができ、関係協会とも連携をし、良好

な施設の管理に努め、健康の森と名寄公園の合計

利用者数で延べ５万２９４人、前年度比１０

８％と微増となったところであります。

ふうれん望湖台自然公園につきましては、指定

管理者として１年の指定管理で維持管理を行って

まいりましたが、地域住民の憩いの場として親し

まれるよう業務に当たるとともに、桜祭り、尺八

と邦楽の夕べなど企画をし、宿泊者は減少したも

のの、日帰り入館者が前年度比１３８％と伸び

を示し、利用者総数は１万３２６人、前年度比

１１３％と増加をしたところです。

なお、センターハウスにつきましては、本年３

月をもって閉鎖となりましたが、今まで御利用い

ただいた市民の皆さんにはなよろ温泉サンピラー

への交通利便策を行うなど御不便をかけないよう

精いっぱい努力をしてまいります。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりで、それぞれの施設と連携を図

りながらコスト縮減に努めましたが、東日本大震

災の影響や原油の高騰による燃料費のアップ、原

材料などの相次ぐ値上げにより厳しい経営となり

ました。特に燃料費、光熱水費など前年度比で大

幅に増加をし、収支不足となったため、覚書に基

づく協議により、施設使用料の減免措置を講じた

ものの、売り上げ総利益が１億４１９万６７

７円となり、一般管理費を差し引き、当期純損失

６０３万６０５円となったところです。今後も

新たに設立をされました名寄市観光交流振興協議

会などと連携をし、宿泊、合宿、滞在につながる

取り組みを推進をするとともに、引き続き経営の

健全化を進めるよう努力を促してまいります。

次に、報告第６号 株式会社ふうれんの経営状

況について御報告を申し上げます。

平成２３年度第８期の経営内容につきましては、

５月２４日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。平成２３年度は、残務整理及び清算業務

などを行いつつ、７月８日には国土交通省、北海

道を初め関係各位の御臨席を得て盛大に全体完工
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式を挙行することができました。また、平成２４

年３月２８日付をもって北海道知事から事業終了

の認可を受け、長年にわたりました本事業が完結

をしたところです。数年前には想像もできなかっ

た風連の新しい顔がごく自然な姿となり、名寄市

の南の玄関としてふさわしい景観を見せておりま

す。

収支面では、活動を市街地再開発事業の業務に

絞ったことにより売り上げはなく、当期純損失１

３万７２２円と前期からの繰越損失２８万７

１０円とを合わせて４２万４３２円の損失となり

ました。多くの方々のお力添えをいただき、第８

期の営業年度において再開発事業を終えたところ

であります。次年度の事業清算時には若干の資本

金割れが見込まれますが、収支の均衡を図るよう

に指導をしてまいります。

営業の詳細につきましては、お手元の事業報告

書に記載のとおりであります。

次に、報告第７号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について御報告を申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めております。平成２

３年度の名寄市社会福祉事業団の運営につきまし

ては、まず特別養護老人ホームについてでありま

すが、質の高いサービス、安心、安全、利用者の

ニーズに即した自立支援を基本理念として、入所

者一人一人のケアプランに基づいて提供をしてま

いりました。

短期入所生活介護及び通所介護事業におきまし

ては、地域の老人福祉サービスの拠点として、施

設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるように努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよ

う要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提供

事業者や行政との調整を行ってきたところであり

ます。高齢者世話つき住宅生活援助員派遣事業に

おきましては、市営シルバーハウジングの入居者

が地域の中で自立して安心かつ快適な生活が送れ

るように生活指導、生活相談、緊急時の対応など

の支援をしてまいりました。

平成２３年度の収支の状況について申し上げま

すと、一般会計と市営シルバーハウジング特別会

計を合わせて、収入総額１１億７８１万８３

２円に対し、支出総額は１０億０４３万２２

９円となり、収入から支出を差し引いた１億７３

８万６０３円を次年度に繰り越しをしたところ

であります。今後とも利用者のさまざまなニーズ

にこたえ、施設の機能と特性を生かしながら地域

における高齢者福祉の増進になお一層取り組んで

まいります。

以上、４件を一括して御報告をさせていただき

ます。よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

以上で報告第４号外３〇議長（黒井 徹議員）

件の報告を終わります。

報告第４号外３件については、本日の会議終了

後に議員協議会を開催し、質疑を行います。

日程第２４ 報告第８〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第８号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市営住宅、瑞生団地に入居してい

る借家人が家賃を平成２２年１１月分から平成２

４年２月分までの１６カ月分を滞納しており、本

人及び連帯保証人に対して再三にわたり電話等に

よる納付催告を行ってきましたが、納入の意思を

確認できないため、滞納家賃が３０万円未満では

ありますが、名寄市営住宅家賃滞納整理等事務処
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理要綱第９条第１項第４号の規定に基づき、納入

の意思が認められないものとして本人及び連帯保

証人に対し滞納家賃の支払いを求める少額訴訟を

提起したものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により御報告

申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第８号を終結いたします。

日程第２５ 諮問第１〇議長（黒井 徹議員）

号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２４年９月３０日をもって

安澤純子委員が任期満了となります。

本件は、退任となる安澤委員の後任として山崎

眞由美氏を候補者として推薦をいたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見

を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日６月１日から６月１１

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日６月１日から６月１１日までの１

１日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時１９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正
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開議 平成２４年６月１２日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２４年６月１２日（火曜日）第２回６月定例会・第２号
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

ここで、加藤市長より〇議長（黒井 徹議員）

発言を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

おはようございます。議〇市長（加藤剛士君）

長より発言のお許しをいただきましたので、議会

の開会に先立ちまして私から一言述べさせていた

だきます。

去る６月６日、三笠宮家寛仁様の薨去に際し、

市民とともに謹んで改めて哀悼の意を表します。

寛仁様は、豪放らいらく、優しいお人柄とその容

姿からひげの殿下の愛称で広く国民に親しまれ、

国際親善、スポーツの振興などさまざまな分野で

積極的に御公務をされました。特に障害福祉の分

野におかれまして、障害者と同じ目線に立たれ、

自立支援に御尽力をされるとともに、みずから先

頭に立って障害者スポーツの普及にもお力を注が

れました。名寄市との縁も深く、みずからの闘病

生活を語る御講演、国体のスキー競技会、北海道

ハンディキャップスキー大会にも足を運んでいた

だき大会を支援くださいますなど、名寄市民にと

りましてもかけがえのない大きな存在でした。早

過ぎる薨去に接し、今ただ私たちに最後まで生き

抜く力強さと勇気を与えてくださった寛仁様のお

姿をしのび、感謝と尊敬の念をささげ、心から御

冥福をお祈り申し上げます。

なお、新聞、ホームページでも御案内をいたし

ましたが、名寄市では御記帳を希望する市民の方

々のために名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所のそ

れぞれ１階に本日１２日まで記帳台を設置をさせ

ていただいておりますことをお知らせをし、私か

らの哀悼の言葉といたします。

それでは、日程第１〇議長（黒井 徹議員）

会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 植 松 正 一 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

節電対応と再生、自然エネルギーの活用につい

て外２件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇９番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次御質問させていただきますが、冒頭市長か

らの発言もありました。名寄市とゆかりの深い三

笠宮寛仁殿下の御薨去に対し、私の立場からも御

冥福をお祈りしたいと思います。

それでは、質問に入らさせていただきます。１

点目は、節電対策と再生可能、自然エネルギーの

活用についてであります。昨年３月１１日に発生

した東日本大震災による福島第一原子力発電所の

事故後、脱原発の動きが全国的に進み、ことし５

月５日の泊原子力発電所３号機の運転停止で、全

国１７カ所、５４基の原子力発電所はすべて停止

となりました。これに伴い、政府は５月１２日に

今夏の電力不足の状況について調査する需給検証

委員会を開催し、猛暑となった場合、関西、北海

道、九州の３電力管内で電力不足が起きるとする

報告書をまとめました。このうち北海道は９％

の電力不足が予想されておりますが、同委員会で

は全国レベルで節電を行うことで融通を最大限行

うことが有用と報告書で明記しており、北海道電

力では事業主に対し７月２３日から９月７日まで

のお盆の期間を除く平日の午前９時から午後８時

まで及び９月１０日から１４日までの午後５時か

ら同８時までの間に７％の節電を要請しておりま

す。市役所の２３年度における年間電気料は、風

連庁舎で対前年比０３％増加したものの、４月
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から１２月に限って見た場合、風連庁舎では同

１２％、名寄庁舎は２７％の削減となったこと

から、目標の節電は可能という見方をしておりま

すが、北海道電力からは医療機関、学校などに対

しても空調及び照明の節電が求められていること

から、名寄市として公共施設を含め総合的に今夏

の節電対策にどう取り組まれるのか、さらに市民

の皆さんへの協力依頼についてもお伺いします。

このような動きの中で、今再生可能エネルギー

や自然エネルギーの活用について地方自治体とし

て取り組むことが求められています。昨年の第３

回定例会でこの課題をただした同僚の熊谷吉正議

員の一般質問に対し、当時総務部長であった佐々

木副市長は、名寄市は省エネの徹底やエネルギー

効率の引き上げによって低エネルギー社会を目指

すとともに、地域の条件に合った再生可能エネル

ギーの導入についても検討すると答弁しておりま

すが、同質問後どのような検討が進められ、再生

可能エネルギーや自然エネルギーの導入を目指し

ているのか、具体的にお知らせをいただきたいと

思います。

名寄市は、これまでも雪室や太陽光活用を公共

施設に導入しておりますが、一方では昨年の（仮

称）複合交通センター建設にかかわる議論の中で、

市立名寄総合病院の冷房完備、公共施設への冷房

配備などについて取り組む姿勢を示しております。

また、今後においても（仮称）市民ホール建設、

市立病院精神科病棟建設、さらには総合計画後期

計画に登載される大学図書館、学校改築、なよろ

温泉サンピラーのリニューアルなどなどさまざま

なハード施設建設を予定しておりますが、現段階

において導入の可否について具体的検討手法を含

めてお示しをいただきたいと思います。

次に、名寄市立総合病院にかかわってお伺いし

ます。行政報告の中で市長は、消化器内科の休診

という事態もあって２３年度決算は２億１７２

万０００円の純損益を計上する決算となったと

述べられましたが、消化器内科は常勤医が３人確

保され、循環器内科と麻酔科で各１人ずつ常勤医

が増員となったことから、今後の病院経営の安定

化を期待するものでありますし、スタッフ確保に

尽力されている佐古院長を初め病院関係者に敬意

を示すものであります。

その一方、平成２０年１月に北海道が示した自

治体病院等広域化・連携構想の成り行きが注目さ

れています。提示から４年以上が経過しておりま

すが、なかなか具現化には至っておりません。高

橋知事は、昨年末の道議会でスピード感を持って

対応すると述べ、一部ではそのモデル地区として

上川北部地区を中心とする圏域を挙げているとい

う情報もありますが、この広域化・連携構想は名

寄市立総合病院の経営にも影響を与える課題であ

ることから、改めて同構想の進捗状況及び今後の

見通しについてお伺いします。

また、ことし２月の道議会第２回保健福祉委員

会で奥山地域医師確保推進室参事が地域センター

病院に勤務する医師アンケートの結果を公表しま

した。このアンケートに対して４３２人の医師が

回答しており、それによりますと現在の勤務地を

選んだ理由の６割強の２８９人が大学からの派遣

として、困っていることはの設問には３割強の１

５０人が業務が多忙と回答しております。さらに、

医師不足地域に従事する場合の条件については、

６割強の２７９人が自分と交代できる医師がいる

ことと回答。一方、臨床検査医では２７５人が回

答し、５割強の１５１人が大学での研修や勤務を

希望している一方、７割に当たる１９５人が郡部、

へき地での従事について条件が合えば従事したい

と回答しており、地域医療に高い関心を持ってい

ることが明らかになりました。具体的に言えば、

現在の勤務地で困っていることは業務が多忙、ス

キルアップ、専門性の強化ができないが上位を占

め、従事する条件は自分と交代できる医師がいる

こと、医師の勤務環境に対して地域理解を得るこ

とであり、このことから道では地域で勤務する医

師を安定的に確保するためには勤務環境の改善や
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指導体制の充実、地域住民の医師に対する一層の

理解などが課題としておりますが、市立病院とし

てこの結果をどう受けとめ、今後対応されている

のかお伺いします。

さらに、看護師の確保対策という点でも病院当

局の日々の努力は理解をしているところですが、

看護師不足の抜本的な解決には至っていないのが

現実です。このため名寄市立総合病院では、医師

や看護師の負担を軽減させ、業務に専念できる体

制として医局、看護部を初め各セクションで臨時

職員を配置しておりますが、その配置の状況と役

割、評価、さらに今後の対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

最後に、名寄市立大学についてお伺いします。

名寄市立大学では、ことし４月、２０１１年度大

学基準協会の大学評価、認証評価結果を２０１０

年度自己点検評価報告書にまとめ公表しました。

結果は、同協会の大学基準に適合しているとされ、

２０１９年度３月３１日まで認証されました。ま

ず、この大学評価結果について大学側としてどう

受けとめているのか見解をお伺いします。

また、今回の評価では７項目１１点について努

力課題として指摘され、２０１５年、平成２７年

７月末までに改善報告書の提出を求められており

ますが、今後大学としてどのような体制及びスケ

ジュールで対応されようとしているのかについて

もお知らせをいただきたいと思います。特に財務、

地方交付税について、地方交付税交付金、あるい

は市の一般財源の今後の状況は必ずしも楽観を許

すものではなく、また地方交付税交付金の組み入

れ自体は支出の５９％、１４億６００万円の支

出に対して８億４００万円を賄っているにすぎ

ないという現実は考慮されていないと指摘され、

大学としての財務政策についても特段の財務政策

を採用しているものではなく、外部資金として科

学研究費補助金などを４５６万０００円確保

した実績はあるが、その獲得に向けた具体的取り

組み方策が見えない。まずは、財務に関して全学

的な指針を策定し、学内でこれを共有することが

望まれるとも指摘されておりますが、これらにつ

いての見解及び対応についてお伺いし、この場か

らの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

佐藤議員から大項目で３点にわたる質問をいただ

きました。大項目１は私から、大項目２は病院事

務部長から、大項目３につきましては大学事務局

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

まず、節電対応と自然、再生可能エネルギーの

活用についての行政としての節電の取り組みと市

民への協力依頼についてお答えをいたします。政

府のエネルギー・環境会議におきましてこの夏の

電力需給対策が取りまとめられ、複数の電力管内

において需給のギャップによる停電の発生を回避

するため、数値目標を定めて節電を行うこととな

り、事業者であります北海道電力から５月２２日

に市に対して要請がございました。市では、この

間行財政改革の一環として両庁舎を含め、各公共

施設において既に節電対策等を取り組んでいると

ころであり、具体的には執務室電灯の間引き点灯、

トイレ照明のＬＥＤ化、昼休みの消灯などを実施

をしております。さらに、パソコンの待機時間に

応じた有効な対策等さまざまな庁舎内の節電対策

を講じてまいっております。

また、市民への協力依頼につきましては、電力

供給の事業主体であります北海道電力が主体的に

行うべきものと認識はしておりますが、その公共

性に照らし、市といたしましても節電に関する広

報に努めてまいりたいと考えております。

また、昨年の第３回定例会の答弁以降、この地

域における再生可能エネルギー等のあり方につき

ましては市として十分な方向性を示すに至ってお

りません。この間各部局それぞれで所管する対応

は行っておりますが、それらの現状を取りまとめ、

市としての方針、戦略を描くには導入に伴う国並
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びに北海道の方針、施策などと連携していく必要

があります。幸いこうした地域での課題をサポー

トする組織として、北海道再生可能エネルギー振

興機構が立ち上がることになりました。この組織

は、全道７２自治体の市町村長が発起人となりま

して設立し、今後の再生可能エネルギーの拡大に

向けた情報の共有、人材の育成、調査研究などを

行うとしております。名寄市も発起人となってお

りまして、今後こうした組織などを活用し、戦略

の構築に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

次に、再生、自然エネルギーの活用についてで

ありますが、現在基本設計中であります（仮称）

市民ホール及び市立総合病院の精神科病棟などに

おいての自然エネルギー導入の可能性につきまし

ては、施設の規模や利用形態等を考えると施設全

体の冷暖房や電源など、すべてを自然エネルギー

で対応することはイニシャルコストが上がり、実

現は困難と考えておりますけれども、単一の熱源

ではなく、使用エネルギーの分散化においては考

慮しなければならないものと考えております。特

に名寄市として既にもち米低温貯蔵施設での利用

実績もあります。雪冷房や太陽光パネルなどの可

能性につきましては、導入に係る建設用地の広さ

や費用対効果を含めて比較検討することとしてお

りまして、具体的には実施計画の中で導入の可否

を決定してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目の２点目、名寄市立総合病院に

ついて申し上げます。

初めに、自治体病院等の広域化・連携構想につ

いてお答えをいたします。地方の自治体病院が医

師確保など地域医療の充実に苦慮しており、経営

環境も年々厳しくなってきていることから、将来

の地域における必要な医療の確保のため、北海道

は平成２０年１月に自治体病院等広域化・連携構

想を策定しております。議員御指摘のとおり、広

域化・連携構想策定から丸４年が経過し、具体的

な取り組みが進んでいないことから、北海道では

上川北部と中空知圏域の２カ所をモデル地域とし

て重点的に取り組む方針を示しました。具体的に

は、北海道が主催し、昨年９月に上川北部自治体

病院等広域化・連携検討会議が開催され、自治体

病院の役割分担、医療機能の見直しに向けて地域

の医療資源の現状と課題などについて分析を行い

ました。今後の見通しについては、今月の２１日

に広域化・連携検討会議が開催される予定で、そ

の中で上川北部地域における具体的な行動方針、

アクションプランが示され、１点目として医師派

遣、２点目として救急医療体制、３点目として災

害時の医療確保、４点目としてへき地、周産期、

小児医療など分野別の取り組み方針が明示される

ことになっております。アクションプランでは、

中核病院である名寄市立総合病院の役割として、

圏域内の病院、診療所への医師派遣と病院、診療

所間の診療情報ネットワーク整備、それから救急

医療の充実などが求められるものと思われます。

また、課題としては、全診療科の医師が充足して

いないことから、医師派遣の際に制約があること、

救急部門の充実、将来の救急救命センターの取得

ができるように救急医ですとか看護師の確保など

が挙げられます。

次に、医師確保対策について申し上げます。北

海道は、昨年１０月に地域センター病院に勤務す

る医師に対して地域医療に対する勤務医アンケー

ト調査を実施し、本年の２月にその結果が公表さ

れました。調査結果は、現在の勤務先で困ってい

ることはの質問では、１番目が業務が多忙、２番

目がスキルアップ、専門性の強化ができない、３

番目が給与、昇進などの人事待遇、４番目が働き

がいや自分自身の将来展望、５番目が病院の施設

整備などの環境整備を挙げておりまして、また医

師不足地域に従事する際の条件はとの質問では、

１番目が自分と交代する医師がいること、２番目
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が医師の勤務環境に対する地域の理解、３番目が

給与面、４番目が他病院とのネットワーク連携、

５番目が居住環境の整備などとなっております。

これらを踏まえまして当院では、１つとして大学

の医局と連携し、産科、小児科などの医師を集約

し、当直など労働負担の軽減を行っております。

２点目として、子育てをしている女性医師を対象

に短時間勤務の正規雇用を実施しております。３

点目として、臨床研修センターを設置しまして、

研修医の確保とスキルアップを含めた研修体系を

確立しております。４点目としては、救急外来、

ＩＣＵ病棟、ＮＩＣＵなどの施設設備の整備更新

を行っております。それから、５点目として民間

活力による借り上げ医師寮の整備、いわゆる住環

境の整備を進めています。６点目としては、医師

の勤務実態と救急外来などの状況を市民の皆さん

に理解をしていただくため、まちづくり懇談会で

の説明などを実施し、医師が働きやすい環境をハ

ード、ソフトの両面から行っております。また、

今回改築を進めています精神科病棟内に医師、看

護師等が医療処置のシミュレーションをできる研

修室等を設置する方向で準備を進めております。

今後も医師が働きやすい環境整備を行いながら、

医師確保に努め、地方地域センター病院としての

使命を果たしてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いしたいと思います。

次に、３点目、（３）の看護師の確保対策につ

いて申し上げます。医師、看護師等の不足は、長

年続いていることから、これらの対応策としまし

て看護補助職員などの臨時職員を採用しておりま

して、現在当院で雇用している臨時嘱託職員は本

年の６月１日現在でパート８９名を含めて２４０

名おります。まず、医師の労働負担を軽減する職

種としては、メディカルアシスタント、ＭＡがパ

ートを含めて２７名おりまして、主に電子カルテ

などの入力補助、診断書、意見書等の作成の補助

業務を行っております。次に、看護師を補助する

職種として、看護補助者、ヘルパーを各病棟、外

来にパートを含めて４９名配置をしております。

主な業務内容は、病棟では入浴、食事等の介助、

シーツ等の交換を、また外来では各種検体、薬品

等の搬送、各外来の清掃などの業務を行っていま

す。また、看護師を補助する職種として、クラー

ク、事務補助者を外来と一部の病棟にパートを含

めて２３名配置をしております。主な業務は、外

来では受付、電話対応、問診、予約等の案内を、

また病棟では面会者の受付や電話対応、入院、退

院者などの案内を行っています。これら臨時職員

の配置については、診療報酬に一定額が加算をさ

れております。医師、看護師等が十分確保できな

い現状と患者サービスの向上には臨時職員の配置

は必要不可欠と考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

また、看護師確保対策として、本年度は新たに

パンフレットを作成しまして、先般看護部長とと

もに市立大学、市内の各高校を訪問しまして、学

資金の活用方法などを改めて説明してまいりまし

た。今後も看護師が働きやすい環境整備を進め、

看護師確保に努めてまいりたいと思いますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大きな項目３の名寄市立大学の将来について、大

学基準協会による大学評価結果の受けとめと指摘

事項への対応についてお答えを申し上げます。

まず、大学基準協会による大学評価結果の受け

とめにつきましては、同協会による平成２３年度

大学認証評価を受け、同協会の大学基準に適合し

ているとの認定を受けましたことは、名実ともに

大学として認められたものと受けとめております

が、みずから行う自己点検評価とこのたびの外部

評価を行うことで、第三者により課題が指摘され、

自己点検評価が補完されることによって初めて客

観的なものとなり、改善すべき課題がより明らか

になったものと言えます。今後の本学の発展方策
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を検討する機会が得られましたことは、大変意義

深いことと考えており、評価結果を真摯に受けと

め、本学の教育研究のさらなる充実と発展に役立

ててまいります。

次に、指摘事項に関する対応でございますが、

今回の認証評価につきましては、１０の評価基準、

４５の評価項目中、７つの評価基準で指摘を受け

ております。指摘された主な努力課題について、

現状及び今後の対応についてお答えを申し上げま

す。まず、１、教員、教員組織につきましては、

教員組織の編成方針の明確化とそれに沿った整備

が求められておりますが、今後各学科ごとに教員

編成方針を明確に定め、専門領域の教員の確保を

行い、適正な教員配置を目指してまいります。

２の教育内容、方法、成果では、学位授与方針、

教育課程の編成、実施方針の明確化と公表が求め

られておりますが、現在教授会においてこれら両

方針の検討を既に行っており、今後大学ホームペ

ージなどにより公表してまいります。

３の学生受け入れにつきましては、学生の受け

入れ方針の公表が求められておりましたが、既に

平成２４年度学生募集要項に明示し、大学ホーム

ページ上にて公表をしてきております。

４の学生支援につきましては、就職支援体制の

改善が求められましたが、本年４月に学内にキャ

リア支援センターを設置し、専門教員及び職員を

配置し、学生に対するキャリア形成及び就職活動

への支援を実施してきております。

５番目の教育研究等環境につきましては、大学

図書館の利用環境の改善と専門専任職員の配置が

求められましたが、今後総合計画後期計画におい

て大学図書館の整備と専門専任職員の配置を計画

をしております。

６番目の内部質保証につきましては、そのシス

テムの確立が求められておりますが、今後目標と

計画を立て、実行し、結果を点検評価し、改善、

見直しを行うシステムを学内に構築し、積極的に

情報公開を行い、社会に対する説明責任を果たす

ことが必要と考えております。

最後に、７番目の管理運営、財務につきまして

は、事務職に対する大学特有事務に関する研修機

会の改善が求められましたが、これにつきまして

は道内国公立大学や公立大学協会が主催する事務

職員研修会に積極的に職員を派遣し、スキルアッ

プを図るよう努めてまいります。

今回の評価結果におきまして努力課題が付され

ました項目につきましては、その対応状況を改善

報告書として取りまとめ、平成２７年７月末日ま

でに同協会に報告することが義務づけられており

ますので、今後指摘を受けた事項につきまして改

善を実施し、本学の教育研究のさらなる充実を図

ってまいります。

また、財務、地方税につきましては、財務評価

における評価項目は大きく２つあり、第１は教育

研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財

政基盤を確立しているか、第２は予算編成及び予

算執行は適切に行っているかであり、評価の視点

として第１の項目につきましては中長期的な財政

計画の立案、科学研究費補助金や受託研究等の外

部資金の受け入れ状況などであり、第２の項目に

つきましては予算編成の適切性と執行のルールの

明確化、決算の内部監査、予算執行に伴う効果の

分析、検証をする仕組みの確立などであります。

これらは、独立行政法人または学校法人の財務評

価を想定したものとなっておりまして、自治体が

直接運営する本学にとりましては一部なじまない

部分もございますが、大学基準に基づきまして評

価をいただいたところでございます。財源の確保

につきましては、公立大学協会が実施しておりま

す公立大学実態調査では、平成２１年度の公立７

７大学の予算の経常経費総額６２４億円のうち

自主財源である授業料等の学生納付金総額は８７

１億円であり、３２％を占めております。一般

財源、都道府県、市負担額は６４０億円であり、

６５％を占めております。本学におきましても

評価報告書のとおり、学生納付金等の収入は約３
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３％であり、地方交付税交付金を主な財源としま

す市負担分は約５９％を占めております。したが

いまして、公立大学全体の経常経費における財源

内訳の比率と本学の財源内訳の比率を比較いたし

ますと、大きくかけ離れましたものではなく、む

しろ公立大学の平均的な財源内訳、比率となって

いるものと言えます。また、財務に関して全学的

な指針を策定し、学内でこれを共有することが望

まれるとの評価をいただきましたが、財政の健全

性の確保と財政運営の効率化を基本的な柱としま

す名寄市の財政政策に基づく大学の財政運営につ

いて、学内においてより一層の共通認識を図り、

本学の教育研究の安定的、かつ持続的に運営でき

るよう取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず節電関係で扇谷部長のほうから

御説明をいただきましたけれども、本庁関係はわ

かります、大体。もう一つ、北電からは病院等医

療機関と学校に対しても節電を求めるという御協

力要請が出ていると思うのですが、具体的に医療

機関、市立病院あるいは学校では節電にはどうい

うふうに取り組もうとしているのかお答えいただ

きたい。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

医療〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

機関に対して、当院は自家発電の設備があるとい

うことで、北電さんのほうから通告調整契約とい

うのを６月１日付でいただきました。具体的には、

７月から９月までの節減期間中にいわゆる前日の

３時までに自家発電を行ってくださいといいます

か、併用してくださいという、そういう通告が来

まして、その期間中は最高一月２０日までの範囲

内でということで、そういう通知が来ておりまし

て、間もなくその契約を実施する予定でございま

す。具体的には、当院は５００キロワットの自家

発電を持っておりまして、単価９万９００円、

いわゆる割引といいますか、料金のほうも安くな

っております。ただ、この部分は実際に自家発電

を発電いたしますと重油がかかりますので、若干

その部分は高くなりますけれども、そのような通

告調整契約の御案内が来て、契約する予定で準備

を進めております。

以上でございます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校での節電対策に〇教育部長（鈴木邦輝君）

つきましては、現在道教委から一般的な通知の部

分はあろうかと思いますけれども、文書等の具体

的な内容については確認等手持ち資料がございま

せんので、後ほど通告していただきたいと思いま

す。申しわけありません。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

道教委から文書来てい〇９番（佐藤 靖議員）

ないから検討していないというのは、これはもう

先ほど壇上でも述べたとおり、既に国のほうでは

早い段階で、５月１５日ですから、それでもう全

国的に節電をしてくださいと。具体的に北電のイ

ンターネットの中でも学校についても、学校にお

いては照明の節電が非常に効果的なため、ぜひ御

協力くださいという表現がもう既に載っていて、

その中では具体的に日中の８時から１６時に高い

電力消費が続きますという表まで載っていて、な

のに道教委からの文書を待って検討すると。もう

既に間もなく７月２３日、あと１カ月もしないで

その状況が来る。この状況は夏休みにも入ります

からでしょうけれども、ちょっと対応が遅いよう

な気がするのですけれども、教育長はどういうふ

うにお考えですか。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

道教委等と連携はもち〇教育長（小野浩一君）

ろんですが、市としての対応も非常に大切なこと

だと思いますので、校長会、教頭会等と早速連携

をとりまして、今後の本市の学校における節電対

策について対応してまいりたいと思います。
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佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

病院のほうはわかりま〇９番（佐藤 靖議員）

した。いいのですけれども、例えば本庁もそうで

すけれども、節電だからといって電気を暗くする。

トイレはＬＥＤにしたのは、それはいいでしょう

けれども、パソコンもわかります。ただ、学校も

そうでありますが、単純に電気を暗くするという

ことが市民生活あるいは学校現場においてどうな

のかという。例えば市民の人によく言われるのは、

市役所は昼休み、昼休みしかあいていなくて行く

と、ほとんどの事務所は電気消えていると。暗い

から、当然何か仕事していないのかなと思って入

りづらいと、そういう声も一方ではありますし、

そういうことからいうと、学校もそうであります

が、本当に電気を消すことが子供たちの視力にど

うなのかとか、やっぱりそういう状況をしっかり

今のうちから調査をされてやっていくというのが

必要だと思いますし、ぜひそれは特に学校現場は

そのことに努めていただければと。これは、要望

しておきたいと思います。

例えば本庁もそうでありますけれども、私は今

回の節電を一過性のこととしてとらえないほうが

いいのではないかと。やはり行財政改革にどうや

ってつなげていくかということを考えたほうがい

いのではないかと思っています。昔もよくガソリ

ンが高くなったり、あるいは排ガスの問題があっ

たときノーマイカーデーみたいなのつくったけれ

ども、結局二、三年もしないでもとに戻るという

ことではなくて、今回の節電というのをどういう

ふうに行財政改革に結びつけていくかと。そうい

う意味からすると、１つはこれは課題かもしれま

せんけれども、例えば勤務時間を変えるのはどう

だと。これは、非常に厳しい問題かもしれません

けれども、特に扇谷部長は例えば国内の大型店で

は勤務時間を、開店時間を早めているという状況

もありますけれども、当然行政的には難しいと思

いますけれども、その辺の認識についてはどうい

うふうに思いますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

た、いわゆる民間で行われておりますサマータイ

ム制度ですか、そういったものの扱いについてと

いうことでございますが、以前市役所の開庁時間

につきましても、これ旧名寄市の時代になります

けれども、開庁時間は通常どおり、ただ閉庁時間

を６時まで延ばしてきたという経緯があります。

１つは、エネルギー対策もありましたけれども、

市民サービスの向上という観点も含めて対応した

という経緯もありますが、役所の時間、市民の皆

さんはおおむね通常の時間は周知をされておりま

して、時間の変更を行っても周知に少し時間がか

かって、なかなか私どもの思いと市民の皆さんの

感覚とはちょっと乖離をしないかと。これは、私

どもの宣伝の仕方のまずさもあろうかと思います

けれども、全国もしくは全道的に国の機関、道の

機関を含めて同じような時間帯での開庁なり閉庁

なりを一緒にやるということであればそれなりの

周知がなされるものと思いますけれども、市単独

だけの実施では一部市民の皆さんの周知不足も含

めてちょっと混乱を来すということもありまして、

なかなか実施に踏み切れないでおります。しかし

ながら、今後改めて節電という大変厳しいキーワ

ードが出てきてまいりましたので、私どもも国な

り、それから北海道の状況を見ながら、必要であ

ればこれまた検討せざるを得ないような状況にな

るかもしれませんので、その辺は状況の判断をし

っかりしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

確かに私もそう簡単に〇９番（佐藤 靖議員）

できる課題ではないというふうに思うのですけれ

ども、例えばなぜ大型店が開店時間を早めたかと

いうと、単純に電気の話よりももっと先の、例え

ば朝７時に大型店が開くと。７時から買い物をし

てくれれば、その後家庭での調理時間とか家庭で

の生活タイムが変わるでしょうと。そうすると、
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夕方なり一過的にどんと消費がいくのでなくて、

家庭生活の中で電力消費が分散化するという、ど

うもそこまで考えて、大型店のホームページを見

てこの節電のを見るとほとんどそういう書き方を

されている。名寄市が開庁時間を変更したからそ

う変わるということではなくて、一過的な節電と

は考えないで、先ほども言ったように行財政改革

という部分の視点があってもいいと私は思うので

す。その中でもう一つ言うと、パソコンも今昼と

めているという話であります。庁舎関係あるいは

市関係で全部でパソコンは何台ございますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市の関連部局で持っ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ておりますパソコンは、おおむね０００台ほど

になるというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

一番は０００台、昔〇９番（佐藤 靖議員）

はパソコンのない時代は手書きでやっていて、そ

んなこと考えなくて、今はもうパソコンが仕事の

主流になってきている。その意味で約０００台

という数が出てきたのだと思うのですけれども、

このパソコンの使用、昼だけではなくてどうにか

見直せないのか。これも何か市役所に来ると、ほ

とんどの職員がまず一番最初に開くのがパソコン

を開いて電源を起こすと。その後ずっと席を離れ

ても動かしていたり、あるいは市民の方が来ても

パソコンに集中しているせいか、お客さん意識と

いうのはほとんど薄れてきているのではないかと。

先ほど暗いから入りづらいというのもありました

けれども、入ってみると皆さん熱心にパソコンに

向かって仕事をしていると。それは、いい面と、

もう一つはやっぱり悪い面で、どうしても職員間

のコミュニケーションが不足するというか。パソ

コンがあると、例えば今までは電話で、あるいは

足で行ってお話をしたことがメールにかわったり、

何にかわったりということがありますので、ここ

でひとつ一回立ちどまってパソコンの使い方、パ

ソコンの活用についても、節電という意味合いよ

りも行財政改革という意味合いからすると見直す

時期に来ているのではないかと。例えばパソコン

ゼロの日をつくれといっても業務が停滞しますし、

そうならないでしょうけれども、職場の中でやっ

ぱり職場協議をするときは完全に電源までを切っ

てちゃんと１時間、２時間打ち合わせする。ある

いは、この日は完全にとめるとかと。午前中でも

１時間、２時間とめるとか、パソコンの使い方と

いうのを検討する時期に来ているのではないかと

私は思いますけれども、扇谷部長はどのように見

解をお持ちですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今パソコン０００〇総務部長（扇谷茂幸君）

台あるというお話をさせていただきましたが、こ

の間非常に情報化も進みまして、市役所の業務含

めてやっぱりパソコンが１つ仕事する上で重要な

いわゆるツールになっているという実態がござい

まして、なかなか今現在パソコンをなくしては業

務が進まないというような、ある意味弊害も起き

ているということは議員御指摘のとおりでありま

す。しかしながら、パソコンを使いながら、なお

かつ職員とのコミュニケーションをしっかりとっ

て、これをしっかり全体の業務の体制の中でいわ

ゆる共通化を図っていくということは、常日ごろ

からこれは課題として職員と話しているという実

態もございまして、特にこの５月から毎日朝ミー

ティングというのを開きまして、これパソコン使

っているからコミュニケーションがとれないとい

うことではなくて、今以上に職員とのコミュニケ

ーションなり業務の共通点を図ると。こういった

観点から、必ず朝ミーティングをして１人一言発

言をしながら、きょうの仕事の進め方、それから

今気になっていること、そして今後進めるべきい

ろんな課題等について課の中で共通認識を持つと

いう取り組みを行っておりまして、こういった取

り組みを進めながら、いわゆる職員の業務に対す

る考え方なり進め方なりをしっかり共通性を持っ

て進めていくということもあわせて進めておりま
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す。発電というキーワードの中で、パソコンの使

用電力というのはまさに課題になっていまして、

０００台もありますと相当数の電力を使うとい

うことであります。それで、もう既に私ども職員

に通知をしておりまして、パソコンの省電力化を

今以上に進めていくと。そのことは通常やるとい

うことでありますが、議員御指摘のとおりパソコ

ンの使い方含めて、なかなかこれ現状一日全くパ

ソコンを使わないということにはなりませんけれ

ども、例えば昼休みの時間は、１時間はパソコン

をとめるということも含めて、今後パソコンの省

電力についてはもっと検討の余地があるというふ

うに考えておりますので、この辺につきましても

随時検討し、進めてまいりたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうふうにぜひ行〇９番（佐藤 靖議員）

財政改革の視点でも節電を御検討いただきたいと

思いますけれども、もう一つは再生、自然エネル

ギー関係でるる御説明をいただきましたけれども、

結局去年の質疑以降具体的な協議はしていないと

いうことでありますし、もう一方、去年の駅横の

審議の中でも市長は自然エネルギーに対して検討

するという発言もされていると。ある意味では、

今の市長、副市長、お互いに検討すると言いなが

らしてこなかったというのはどういうことなので

しょうか。お答えをいただきたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

新しいエネルギーの〇副市長（佐々木雅之君）

関係につきましては、それぞれ新しい公共施設を

つくるときにそれが活用可能かどうかという議論

については常に進めてまいりました。ただ、名寄

市として再生エネルギー、新エネルギーの関係に

ついてどのように総合的な判断をしながら進めて

いくかという面では、ちょっと動きが遅かったよ

うに、そこについては反省をしております。片一

方では、住民生活、市民の皆さん方の公共施設に

おける利便性も含めまして、今まで余り冷房装置

については大きな議論にならなかったものが駅横

の施設のことも含めまして、給食センター、市立

病院、大学の教室も含めて異常気象の変化により

まして冷房装置が必要だと。そこにおいては、行

革の観点も含めましてできるだけ性能の高くて効

率的な空調設備を使うということについては、新

しい施設の今後、今現在進めております市民ホー

ルのところについてもどこが一番望ましい、自然

に優しいエネルギーなのかということについても

検討はしています。ただ、残念ながら国自体もこ

としの１０月までにかけないと新しいエネルギー

政策が確定しないというか、方向が決まらないと

いうぐらついている状況にあります。これは、昨

年もいろいろ検討するということで進めてまいり

ましたけれども、３月１１日の大震災以降、国自

体が原発に依存するエネルギー政策から再生エネ

ルギーのほうに大きくシフトは言葉として変えま

したけれども、具体的な数値目標としての方向性

がまだ定まっていなくて、ことしの１０月に一定

の方向がまとまるという情報でありますので、こ

の辺もしっかりにらんで対応してまいりたいと思

いますし、できるだけ市民生活にプラスになるた

めの空調、それから暖房も含めたエネルギー活用

についてはどうすべきかについて、国の動向を見

ながらなるべく早く議論を進めてまいりたいと思

っております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

状況は今のものでよろ〇９番（佐藤 靖議員）

しいと思うのですが、私は先ほども節電を行財政

改革の視点といいますか、自然エネルギーも例え

ば観光の視点ではどうなのかと。昔名寄市も雪氷

変換機というのを購入したというか、補助金いた

だいているのですけれども、圧縮をして四角くし

てイベントにも一時期使いましたけれども、例え

ば雪氷変換機で四角の正方形のものをつくって、

それをしまって冷房に使う。一方、真夏にそこか

ら雪を出して、真夏のイベントに雪ができると。

先ほどではないですけれども、雪質日本一、ある

いは名寄の雪というのは質がいいということで全
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国的にＰＲしているわけですから、その質が名寄

でも夏に利用できるという視点も私はあってもい

いのではないかと。そうすると、一つの施設でな

くて全体的な今の観光振興計画もそうであります

けれども、名寄の観光をどうしていこうかという

ときに使えるようなものもそこでストックできる

と。どのぐらいの容量があればできるかというの

は私も具体的にはわかりませんけれども、例えば

そういう視点でも物事を考えると。それも一考あ

っていいと思うのですけれども、市長はどういう

認識でしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに今大飯原発の再稼〇市長（加藤剛士君）

働の問題で国全体が、あるいは国民一人一人がエ

ネルギー政策のあり方をこれまでも検証しながら、

今後どうしていくのかということを考えていかな

くてはならない大切な局面なのかなというふうに

思います。その中で名寄市としてできることをし

っかりとやっていくべきではないかと。今までい

ろいろ議論がありましたけれども、１つは言うま

でもなく節電ということであって、これはあらゆ

る角度から工夫をして我々ができることもやるし、

市民の皆さんにできることは呼びかけていくと。

もう一つは、今お話のあるようにこの地域独自の

再生可能エネルギーのあり方というか、やはり名

寄市は特徴ある地方都市というか、地方都市なら

ではのエネルギーの地産地消ということも一方で

考えていく必要が、これは国の政策と呼応してや

っていかなければならないのかなというふうにも

考えております。この計画をずっと検討していな

かったわけではなくて、メガソーラー等も含めて

実現可能なことを考えてきましたけれども、なか

なかこれが今のところ計画がまとまっていないと

いうことで、この辺の節電対策や再生可能エネル

ギーの名寄市のあり方も早急に考えをまとめてい

かなければならぬというふうに思っていますし、

今お話しいただいた点も地域ならではのユニーク

なエネルギー対策の取り組みとして非常に有効な

のかなと。参考にさせていただいて、今後のあら

ゆる公共施設やいろんな事業の施策の展開に利用

可能かどうか、ぜひ検討していきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長のほうから御答〇９番（佐藤 靖議員）

弁もいただきましたけれども、私が今さら言うま

でもないですけれども、いずれにしても行政は単

面的な物の見方ではなくてやっぱり多面的に物を

見て、それがどういうふうに市民の皆さんに役立

っていくかということをこれからも積極的に御検

討いただきたいというふうに思います。

病院の関係ですけれども、時間の関係もありま

すけれども、広域化及び連携構想についてはこれ

からということでありますので、これも４年間い

ろんな議論が名寄市内でもありましたので、ぜひ

市立病院あるいは地域医療の観点からいいような

形に持っていくように積極的に御検討いただきた

いと思いますけれども、もう一つ、事務長のほう

から御説明いただきましたＭＡあるいはヘルパー

あるいはクラーク、それぞれ人数がいらっしゃる

わけでありますけれども、どうも部長が言ってい

る以上に仕切りがはっきりしていないのではない

か。例えばＭＡさんにしてみれば、メディカルア

シスタントですからドクターのアシスタントとい

うことでありますが、今度は医局だと、こっちは

看護婦だと、こっちは何だというふうにしている

と、うまく連携がいかないと逆に言えば看護師さ

んの業務が多忙になるような状況が一部に出てき

ているのではないかと私は思うのですけれども、

事務部長はその辺どういう判断をされております

か。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

員がお話しいただきましたように、ＭＡというの

は診療情報管理室ということで、診療部に所属し

ておりまして、看護部につきましては外来のクラ

ーク、あるいはヘルパーさんについては看護部と
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いうことで、所属が違うのは事実でございます。

日ごろから連携ということで、例えば一緒に入っ

たときには新人研修ですとか接遇研修なんかは一

緒にやっているのは事実なのですけれども、御指

摘の件は十分連携がとれていない部分というのは

一部にはあるかと思いますので、そこは診療情報

管理室の酒井副院長あるいは看護部長とともに、

今後どうやったら患者サービスの向上につながる

かを含めて検討していきたいなと思っております

ので、御理解をお願いしたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

なぜそれを言うかとい〇９番（佐藤 靖議員）

うと、病院のホームページ見ると看護師さんの業

務に加えていろんな研修とか、基礎研修あるいは

経年別研修、目的別研修、２３年度においては２

２研修、教育委員会など委員会活動が９委員会、

それぞれ看護師さんはその業務にかかわって、な

おかつ患者さんの応対が主で、なおかつそういう

研修あるいは委員会活動をしていくわけでありま

すので、そこで仕切りがきちっとされていないと

本来なら助ける業務が助ける業務にならないと。

逆に言えば業務がふえるような状況になると、今

度は看護師さんにとってはもういいやという感覚

になって若年退職がふえる、あるいは新しい人が

あんなに忙しそうだったら入らないわということ

になってしまうと逆行ですので、非常に厳しい言

い方かもしれませんけれども、もう一回そこは整

理をいただくほうが看護師確保の面ではいいので

はないかというふうに思いますので、御努力をい

ただきたいというふうに思います。

最後に、大学の関係では、実質今回の特に財務

の関係の表現というのが私異常に気になるのです。

非常に厳しい表現がやっぱりされていると。それ

は、総体的に言うとやっぱり独立行政法人ではな

いからという。局長の話もあったように、平均的

な財政ですよというのはわかりますけれども、あ

の文書で財務で言っていることは、要するに独立

行政法人ではないからこういうふうに、例えば行

政から、一般会計からいただいて、あるいは自主

財源も努力していないのではないかというような

書き方なものですから、実質独立行政ではない名

寄大学タイプというのは公立大学の中であと何校

残ってどのぐらいの状況であるかをお知らせいた

だきたい。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

手元に詳し〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

い数字はただいまございませんが、いわゆる自治

体直営の運営されている４年制大学、公立大学に

つきましては、本学を含め前橋工科大学、あと岐

阜薬科大学、福山市立大学、私が今承知している

範囲ではこの大学というふうに認識をしておりま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうすると、既にもう〇９番（佐藤 靖議員）

名寄タイプというのは４校か５校ぐらいになって

いるということでありますけれども、設置者とし

て市長は独立行政法人というのはどういうふうな

認識をお持ちでありますか。また、これから名寄

大学をしていくために独立行政法人化というのは

どういう認識をお持ちですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

非常に難しい問題であり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、時代の流れが独法化というのは重

々承知していますけれども、一方でこの大学を今

まで設置してきた経緯だとか、ミッションだとか、

あるいは地域における役割ということを総合的に

勘案したときに、今独法化するメリットがあるの

かないのかということは非常に慎重に考えなけれ

ばならぬなというふうに思っています。これも今

現状においても私大も相当数定員割れをしている

大学ふえてきているという中で、さらに大学の全

国的な競争も厳しくなっていくという状況もあり

ます。その中で今後どういう運営体制が望ましい

のかということは、よく学長も含めて事務局とも

そこら辺を連携をもう一回密にやっていこうとい

うことで今確認し合っているので、その辺の議論
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をしっかりと重ねていくということの段階だとい

うふうに思っています。よろしくお願いいたしま

す。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学については、例え〇９番（佐藤 靖議員）

ば国がどんな厳しい財政状況になるにしろ、教育

費を大幅に削っていくということはある意味では

よほどのことがないと考えられない。そういう意

味からすると、そんなに心配する必要はないのか

と思いますけれども、一方やはり財務体制をしっ

かりしていかないと、これが独法がいいのか、今

のままのシステムがいいのか、違うシステムがい

いのかというのは別ですけれども、その検討もし

っかりしていかないと、それこそ１１の影響、

あるいはこれからの国の財政状況、あるいは道の

財政、市町村財政状況を考えていったときに私ち

ょっと心配するものですから、この辺については

確かに大学は経営状況今のところいいですし、学

生もいいですけれども、一方ではその目をこれか

らも失わないで大学の財務体制の強化というのに

はぜひ目を向けていただくことをお願いして、私

の質問を終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

加藤市政任期折り返しを経過して外３件を、山

田典幸議員。

ただいま議長より御指〇５番（山田典幸議員）

名をいただきましたので、通告に従いまして、大

項目４点について順次質問をしてまいりたいと思

いますが、冒頭に去る６月６日の三笠宮寛仁親王

の御薨去に接し、この場をおかりいたしまして謹

んで哀悼の意を表したいと思います。

ひげの殿下と親しまれ、医療、福祉、スポーツ

振興などに力を尽くした方でございました。特に

当市とは御縁が深く、スキー競技会の御観戦や御

講演などで３０回以上にわたって御来名をされま

した。改めて心よりお悔やみを申し上げます。

それでは、本題に入りたいと思います。１点目、

加藤市政任期折り返しを経過してということでお

伺いをいたします。２０１０年４月、当時全道一

若い市長として注目と期待を集めながら市長に就

任されてからはや２年が経過し、加藤市政として

１期目の任期折り返しを経過したところでありま

す。１０年、２０年先の将来を見据えた力強い産

業づくりと雇用の創造を柱に掲げ、民間会社名寄

市的発想での行政運営や交流人口拡大を目指した

観光の振興に特に力を注がれ、また市長みずから

トップセールスで全道、全国各地へ足を運び名寄

を売り込むなどの精力的な活動は、今や多くの市

民が認めるところであり、加藤市長のまちづくり

に対する思いも市民に広く浸透してきていると感

じるところです。そこで、加藤市政１期目の前半

２年間の成果について、あわせて就任３年目を迎

えて今後の市政運営の課題等についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

２点目、地域農業の振興についてお伺いをいた

します。既に御承知のとおり、農業を取り巻く環

境は農家戸数の減少、高齢化、農畜産物価格の低

迷による農業所得の減少などさまざまな問題を抱

え、加えて昨今のＴＰＰ問題等先行きの見えない

状況が依然として続いております。農業を基幹産

業とする当市においてもそれらの問題は例外では

なく、とりわけ担い手の減少や農業従事者の高齢

化の進行が顕著であります。今後地域農業の振興、

発展のためには、地域の中核となる担い手の育成

確保とともに農地の利用集積を行い、農業構造の

基盤を再構築していくことが必要不可欠であると

考えますが、当市における農地集積と担い手の現

状、そして今後の行政としての対策についてお知

らせを願います。

また、先般人・農地プランに関するアンケート

調査を実施したところだと思いますが、アンケー

ト結果の概要と調査結果を踏まえての今後の対策

についてあわせてお知らせを願います。

３点目、名寄市観光振興計画についてお伺いい

たします。今年度より当市の観光振興の指針とな
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る名寄市観光振興計画が策定され、具体的な取り

組みが始まっているところです。本計画の最大の

目的である交流人口の拡大による経済波及効果が

地域産業の活性化、ひいては名寄市を中心とする

道北地域の活性化につながるものと大いに期待を

するところであります。ある研究機関によると、

農村地域の活性度を図る指標として、経済活動、

農業生産、林業生産、そして人口定住という４つ

の要素が重要であるということであります。人口

定住ということでは、当市においては旧風連町と

の合併後３万人台を維持していた人口も微減が続

き、残念ながら本年３月末の時点でついに３万人

を割り込みました。観光振興計画の中でも移住、

定住策についてうたわれておりますが、今後交流

人口の増加はもとより、そこからどのように移住、

定住に結びつけていくかという部分も地域の活性

化を図る上で重要な要素になっていくと思います。

当市における移住、定住対策の現状の取り組みと

今後の対策についてお知らせを願います。

４点目、スポーツ振興策についてお伺いいたし

ます。スポーツは、健康の維持増進、体力の向上

のみならず、人間形成の上でも大きな影響を与え

るなど青少年の心身の両面にわたる健全な成長、

発達に寄与するものであります。当市においても

野球、バレーボール、サッカーなどの少年団活動

を初めとして子供たちのスポーツ活動が活発に行

われており、また保護者も積極的に協力し、活動

を支えております。その一方で、保護者からは専

門的な指導者が不足しているという声も聞こえて

きているのも現状です。新名寄市総合計画、生涯

スポーツの振興、施策の基本的な考えとして、指

導者の育成確保とうたわれておりますが、当市と

しての具体的な取り組み、対策についてお知らせ

を願います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から大項目〇総務部長（扇谷茂幸君）

４点にわたる質問をいただきました。大項目１点

目は私から、大項目２点目には経済部長から、大

項目３点目につきましては営業戦略室長からの答

弁となります。また、大項目４項目めにつきまし

ては教育部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、加藤市政任期折り返しを経過して、前半

２年間の成果についてお答えをいたします。平成

２２年に加藤市政が誕生し、この４月で丸２年が

経過をいたしました。この間の成果につきまして

は、島前市長から引き継いだ新名寄市総合計画前

期計画の総仕上げを初め、公約事業の取り組みな

どを通じ明るく、元気なまちづくりが推進されて

きたところであります。まず、公約の一つであり

ます民間会社名寄市的発想では、ひまわり観光の

推進や名寄市観光振興計画の策定を初め、総合窓

口の創設などによる市民への丁寧な対応など、ま

た基幹産業の推進では玄米ばら集出荷調製施設補

助を初め、エゾシカの焼却処理施設や食肉センタ

ー等の整備など、また市立総合病院のさらなる充

実では消化器内科の医師確保を初め精神科病棟の

改築など、また財産を生かしたまちづくりでは天

文台のソフト面の充実やイベント開催を初め、大

学を生かしたまちづくりの推進など、また名寄駐

屯地の堅持では要望活動や関係団体への支援など、

また市民福祉の充実では地域福祉計画などの策定、

グループホーム、ケアホーム整備への支援や防災

対策を初め（仮称）複合交通センターや市民ホー

ルなどを推進してきたほか、総合計画後期基本計

画を初めとして今後のまちづくりの指針となる各

種計画の見直しにも市民との連携、協力のもとに

進めてきたところであります。

また、前期総合計画の実施事業数ベースで申し

ますと、ローリング調整後の実施率は９５％、当

初計画との比較では１２２％となっており、着実

な事業の推進が成果としてあらわれているものと

考えております。

次に、今後の市政運営の課題についてでありま

すが、まずは全国の地方都市が共通して抱える課



－46－

平成２４年６月１２日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

題として、人口の減少、少子高齢化の加速は避け

て通れない課題と考えております。また、国が進

めております地域主権改革につきましても地域が

みずからの判断と責任において、地域の諸課題に

取り組むことが求められることやひもつき補助金

の一括交付金化など地方自治体の枠を超えた課題

への対応が求められることとなります。また、合

併自治体である名寄市特有の課題としまして、合

併後１０年で合併算定がえの期限が終了すること

に伴い、普通交付税が毎年減少し、平成３３年に

は約６億０００万円の減額が見込まれるなど、

行政運営上の課題も少なくはありません。しかし

ながら、本市としましては昨年度議会を初め市民

の皆さんと英知を結集して策定されました新名寄

市総合計画後期計画の実現に向け、本市が有する

あらゆる財産の活用や積極的な情報発信とともに、

ローリングによる実施計画等の見直しや行財政改

革を推進しながら、健全な財政運営のもとに着実

に事業を推進し、地域特性を生かした明るく元気

なまちづくりを進めてまいります。

以上、答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、地域農業〇経済部長（高橋光男君）

の振興について２点ほど質問を受けましたので、

答弁をさせていただきます。

まず、１つ目の農地の集積と担い手の現状につ

いて申し上げます。本市における農地の総面積に

ついては、平成２年度以降の推移を見ると多少の

減少はあるものの、現在まで１万ヘクタール前後

で推移しており、平成１７年では１戸当たりの耕

地面積は１１ヘクタール、平成２１年ではおお

むね１１ヘクタールとなっております。また、

認定農業者などの中核的な農業者への農地の集積

率は８８％となり、１戸当たりの耕地面積は１

５ヘクタールとなっております。最近の農地の

あっせん状況ですが、平成２１年度は４５件、１

３６ヘクタール、風連地区２０件、５８ヘク

タール、名寄地区１８件、５１ヘクタール、智

恵文地区７件、３７ヘクタール、平成２２年度

は３１件、９６ヘクタール、風連地区２６件、

８２ヘクタール、名寄地区４件、１ヘクター

ル、智恵文地区１件、３ヘクタール、平成２３

年度は３２件、１０８ヘクタール、風連地区１

５件、５２ヘクタール、名寄地区１４件、５

７ヘクタール、智恵文地区３件、９ヘクタール

となっており、３カ年の計では１０８件、３４５

ヘクタールとなります。農地の流動化については、

現在一定程度スムーズに行われていると考えてお

ります。

担い手の状況ですが、平成２２年の農林業セン

サスでの農家数は７１４戸で、前回調査より１２

６戸減少し、農業経営者年齢調べでは６０歳以上

の経営者が全体の４５％を占めており、そのうち

後継者のいる経営者は１６％となっております。

また、平成１９年度から２３年度までの後継者及

び新規参入者の数は４０名となっております。年

度ごとの内訳は、１９年度８名、２０年度１２名、

２１年度６名、２２年度５名、２３年度９名とな

っております。本年度策定した人・農地プラン策

定に当たってのアンケート調査では、４９５名か

ら回答があり、回収率は７０％でありました。そ

の中では、１０年後の地域農業の姿についてはと

の質問に対し、複数回答となっておりますが、問

題のない状態、１１５名、農地が利用されず耕作

放棄地が増大する、１８６名、農地を支える安定

した経営体がいない、１０９名、若年の農業者が

減少し、高齢化が一層進む、３６２名との回答で、

将来に不安を持っている方が数多くおります。ま

た、現在地域に中心となる経営体がいないとの回

答が１８３名からあり、今後農地の出し手となる

との回答が２２％、１０８名で、後継者のめどが

立っていないとの回答が７０％、３４７名が回答

しております。この結果から、農業者の高齢化や

担い手不足などを背景に経営規模の縮小や離農す

る農業者の農地の中には引き受け手のない農地が

増加し、耕作放棄地となることが懸念されるため、
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農地の集積や担い手対策は今後の大きな課題とな

っております。

次に、２つ目の今後の対応について申し上げま

す。平成２４年度から始まった新名寄市農業・農

村振興計画後期計画においても農地の利用集積並

びに担い手の育成を重要課題として位置づけして

おりますけれども、具体的な取り組みとして平成

２４年度から国の新規事業として創設された人・

農地プランの策定による担い手対策と農地流動対

策の国の支援策等と市の単独事業を活用しながら、

耕作放棄地や引き受け手のない農地を出さないた

め、関係機関、団体と連携し、生産者の意向を聞

きながら取り組んでまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいというふ

うに思います。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、名寄市観光振興計画から小項目の１、移

住、定住の現状についてお答えをいたします。

名寄市では、平成１８年度に北海道移住促進協

議会に加盟しておりまして、これまでに移住、定

住のホームページの作成や毎年首都圏で開催され

ます北海道暮らし・フェアの参加、お試しで生活

するちょっと暮らし事業などに取り組んできてお

ります。しかし、さらに移住、定住事業の促進を

図る上でより多くの人に名寄への移住に興味関心

を持っていただくため、民間の方々の柔軟な考え

方や発想を取り入れ、オール名寄体制で取り組む

ことが必要であります。そこで、民間企業、各種

団体や個人に御協力をいただきながら、差し迫る

諸課題に対処し、名寄市への移住促進及び地域の

振興を図ることを目的に、去る４月２６日、名寄

市移住促進協議会を設置したところです。この協

議会は、現時点で名寄市、市内の商工観光関係団

体あるいは農協、建設業関係団体のほか、不動産

会社３社により構成されておりますが、随時協議

会の趣旨に賛同し、積極的に参画していただける

企業や個人の参加を受け付けており、その旨広報

６月号でお知らせしております。今後市のホーム

ページにおいても周知を図ることとしております。

次に、小項目の２、今後の対策についてお答え

いたします。今後の名寄市移住促進協議会の取り

組みとして、首都圏へのプロモーション活動の実

施やホームページ上で空き地、空き住宅情報の提

供を行うなど、民間企業や各種団体等と連携を図

りながら、ちょっと暮らしができる施設の紹介や

住みやすい環境整備の検討、また名寄市のさまざ

まな情報提供を行うほか、名寄市との友好都市で

ある人口５４万人の東京都杉並区の協力を得なが

ら、避暑地としての最適な夏と雪質日本一をうた

い、魅力的な冬にターゲットを絞ったちょっと暮

らしのモニター事業を実施するなど、このことを

きっかけとして移住、定住の拡大により効果の高

い事業展開を行ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目４、スポーツ振興策についてお答えをいたし

ます。

小項目１、指導者の育成確保の対策につきまし

ては、当市といたしましてはこれまでも生涯スポ

ーツの振興として市民皆スポーツを目指し、生涯

を通じて年齢や体力に応じたスポーツ活動に親し

み、相互の交流を深め、健康維持、増進ができる

ようスポーツ施設の整備や改修、管理運営の充実

に努めてまいりました。少年団を初めスポーツ指

導者の育成確保及び技術力の向上を図るために、

教育委員会ではスポーツセミナーやアスリートと

の交流事業を開催をしております。ともに平成２

１年度からの取り組みとなっておりますが、スポ

ーツセミナーは主にスポーツ指導者、スポーツ団

体関係者などを対象として、北海道ハイテクアス

リートクラブ代表を招聘して陸上競技者対象の指

導、講演や北海道スノースポーツミーティング実

行委員会によるスキー指導者のための実技指導な
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ど、指導方法を学ぶなど競技力の向上と指導者の

育成を図ってまいりました。また、アスリートと

の交流事業では、主に小学生から高校生を対象に

競技力の向上を図るとともに、各指導者の指導方

法の向上を目指し、ホクレン女子陸上部との交流

練習、プロバスケットチーム、当時のレラカムイ

選手による技術指導、同じくプロサッカーチーム、

コンサドーレ札幌、サッカーと食育教室を実施を

してまいりました。また、各体育協会や地域スポ

ーツクラブ「ポポ」と連携を図りながら、スポー

ツ団体の育成、指導者の育成確保、スポーツ教室

等の開催、支援充実に努めてまいりました。また、

名寄市体育協会におきましては、各スポーツ教室

の開催やスポーツ大会などへの協力、スポーツの

底辺拡大を目指して、スポーツ指導者派遣事業で

は各施設にスポーツアドバイザーを配置をしたり、

青少年向けにはスポーツ少年団育成事業のほか、

アスリート養成のための技術力向上事業などが取

り組まれております。今後におきましても引き続

きスポーツセミナー、アスリートとの交流事業な

どの事業を実施するとともに、体育協会や地域ス

ポーツクラブとさらなる連携強化を図り、地域の

幅広い世代のスポーツ技術力の向上を目指すとと

もに、各スポーツ施設の整備改修を計画的に進め、

スポーツ環境の整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、それぞれ御〇５番（山田典幸議員）

答弁をいただきましたので、再質問させていただ

きたいと思います。

まず、順番にいきたいと思います。１番目の加

藤市政任期折り返しを経過してということで御答

弁をいただきました。御答弁ありましたように、

主に本当に観光振興、市長は６つの公約というこ

とでそれぞれに力を注がれて、先ほど御答弁の中

にもありましたけれども、一定の成果はしっかり

とあらわれていると私は感じております。２年間

で言いかえるならば、ひまわりではないですけれ

ども、しっかりと種まきをして、芽も出てきてい

るものもあるかと思います。また、今後後半２年

間どのように大きな花を咲かせられるかというと

ころだと思っております。

１つここで市長御自身にお伺いをしておきたい

と思うのですけれども、市長の６つの公約の中に

もうたわれておりますけれども、基幹産業、特に

農業の推進ということで、市長は産業振興こそ地

域の基礎であると常々おっしゃられておりますけ

れども、私もそのとおりだと思っております。特

に基幹産業である農業の発展なくして名寄市の発

展はないと思っておりますし、また農業だけでな

く、ほかの商工業含めてそれぞれが連携し合いな

がら発展していくことが名寄市全体の発展につな

がっていくのだと考えております。そこで、基幹

産業の農業の推進ということで、市長御自身は今

後どのようなお考えを持っておられるのか。例え

ば地域農業の今後のあるべき姿ですとか、また何

か市長が考える新たな取り組みですとか、そんな

市長の思いをお聞かせいただければと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

発言の機会をいただいて〇市長（加藤剛士君）

ありがとうございます。昨年度特に農業若手団体

の周年事業がありまして、４Ｈクラブさんあるい

は風連アグリエイトさんだとか、それぞれ周年事

業があって参加をさせていただきました。この地

域は皆さん若手農業者の方が元気で、先ほど人・

農地プランのアンケートの話で随分先行き不安な

話もありましたけれども、私は地域の若手農業者

が着々と育ってきていて、すごく明るい兆しだな

というふうに思っています。また、先般の農協の

総代会でも役員さんがかわりましたけれども、相

当また若手の役員さんが出てきているということ

で、これから本当にこの地域の農業が期待できる

なというふうに思っています。その若手の皆さん

たちがやはりこの地域でこれからも希望を持って

農業ができるように、しっかりとバックアップを

していかなければならぬと改めて思っているとこ
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ろです。

４点課題というか、思っていることを話ししま

すけれども、やはり農業どうしても国あるいは道

の施策に左右されるというところがございます。

この人・農地プランの話もそうでありますけれど

も、我々行政としてはその国の情報をしっかりと

やっぱりアンテナを立てて素早くキャッチをして、

これがどう地域に反映できるのか、地域の農業者

の皆さんとよく相談をして橋渡しをする、あるい

はコーディネートするという力をもっともっとつ

けていかなければならぬなということを改めて感

じているところです。

また、これはもう全産業的に言えることですけ

れども、やっぱり名寄という知名度を上げていく

こと、ブランディングを高めていくことというの

が何よりも大事なのではないか。観光振興計画が

スタートし、星とモチ米ということをある意味で

絞り込んだ中で、今キャラクターだとかブランド

づくりをしていこうということであります。こう

したことでもっともっと名寄を有名にしていくこ

とで、直接あるいは間接的な農業の振興につなげ

ていきたい。

また、３つ目には、独自の振興作物の育成とい

うことをこれまでもやってまいりました。ひまわ

りでは、ことし３年目でありますけれども、これ

も新たな地域産業あるいは農業も含めた波及効果

が出てくるものというふうに期待をしていますけ

れども、加えて新聞等でもお話をさせていただい

ていますけれども、ここには薬用植物資源研究セ

ンターがありまして、この薬用植物は名寄はいろ

いろと紆余曲折の歴史があるわけですけれども、

今まさに国内あるいは世界的にもこの需要が高ま

ってきていて、この振興も名寄ならではの独自の

取り組みになるのではないかということで、ちょ

っと具体的にまだなかなか言えませんけれども、

少しずつこれ芽が出てきているところもありまし

て、このことも通じてこれも将来的にまだ小さい

芽ですけれども、地域の振興作物の一つとしてぜ

ひ大事に育てていきたいと、そんなふうに思って

います。

最後に、何といっても販売チャンネルを拡大し

ていくことが行政の大きな役割かなというふうに

思っています。今杉並を中心にピンポイントでそ

こからいろいろな枝葉をやっていこうというふう

に思っていますし、また企業等のセールス等も我

々がやっていかなければならないなと。農協だけ

でなくて、我々自治体としてもやっていかなけれ

ばならぬというふうに思います。今それぞれの自

治体が本当に競い合いながらセールスをしていま

す。みずからやっぱりトップセールスということ

が大事だということを改めてこの２年間痛感して

いまして、これからも怠けることなくトップセー

ルスも含めて農業の振興にしっかり邁進していき

たいという覚悟であります。長くなって済みませ

ん。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長みずからの御答弁〇５番（山田典幸議員）

ありがとうございます。４つほど今後の地域農業

の振興に向けてということでお答えをいたただき

ました。特に市長の場合は、名寄の知名度向上、

また販売チャンネルの拡大ということで、いろい

ろと地域の農産物含めてＰＲをしていただいてい

ることに対しましては、若手農業者、今若手農業

者のことも御心配いただきましたけれども、本当

に市長みずからが、そして行政の職員さん皆さん

含めてＰＲしていただいているということを感じ

つつあります。その中でも１つお話ありました、

やはりまた今後新たに独自の振興作物何かないか

というのも若い農業者の、何かそれぞれ農業者自

身も模索しているところでありますけれども、今

生薬の振興等も市長考えられているということで

お話がありました。まさにこれも地域の財産を生

かしたまちづくりということにつながるのだと思

います。やっぱりせっかくああいう研究所、私自

身も中にも入ったことも実はありませんし、多分

たくさんの農業者の方、あそこにああいう研究を
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されているという施設、ちょっとわかっていない

方もいらっしゃるのだと思います。本当に名寄の

財産でしょうから、そういったものも活用して、

これからということになるのでしょうけれども、

新たな振興作物になっていくように、当然ほかの

関係団体とも協力して進めて、いつか大きな花が

咲くように私自身、そして農業者自身も努力して

いきたいなと考えております。

今後の市政課題についてということで、引き続

き財産をしっかり活用して、また健全な財政運営

ということで御答弁をいただきましたので、私自

身市長を見ていますと本当に名寄という町に愛着

を持っているのだなというのを感じますし、先ほ

ども申し上げましたけれども、多くの市民の方も

多分そう感じているのだと思います。今まで感じ

ていなかった方ももしかしたら名寄ってすごくい

いまちかもというような雰囲気に今なってきてい

るのではないかと思いますので、今後も加藤市長

らしく、前向きに明るく元気なまちづくりという

目標に向かって市政運営に取り組んでいっていた

だくことをお願いしまして、次に移っていきたい

と思います。

地域農業の振興についてということで、それぞ

れ数字でもいろいろとお答えをいただきました。

先般新聞にも、これは農業者の戸数というところ

だけではなくて、農業委員会委員の選挙有権者名

簿で６年間で３６３人が減少ということで、やっ

ぱり農業者の減少、また担い手の減少も含めて進

んでいるのだと思います。そういった現状の中、

農地の集積に関しては数字でわかりました。やは

り後継者、また新規で就農者という方がここ数年

１けた台であるということ。記憶が正しければ多

分平成１９年、１８年より前は２けた維持してい

たのではないかなと思っています。現実的にやは

りどんどん減ってきていると。新規参入者も含め

て減少してきているというところだと思います。

先ほどの人・農地プランのアンケートで幾つか

回答の内容をいただきましたけれども、数点私も

アンケートの内容拝見させていただく中で、アン

ケートの設問内容と回答がどのようにあったかと

いうのを１点ちょっと教えていただきたいものが

ございますので、お願いいたします。設問の中に

農業を持続可能なものとするために今後どうした

らよいかという設問があったと思います。その回

答内容についてわかれば、戸数、どういった回答

が何件あったかというのをちょっと教えていただ

けますでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員から御質問のあ〇経済部長（高橋光男君）

りました件についてお答えを申し上げたいという

ふうに思います。

何もしなくてよい、６３件、存在する地域の中

心となる経営体に農地を集積し、そこに青年就農

者が参加していく、１６４件、今後地域の中心と

なる経営体を創出し、そこに農地を集積したり、

青年就農者が参加する、２４９件、未回答の部分

が１９件、以上であります。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

わかりました。特に担い手の問題に関しては、こ

ういった先ほどの数字やアンケートの結果などの

調査からのどういう状況かというのは、ある程度

もうはっきりしているわけです。１０年先ぐらい

のことだから今すぐでなくてもということでは、

そのとき大変な状況になってくるのではないかと

思いますので、特に担い手の問題、そして農地の

問題に関しては特効薬というのはなかなかないか

と思いますので、前回の一般質問でも申し上げさ

せていただきましたけれども、くどいようですけ

れども、行政と農協を初めとする関係機関、そし

て農業者が何度も時間をかけて地域農業の将来に

ついて協議をしていく場というのがやはり必要な

のだと思います。そこからやはり地域の将来、地

域農業の将来像、またあるべき姿というものが見

えてくると思いますし、行政側としても具体的な

そこから有効な手だて、また支援策が打ち出せる
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のではないかと思います。このことは、御答弁で

前回必ずやっていただくといただいたのですが、

再度お答えいただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

人・農地プランの策〇経済部長（高橋光男君）

定に当たりましては、３月に全体の説明会、それ

から４月に地区別の懇談会というのを実施したの

ですけれども、ことしについては農作業が終わっ

た段階でよりもう少し区域を狭めて、例えば智恵

文だと北部と東部の農家の人を対象にするだとか、

もう少し地域を絞って地域の農家の方と話し合い

を進めて、今後の地域、人・農地プランの策定、

修正可能なものですから、やっていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願いし〇５番（山田典幸議員）

ます。今特に２０代、３０代、担い手の方々厳し

い農業情勢の中、地域の農業の将来がどういうふ

うになるのかはっきりと見えない中で毎日必死に

頑張っておられます。実際は、地域農業の将来像

がなかなか見えてこない中、まして自分自身の将

来の姿など想像がつかないというのがやっぱりこ

れ大げさではなくて本音なのです。若い担い手の

方が希望を持って営農できるように、そしてまた

その下の子供たちの世代にとっても魅力のある産

業になるよう行政としての対応をよろしくお願い

したいと思います。

次へ進みたいと思います。観光振興計画につい

て、御答弁をいただきまして、民間の発想などを

活用していくというところでお答えをいただきま

した。やはり具体的には、計画が今年度からスタ

ートしたということでこれからという段階なのだ

ろうと思います。ちょっと一つの私なりに提案と

いいますか、定年帰農というような言葉があると

思います。例えばお勤めをリタイアされて、そう

いうふうに第二の人生を自然の中で自給的に農業

に携わりながら過ごしたいというような方も今多

くいらっしゃるようなのですけれども、行政とし

てというか、名寄市としてそんな遊休農地ですと

か、遊休地を利用した例えば自家農園つき住宅と

いうようなものですとか、そういうような形のと

ころにそういう方に住んでいただくですとか、何

か名寄市ならでは、農村ならではというか、そう

いうような形があってもいいのではないかなと私

は思っているのですが、そのあたりのお考えあり

ましたら、お聞かせいただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

お話がありまし〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

たとおり、観光振興計画の中ではちょっと暮らし

という形で位置づけをさせていただいています。

ちょっと暮らしが移住、定住にというのに基本的

には結びついてほしいと思いますし、そうなるこ

とが一番理想だというふうに思っています。

今御指摘がありました農地つきの住宅、あるい

は空き住宅、あるいは第二の人生のという、つい

の住みかというような考え方なのですけれども、

ここにちょっと暮らしをした方々のアンケートの

調査がありまして、その中で少しちょっと引用さ

せていただきたいと思います。これは、平成２３

年度にちょっと暮らしをされた方々へのアンケー

トなのですけれども、ちょっと暮らしをした目的

は何ですかという問いがありまして、一番多かっ

たのがシーズンステイ、要するに一定期間北海道

で過ごしたいという方が約４０％、それから２番

目に移住候補地探しというのが約２２％です。３

番目が２地域居住探し、要するに都市と農村で住

み分けをするというような方が約２０％ですので、

北海道に観光目的等でシーズンステイする方と移

住、あるいは２地域居住という方々が約半々いら

っしゃるということで、ちょっと暮らしの方策と

いうのは非常に有効であると考えています。ただ、

せっかく名寄にお越しいただいても、先ほどから

も議員もおっしゃっているとおり農地の空き地で

すとか、例えばそういった情報は同時にこちらか

らも提供してあげませんと、やっぱりせっかく来
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ていただいてもそれが移住に結びつかないという

点がありますので、その点がありまして、今もち

ろん個人も含めてのそういった情報をなるべくた

くさん集めて情報発信ができるようにしたいと考

えています。それと、もちろん情報発信ですので、

名寄市の魅力だか、気象条件だとか、いろんなこ

ともやっぱり住環境含めての情報提供が必要にな

ってくると思いますので、そういった情報収集と、

あといかに見てもらえるものにするかということ

も含めて今協議会の中で進めようとしております。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

今室長おっしゃったよ〇５番（山田典幸議員）

うに、本当にいかに見ていただけるかというとこ

ろなのだと思います。情報の発信の仕方いかんで

名寄に目を向けてくれるかくれないかというとこ

ろ、大きく変わってくると思います。地域の実例

として、私の居住している近所でも本当にたまた

ま名寄を訪れた、何かのきっかけで訪れて、もう

すっかり気に入ってしまって、ログハウスを建て

て住みついてしまったという方、今までサラリー

マンをやられていてリタイアされた方なのですが、

今やもう本当に町内会の皆さんにも溶け込んで、

まさに地域の方になっていただいています。本当

に何かちょっとしたきっかけですし、たくさんの

方に見ていただける情報の発信の仕方、また受け

入れ側としては民間のそういった活力、また情報、

そして名寄ならではの自然や景観などを生かした

受け入れ態勢の整備、今後もぜひ進めていってい

ただきたいと思います。そういう部分から、やっ

ぱり定年帰農ということだけではなくて、例えば

若い方が農業という分野に新規参入者として参入

してくるといったことにもつながっていくのでは

ないかなと私は考えておりますので、どうぞその

あたり積極的に情報の発信を求めておきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは最後に、４点目のスポーツ振興策につ

いて再質問させていただきたいと思います。この

スポーツの指導者、そして育成の確保ということ

では、昨年の第４定でスポーツ基本法にかかわる

中で若干触れさせていただいたのですが、最後時

間がなくなってしまいまして、今回改めて質問さ

せていただきました。やはり特に青少年、そして

子供たちのスポーツというのは、指導者いかんと

いうところが大きいのかなと思います。都会であ

ってもこういった地方都市であっても絶対的な人

数は差があるにせよ、子供たちの持っている潜在

能力というのは差はないわけですから、やはりそ

こを指導者がどう見つけ出して引き出していくの

かというところが大事なのかなと思います。実際

この間も新聞に出ていたと思いますが、市内の野

球少年団が昨年は全道大会で準優勝をしたと。こ

としも連続出場で、ことしこそは全国大会へと。

そういった野球に限らずほかの競技でも相当高い

レベルの中にある子供たちもいるわけなのです。

しかし、反面例えば中学生になったり、高校生に

なったり、そうする中でもっと高いレベルの中で

やってみたいと思う子供たちは外へと出ていって

しまうと。実際中学生で例えば野球をしに旭川ま

で行っておられる子もいるようですし、またもう

高校生ぐらいになるともっと高いレベルの学校に

行きたいと。そういう子たちほとんど地元に残ら

ない状況になってしまうのです。地元で小学校、

中学校、高校ということで、やっぱりある程度一

貫した中で子供たちのスポーツを指導できる体制

というのも、体制づくりも含めた指導者の確保、

こういったことが必要になってくるのではないか

なと思っているのですが、例えば何でもいいでし

ょう。ある競技に関して専門的に指導ができる学

校の先生を例えば配置をすると。そういったこと

も検討していってはいかがかと思いますが、その

あたりお考えをお聞かせいただければと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

各学校の部活、少年団〇教育長（小野浩一君）

等における専門的な指導ができる教職員の配置確

保等についてでございますけれども、教育委員会
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といたしましては毎年教職員の異動に伴う人事協

議の際にでございますが、各学校の校長先生から

要望あった競技の教職員指導者について教育局に

配置していただくようお願いしているところでご

ざいます。ただ、すべて要望どおりとはいってお

りません。ただ、ある程度確保されているのでは

ないかなと考えております。ただ、中学校の場合

は担当教科が優先されてまいりますので、どうし

ても難しい状況にございます。今後も学校、地域

等の要望に極力こたえていけるよう指導者の確保

に私どもも努力を続けてまいりたいなと、そんな

ふうに考えております。

また、学校での指導者の育成等についてちょっ

とお話し申し上げたいと思うのですが、基本的に

はベテランの教職員が自己の指導経験を若い教職

員に伝えることによって行われておりまして、学

校や保護者、地域の方々の要望にこたえるために、

みずからの経験と努力で指導者としての技量を高

めている、そういう教職員が多いのも現状でござ

います。今後各学校で指導している専門性を備え

ている教職員が中心となって、地域の指導者とい

うのでしょうか、が育成されていくような、そう

いう体制についても検討していくことが大切なこ

とでないかと、そんなふうにとらえておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

やっぱり学校の先生ということですから、当然転

勤ですとか、そういった問題もあるのかと思いま

す。今ただ、教育長おっしゃいましたように、そ

ういう方からの波及というのでしょうか、地域の

方でまたそういった指導能力を引き継ぐ場、いわ

ゆる育成です。最終的に地域に根づいて指導をし

てくれる方を育成確保していく。そういった体制

づくりというのがやっぱり必要になってくると思

いますので、今後ともぜひよろしくお願いしたい

と思います。

最後１点、ちょっとスポーツ施設の整備にかか

わってお伺いをしておきたいと思います。野球に

関してということなのですが、前段ちょっと皆さ

ん御承知かと思います。北海道で甲子園に出場経

験のない支部というのは、ここ名寄支部だけであ

りまして、実は２０１８年、６年後です。夏の甲

子園大会が１００回記念大会という大きな節目を

迎えるということで、６年後といいますと今の野

球少年団で中心となって頑張っている５年生、６

年生がちょうど高校２年生と３年生になるのです。

１００回記念大会にぜひとも名寄支部から甲子園

にということで、大変思いを強くしている保護者

の方もいらっしゃいまして、またそういう目標を

持ちながら日々練習に明け暮れているという子供

たちもたくさん今出てきているそうであります。

そこで、保護者の方からお伺いした話なのですが、

名寄市営球場、実は高校野球、高校野球ですから

いわゆる高野連で定める施設の基準を満たしてい

ないので、高野連主催の試合が開催できないとい

うようなお話をお伺いしました。そのあたり市営

球場の施設整備も含めてお聞かせいただきたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員御〇教育部長（鈴木邦輝君）

指摘の部分ですが、当然スポーツ指導者の育成確

保とそれに伴いますスポーツ施設の整備について

は表裏一体のものと考えております。施設整備に

つきましては、各競技団体であるとか体育協会か

らの要望等を踏まえて、財源の制約等もあること

から、緊急度を加味しながら優先順位を定めまし

て、計画的に実施しているのが実情でございます。

御指摘の名寄市営球場につきましては、平成２０

年に北海道高等学校野球連盟の名寄支部長より、

名寄市営球場の施設改善にかかわる要望というも

のがございました。その中で道の支部大会の使用

球場としては、稚内の市営大沼球場並びに士別市

営球場、そして名寄市営球場の３球場が名寄支部

としてローテーションとして開催をしたいという

ことを示されております。ただ、開催に当たりま
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しては、特に近年の選手の安全性を考えて、野球

球場外野施設のラバーフェンスの設置が最低条件

としての要望がされております。名寄の市営球場

につきましては、そのほかに外野の芝生、放送設

備、スコアボード、ピッチャープレート、それか

ら３塁側のフェンスなどの整備等左右両翼の拡張

工事など多数の点が指摘をされております。現在

ではこれらの条件を満たしていないため、名寄市

での支部大会はここ数年開催されていないという

のが現状でございます。市では、総合計画の後期

計画分としてはスポーツ施設の整備計画として、

市営球場につきましては予定では平成２５年にバ

ックスクリーンの塗装の改修、それから２６年に

は内野グラウンドの表土の入れかえ等を予定をし

ておりますが、この２件ではまだ開催要件を満た

しておらず、最低限のラバーフェンスの設置でも

全くの概算ですけれども、数千万円が見込まれる

状況であり、ほかに芝生の整備、左右両翼の改修

工事など一定額の予算措置が必要なものがあり、

現状では支部大会開催に向けての展望については

不確実な状況と言わざるを得ませんが、今後は先

ほど議員の指摘もありましたように６年後の少年

団の方の夢を結ぶべく関係団体とも協議が必要だ

と考えているところでありますので、御理解をお

願いしたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。高校野〇５番（山田典幸議員）

球の支部大会やるというところでも相当な改修が

必要ということですね。地元で支部予選にしても、

高校野球が全く見られないというか、生で例えば

子供たちが近くに球場があるのに高校野球の支部

予選すら開催していないと。そういう中で甲子園

へ行く夢というのが子供たちとつなげるのかとい

う、やっぱり保護者の方の気持ちもあると思いま

すし、このあたりの施設整備、当然予算等も絡む

部分はあるかと思いますけれども、ぜひとも１０

０回記念大会に名寄支部から甲子園へというとこ

ろで整備を最後よろしくお願い申し上げて、私の

質問を終わりたいと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

名寄市の行財政運営からを、大石健二議員。

議長より御指名をいた〇４番（大石健二議員）

だきましたので、これより通告に従い、１件４項

目について質問を行います。

ここで、質問に入る前に去る６月６日に薨去さ

れた三笠宮寛仁親王殿下に謹んで哀悼の意を表し

ます。

最初に、ひとり親家庭が抱える課題についてお

聞きをいたします。ひとり親家庭とは、母親また

は父親の片方いずれかとその子供から成る家庭の

ことをいいます。ひとり親家庭は、離婚の増加な

どとともにふえ続けている中で、名寄市における

４月末現在の母子世帯あるいは母子家庭、その数

は２６５世帯、父子世帯あるいは父子家庭が２５

世帯で、ひとり親家庭は計２９０世帯に上ってい

ます。こうしたひとり親家庭が抱える悩みの就業、

収入、子育て、生活状況にかかわる名寄市の取り

組みについてお知らせください。

次に、移住、定住人口拡大の対策について、そ

の取り組みについてお聞きをいたします。名寄市

の人口は、今年３月に平成１８年３月の合併以来

７２カ月、６年間にわたって維持してきた総人口

３万人台を割り込む結果となりました。このまま

減少傾向に歯どめがかからなければ、少子高齢化

の進行と相まって地域社会の活力の減退が懸念さ

れます。本年４月からスタートした観光振興計画

では、定住人口とは対極にある交流人口の対策に

ついてそのページを費やしていますが、移住、定

住についてはこれといった妙案や決め手に欠いて
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いるのが現状です。人口減少に歯どめがかからな

い今、名寄市にあって喫緊の課題とも言える人口

増を図る移住、定住対策についてお知らせを願い

ます。

続いて、名寄市の各諮問機関等の活動について

お聞きをいたします。現在名寄市には、審議会や

協議会などの名称もさまざまな諮問機関が多くあ

ります。名寄市における諮問機関は、幅広い市民

の意見や有識者等の専門的知識を市政に反映し、

行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため

に、附属機関及び私的諮問機関が設置されていま

す。名寄市の行政運営の公正の確保と透明性の質

的向上を図る上で、現行の諮問的機関制度の改善

を図っていくことの重要性については論をまつま

でもありませんが、現況と今後の具体的な改善の

方向性についてお知らせください。

最後に、名寄東病院の管理運営についてお尋ね

をいたします。名寄東病院は、平成１５年１２月

に旧国立療養所名寄病院を国から移譲を受けて、

その後指定管理者に管理運営を委託、現在は慢性

期医療に特化して内科、リハビリテーション科に

おいて市民の皆さんの診療に当たっています。平

成１８年３月２７日に施行された名寄市病院事業

の設置等に関する条例によりますと、その第１６

条に指定管理者が名寄東病院の管理を行う期間は、

指定を受けた日の属する年度の翌年度の９月１日

から平成２５年度末までとすると明記されていま

す。公設民営型名寄東病院の管理運営も期間満了

まで間もなく１年と迫る中で、これまでの実績と

運営の検証を踏まえて、現況と期間満了後の展望

についてお考えをお知らせ願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１の小項目１と４を、小項目２を営業

戦略室長、小項目３を総務部長からの答弁とさせ

ていただきます。

大きい項目１、名寄市の行財政運営からの小項

目１、ひとり親家庭の抱える課題よりの現状と今

後の対策について申し上げます。ひとり親家庭の

生活安定と自立につきましては、子育て支援施策

の一環として推進していますが、子供の健全育成

のため経済的支援や就労支援を行い、安心して働

ける環境づくりに努め、母子自立支援員を配置し、

相談体制の充実を図るとともに、児童扶養手当、

ひとり親家庭等医療費助成及び母子各福祉貸付金

等の助成制度や保育料等の負担軽減制度の利用を

促進しているところであります。４月末日現在本

市の児童扶養手当受給者世帯数は、母子２６５世

帯、父子２５世帯の合計２９０世帯であり、その

うち母子１８世帯、父子４世帯につきましては政

令で定める額以上であるため受給しておりません。

本市の経済的支援につきましては、国の制度のも

と中学修了前までの児童を養育している世帯に支

給されています児童手当、１８歳まで監護してい

るひとり親世帯に支給される児童扶養手当、母子

または父子家庭及び１８歳未満の児童対象の入院、

通院費用を助成するひとり親家庭等医療費助成、

母子寡婦福祉貸付金などがあり、周知に努めてい

るところであります。

就業支援につきましては、児童扶養手当を受給

している方を対象に３つの事業があります。１つ

目は、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業とし

て、教育訓練講座でヘルパー資格等を取得するた

めに受講した場合に経費の一部を支給する事業で、

平成２２年度は２名、２３年度は１名の利用があ

りました。２つ目は、母子家庭高等技能訓練促進

費事業として、看護師、介護士、保育士等資格取

得に係る経費の一部を支給するもので、この制度

を利用して平成２２年度２名、２３年度３名、２

４年度３名が看護師取得を目指し勉学に励んでい

るところであります。３つ目は、母子自立支援プ

ログラム策定事業として、個別に自立支援計画を

策定し、自立に向けた就労支援を行うものであり

ます。生活支援につきましては、母子家庭等日常

生活支援事業があり、母子または父子家庭を対象
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に修学、疾病または一時的に生活支援が必要な方

へ生活支援員を派遣する事業であり、修学支援の

母子自立支援プログラム策定事業、生活支援の母

子家庭等日常支援事業につきましてはともに平成

２２年度、２３年度の利用はありませんでした。

また、本市では母子自立支援員を配置し、養育、

就労、経済的問題、身の上相談等自立支援に係る

全般的な相談ができるよう体制の充実を図ってき

ているところであります。相談件数につきまして

は、平成２１年度２５９件、２２年度２０８件、

２３年度は２８８件で、内容では３カ年とも経済

的支援生活援護が一番多く、２番目が生活一般、

３番目が児童に関することの順になっており、２

２年度の相談件数では減少しましたが、経済的支

援生活援助の相談は年々増加をしており、中でも

高校卒業後、大学、専門学校進学に係る資金の相

談が多くなっております。また、父子家庭の相談

も平成２１年度はありませんでしたが、２２年度

１件、２３年度は１５件と増加をしており、相談

内容では児童に関することが一番多く、２番目に

生活一般、３番目に経済的支援、生活援助の順と

なっております。今後とも広く制度の周知に努め

るとともに、ひとり親家庭の子育て不安や悩みを

解消するため、地域の民生委員児童委員との連携、

協力を得ながら、家庭児童相談員とのタイアップ

を強めるなど、さらなる相談体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目４の東病院の管理運営よりの現状

と今後の運営について申し上げます。名寄東病院

は、道北における療養型医療機関としての役割を

果たすため、平成１５年１２月に国から移譲を受

け、国から示されている用途指定、病院形態期間

が満了する２５年１１月末までは契約に基づいて

運営を行っております。現在も慢性期医療機関と

して内科、リハビリテーション科の医療を提供し

ており、地域密着型の病院として症状が安定し、

その後も長期療養が必要な患者が療養生活を送る

ための医療療養型病院として運営されてきており

ます。継続的な医療やリハビリテーションなどを

行うことはもちろんでありますが、自然豊かな環

境の中で入院、療養中の患者に穏やかに安心して

過ごしていただけるよう努力を続けているところ

であります。

名寄市病院事業の設置等に関する条例第１６条

により、平成１８年９月１日から２５年度末まで

の指定管理者の管理期間となっており、現在は上

川北部医師会を指定管理者として安定的な運営に

努めております。平成２３年度の実績につきまし

ては、診療看護体制では医師３名、看護師９名、

准看護師２０名、看護補助者など５４名、職員総

数８３名、患者数では入院で３万２３３名、外

来で７９５名となり、前年度と比較しますと入

院で一時期ではありますが、待機患者がいない状

況がありましたので、病床利用率は下がり、１

６７人減少で、外来は２１３人減少となりました。

また、収支につきましては、前年度と比較します

と入院収益が９４０万０００円減少の５億９

２２万０００円となり、外来収益は５１万０

００円増加の０１１万０００円となりました。

平成１５年度から２３年度までの決算におきまし

ては、１５年度は初年度の年度途中の開設による

ものと２１年度は入院患者診療報酬減によるもの

の赤字決算となりましたが、それ以外の年度は黒

字決算となっております。今後も地域に密着した

病院づくりを目指し、利用者の増加を図るととも

に、医療資格者の確保と看護体制の充実に努め、

効率的な運営を目指してまいりたい。平成２５年

度の契約期間満了後の方向性につきましては、年

度内に関係機関と協議を行い、決定していきたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、小項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、移住、定住人口の拡大対策、その課題と

対応についてお答えをいたします。

名寄市では、平成１８年度に北海道移住促進協
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議会に加盟してから、これまでに移住、定住ホー

ムページの作成や毎年度首都圏で開催されており

ます北海道暮らし・フェアへの参加、お試し生活

するちょっと暮らし事業などに取り組んできてお

ります。しかし、提供する情報の内容や発信の方

法などに現在課題があり、さらに移住、定住事業

の促進を図る上でより多くの方々に名寄の移住に

興味関心を持ってもらうため、民間の方々の柔軟

な考えや発想を取り入れ、オール名寄体制で取り

組むことが必要であります。そこで、民間企業、

各種団体や個人に御協力をいただき、差し迫る諸

課題に対処し、名寄市への移住促進及び地域の振

興を図ることを目的に、去る４月２６日、名寄市

移住促進協議会を設置したところであります。こ

の協議会は、現時点で名寄市、市内の商工観光関

係団体、農協、建設業関係団体のほか、不動産業

者３社により構成されておりますが、これまで実

際に名寄に移住してきた方々を初め、より多くの

方に参画をいただき、さまざまな視点から活発な

取り組みを進めるために、随時協議会の趣旨に賛

同いただける企業や個人の参加を受け付けており、

その旨広報６月号によってお知らせをしており、

今後も市のホームページにおいて周知を図ること

としております。

今後は、名寄市移住促進協議会の取り組みとし

て、首都圏等へのプロモーション活動の実施やホ

ームページ上での空き地、空き住宅の提供を行う

など民間企業や各種団体と連携を図りながら、ち

ょっと暮らしができる施設の紹介や住みやすい環

境の検討、また名寄市のさまざまな情報提供を行

うほか、名寄市との友好交流都市であります人口

５３万人の東京杉並区の協力を得ながら、避暑地

として最適な夏と雪質日本一をうたい、魅力的な

冬にターゲットを絞ったちょっと暮らしのモニタ

ー事業を実施するなど、このことをきっかけとし

て移住、定住の人口の拡大により効果の高い事業

展開を行ってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、名寄市の〇総務部長（扇谷茂幸君）

各諮問機関等の活動より、現況とその運営につい

てお答えをいたします。

諮問機関などの現況といたしまして、まずそれ

ぞれの審議会や協議会等の名称につきましては、

根拠とする法律等で名称が明記されている諮問機

関等についてはその名称となり、それ以外は諮問

機関の設置目的等によって委員会や協議会等の名

称を決めております。

次に、諮問機関の設置根拠についてですが、地

方自治法第１３８条の４第３項の規定によりまし

て、法律または条例に基づき設置している調停、

審査、諮問または調査等を目的とした機関は、執

行機関の附属機関と位置づけをしております。ま

た、有権者等の意見を聴取し、市の施策等に反映

させることを主な目的として、要綱等に基づき設

置される懇話会や委員会等を私的諮問機関と位置

づけ、附属機関に準じ、市の行政運営に御助言等

をいただいております。したがいまして、本市で

設置している諮問機関は大きく分けてこのいずれ

かに該当することになります。

次に、委員の選任に当たっての基準であります

が、これは名寄市各種委員の任免に関する要綱に

おいて規定されておりまして、年齢や男女の比率、

１人がつくことのできる職の数、長期固定化を避

けること、公募による委員選出などが規定されて

おりまして、各担当課におきまして当該基準に基

づき委員を選任しておりますが、専門性を必要と

する場合や法令で職を定めている場合、さらには

高齢化、過疎化等の進行による委員のなり手不足

等で当該基準に基づく委員選任が困難になる場合

もあり、すべてがこの基準どおりとはなっていな

い現状もあります。今後とも委員選任に当たって

は、各担当課において当該基準を遵守するよう努

力するとともに、多くの市民から市政への意見を

聞くことのできるような諮問機関の委員選任のあ

り方についても他市の取り組みも踏まえ、研究し



－58－

平成２４年６月１２日（火曜日）第２回６月定例会・第２号

てまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。

最初の質問の順番と多少入り繰りがあると思い

ますので、あらかじめ御承知おきください。最初

に、今扇谷部長のほうから御答弁をいただきまし

た各種諮問機関についてお尋ねをしてまいります。

確認ですけれども、法律または条例に基づいて設

置された名寄市の附属機関は、名寄市の例規集か

ら見たところ第３編に執行機関、第８章、附属機

関等に明記されている名寄市総合計画策定審議会、

あるいは名寄市特別職報酬等審議会、１１個ぐら

いの機関が書いてあるのですが、これらが附属機

関というふうになりますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私どものほうで押さ〇総務部長（扇谷茂幸君）

えております審議会、委員会等は全部で７１ほど

ございまして、このうち法令、それから条例等に

基づく附属機関につきましては４６ほどあるとい

うふうに押さえております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

では、それ以外は私的諮問機関ということにな

りますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

基本的にはそういう〇総務部長（扇谷茂幸君）

ふうに押さえておりまして、ただ設置目的等さま

ざまなパターンがありまして、１つは広域で設置

されるものでありますとか、それから規則、要綱、

告示、そういったもので規定されるものもありま

すし、またそういった特段の決めがないものもあ

りまして、基本的には附属機関、そして私的諮問

機関というふうに分けておりまして、今申しまし

た附属機関４６以外については私的諮問機関との

位置づけをしております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それでは、核心に入っていきたいなと思うので

すが、今定例会が始まる前に各部署の皆さんに御

協力いただいて、それぞれの諮問機関等について

お答えをいただきました。なかなか公務多忙の折

にお手を煩わせたことに対して、改めて感謝を申

し上げたいと思います。

それぞれ諮問機関の集計していく中で、何点か

不明な点がございましたので、その点について確

認をさせていただきたいと思います。まず、１点

目は、先ほど扇谷部長のほうからもお話があった

のですが、名寄市各種委員の任免に関する要綱と

いうのがあります。第５条に各委員の選任条項が

書いてあるのですけれども、お聞きする前に一部

お答えがありましたけれども、改めてお聞きをし

てまいります。４項に男女共同参画社会の実現の

ために、定数の男女の比率の均衡に努める、こう

あるのですけれども、皆さんからいただいた審議

会等の集計を行いましたところ、女性がゼロとい

う委員会が全部で９つありました。また、女性が

たった１人という、こういった機関が１２ありま

した。先ほども御説明はありましたけれども、こ

の要綱の中でしっかり明記されているものですか

ら、現実と大きく乖離をしている、要綱の条文と

そごを来していると、こうした実態について改め

て御説明をお願いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、私どもの任免に関する要綱につきまし

て男女の均衡を図るということが必要ということ

が述べられておりまして、まさに委員の選任を行

う上で当然私どもも配慮をしながら、これまで委

員の選任を行っておりますが、しかしながら公募

をかけてもなかなか私どもが思うような形での応

募がないということもあわせて、必然的に私ども

の知る範囲で一定程度お願いをするというような

状況も一方では生じているというのが実態であり

ます。女性の委員さんにつきましては、それぞれ
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家庭等の事情もございまして、なかなかスムーズ

に委員に選任と至るというような状況も実は余り

ありませんで、私どもも今後の対応につきまして

は何かしら対応が必要という認識をしております。

ちなみに、先ほど言いましたいわゆる附属機関

との考えの中で、女性の委員さんに選任をされて

いる選任率でありますけれども、２５％と３割

を切っているような状況もありまして、これはま

さに男女共同の参画の計画を持っている私どもの

立場にしても非常に不十分なものと認識をしてお

りますので、今後また新たな考えを含めてぜひ対

応を進めていきたいというふうに考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか男女の比率を〇４番（大石健二議員）

均衡を図るということで苦慮しているということ

なのですけれども、もう一点、第５条の５項に同

一人の過度の重複を避けるために、１人がつくこ

とのできる職の数はおおむね３とする。この場合

において、委員長または会長の職につくことは、

原則なのですけれども、原則として１つの委員会

のみとするというふうに書いてございます。この

点については、遵守されていますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これにつきましても〇総務部長（扇谷茂幸君）

十分な形とはなっていないという認識をしており

ます。委員の選任に当たりましては、１つは公募、

原則ということでありまして、もしくは必要に応

じて町内会連合会でありますとか、それぞれの各

機関に選任のお願いをするという、そんな場合も

ありまして、そうしますとなかなか役員さんの数

の問題、もしくはそれぞれの要請をしました団体

等のさまざまな状況を含めて同一の方が、特に主

に会長さん、副会長さんが選任をされて名前が上

がってくるということもありますので、そういっ

た各種団体の要請含めての内容がある審議会、委

員会等につきましてはどうしてもやはり同じ方が

重複をせざるを得ないというような状況もありま

す。一方では、なるべくそういう重複を避けるよ

うなお願いも原課のほうではされているというふ

うには伺っておりますけれども、実態としてはそ

うはなっていない部分もあると。これも一つの課

題として考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

いただいた数値を統計〇４番（大石健二議員）

で集計してみたのですが、お一人で８つの諮問機

関に所属している方が１名いらっしゃいました。

あと、６つの諮問機関に、あるいは５つの諮問機

関に所属している方がそれぞれ２名ずついらっし

ゃる。同じく４つの諮問機関に所属している方が

１２名、許容範囲というのでしょうか、３つの委

員会に所属している方が１６名いらっしゃいまし

た。合わせて３３人が要綱の第５条の５項にそご

を来しているということなのですけれども、こう

いった兼職という言葉が当たっているかどうか知

りませんけれども、兼ねているケースが多いとい

うこの実態について、今後どのように改善してい

く具体的な施策をお持ちなのかどうかお知らせく

ださい。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

委員さんの任免に関〇副市長（佐々木雅之君）

する要綱の関係につきましては、趣旨としまして

はできるだけ多くの市民に各種審議会、各種委員

会等に御参加をいただいて、開かれた市政をどの

ように推進していくかということが大きなポイン

トであったかなというふうに思っています。歴代

の市長さんの中でも、なるべくお一人でかけ持ち

をすることについてはより市民の意見を取り入れ

るという部分から見ると非常に難しい話になるの

で、できるだけということで、一応１人３つのポ

ストということに努めるということで検討してき

た経過があります。例えば町内会連合会の会長さ

んというのは、いろいろそれぞれの地域課題のた

めの審議会等に数多く名前を連ねていると思いま

すけれども、その場合においても可能な限り会長

さんばかりではなくて、複数いらっしゃる副会長

さんに出てもらうような工夫についてはこれまで
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もやってきました。恐らく同じような各それぞれ

の出身の団体さんのほうと協議をさせていただい

て、可能なものについては会長ではなくて副会長

さんであってもその団体の持つ機能を損ねない範

囲内でさまざまな意見を市政に反映させてもらう

という工夫については、これまでも取り組んでお

りました。そういう観点からしますと、人口が減

少していて過疎化が進む中で、それぞれの団体の

役員構成が偏った形になってきているというのも

現実ありますので、この辺より必ずしも会長さん

ではなくて副会長さん、場合によっては事務局長

さんとか、そういう立場の方であっても市政反映

するのに適切と団体側のほうでお考えをいただき

まして、推薦をしていただいて、市のほうからお

願いをすると。こういう形についてもう少しより

兼職というか、かけ持ちをなるべく少なくする努

力については努めてまいりたいと思っています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

今充て職という言葉が一般的なのかどうかわか

りませんけれども、そういった兼職が、兼ねてし

まうということについてお話をされたのだろうと

思いますが、それでは最初に御質問の中でお話し

した附属機関と私的諮問機関、これについてもう

一度ちょっと詰めてお話をしたいのですが、名寄

市の例規集の中に名寄市非常勤の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例というのがあるのですが、

この中に地方自治法、先ほど出ていましたが、第

１３８条の４の第３項、この規定に基づいて設置

された附属機関の委員及びその他の法令に基づい

て設置された機関の構成員または本表中のほかの

各項に該当しないものの報酬は日額０００円と

いうふうになっているのですけれども、これは私

的諮問機関の構成員の方にも支払われるのでしょ

うか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘のとおり、〇総務部長（扇谷茂幸君）

附属機関の委員さんにつきましてはおおむね１日

０００円という形で支払っておりますが、各種

私的諮問機関の部分につきましても中身が一定程

度法令ですとか政令等の趣旨に合うようなものに

つきましては、附属機関同等の０００円を支払

っている場合もございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今ちょっと微妙なとこ〇４番（大石健二議員）

ろだったのですけれども、ではそうすると私的諮

問機関の中でも日額０００円を払っているケー

スと払っていないケースがあるということですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そうです。費用弁償〇総務部長（扇谷茂幸君）

に関する条例につきましては、各種委員会それぞ

れ報酬を決めておりますので、附属機関に倣うよ

うな形での報酬の設定の仕方というのも実際あり

ますので、基本的にはおおむねどの委員会につき

ましても設置目的等が当然あって、その設置目的

等もある意味法令、政令等の趣旨に準じるような

ものと判断をされた場合については０００円を

支払っているということてあります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと微妙なところ〇４番（大石健二議員）

なのですが、これについてはまた私的諮問機関等、

お支払いしている諮問機関についてお知らせをい

ただきたいと思いますが、諮問機関については最

後の質問にしますが、今回各部署で名簿あるいは

会議の開催回数だとかいろいろ教えていただいた

のですが、これはホームページで諮問機関の委員

の名簿だとか、あるいは審議の経過、結果につい

て公開をしていくお考えはございませんか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私ども情報公開もち〇総務部長（扇谷茂幸君）

ろん進めておりまして、各種委員会の設置であり

ますとか委員等の構成につきましては、これまで

もホームページ等で公表、情報公開をしていると

いうことがあります。どこまでということもあり

ますけれども、一定程度必要な情報についてはし

っかり今後も情報提供させていただきたいと思っ
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ております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、時間が押し〇４番（大石健二議員）

てきましたので、次にひとり親家庭が抱える課題

についてお聞きをしてまいります。

ひとり親家庭の主たる要因としては、離婚、死

別、未婚の出産などが挙げられますけれども、名

寄市の過去３年間の離婚件数を調べてみました。

平成２１年度が１０３件、これをピークに２２年

度が８５件、平成２３年度が７１件となっていま

す。年度によってばらつきはあるのですけれども、

ひとり親家庭は離婚とともにふえる傾向にあると

いうことが言えるだろうと私は思います。先ほど

答弁の中で経済的支援については、国の制度に基

づいて児童手当、児童扶養手当等で対応している

ということだったのですが、厚労省の１８年度の

全国母子世帯等調査結果によりますと母子世帯の

平均収入は２１３万円、全世帯平均収入は５６４

万円、対比をしますとちょうど半分以下になって

しまう。それだけひとり親家庭というのはなかな

か大変だと。加えて母子世帯に支給される児童扶

養手当あるいは児童手当、これは平均収入の２１

３万円に合算されていますから、差し引き実質的

な就労収入は１７１万円というふうになってしま

うと。１７１万円で生活するということの大変さ

というのは、やった方でないとわからないのかも

しれませんが、なかなか改善ができていないと。

名寄市で何とか改善してくれといってもできない

のでしょうから、それはやむを得ない事情とはし

て理解はするのものの、先ほど答弁いただいた相

談件数について、１位が児童に関することが最も

多いということでした。ひとり親世帯で共通の悩

みは、子供が病気になったとき、子供の世話をし

てくれる人、場所がないということでした。名寄

市の病児保育あるいは病後児保育について、現況

についてお知らせいただけますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員から御質〇健康福祉部長（三谷正治君）

問のありました離婚率につきましては、全国的に

も増加傾向にあるというのは実態であります。し

かしながら、名寄も一時期全国、全道平均を上回

った時期もございますけれども、現時点では全国

平均が一番大きいのは北海道が全国平均で断トツ、

私の記憶では３位ぐらいの位置に来ているのでは

ないかと思っています。しかしながら、名寄はそ

の部分ではデータからいきますと全国の８１０市

中約６００ぐらいに位置しているということで、

名寄が著しく高いという認識は私のほうではして

ございません。しかしながら、離婚率は名寄市に

おいては市民の皆さんの中では高いのではないか

という認識が持たれているのも事実ではないかと。

ただ、数字的にはそういう高い数字にはなってい

ないという認識をしているところであります。

助成のものにつきましては、基本的には議員お

話しのとおり父子、母子ともやはりこういう国の

制度ですとかという部分が非常に周知をされてい

ないというのが私たちの認識の中にあります。北

海道では、第２次の計画書を作成をしているとこ

ろでありますけれども、そのデータが第二次北海

道母子家庭等自立促進計画というのを北海道がつ

くってございます。このデータは、平成２０年か

ら２４年度という今年度までの部分で、母子家庭

の部分で措置をしてございます。先ほど議員言わ

れた収入の面でも２００万円程度ということで、

通常の収入の約半分というデータもございます。

その中で一番やはり問題になっているのは、公的

年金制度の利用状況、この利用状況が各対象の母

子家庭、父子家庭が内容がよくわからないという

ことが一番、この計画書にものっているところで

あります。先ほどの答弁にもありましたように、

その内容も名寄市として熟知していると考えてお

りますので、今後も母子家庭相談員等々におきま

してこれらの周知を図っていきたいと考えている

ところであります。

病後児保育につきましては、実はさきに子供の

名寄ひまわり子育てプランをつくらせていただい
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たときにアンケート調査をさせていただきました。

特に病後児保育の部分につきまして、非常に高い

要望があったというのが現実でございます。名寄

市におきましては、子供認定保育の中で、保育園

の中で病後児の看護師を配置するような形で設置

をさせていただいた経過ございます。しかしなが

ら、アンケートの要望と実態に、実際にオープン

したときの保護者の要求の部分とはいささか差が

生じたところであり、現実におきましては大きな

病気の部分については病後児保育をするという家

庭はほとんどございません。ただ、小さな風邪で

すとかちょっとしたけがですとかという部分につ

きましては、現在名寄３保育所及びこども認定保

育園等では、もちろんこども認定保育園では看護

師は配置してございますけれども、公立の３保育

所では看護師は配置してございませんが、そうい

う軽い部分につきましては保護者と連携をとりな

がら、お薬を預かるだとか、それからもし何かあ

ったとき緊急にすぐ呼び出しをする体制をつくる

よう図りながら、そういう柔軟な体制を現在進め

ているところです。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

答弁の中で母子自立支援員のことについて述べ

ておられましたが、相談件数についてもかなりの

数字だったなと思います。この相談の場所、時間、

曜日、もう少し悩み、課題を抱えているひとり親

家庭の生活実態に合わせた受け付けみたいのは、

お仕事を持っているひとり親の家庭はなかなか時

間を割くのが大変だろうと思うのですが、こうい

った日曜日開設だとか土曜日開設というのも可能

なのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在におきまし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ては、嘱託職員を配置をし、勤務時間が嘱託であ

りますので、週４分の３の範囲内でということで

雇用させていただいてございますけれども、それ

以外の時間につきましてはこども未来課に職員も

ございますので、嘱託職員がいないときには課長

を中心に係長を含めて係で対応させていただいて

おります。そして、勤務時間以外、土日の部分に

つきましては相談は２４時間で宿直のほうに、何

かあったときには宿直の対応させていただいて、

宿直から担当の嘱託の相談員または担当の課長、

こども未来課長のほう、係長に連絡体制は現在整

えているところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それでは、次の移住、定住人口の拡大について

お話をお聞きしてまいります。御答弁にもありま

したけれども、この４月からスタートした名寄市

観光振興計画の中で、移住、定住対策の中でちょ

っと暮らしが数カ所にわたって触れられているの

ですが、ちょっと暮らしは移住、定住の核をなす

ということになるのだろうと思うのですけれども、

仄聞するところでは昨年９月以降ちょっと暮らし

を予定していた施設がなくなっているというふう

にお聞きしていますが、この現況についてお知ら

せください。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年までちょっ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

と暮らしの住宅として使っていた、これも民間の

施設なのですけれども、ちょっと事情によりまし

て使えなくなっておりまして、今は３カ所だけで

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

観光振興計画の中で移〇４番（大石健二議員）

住、定住の柱にもなっているちょっと暮らしの拠

点となるべき施設が見出せていないということで

すけれども、なるべく早急に確保していただきた

いというふうに思います。

あと、観光振興計画の中で、ちょっと細かいの

ですが、５２ページに各戦略事業の工程表が載っ

ていました。避暑地名寄へちょっと暮らし誘致事

業は、実態は体験モニターということなのですけ
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れども、この体験モニターを実施することで移住、

定住に発展させていく胸算用というのはあるので

しょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

これちょっと暮〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

らしについては、先ほど山田議員のときにも答弁

させてもらいました。これ一応きっかけという形

で、来ていただける場合の効果的な手段の一つだ

とは思っております。今回も先ほどもちょっとお

話ししましたけれども、避暑地としての地元に、

北海道、名寄に来ていただくというきっかけづく

りとして、やはり何か他とは差別化したキャッチ

フレーズというようなものも必要だと思いますし、

ですので避暑地名寄へとか、あるいは年代のター

ゲットを絞るとか、それから地区を先ほども言い

ましたけれども、例えばことしについては杉並区

を少しターゲットにしてツアーをやってみたいと

いうふうな考えで、それが結局移住につながると

いう形で考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今湯浅室長のほうから〇４番（大石健二議員）

いろいろ移住、定住に結びつけるような算段がお

話しされたのですけれども、たまたま知り合いの

方に大学に行っていらっしゃる方で、明年卒業を

迎えるということなのですけれども、なかなか名

寄戻ってきたいけれども、適切な、適当な職場が

ないということでした。こういった名寄から出て

いる方、もともと都会にいる方、名寄出身ではあ

るけれども、名寄に適切な就職口がなくて近間の

都市部に住むというＪターンというのもあります

けれども、こういうＩターン、Ｕターン、Ｊター

ンというのは、こういったもともとは名寄出身者

だと。こういうもともとが名寄出身者という方を

ターゲットにしてその帰巣本能に訴えるというの

も一つの手なのかなと私も思いますし、またまた

思い切った手を打たないとなかなか名寄のアピー

ルというのはメディアにも乗らないでしょうし、

メディアに乗せるためにはどういうような算段が

必要なのだというようなことをひとついろいろな

算段をして、ぜひ結びつけたいなと思うのですが、

先ほどの諮問機関に絡めてちょっとお聞きしたい

のですが、名寄市移住促進協議会、これは随時募

集しているということなのですけれども、ただ４

月２６日の発足時では全員が男性だったなと私思

います。先ほどから男女の比率のどうのこうのと

いうふうに申し上げている中で、移住、定住はや

っぱりその一家にとってもかなり大きな進路を決

めることになるだろうと思うのですけれども、女

性の視点から見た委員さんも必要ではないかと思

うのですが、今後もどんどん募集をして加えてい

っていただきたいというふうに思います。

それでは最後に、国立療養所名寄病院だった東

病院についてお聞きをしてまいります。名寄市に

移譲されて、今上川北部医師会でやっておられる

ということなのですけれども、開設当初はたしか

いろんな医療にかかわるスタッフがいたように思

うのですけれども、その当時は薬剤師、放射線技

師、理学療法士、作業療法士さんがいたかなと思

うのですが、現在はいらっしゃるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在の先ほど人〇健康福祉部長（三谷正治君）

数の形でお話をさせていただいた数でございます

けれども、先ほど５４名、大変失礼いたしました。

看護補助者を５４名とお話をさせていただきまし

たが、実質は５１名ということでちょっと訂正さ

せていただきたいと思います。

この中で今御質問の医療関係の部分であります

けれども、放射線技師ですとか検査技師、それか

ら管理栄養士、理学療法士等々はそれぞれ１名ず

つ現在も職員が配置されております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

東病院の建物を見ましてもかなり外観が老朽化

の側面が著しいかなというふうに思いますし、今

後引き続いて運営をされていくかどうかわかりま

せんけれども、大幅な改修もしくは建てかえ、あ
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るいは医療器具の更新、そういったものが間近に

控えているかなと思うのですが、こういった設備

や、あるいは人件費、施設設備の更新だとか含め

たこういう資金手当てというのはどのようになっ

ているのか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

平成１５年のときに〇副市長（佐々木雅之君）

国から移譲を受けましたときに、国立療養所の全

国的な再編問題ということがありまして、結局国

では持ち得ない部分について地域の自治体病院と

いう形で大きくかじが切られました。そのときに

完全に民間でやるか、市がやるときに公設民営方

式というか、そういう方式を名寄市としては一部

事務組合も含めて検討した経過がありますけれど

も、残念ながら近隣市町村の理解が得られなくて

名寄市単独で公設民営方式、当初は委託だったの

ですけれども、その後平成１８年９月以降につい

ては指定管理制度ということでやっています。現

在公設の市立病院で民間に指定管理している病院

ということでありまして、地方交付税の措置を受

けています。現行今進めている内容につきまして

は、毎年毎年の運営につきましては診療報酬で上

手な形で、いわゆる民間運営のノウハウで赤字を

出さないような形での運営をお願いをしておりま

す。逆に言うと公設でありますので、当然施設の

改修、将来においては改築に至るかどうかは別に

しても、大規模改修等についての費用については

設置者である市が負担すべきものだという認識を

しております。

それから、残念なことに国立療養所が撤退をし

て名寄市に移譲されるときには、正直言いまして

立派な医療機器について、いわゆる使える医療機

器についてはかなりのものを国のほうが持ってい

ったという経過もありましたので、不足する医療

機器の関係につきましては東病院を指定管理受け

ている医師会病院側と名寄市側と協議をしまして、

ここ数年毎年のように国の補助制度を当初のころ

は利用して、最近では東病院基金に地方交付税で

入ってきた部分について積み立てを行いまして、

年次計画を持って対応しております。先ほど部長

がお答えしましたように、１０年間というのは国

が移譲するときの用途指定の条件になっておりま

して、その後も士別から、名寄市立病院、士別市

立病院から慢性期の患者さんが移ってきていると

いう経過も踏まえますと、今後も東病院の位置づ

けというのは上川北部の地域医療を守る観点から

すると必要なものであるという認識をしておりま

すので、新たな指定管理の相手先については先ほ

ど述べましたように２４年度中に一定の方向を出

して、２５年度には議会のほうに御相談をしたい

なと思っておりますので、必要な医療機関である

という認識をしていますので、運営部分と施設の

整備改修部分等については市のほうで一定の責任

をしっかり持って対応すべきものだという考えで

おります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

それで、再度お聞きをするのですが、用途指定

が終了する２５年末、これについてはまたくどい

かもしれませんが、指定管理者制度をとって管理

運営を委託していくことになるのか、そしてまた

指定管理者制度のときに同じような上川北部医師

会も含めて引き受け手があるのかどうか、再度お

教えください。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど言いましたよ〇副市長（佐々木雅之君）

うに、医療施設としては必要な部分という認識を

しておりまして、ここは現在の北部医師会さんと

それらも含めて今後鋭意協議をしてまいりたいと

思っております。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

新たな助成制度の創設について外４件を、高橋

伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して
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まいりたいというふうに思います。

まず、１番目、新たな助成制度の創設について

をお尋ねいたします。３年間行われました住宅リ

フォームは、市内建設業者が行う１００万円以上

の改修工事に対して２０万円を補助する内容でご

ざいます。平成１９年度から３年間時限立法とし

て実施し、件数は６２８件、補助金は１億５６

０万円、そして工事費では１３億８００万円とい

う金額で、市内の建設業者、また関連業者に大き

な経済効果をもたらしました。また、市民の住環

境でも整備がなされたことは間違いないというふ

うに思っております。他市町村でも同様の政策、

新築補助、住宅改築、解体、耐震審査、耐震補強

などを行うために、住環境の整備や定住促進、地

元建設業の振興と雇用の安定を図るために進めら

れております。今現状日本の経済状況は、北海道、

名寄の経済状況を見る限り、リーマンショック、

東日本大震災、福島原子力事故、そして公共事業

の大幅な削減による影響や観光消費損失額の拡大

と景気低迷による個人消費の買い控えやギリシャ

の金融危機、ＥＵ、ユーロ信用低下といった段階

の中、中小企業を含め景気の状況は大変厳しい状

況になっております。名寄市での販売促進や消費

の拡大を進めるために、地元中小企業の育成と景

気向上への対策を行政や関係機関と連携を図り、

景気対策として取り入れる時期が来ていることは

間違いありません。この経済状況の中、景気向上

に向けた名寄市独自の施策の１回目のリフォーム

事業は、地域経済底上げとともに地域の振興と雇

用を大変生み出し、住環境の整備を整えました。

第２の新助成事業の創設の考えの中、新たな発想

で市民ニーズを取り入れたいと答えられておりま

したが、どのようにこの２年間市民のニーズを吸

い上げられ、検討されておられるのか、お知らせ

いただきたいというふうに思います。

次に、市内建設業者から解体支援事業やエコや

耐震診断あるいは耐震改修と組み合わせた一体的

な制度、新築助成や事業を５０万円以下の小規模

にするなど、地域商品券を組み合わせた等々のさ

まざまな要望があり、再実施に期待感が強いとい

うふうに思われております。ここで庁内関係部局、

市内関係機関、市内建設業者とはどのような議論

を進められ、その協議の状況をお知らせいただき

たいというふうに思います。

そして、大きな財政負担が伴うことから、さき

の市民ニーズや関係部署、関係団体との協議を重

ねて効果的な事業の制度を組み立てができないか

という新助成制度の創設のお考えについて、理事

者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目の２点目、太陽光発電設置補

助事業についてお尋ねをいたします。昨年、２０

１１年８月に成立した電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法が本年

７月１日から施行されます。再生可能エネルギー

の固定価格買い取り制度がスタートしましたが、

導入促進に向けての環境整備はまだ不十分であり

ます。課題として家庭用パネルの設置で発生する

初期費用の問題や太陽光発電のメガソーラーの設

置の農地法の問題や送電網の整備、手続の簡素化

などいろいろな問題点はあります。また、名寄市

の地球温暖化防止実行計画、電気使用量に伴うＣ

Ｏ 削減の目標を進めるためにも電気の使用量の削２

減を一人一人の名寄市民に啓発チラシをお願いす

る中での協力が必要であることは間違いありませ

ん。省エネドットコムでも買い取りが４２円が１

０年間と２０年、導入時の補助として１キロワッ

ト当たり３万円から３万０００円で、１０キロ

未満設置とされております。北海道、現在この助

成制度を行っているのが３９市町村、では独自の

太陽光発電システム普及助成が進められておりま

すが、名寄の太陽光発電システム普及助成につい

ての理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目３点目、新エネ、省エネ暖房

及び給湯機器導入補助についてお尋ねいたします。

先ほど言ったように、ＣＯ 削減を進める中で、他２

市町では木質燃料ストーブ、地熱ヒートポンプ、
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エコジョーズ、エコキュート、ガスエンジンコー

ジェネレーション、ヒートポンプ温水暖房機、エ

コフィール、エネファーム、複合型給湯暖房機と

市町村独自の再生可能エネルギーの助成制度が導

入されております。環境整備が不十分とされてい

る中で、この機器もやはり初期費用が大変高うご

ざいます。その部分で各市町村の助成が重要と考

え、またＣＯ 削減の中でも必要と考えております。２

新エネ、省エネ暖房機等給湯機器導入助成につい

ての理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目４点目、ＬＥＤ照明設備購入

の助成であります。先ほど言ったようにＣＯ 削減２

に対応するため、ＬＥＤ照明に大変かえられてお

ります。消費電力は普通の電気の１０分の１、年

間の電気量では約３０％削減、ＣＯ 排出量では６２

０％の削減であります。ランプの光源寿命は約４

万時間となっており、普通電気の７倍の寿命にな

っております。旭川でも独自のＬＥＤ照明設備購

入助成が進められておりますが、名寄市ＬＥＤ照

明設備の購入助成についての理事者の御見解をお

願いします。

最後に、大きい項目５つ目、ちょっと暮らしの

取り組みについてお尋ねいたします。ちょっと暮

らしは、数週間から数カ月市町村が用意した空き

家や専用住宅で暮らしてもらい、滞在型観光の促

進や移住者増加につなげる取り組みでもあります

が、名寄市として修学旅行の誘致やグリーン・ツ

ーリズムにつなげ、また大学、高校の合宿を推し

進めております。観光を推し進める中で観光客を

ふやす交流人口も進められておりますが、釧路市

では平成１９年からホテル業界と不動産業界がく

しろ長期滞在ビジネス研究会を設立、マンション

に家具一式をそろえた建物、また用意するなどし

て利便性の向上に努め、体験移住者の増加につな

げております。名寄市も不動産業界との連携を行

っておりますが、本市の計画と取り組みの状況に

ついてお知らせいただきたいと思います。

昨年は、ちょっと暮らしの利用者、前年度比北

海道で３１８名の増加、延べ人数５１７名、そ

して滞在日数は前年比５１２日増、４万５２１

日、過去最高の更新をしております。ちょっと暮

らしを募集している７０市町村で、その利用者が

いる６１市町村のうち釧路は延べ人数１２３人、

滞在日数８５５日であります。名寄の近くの紋

別市は１０６人、延べ日数６９１日となってお

ります。北海道移住促進協議会では、ことしに入

り１０５市町村が登録され、ますますちょっと暮

らしがふえるという情報を得ております。本市の

移住体験型、滞在型観光の取り組みについての理

事者の御見解をお願い申し上げ、壇上での質問を

終わらせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま高橋議〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

員から大きな項目で５点の御質問がございました。

私からは、１から５までの答弁をさせていただき

ます。

大項目の１、新たな助成制度の創設について、

小項目１の新たな発想での市民ニーズについてお

答えをいたします。住宅リフォーム助成について

は、平成１９年度から３年間の景気浮揚対策事業

として住宅改修を促進し、快適な住環境の整備並

びに市内建設業の振興及び雇用の安定を図ること

を目的に件数で６２８件、補助金額で１億５６

０万円、工事費で１３億８００万円となり、年間

新築件数が７０から８０件であることと比較して

も大きな役割を果たしたものと考えております。

このリフォーム助成事業は、３年間と期間を限定

したことによって実施希望が集中し、景気対策の

一つとして高い事業効果があったと考えておりま

す。平成２３年第４回定例会で答弁しましたとお

り、住宅リフォームは一たん区切りをつけて当分

の間は実施しないとの方向づけをしたところであ

ります。市民ニーズにつきましては、商工会議所

や関係する業界を通じて市民ニーズとして継続の

希望がありますけれども、一方では新たな助成事

業の創出希望がございます。要望としましては、
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これまでと類似をしておりますが、少額リフォー

ム助成、新築への助成、危険家屋の解体支援事業、

あるいは玄関前、車庫の舗装化事業、また地域商

品券の発行などでありました。

次に、小項目の２、庁内部局と関係団体との協

議状況についてお答えをいたします。庁内の協議

としましては、財政的負担と費用対効果、他の補

助事業とのバランスなどから、住宅リフォーム事

業は一たん区切りをつけるとの方向づけをしたと

ころです。毎年限られた財源の中で社会情勢の変

化や新たな市民ニーズなどによる優先順位や市内

全体の公共事業のバランスなどを考慮しての判断

であります。

市内関係団体との協議状況でありますが、その

後改めて実施はしておりません。先ほど述べまし

たとおり、継続を希望する意見と新たな視点で取

り組んでほしいと両方、双方の意見があったとこ

ろであります。

次に、小項目の３、新リフォーム事業のような

新助成制度の創設についてお答えをいたします。

新たな助成制度については、各事業者の体力強化

のために新技術の確立や新商品の開発、販売促進

等のためのＰＲ活動等に対する支援、また公共事

業の確保、商店街の改修、観光振興計画による市

内商店街への消費誘導、または移住、定住の促進、

または小売事業の拡大による外部からの消費拡大

など現在の制度を十分並びに新たな観点から新エ

ネルギーや再生可能エネルギーの推進を含めて庁

内議論をし、複合的な政策誘導を進めるとともに、

中小企業振興審議会や関係団体など多くの意見を

取り入れながら、事業の目的や視点を明確に定め、

より効果的な制度を創設したいと考えております。

次に、大項目の２、３、４でありますが、それ

ぞれ関連しますので、まとめてお答えをさせてい

ただきます。昨今のエネルギー動向や地球温暖化

防止、脱原発と電力等々の流れの中で、現在消費

電力の削減が求められており、省エネルギーに向

けた取り組みと同時に環境負荷の低い新エネルギ

ー、再生可能エネルギーの推進については、再生

可能エネルギーの固定価格買い取り制度がスター

トすることでさらに注目を浴び、動きが活発にな

っています。名寄で再生可能エネルギー活用の可

能性が高いと思われる太陽光発電施設の設置につ

いては、事業者に対する企業誘致の観点や公共施

設または一般家庭や事業所における再生可能エネ

ルギーの導入の促進、さらには節電対策を総合的

に判断するために、名寄市が行政として地域全体

で取り組むべき方向性やビジョンを策定すること

が喫緊の課題と考えております。国においても個

人や事業主に対して各種支援制度が創設されてお

り、各自治体においても各種の助成制度を創設す

るなど再生可能エネルギーの推進や省エネルギー

について取り組んでおりますので、それらを参考

にし、名寄市独自の方針として再生可能エネルギ

ーの導入あるいは省エネルギー対策などを庁内横

断的な検討組織を立ち上げ、国や道の政策方針や

関連するデータ収集などを行い、協議を進めてま

いります。その中で太陽光発電施設の助成制度、

新エネ、省エネ暖房及び給湯器導入補助並びにＬ

ＥＤ照明施設導入補助も含めて一体的に協議を行

ってまいりたいと考えております。

次に、大項目の５、ちょっと暮らしの取り組み

についてであります。本市の計画と取り組みにつ

いてお答えをいたしますが、先ほどから答弁して

おります内容と重複する部分がありますので、御

了承いただきたいと思います。体験移住事業、ち

ょっと暮らしは、移住を検討する人に数日から数

週間空き家や専用住宅を提供して、実際に住んで

生活環境や地域の実情を体験してもらう事業であ

ります。名寄市では、平成１８年度に北海道移住

促進協議会に加盟し、首都圏で開催される北海道

暮らし・フェアに参加するなど名寄市のホームペ

ージで移住に関する情報提供などに取り組んでお

ります。これまでのちょっと暮らしの実績としま

しては、平成１８年から２３年までの６年間、問

い合わせが２８件ございました。実際の体験が４
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件となっております。しかし、市内にちょっと暮

らしが可能な施設が少ないこともあり、さらに移

住、定住事業の促進を図る上で民間の方々の柔軟

な考えや発想を取り入れ、オール名寄体制でちょ

っと暮らしを体験できる施設や住みやすい環境の

提供を行うことが必要であります。そこで、民間

企業、各種団体や個人に協力をいただきながら、

差し迫る諸課題に対処し、名寄市への移住促進及

び地域の振興を図ることを目的に、去る４月２６

日、名寄市移住促進協議会を設置したところです。

この協議会は、現時点では名寄市、市内の商工観

光関係団体、農協、建設業関係団体のほか、不動

産会社３社により構成されておりますが、随時協

議会の趣旨に賛同し、積極的に参加していただけ

る企業や個人の参加を受け付けております。今後

の協議会の取り組みとして、首都圏等のプロモー

ション活動の実施、ホームページ上での空き家、

空き住宅情報の提供を行うなど、民間企業や各種

団体と連携をしながら、ちょっと暮らしの体験を

通じて移住、定住を促進してまいります。

次に、小項目の２、短期移住体験型、滞在型観

光の取り組みについてお答えをいたします。短期

移住体験型、滞在型観光については、本年３月に

策定した名寄市観光振興計画の中では、避暑地名

寄へちょっと暮らし誘致事業に分類をしています。

これまで北海道暮らし・フェアなど首都圏等のプ

ロモーション活動を続けてきましたが、今後は名

寄市との友好交流都市であります人口５３万人の

東京杉並区の協力を得ながら、避暑地として最適

な夏と雪質日本一をうたい、魅力的な冬にターゲ

ットを絞ったちょっと暮らしのモニター事業をす

るなど、より効果の高い事業展開を行ってまいり

たいと考えております。

以上、答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１０番（高橋伸典議員）

す。再質問をさせていただきます。時間ゆっくり

ありますので、１個１個丁寧に質問させていただ

きたいというふうに思います。

まず、新たな助成事業ということで、１回目の

リフォーム事業というのは６２８件あって、補助

金額も１億数千万円出たということで、企業にも

１３億８００万円、業者にもよかっただろうし、

やはり名寄市民が古い家で暮らしていた中で、住

環境の整備はもうどんとできたというふうに思い

ます。よその助成事業を見ると、やはり年間に何

ぼという形でやられているのです。当初やっぱり

私もそうでしたから、あの当時５００万円だった

かな、１回目のときは。それで、スタートしたの

だけれども、どんどん、どんどん出てきて、追加、

追加でいってしまって大変なことになったのです

けれども、各助成事業というのは後からも言いま

すけれども、ある程度の固定化で長い年月をやっ

ていくというのが必要かなというふうに思うので

す。後から言いますけれども、太陽光発電にしろ、

先ほどの省エネにしろ、ＬＥＤ電気改修にしろ、

やはり各市町村は年間何ぼというふうに決めて推

進しているわけなのです。国の太陽光発電のドッ

トコムの補助というのは、やられるところ全部な

のですけれども、それプラス各市町村が士別は７

万円、上限２１万円で１０件ですか。旭川が前半

２１万円上限で５０件、そして下半期が５０件、

２１万円ということで進められておりますし、い

ろんな先ほど湯浅室長が言われていたとおり、市

民ニーズには少額のものをやってほしいだとか、

解体だとか、また玄関前の舗装だとか、そして地

域振興券を出してほしいだとか、新築の補助を出

してほしいというふうに言われているのは、やは

りあの当時できなかった方々もおられますし、で

も１００万円出してできる方というのは本当にも

う意外と少ないのです。それだけお金持っている

方も少ないですし、その中で今中川も再度リフォ

ーム事業を始めました、新築含めて。美深もこと

し始めております。その中で私は、今検討段階に

入っていると言われておりましたけれども、この

２年間いろんな検討をされたと思うのです。そし
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て、やはり金額の部分もあると思います。ですか

ら、次やるときはやはりある程度の件数を決めて

長期的に計画を持ってやっていくという部分は大

事かなというふうに思うのですけれども、今現状

こういうふうに検討されているのですけれども、

部局だけでやっているのでしょうか、それとも市

全体の関係、道を含めての協議で進めておられる

のか、ちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

お答えする順序〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

が間違っていましたら、申しわけありません。最

初に、補助金の考え方で、毎年ある程度件数を決

めて長期的にやってはどうかという意見がござい

ました。補助事業の目的というのが何であるかと

いうのがまず大事な部分だと思います。当然行政

として何を推進する、あるいは何を目的としてこ

の補助事業をやるのかという方針がきちんとない

と、ただ市民ニーズがあるからやるということで

はないというふうに思いますし、仮に経済対策と

いうことであれば、長くやることは必ずしも経済

対策につながらない場合があるのではないかとい

うふうに思います。それと、やっぱり数を制限す

るというのは、それもまた公平性の部分について

多少問題が出てくるというふうに思います。

それと、もう一点、これまでの検討ですけれど

も、広い視野でということで昨年もちょっとお答

えさせていただいたのですが、仕事としましては

商工業の育成、振興ということが私たちの業務の

中の一番の考え方でありますから、そういう方々

の振興ということ、それを主とした事業というふ

うにずっと考えてまいりました。当然そういう視

点でおりますから、団体や関係団体の方に聞くの

はどうしても固定してしまう傾向になります。で

すから、こういうのはどうだ、こういうのどうだ

という話は出てくるのですけれども、やはり業界

は業界の希望が出てまいります。商店街に聞けば

商品券出してくれと。あるいは、土木屋さん、最

近仕事がないので、土木関係の仕事に少し目線を

向けてくれと。あるいは、建築業の皆さんですと

やっぱりあれは効果的だったのだから、市民も喜

んでいるのだから、もっと続けてくれと。何度聞

いても同じような話になってしまいました。しか

し、その中でもやはり景気対策なり企業の育成に

なるものであれば、私たちのほうでは取り組んで

いきたいと思うのですけれども、どれも今お話の

出ている中で前回のように１億０００万円くら

いの３年間での補助金を出して進めるという事業

については、先ほども申し上げたけれども、全体

の補助金のバランスですとか、他の市民ニーズと

かというのでありますので、それは難しいという

ふうな判断をしております。

それで、先ほどもちょっと触れたのですけれど

も、前後しますけれども、今後は少し庁内全体で

景気対策、あるいは今先ほど出ました省エネです

とか、そういった部分に波及できないかなという

ことで、全体協議で協議をしていきたいというふ

うに申し上げたところでございます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。スピ〇１０番（高橋伸典議員）

ード感を持ってぜひ進めていただきたいなと。景

気回復と言っていますけれども、前の答弁では今

建築の仕事がたくさん出ているからというお話を

何かちらっと聞いて、このリフォームは余りどう

のこうのというお話もありました。リフォームだ

けではなく、先ほど言ったように土木の方々も連

携して、やはり名寄の商工関係の方々がしっかり

と今景気が悪い中で行政が下支えできる体制を整

えられるように進めていただきたいなというよう

に思います。先ほど言ったように、新事業として

は新商品だとか、公共事業の確保だとか、商店街

の事業の確保だとかと言っていましたけれども、

やはりそれをやることによって市民ニーズが、市

民の方が喜べば私はどういう形であろうといいと

思うのです。やはり景気を少し上げていくという

ことが必要かなというふうに思っております。ち
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ょっと話してどんどん、どんどん進めさせていた

だきます。

次に、太陽光発電の部分の補助についてちょっ

とお話しさせていただきます。名寄は、先ほど言

ったように佐藤議員のお話で節電は進められてお

りますし、トイレや何かもＬＥＤにかえて、そし

て昼休みは消灯をするというふうに言われており

ました。電気自体、先ほど私言いましたけれども、

ＬＥＤにかえることによってＣＯ の削減が６０％２

削減されたり、電気料が年間３０％の削減だとか、

そして消費電力が１０分の１である。４万時間、

普通の電球の７倍の寿命があるのだよという中で、

金額が高いと前回私言われたのです。でも、この

ＬＥＤ電気自体が今すごく安くなってきておりま

す。当初旭川がＬＥＤの電球の補助をやったとき

には、大体１個当たり６万円ぐらいセットでして

いたみたいなのですけれども、それで今３万何ぼ

ぐらいで１つの照明のシャンデリアになるという

形で、６割ぐらいの金額になってきていますし、

太陽光発電も当初３０万円ぐらいしたものが今で

したら１枚が一番高いもので１６万円ぐらい、そ

して安いもので８万０００円ぐらいでもう今は

買えるという状況になってきて、それで国も設置

のときの補助金が３万円から３万０００円に変

わったのです。この太陽光発電自体、今３週間前

にとったものですから、この省エネドットコムと

いう、補助金を出している太陽光発電の協会なの

ですけれども、これ３８市町村だと思ったのです

けれども、その中には旭川は入っていなかったも

のですから、まだまだきっと補助対象として出し

ているところがあると思うのです。その中で私自

身今電気の使用量が足りないだとか、いろんな部

分あります。原子力も今動かせる状況ではない中、

名寄の地球温暖化防止実行計画の中でもやはり市

２民とともに進んでいかなければいけないこのＣＯ

削減に向けての状況や何かを踏まえて、私はいろ

んな方策があると思います。先ほどの助成の部分

ですけれども、リフォームもあるだろうし、土木

もあるだろうし、地域振興券もあるだろうし、い

ろんな商店街の部分もあると思うのですけれども、

私はこっちの太陽光発電の部分に持っていっても

いいのかなと。いろんな施策を出せるのではない

かなというふうに思うのです。そして、今この３

８市町村でいくと石狩市はことしの４月から始め

たのです。そして、３０件限定の太陽光パネルの

設置で助成を市独自でもやっているのですけれど

も、５月までにもう２２件の設置の申請が出たと

いうことで、これからどんどん、どんどんふえる

というふうにこの太陽光発電協会の方々も言われ

ています。わからないと思うのですけれども、今

朝日町のサンライズホールには太陽光発電のパネ

ルを設置して、ホールだけの電気を賄っているみ

たいなのです。現状名寄は、この太陽光発電、名

小にはスクール・ニューディールでつけましたけ

れども、各民間や企業の方というのはどれぐらい

つけているか、名寄の数的にわかれば。わからな

ければわからないでいいです。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

スクール・ニューデ〇副市長（佐々木雅之君）

ィールの関係で名寄小学校につけたときに、同じ

ような時期に道立の施設で一部つけたというお話

は聞いておりまして、ちょっとまちの中を見た感

じで申し上げて大変失礼かもしれませんけれども、

個人の住宅でいうと少なくても十数件の方々が屋

根にパネルが乗っかっておりまして、太陽光発電

を利用しているのではないかなというふうに考え

ています。

それで、先ほども営業戦略室長からお話ありま

したように、従来のリフォーム住宅については名

寄市は全道的にも率先をしてやってきました。１

９年からということでありまして、３年間につい

て申請のあったものについては全部対応するとい

う公平性の観点と事業効果の関係も含めて行いを

しました。その後平成２０年、実質には平成２１

年からリーマンショックによる補正予算の国の関

係がありましたので、士別も含めて名寄の後を追
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うような形で多くの市町村が住宅リフォームをや

っていろんな事業効果を上げております。それで、

名寄市が取り組んだときには一般財源を使いまし

たので、一定程度市民の皆さん、国民の皆さんか

らいただいた税と地方交付税で賄うということの

関係ありましたので、過去名寄市でやったときに

は必ず大きな政策目的を持って取り組んできまし

た。例えば従業員の方の住宅供給の関係でいうと、

大橋商工団地と緑丘の団地でありました。このと

きにも相当大きなお金はかけました。結果的には、

それが固定資産税として名寄市に入ってきまして、

そういうお金がぐるぐる、ぐるぐる回っていきま

して、合併したてのときの一番苦しかったときで

あっても建築事業の関係ですそ野の広い住宅産業

に助成をしながら、またその当時でいいますと２

５年、３０年前に建てた方々がたくさんいらっし

ゃいましたので、その方々の住宅を建てかえがで

きない状況の中でリフォームをして末永くその家

を大事に使ってもらおうという、そういう政策目

的を持って取り組んだ事業でありました。おのず

と財源との限界もありましたので、３年間の期間

限定ということとなりました。

今高橋議員おっしゃるとおり、太陽光関係につ

きましても物が安くなったということにつきまし

ては、日本の国として中国製品が相当大きく出回

ってきて、日本のもともと得意分野であった太陽

光パネルが耐用年数が日本のものは１０年で値段

は高くて、中国製品が１５年で値段が安いと。世

界的にも大きなシェアを中国製品が占めていると

いうこともありますので、太陽光パネルの関係に

つきましてはエコの社会に行政として積極的に支

援すべきだという意見が庁内にある一方で、その

事業効果と本当に我が国の経済振興につながるか

どうかということも含めて、今平成２４年度から

今後５カ年間については学校やら市民ホールも含

めた大きな中で公共建築物を多額のお金のかかる

ものを多数つくろうとしておりますので、そうい

うバランスの状況の中では、先ほどの営業戦略室

長がお答えしましたように、太陽光パネルにつき

ましてはほかの市が取り組んでいるように数を限

定しながらも住民の皆さん方に望ましい自然エネ

ルギーの利用について啓蒙する関係でいうと、モ

ニター制度を使って一部数を限定しながらも助成

をして、市民の皆さん方にお勧めをしていくとい

うのが今名寄市ができる太陽光発電に対する支援

の一つの方法でないかなという考え方をしており

まして、今後市長を中心にしまして全体的な自然

エネルギーの活用とか、再生可能エネルギーの関

係についての名寄市での考え方も明確にしながら、

助成制度について早急に検討してまいりたいなと

いうふうに考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。ぜひ省エネ、ＣＯ 削減の部分で庁内でしっか２

りと早目に相談していただいて、どの方向にいく

のか検討していただきたいなと思います。

ちょっとくどいのですけれども、この新エネ、

省エネの部分で今出ているヒートポンプという部

分があるのです。地中の熱をとって、そして冷房

にかえて出している。これは、電気代がもとの３

分の１で済む。そして、冷暖房に使えるという部

分であります。ちょっと詳しくしゃべろうと思っ

たのですけれども、余りしつこいと嫌われてしま

いますので、長いという方もいますけれども、検

討していただきたいなと。いろんな文化センター

や何かでは、十分使えるかなというふうに思いま

すので。北海道の年間の住宅の消費電力とＣＯ の２

排出量の部分でいうと、一番電気料を使うのが暖

房、そしてＣＯ を一番出すのです。そして次に給２

湯なのです。暖房で５４％、給湯で２５％、そし

て断熱等々で２３％ぐらいのＣＯ を出すと言われ２

ております。今先ほど言ったようなヒートポンプ

というのは、この部分の７５％を削減できる方式

だそうなのです。文化センターにはいいもの、エ

ネルギーの使わないものをぜひ検討していただき

たいなというふうに思います。
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あと最後に、ＬＥＤの部分でちょっと言わさせ

ていただきます。旭川では、ＬＥＤ照明設備購入

補助金というのを前期が２５件、後期が２５件で、

対象経費が６万円以上、これは設置を含めてとい

う部分なので、電球だけを取りかえてはいけない

と。今のシャンデリアなんかを全部取りかえて、

２カ所やって６万円以上で１万円の補助なのです。

今現状３万円後半、４万円ぐらいだと言っていま

すから、２つで８万円、７万何ぼぐらい、そして

それに１万円の補助が出るよという部分なのです。

本当は、リフォームはできない方はたくさんいま

した、きっと。生活困窮者であり年金生活者は、

リフォームはきっとできなかったと思います。で

も、このＬＥＤ照明の交換は十分できるだろうし、

ＣＯ 削減も含めて削減できるだろうし、やはりそ２

の人の電気料も下がる。そして、そういう意味で

私はこういう少額の部分で年収の制限をつけても

可能だと思うのです。低所得者専用にこういう政

策を出すというのは、私は重要かなというふうに

思っています。ぜひ検討いただきたいなと思うの

ですけれども、何か答弁があれば。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、ＬＥＤですけれど〇市長（加藤剛士君）

も、それぞれもう既に一般家庭等でも普及をし出

してきていまして、うちなんかでも少しずつかえ

たりしておりますけれども、これは民間ベースで

助成をしていくというのは非常に制度設計難しい

なというふうに直観で思っています。加えて今電

器店も地元だけでなくて大きな量販店の電器店も

来ている中で、いろんな総合的な政策としてどう

なのかというのはこれは検証が必要なのかなと思

います。既に現公共施設でもＬＥＤのつけかえ、

あるいは今度建てるであろう市民ホール等も含め

て当然ＬＥＤの研究していますし、街路灯での要

望もありまして、毎年少しずつ交換ということで

やっていますけれども、そちらのほうも今ＬＥＤ

化ということも検討していますので、庁内でそう

したできることをしっかりとやっていくというこ

とがまず大事なのかなというふうに思います。

加えましてヒートポンプエンジンの話ありまし

たけれども、これ今市民ホールの基礎的なエンジ

ンの中でも地熱ヒートポンプエンジンは検討のテ

ーブルにのっているはずです。しかし、これ今優

位性も含めて検討している段階だと思います。い

ろんなデータがあるので、優位性のあるデータも

あるし、ちょっとどうなのというデータもあると

いうふうに承知をしています。先般某銀行が新築

でオープンをしましたけれども、ここは北海道で

初めて地熱ヒートポンプエンジンを使った店舗だ

というふうに聞いていまして、いろんなデータが

出てきていると思いますので、このデータ等もぜ

ひ参考にさせていただければというふうに思いま

す。

佐々木副市長のほうから太陽光発電等の話も含

めて少し踏み込んだ話ありましたけれども、こう

したいろいろな自然エネルギーの可能性を名寄市

ならではのことをしっかりとこれから追求してい

かなければならない。省電力の計画と新たな新エ

ネルギーへの対応等ということを名寄市としてど

う考えていくのかという施策をしっかりと今年度

中くらいにはまとめなければならないのかなとい

うふうに思っています。その中でいろんなメニュ

ーが出ましたけれども、あらゆる自然エネルギー

の関連する施設の設置補助の制度設計を新年度に

向けてぜひ前向きに取り組んでいきたいなという

ふうに考えていますので、ぜひ御理解をいただき

たいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いいた〇１０番（高橋伸典議員）

します。

では最後に、ちょっと暮らしの部分で質問をし

てまいります。まず、先ほど本当釧路の部分では

前年度比、比べて相当の方々が釧路を訪問されま

した。そんな中で浦河町もやはり空き教員住宅、

これを７棟を改修して家具や何かを全部入れる。

そして、利用者の要望にこたえてペット可住宅を
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けれども、１万０００円から７万円としたと。

それで、去年の利用者が５２名、７０２日、ふ

えていったというのです。何人かの方言われまし

たけれども、本当に今名寄の観光振興計画ができ

て模索段階なのか、去年、おととしから北海道移

住促進協議会にはずっと５万円払って入っている

のだけれども、なかなか進まなかったのか、やは

りこの釧路にしろ、浦河にしろ、一番名寄に近い

のは紋別がもうすごく人を呼んでいます。そこも

こういうハードの部分の建物はあるわけなのです

けれども、やはり先ほど大石議員が言ったように

１つなくなった。でも、不動産会社で３つ出して

いるよというのがあるのですけれども、まだまだ

やっぱり宣伝も足りないし、ハードの部分でもう

ちょっと研究されないのかという。ちょっと答え

なのですけれども、またこれから豊西小と南小が

合体して豊西小がなくなりますから、体育館だけ

壊して教室を移住できるように改築するだとかと

いう、これは無理だと思いますけれども、そうい

ういろんな政策をつくっていただきたいなと思う

のですけれども、どうでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

教職員の住宅に〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ついては、基本的に名寄市にあるのは先生方が入

るのが優先されておりますし、今あきになってい

る部分についてはかなり老朽化が進んでおります。

トイレの問題だったり、窓の問題とか、体感、寒

さ対策だとか、かなりの改修の費用が必要になっ

てくると思っています。それと、学校の利用とい

うのも一部あったのですけれども、これについて

は耐震化ができておりませんので、基本的には難

しいかというふうに思います。

それから、今議員御指摘のとおりでありまして、

私たちもちょっとまだきちっと方針が決まってお

りません、ちょっと暮らしも含めて。空き住宅、

あるいはそれらの来られる方に対しての負担軽減

だとか、あるいは来る方に対しての手当てだとか

というのは各市町村でかなり手厚くやっておりま

す。その中でも先ほど山田議員からもあったので

すけれども、ちょっと暮らし専用の住宅を持った

りとか、あるいは来るフェリー代の一部を助成し

たりとかと本当に切りがないほどいろいろ各市町

村で対応しております。その辺については、今後

協議会の中で、あるいは来られた方々からのアン

ケートなんかもとりながら、実施あるいは検討し

ていきたいというふうに考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇１０番（高橋伸典議員）

冬のターゲットモニター事業、これはいつやって

どのような事業なのでしょうか。ちょっと教えて

いただきたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

このモニター事〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

業なのですけれども、今取り組もうとしておりま

すのはこれ広域での取り組みを考えております。

天塩川流域の広域事業の中で考えておりまして、

一応今は冬を目指しております。昨年までは、北

海道の移住フェアというのを９月に東京でやって

おったのですが、ことしは１１月に秋葉原で開催

されるということですので、夏の部分には間に合

わないということがあります。それと、もう一点

です。１１月になったということ、それから杉並

の区制８０周年ということで、私たちもちょっと

ＰＲを兼ねて杉並のほうに行ってＰＲをしてこよ

うというふうに考えておりまして、その中でも少

し移住あるいはちょっと暮らしのＰＲをしたいと

いうふうに考えています。それで、ＰＲの中でこ

としの冬にモニターツアーをやりますから、ぜひ

参加してくださいというのを一緒にＰＲしたいな

と。東京の秋葉原でもこういう形で名寄で何月ご

ろに何日にやりますから、ぜひ応募してください

ねというふうにやると、少し訴求力があるのでは

ないかということで、広域の事業なのですけれど

も、受け入れした場合に名寄市だけではというの

は、かなり行動範囲も広くなるということで、近
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隣町村全部入れての広域での受け入れ態勢も考え

ながら今計画中であります。詳細については、ま

だ決まっておりません。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

ちょっと暮らしなのですけれども、先ほど言っ

たように釧路は８５５日間いることによって、

月約１５万円ぐらいはかかると思うのです、衣食

含めて。そして、その衣食含めて月１５万円とし

ても数千万円がまちに落ちるわけなのです。ぜひ

推進をしていただきたいなという思いと早目にや

はりちょっと暮らしのできるハードの部分をしっ

かり備えつけていただきたいなと。あることによ

ってやはりＰＲもでき、先ほどＰＲ、ＰＲと言っ

ていましたけれども、物がない限りＰＲはできな

いと思うのです。こんないい場所ありますよと。

泊まるところあるのという形になると思いますの

で、早目にハードを整えていただいて、このすば

らしい名寄に夏の間１カ月間、また冬の間１カ月

間暮らしていただいて、退職したときにはぜひ名

寄に暮らしたいなと言われる方々を多くつくって

いただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わ

らせていただきます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 植 松 正 一

署名議員 駒 津 喜 一
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平成２４年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年６月１３日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

行政情報の周知のあり方について外２件を、東

千春議員。

おはようございます。〇１９番（東 千春議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

い発言をさせていただきます。

行政への市民参加、協働のまちづくりを進める

上では、行政の情報を正確に市民に伝えることが

重要であります。市民に意見を聞くときにも正し

い情報に基づくことが基本であります。市民には、

さまざまな情報に対するニーズはありますが、伝

えたい情報はなかなか伝わらないという難しさも

一方あるわけであります。ここが知恵の絞りどこ

ろではないかと思っております。名寄市は、さま

ざまな手段を駆使しながら情報提供を行っており

ますが、よりよい周知のあり方についてお伺いを

いたします。

広報なよろは、毎月多くの行政情報を市民に正

確に伝える役割を果たしております。したがいま

して、特に指摘をすべきという点はありませんが、

より市民が関心を持ってページをめくりたくなる

ような広報なよろづくりに向けて、どのような点

に心がけておられるのかお伺いをいたします。ま

た、特集記事に対する考え方があればお知らせを

いただきたいと思います。

２点目、名寄市のポータルサイトで日々の情報

内容のチェック、時間の経過とともに変更したほ

うがよい点などの点検はどのようにされているの

かお知らせをいただきたいと思います。また、イ

ベントカレンダーをもう少し有効に使う方法はな

いのか、考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、名寄市は行政情報のメール情報配信サ

ービスを行っておりますが、どの程度の利用があ

るのかお知らせをいただきたいと思います。また、

他市の例ではフェースブックやツイッターを利用

した行政情報の提供を積極的に行っている自治体

もありますが、それらのツールの有効利用につい

てどのようにお考えかお知らせいただきたいと思

います。

４点目、出前トークは行政情報を市民に知って

もらう大切な方法の一つだと思いますが、近年の

利用状況の推移と利用促進の考え方についてお知

らせいただきたいと思います。

５点目、タイムリーな情報提供を求める場合に

は、報道機関や市内のＦＭラジオ放送が有効では

ないかと思います。新聞記事掲載等では、まず正

確な情報を各社にお知らせをする必要があると思

いますが、どのようなことに留意をされておられ

るでしょうか。また、ＦＭラジオ放送で市内聴取

困難地域への対応で進捗があればお知らせをいた

だきたいと思います。

大項目の２点目、案内看板の考え方についてお

伺いいたします。近年の名寄市では、以前には発

想ができなかったような観光や交流人口による経

済効果が期待できる環境が整いつつあるのではな

いかと思います。それを有効に活用するためには、

物的、人的なホスピタリティーの考えが必要にな

ってくると思います。まず、名寄の中で目的地に

到達するまでに気持ちよく来ていただきたい。そ

れには、見やすくわかりやすい道の案内板が必要

だと思います。そこで、目的地までのルートを想

定した案内板の設置が必要であり、その決め方と
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点検について考え方をお知らせいただきたいと思

います。

２点目、初めて行く目的地をわかりやすく案内

する場合には、特に大きな道に面していない場合

などは一定の配慮が必要ではないかと思いますが、

考え方をお知らせいただきたいと思います。また、

今設置されている道路の案内板は比較的新しいも

のが多いわけですけれども、（仮称）市民ホール

や（仮称）複合交通センター、天文台など新しい

施設への対応はどのようにお考えかお知らせいた

だきたいと思います。

大項目の３点目、（仮称）市民ホールを核とす

る芸術文化の振興について。市民から期待される

（仮称）市民ホールの設計について、理事者の考

えがおおむねまとまり、市民にもその経過報告が

行われました。これらを受けて少しずつ実感がわ

いてきたのではないでしょうか。建物は、完成後

使いやすい設計であることが求められますが、同

時に大切なのはソフトであります。市民に親しま

れて使うことができる仕組みづくりや制度設計を

準備する必要があるのではないかと思います。芸

術文化の振興は、活発な市民活動の振興とともに、

心の豊かさをはぐくみ、生活の質の向上を図るた

めには欠かすことができないものであります。そ

こで、（仮称）市民ホールを核とする自主事業と

して年間どの程度の予算を考えておられるのか、

また事業運営は民間委託を考えておられるようで

すが、年間事業を組むときに市民の意向をどのよ

うに反映する考えをお持ちなのかお知らせいただ

きたいと思います。

さらに、名寄市の自主事業以外に市民が一般市

民を対象として主催する高い芸術文化の提供を行

うような事業には、どのような対応をお考えかお

知らせいただきたいと思います。また、それらを

行う団体等の育成についての考えをお知らせいた

だきたいと思います。

２点目、文化振興条例の制定については今まで

も議論がございましたが、名寄市民にとって守る

べき歴史、伝統や望ましい文化活動、また目指す

文化的なまちづくりなどについて（仮称）市民ホ

ールの建設とあわせて、この際明らかにして市民

と認識を共有することもよいのではないかと思い

ますけれども、考えをお知らせいただきたいと思

います。

以上でこの場の質問を終わります。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

東議員から大項目３点にわたる質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は営業戦略室

長から、大項目３につきましては教育部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

まず、行政情報の周知のあり方についての広報

なよろについてのお答えであります。広報なよろ

につきましては、行政情報を市民に周知する上で

の最も重要かつ効果的な事業と考えておりまして、

必要な情報を的確かつわかりやすく、さらには市

民に関心を持っていただける紙面づくりに努めて

いるところであります。具体的には、平成１９年

に実施をした市民アンケート調査や平成２２年に

行いました庁議、部次長アンケートによる検討結

果、さらには内部検討を踏まえ、記事の精査、文

字の大きさ、行間、レイアウト、写真の活用、余

白を生かした紙面構成の工夫等を行っているとこ

ろであります。

また、特集記事につきましては、市民の関心事

や詳細を知らせるべき事項等を中心に取り上げて

おり、現在は市内の小中学校を紹介するスクール

インフォメーションや主要な計画や公共施設等を

取り上げております。６月号からは、オール名寄

の体制づくりに必要な情報として、名寄市観光振

興計画を掲載しているところです。広報の対象者

は非常に広範でありますが、今後とも市民ニーズ

を把握しながら、紙面づくりの工夫や的確な特集

記事等のテーマ設定などに取り組んでまいります。

次に、名寄市のホームページについてでありま
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すが、ポータルサイトの記事の掲載は各部署の担

当者が作成、所属長が内容の妥当性や正確性など

をチェックし、さらに情報システム担当が名寄市

ポータルサイトコンテンツ作成ガイドラインに沿

ったつくり方がされているかチェックをした上、

公開をしております。また、掲載情報の内容は常

に新しいものでなければ正確な情報とは言えない

ことから、掲載部署に常にチェックを実施しても

らい、古い情報がいつまでも掲載されることがな

いよう努めております。

ポータルサイトのトップページに掲載をしてい

るイベントカレンダーについては、カレンダー内

に表示された項目を選択するとその詳しい内容が

表示をされる仕組みで、平成２１年１０月のポー

タルサイト全面リニューアルを機に公開をしてお

ります。このイベントカレンダー機能の有効活用

と利用促進を図ることにつきましては、この５月

に職員の情報提供能力向上を図ることとあわせて、

ポータルサイトコンテンツ作成講習会を開催をし

ております。この場で改めてイベントカレンダー

への行事の催し物の登録方法及びさらなる活用の

必要性について再認識をし、原課での工夫を促し

ております。また、情報システム担当者による情

報公開事前チェックでは、カレンダー登録の有無

などもチェックし、未登録の場合は個別に指導す

るなど今後とも機能を十分に活用できるよう努め

てまいります。

続きまして、インターネットの利用方法につい

てであります。平成２３年１０月から開始をしま

した名寄市メール情報配信サービスは、不審者出

現に関する情報、災害に関する情報、インフルエ

ンザ等の感染症に関する情報、その他緊急性を持

った行政情報をインターネットメールや携帯電話

メールを活用し、速やかに情報を提供するサービ

スです。情報配信を希望するジャンルとメールア

ドレスは事前に登録をしてもらい、本年６月末日

現在で１２６名の方が登録をされることになって

おります。サービス開始以来、昨年度不審者出現

に関する情報を２回、インフルエンザに関する情

報を１回配信をしております。

インターネット交流サイトであるフェースブッ

クやツイッターは、全世界で多くの利用者を有し

ております。日本でも個人の交流や情報収集ツー

ルとして企業や政府関係機関、自治体においては

情報提供の一手段としてホームページと併用し、

活用されるようになってきております。当市にお

きましては、昨年度庁内で実施をしましたゼロ予

算事業の職員提案で、こうした情報ツールを活用

し、積極的な情報の発信と受信を行ってはどうか

という提案がありました。これを受けまして関係

部署で協議をした結果、行政としてふさわしい運

用及び指針の策定など諸条件が整えば活用は可能

と判断をしておりまして、検討を進めることとし

ております。既に営業戦略室では、主に観光情報

をフェースブックにおいて発信している、こんな

事例もありますから、この検証も進めながら全庁

的な条件整備を図りたいと考えております。

次に、出前トークについてでありますが、出前

トークにつきましては市の職員が直接市民のとこ

ろにお伺いをし、市民の知りたい行政情報や制度

の仕組みなどにつきまして説明、意見交換するこ

とを目的に実施し、近年の利用実績は平成２１年

度５回、延べ１４６名の方が参加、平成２２年度

１０回、延べ２８４名の方が参加、平成２３年度

１９回、延べ５４６名の方の参加と利用回数、利

用人数とも増加傾向にあります。メニューにつき

ましても今年１つメニューを追加をしまして、３

８のメニューとなっておりまして、メニューのな

い内容につきましても担当課と協議をし、希望に

おこたえをしているところであります。出前トー

クは、テーマを絞り、双方向の情報交換が可能な

貴重な事業と考えておりますので、今後とも市民

ニーズに適したメニューの拡充と市民周知を通じ、

出前トーク事業の充実を図ってまいります。

次に、民間の報道機関等との連携についてであ

ります。報道機関との連携につきましては、市内
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外への情報提供手段として非常に重要と考えてお

りまして、今後も記事情報の提供でありますとか、

取材等への協力を積極的に行ってまいりたいと考

えております。質問がございました記事提供の留

意点につきましては、紙ベースでの情報提供や事

業内容に精通した者が取材を受けるなど、適正な

情報提供に努めているところです。

また、エフエムなよろの難視聴地域解消につき

ましては、市としましても災害時の放送について

の防災協定を締結をしていることから、協議を継

続をしているところであります。難視聴地域解消

に当たりましては、アンテナの場所や高さ、また

出力の増強など考えられますが、アンテナにつき

ましては適地の選定に向けて現地調査を進めてお

りまして、また出力の増強につきましては認可を

受けたコミュニティー放送局の例なども参考にエ

フエムなよろと協議を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、案内看板の考え方について、小項目の１、

案内するルートの考え方についてお答えいたしま

す。

名寄市観光振興計画の中でも市内外のお客様を

受け入れる基盤として、円滑な案内や誘導はその

受け入れ地域としてホスピタリティー度があらわ

れると述べています。訪問者にとってわかりやす

い案内表示をするためには、その訪問者の視点で

検討することが必要です。これらのことを考慮し、

多面的な視点による意見を聴取することが重要と

なってまいります。その具体的な取り組みとして、

市内各施設の案内などに尽力いただいています観

光ボランティアの方々の視点から見た表示、また

改めて市民の訪問者の目線で現在の表示で各資源

に誘導することができるかなどを検証する地域資

源市民モニターツアー事業を通じて得られた意見

を参考として、名寄市観光交流振興協議会及び庁

内各部署と連携を図りながら、適正な案内板の整

備、さらには市として統一した案内ルートの確立

に取り組んでまいります。

また、各事業による意見の聴取などを行ってい

く中で、案内板に表示されている表示内容が不適

格な誘導が判明した場合は、スピーディーに案内

板設置機関と協議し、その是正に努めてまいりま

す。

次に、小項目の２、わかりやすい案内板のあり

方についてをお答えいたします。名寄市を訪れる

人が初めて訪れる場所へわかりやすく案内するた

めには、国道、道道など大きな道路に面している

場合には比較的案内板が設置されておりますが、

市道などの比較的小さな道路には案内板の設置は

十分とは言えない状況であります。また、新しい

公共施設などが建設された場合、今ある案内板へ

の追加表示や新たな案内板の設置が必要となって

まいります。多くのお客様を呼び込む新しい公共

施設の案内板の対応は、国道、道道については案

内板の新設要請を適時に行うとともに、市道に設

置する場合は施設の稼働時期や案内の工夫などを

関係部署と協議をしながら、案内板の設置を進め

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、（仮称）市民ホールを核とする芸術文化

の振興についてお答えをいたします。

まず、小項目１、ソフト事業の考え方でござい

ます。（仮称）市民ホールのソフト事業の考え方

につきまして、教育委員会では生涯学習課が中心

となり、平成２１年度より舞台芸術劇場実行委員

会を組織をして、これまでさまざまな文化芸術事

業に取り組んでまいりました。具体的には、平成

２１年には文化庁の地域文化芸術振興プランの指

定で演劇、吹奏楽、人形劇、ゴスペル、ダンス、

阿波踊り、音楽のワークショップと発表会、また

プロによる人形劇講演を行いました。同じく平成

２２年度には、財団法人地域創造や北海道文化財
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団、さらには財団法人自治総合センターの宝くじ

文化公演を実施をいたしました。２３年度は、当

市と交流がございます東京都杉並区の区立杉並芸

術会館、座・高円寺制作の公演、また有希マヌエ

ラ・ヤンケバイオリンリサイタルをリサイタル実

行委員会と共催をして実施してまいりました。本

年度も９月に米倉斉加年氏主催の劇団海流座によ

る公演を計画をしており、事業実施につきまして

は各種助成や支援策とあわせて実行委員会に市の

補助金を支出してきております。今後も舞台芸術

にとらわれないさまざまなジャンルの芸術鑑賞の

機会を市民に提供していく考えでおりますが、市

民ホールの完成後の大ホールの舞台を利用した事

業につきましては、維持管理費とあわせて文化ホ

ール建設基金を有効に活用しながら、年間相当数

の事業を実施し、芸術文化事業を推進する考えで

おり、今後の財政計画とともに調整を図りながら

進めてまいります。

（仮称）市民ホールの管理運営につきましては、

隣接する市民文化センターと一体的な管理運営を

することとして、市の直営による管理運営となり

ますが、ホール部分の運営に関する事業の一部は

民間への業務委託する考えであります。委託分野

の一つである文化芸術事業の実施につきましては、

今までの舞台芸術劇場実行委員会を発展的に拡大、

継承した組織を想定をしております。その中心的

な役割を委託業者が担うものと考えております。

その継承組織は、文化芸術関係者はもとより文化

協会、音楽、芸術、演劇関連団体や個人など広範

な分野の市民と委託業者などで構成をし、自主事

業などの企画と実施に当たります。委託業者には、

アートマネジメント機能を持たせ、それらの意見

を取りまとめ、年間の事業計画を立てて事業を実

施していける組織となるように協議を進めてまい

りたいと思います。

市民が行います文化芸術事業への支援につきま

しては、現在社会教育団体などが公共施設を利用

する場合、減免としておりますけれども、（仮

称）市民ホールも同様に適用させ、活動の支援を

図ることとし、また１００人から３００人の規模

で大ホールを利用する場合、通路側の前席側の利

用だけの施設使用料を設定するなど、いわゆる市

民の草の根文化を育てる支援を行う考えでおりま

す。また、各文化団体などの事業に対して、共催

等による支援策は引き続き行うことと考えており

ます。

次に、小項目２、文化振興条例の制定について

でございます。これまで当市では、新名寄市総合

計画の中で心豊かな人と文化をはぐくむまちづく

りを基本目標の一つとして掲げ、文化振興条例の

制定を実施計画事業として取り上げてまいりまし

た。あわせて平成２０年度にスタートした名寄市

社会教育中期計画の中でも推進方策として文化振

興条例の制定を位置づけてまいりました。北海道

内での条例の制定状況を見ると、数は少ないわけ

ですが、近隣自治体では士別市が平成１７年に制

定をしており、ほかには旭川市、苫小牧市、釧路

市、函館市など中核都市での制定が見受けられま

す。いずれも文化芸術振興についての基本理念や

行政と市民の役割について条文化をされておりま

す。当市でもこれまで若干の議論はございました

けれども、条例制定までには至っておりません。

今までの社会教育中期計画において、地域文化の

継承と創造を推進するため、主要施策を定め、市

民の文化活動の奨励や支援、芸術文化鑑賞の機会

の拡充、文化芸術に関する交流や環境の整備及び

文化財の保護など文化振興に努めてはまいりまし

た。平成２６年秋には、（仮称）市民ホールの開

館が予定されていることから、議員も御指摘のと

おり市民の文化芸術に対する意識も一層高まって

くるものと考えております。このため、文化芸術

を通じて市民生活に心の潤いと地域文化の継承と

創造をより一層高めるために、本年度策定いたし

ます社会教育中期計画の策定作業の中で文化及び

芸術の振興条例制定の是非について検討していき

たいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。順番にお伺いをしていきたいという

ふうに思います。

まず、行政情報の周知のあり方についての部分

の広報なよろについてからお伺いをしたいと思い

ます。今までアンケートをされたりとか、庁内の

議論が平成２２年にあって、その中で内容、レイ

アウト等について協議をされたという答弁をいた

だきました。そういったところで特徴的な変更点

ですとか、そういった部分があればお知らせをい

ただきたいなと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問いただきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

したが、回答する前に１点私のほうの答弁で訂正

がございまして、メールの配信サービス、これ６

月末日現在でということで１２６名というお話を

させていただきました。５月末日の数字でありま

して、申しわけございません。訂正をよろしくお

願いしたいと思います。

今御質問ありましたアンケート、特徴的な意見

ということでありますが、１つは紙面の見やすさ

が多くの市民の皆さんからも指摘をされておりま

す。例えば文字の大きさでありますとか、それか

ら写真をもっと入れてほしいでありますとか、そ

れから構成、文字の置き方を含めてやはりどなた

でも見やすい広報紙をというのが一番御希望、御

意見の多かったところでありまして、庁内のアン

ケートにおきましてもおおむね同様の意見があり

まして、文字のポイントを大きくしたり、写真の

レイアウトを大きくして、ある意味子供からお年

寄りまで見やすい紙面づくりということでの御意

見が多うございましたので、そういったことに現

在取り組んでいるというところであります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

この質問を考える際〇１９番（東 千春議員）

に、私も最近の広報なよろと５年ぐらい前の広報

なよろと１０年ぐらい前の広報なよろをつらつら

と比較をしながら見てみました。部長が答弁をし

ていただくように、確かに見やすくなったのかな

と。文字は大きくなったのかな、レイアウトを工

夫されているのかなという点とやっぱり情報量が

多くなったのかなというふうに思います。特にお

知らせ欄ですとか、そういった細かな行政情報は

１０年前よりも多くなっているのかなというふう

に私は感じたところであります。市民の皆さんか

らも見やすさであるとか、そういった意見が多く

寄せられたようでありまして、確かにその部分は

反映されているのかなというふうに私も感じると

ころであります。

一方、広報なよろの基本的な役割をでは考えて

みたいなというふうに思います。確かにその役割

というのは、１つあるなというふうに思います。

行政情報を正しく的確にお知らせするということ

とやはり行政として、名寄市として市民に何を訴

えたいのか、こうしてほしいであるとか、名寄の

まちがこうなればいいなとかというメッセージを

もう少し色濃くさせてもいいのかなというふうに

思っております。それが私は特集ではないのかな

というふうに思っておりまして、そこら辺がもう

少し強く押し出してもいい部分ではないのかなと

いうふうに思っておりますけれども、そこら辺の

部分について内部での協議等ございましたら、お

知らせをいただきたいなと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに御指摘いただ〇総務部長（扇谷茂幸君）

きましたとおり、非常に情報量が多くなっており

ます。この間さまざまな情報公開含めて対応して

おりまして、紙ベースで唯一私どもの考え方含め

てお知らせをする手段としての役割が非常に大き

くなっておりまして、そういう意味では盛りだく

さんの内容になっています。この間原課から上が

ってくる情報も実は以前に比べまして非常に多く

なっているという現状もありまして、どうしても

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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それを詰め込むというようなことが１つありまし

て、それが先行しているということでありまして、

特集におきましても一定程度配慮はしております

けれども、なかなか紙面の中で私たちの考え含め

てしっかりしたメッセージを出せているかという

御指摘になりますと、１００％そうとは言い切れ

ない部分もありまして、まさにそこのところが課

題となっております。情報の出しようのあり方に

つきましては、ホームページ等の活用含めてさま

ざま総合的な手段をもってこれまで対応している

ところでありますので、なかなか広報だけにすべ

て任せるということには現実なりませんので、今

後ともその活用方法含めて、さまざまなツールの

活用も含めてぜひ改善に向けて取り組んでいきた

いと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

もう一つ、昔の広報と、あとよその自治体の広

報もホームページ、インターネットなんかで検索

をしながらのぞいてみたところがあるのですけれ

ども、例えば市民活動で先進的なまちづくりに対

して、積極的な活動をしているといったものを紹

介している自治体もありました。こういったこと

は、市民との協働のまちづくりということを考え

ると、市民の皆さんにこういうことをやってくれ

るとすごくいいよねということのアピールにもな

るかなというふうに思います。目的とするところ

は、行政情報をしっかりと出すという部分が１つ

と、やっぱりさらにもう一つの部分は市民との協

働をどういうふうにつくっていくのかという部分

の役割を広報なよろにももう少し担わせてもいい

のかなというふうに思っております。そういった

部分からもぜひこれからの特集記事の部分に期待

をしておきたいなというふうに思うのと、やっぱ

り紙面が限られるわけです、きっと。金額的な面

もあわせて制約があるのかなというふうに思いま

すけれども、お知らせする内容のポイントを大き

くしてほしいという市民ニーズがあるのはなるほ

どなと思いますけれども、なるべく字数を節約を

するだとか、そして少しずつ余白をつくっていき

ながら、でも特集記事を織り込んででいくだとか、

あるいは若干お金がかかるかもしれませんけれど

も、ページの増刷をするだとか、そういったこと

も考えられないかなというふうに思いますけれど

も、そこら辺の考えについて答弁をいただきたい

と思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

紙面のいわゆる使い〇総務部長（扇谷茂幸君）

方含めて、これまでもさまざまな検討加えてきた

経過がございますので、日々これと決めて現状構

成はされているという部分も否めないところでは

ありますけれども、ここのところは改善すべきと

ころはしっかり改善をしていくということを含め

て、ぜひ検討していきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いなと思います。

では、次名寄市のポータルサイトについてお伺

いしたいなというふうに思います。ちょうど私が

質問を考えたころのイベントカレンダーは余り使

われておりませんで、ここ最近だったでしょうか、

かなりいろんな情報が載るようになってきて、よ

かったなというふうに思っております。各部との

連携を図りながらこれからも進めていきたいとい

うふうな答弁をいただいたわけなのですけれども、

大分載ってきましたけれども、これからルールを

つくりながらそういったカレンダーをつくってい

かれようとするのですけれども、もう少し具体的

に進捗、どのようにされていこうとされるのか、

考えがあればちょっとお伺いをしたいなというふ

うに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

原課でさまざまな情〇総務部長（扇谷茂幸君）

報を持っていまして、これはホームページにアッ

プをしていくという作業をこれまでも続けており
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ましたけれども、なかなかホームページの構成上、

情報が的確に市民の皆さんに周知をされていない

と。ここのところは、イベントカレンダーをしっ

かり使って、一番見やすい画面を使って情報にす

んなり入っていけるような仕組みということで、

まさに取り組みは進められてきておりましたけれ

ども、なかなか原課のほうで十分に時間を持ちな

がら、いろんな考えを持ちながらイベントカレン

ダーを使ってきたということがちょっと足りなか

ったのではないかと。こんな反省含めてこの５月

に改めて職員研修をさせていただいたということ

であります。これですぐすべてが改善をされて一

歩でも二歩でも進んでいくということの期待はあ

りますけれども、やはりイベントカレンダーの中

からどんどん入っていってしっかりわかりやすい

情報になっているかというのも含めて、原課の取

り組みが重要なポイントになっていくのだと思い

ます。そこのところのいわゆる仕組みづくり、な

れも含めて、やはり原課にはもう少しいろんな形

で頑張っていただきたいという思いも含めての講

習会でありました。これは、一回に終わらせるこ

となく、今後のイベントカレンダーの中身を含め

て、情報の出し方総体になりますけれども、しっ

かり職員の中でお互いに共通の認識を持ちながら、

ぜひ対応は常に進めていきたいというふうに考え

ております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

私以前にどこで発言したかちょっと忘れました

けれども、名寄のまちの中でいろんなイベントが

ある場合に１カ所にアクセスをすると大体そこで

全部わかるぞというふうなものが将来的にあった

らいいねというふうな発言をさせていただきまし

た。その中の行政情報というのは大切なツールで

ありまして、ここがまず第一歩としてしっかりと

取り組んでいただけることが望ましいのかなとい

うふうに思っております。そういったことによっ

て市が主催するイベントなんかに対しても、市民

がこういうのがあったのか、ではちょっと参加し

てみようだとかというのが促進されるのかなとい

うふうに思っております。

さらには、最終的に目指したいなと思うのは、

市民の中のイベント、例えばこれから行われるで

あろう（仮称）市民ホールで行われるようなイベ

ントであるとか、そういったものの情報も一つの

カレンダーの中で的確に市民に対してお知らせす

るということによって、市民活動が活発化したり

だとか、イベントの集客人数がふえたりだとか、

ひいてはよそのまちからそれはアクセスをして、

では名寄に行ってみようだとか、そういった効果

もあらわれてくるのではないのかなというふうに

思いますけれども、将来的に私はそこを目指した

らいかがかなというふうに思いますけれども、そ

こら辺の考えについてちょっとお知らせをいただ

ければと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市のホームページ上〇総務部長（扇谷茂幸君）

の扱いですとか、それぞれ懸案に基づいて現在運

用しているという実態がございまして、一定程度

画面に張りつけをしながらリンクできるような、

そんな仕組みは常時持っているわけですが、民間

の方のいわゆる活動情報を私どもが受けて、私ど

もが情報を発信をするのか、直接民間の方と共通

できるような、そんな中身も含めてホームページ

上で対応できるのか、さまざまな考え方があろう

と思いますので、いずれにしろ今後観光振興計画

を含めてさまざまな取り組みがこれからなされま

す。それは、一方私どもの役割もありますし、当

然民間との協働の役割もあるということで、やは

りそこのところのお互い共通できるような情報の

扱いをどうするかというのは今後の課題になって

くると思いますので、そこのところはぜひいい方

法を含めてちょっと検討してまいりたいと考えて

おります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

多分駅横に（仮称）複合交通センターができて、

そこに観光まちづくり協会が入るということは、

観光情報であるとか、そういった市内のさまざま

な情報がそこには集まってくるのかなというふう

に思っておりますので、そういったところと連携、

タイアップをしながら、市民にわかりやすい情報

の提供というのを心がけていっていただければス

ムーズにいくのかなというふうにも思っておりま

すので、今後協議をよろしくお願いしたいなとい

うふうに思います。

次、インターネットを利用した部分なのですけ

れども、これは職員の皆さんのゼロ予算事業とい

うことでも提案があったというふうな答弁をいた

だきました。これは、今までやっておられる情報

配信サービスとは若干方向が違うというのは、双

方向のやりとりができるというのがフェースブッ

クの利点であるのかなというふうにも思っており

ます。それと、登録が簡単だというのも一つのメ

リットかなというふうに思っております。それと、

比較的詳細が明らかというか、発信をする人が名

前がちゃんと記載されているだとか、そういった

ことから余り荒れた内容にならないで双方向の意

見のやりとりもできるのかなというふうにも思っ

ております。前向きな答弁も若干いただきました

けれども、今は営業戦略室の皆さんがこれ戦略室

としてやっているという、戦略室の皆さんが個人

的にやっておられるという雰囲気なのかな、違う

かなというふうに思っておりますけれども、そう

いう一つの組織としてこのツールを利用して情報

配信をしていこうというふうなお考えがあるのか

どうなのか、ちょっとお知らせをいただきたいな

と思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年の１１月に職員〇副市長（佐々木雅之君）

提案がありまして、内容的には市としては積極的

に進めるべきものだという認識を持っております。

ただ、つい最近の北海道新聞にも載っておりまし

たけれども、行政情報の場合につきましては、特

に私たちの考えているのは観光振興情報の関係に

つきましては、かなり名寄市にとって、どなたが

書いても道民の皆さん、それから日本全国の人方

に対しまして洗練されたというか、好ましい情報

がどんどん、どんどん露出をしていって、その輪

がどんどん、どんどん広がっていくすばらしい効

果が持てるものだなというふうには考えています

けれども、例えば民間企業でも道新に書かれてい

ましたように、本来個人的な問題であるとか個人

の意見が公の意見としてツイッターされるという

のも懸念材料としてありました。ただ、市長が積

極的に進めています観光振興、名寄市のイメージ

アップも含めて、職員がさまざまな考え方も含め

ていい情報を提供しましょうという部分について

は全然異論なかったのですけれども、市の職員は

個人情報も見ることができまして、政策形成の過

程のものであってもあたかも決まったごとき自分

の意見を言ってしまうという懸念も実はありまし

た。そういうことも含めて、方向性としては積極

的に活用をしようと。多くの職員がそれに参画を

していこうということについては共通認識を持っ

ていますけれども、具体的にどのように提供でき

る情報の正確性とか、名寄市としての考え方とし

て規制するというか、規制というよりは正しい情

報にするためのチェック機能というのがいかよう

にできるのかなと。ここは、民間企業のほうでも

相当苦慮されているという部分が出ておりました

ので、同じような感覚をやはり民間といっても公

共といっても持っているのだと。この辺の解決に

ついて、しっかり営業戦略の関係についてはどな

たが書いても皆さん方に正しい喜んでもらえる情

報をどんどんＰＲしていきたいというふうに考え

ていますので、それの実証の中で一定の検証をし

ながら、今後の取り扱いについてできるだけ活用

する方向で作業を進めてまいりたいなというふう

に考えています。
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東議員。〇議長（黒井 徹議員）

観光情報の提供とい〇１９番（東 千春議員）

うのは、答弁いただいたように適時やっていただ

きたいなというふうに思います。後でも出てきま

す例えば市民ホールができたときに、そういった

イベント情報をお知らせするというのもこれから

そういったツールを利用してやることも可能かな

というふうにも思います。間違いのない情報の提

供ということを心がけながら、さらに積極的な情

報の提供ということで今後とも心がけていただけ

ればと思います。

ＦＭのアンテナについて答弁をいただきまして、

視聴できない地域がやっぱりあるということで、

そういった解消に向けてアンテナの位置などを今

調査をされているという答弁をいただきました。

これにつきましては、やはり防災という観点から、

一定程度全体的に聞けるというものが望ましいな

というふうに思います。名寄市が最も想定をしな

ければいけないのは、地震はないとは言えません

けれども、やはり水害なのかなというふうに思っ

ておりまして、水害ということは、雨がだっと降

るということは外でスピーカーを鳴らしてお知ら

せしても多分聞こえないだろうということが想定

される。だから、多分こういうラジオ局なんかが

最も適しているのかなというふうにも思いますの

で、そこら辺今調査をされているということです

ので、できればそういった問題が解消されるよう

に、早期にいい案が出てくるように望んでおきた

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。

次、看板について質問をさせていただきたいと

思います。市内の看板の中で正しく、必ずしも正

確でない部分のものについては早期に修正をした

いというふうな答弁をいただきましたので、そこ

ら辺はぜひよろしくお願いをしたいと思います。

若干質問させていただきたいと思いますけれど

も、やはり目的地を訪れる際に気持ちよく来てい

ただきたいという観点から、例えば日進地区に行

きますと、きたすばるという案内の看板が手づく

りも含めてさまざま余り大きくない看板が複数掲

げられております。それでもやっぱり道間違えた

という方の意見を若干聞くわけであります。そこ

ら辺もできれば解消していただきたいなというふ

うに思うのと、例えば天文台なんかの場合ですと

訪れるお客さんが必ずしも昼とは限らないわけで

して、そういった場合に星を見る場合には暗い中

で看板を探してこなくてはいけないという中では、

夜光塗料を使うだとか、そういった細かい配慮も

これからあってもいいのかなと思いますけれども、

そこら辺の考えについてお知らせをいただきたい

と思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘ありま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

したように、これ私どもも気がつかなかった点が

何点か議員からのお話の中でありました。サンピ

ラーパークに行く御案内一つでも、例えば日進橋

を渡って少し行ったら右に看板が出ていますよと

いうふうに御案内をしていたようなのです、これ

は観光ホスピタリティーやっておられる皆さんが。

意外に手前から回ってしまうという方がいるとい

うことは、私どもとしてはもう全くそうなのかと

いうのが実は驚きでした。しかし、案内の仕方と

いうのは非常に難しいし、適宜に看板をつけると

いうことの難しさというのがわかりました。それ

と、今御指摘の天文台の看板ですけれども、夜間

をという面では私たち余り想定していなくて、御

指摘ありましたように夜光塗料だとか、そういっ

た工夫をぜひさせていただきたいと思います。す

ぐすぐ常設的にできなければ、随時多少の間は手

づくり看板とかといったことで、将来的にはそう

いう方向に持っていきたいというふうに考えてお

ります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願い〇１９番（東 千春議員）

したいと思います。

あと、案内看板を設置をする場合に国とか道の

支柱を使わせていただいて名寄市の案内看板を立
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てる場合と名寄市の独自で立てる場合との両方あ

るというふうに思うのですけれども、この辺に何

か規制だとか決まりだとかきっとあると思うので

すけれども、そこら辺について少し教えていただ

きたいと思うのと……まず済みません。ちょっと

よろしくお願いします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

国、道の国道、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

道道については、ちょっと詳しくは私どもも承知

しておりませんが、制限はあると思っています。

しかし、国道や道道についてはある程度国や道の

負担で実施できるというふうに聞いておりますし、

あと多少市道に関連しても一部国、道での負担が

あるというふうに聞いております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。そう〇１９番（東 千春議員）

いった補助金なんかも有効に活用しながら、冒頭

質問させていただいた趣旨を御理解いただきまし

て、わかりやすい案内をしていただきたいなとい

うふうに求めておきたいなというふうに思います。

それと、ぜひひとつここに行こうという目的を

持って、例えば文化センターに行こうという目的

を持って南から車で走ってきてみる。北から走っ

てきてみる。そうするといろんなことがわかると

思いますので、ぜひ一度そういった作業をしてい

ただいて、まちの中で一回検証していただきたい

なというふうに思いますけれども、そこら辺お願

いできますかどうか、ちょっとお伺いしたいと思

います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

案内板の設置について〇副市長（久保和幸君）

は、議員御指摘のとおり工夫をしなければいけな

いところがたくさんございますので、検証させて

いただきたいと思います。今御質問のありました

看板の位置がどこが適当かということについては、

実質的に現場を関係の部署で回らせていただくな

どしまして、図上に図示してみて全体としての配

置がどうかということを考えさせていただきたい

と思いますので、この点お答えをさせていただき

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

それでは、市民ホールについてお伺いをしたい

と思います。これからいろんな事業展開をされて

いく中で、まず大切なのはどこにどういうふうな

情報があるのかというふうな情報収集が必要かな

というふうに思いますけれども、それをこれから

どのようにされていこうとされているのかお伺い

をしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

新ホールの開館後、〇教育部長（鈴木邦輝君）

各種事業につきましては全国的な規模のもの、も

しくは全道的な規模のものがございます。これら

につきましてアンテナを高くして計画的に事業と

して導入するということは、とても大切なことと

考えてございます。先ほど答弁にもございました

けれども、平成２１年度から名寄市で行っており

ます舞台芸術劇場実行委員会の中では、主に全国

的な組織としては財団法人地域創造であるとか、

自治総合センター等の助成事業を活用しておりま

すし、道内的には北海道文化財団または北海道公

立学校教職員互助会等の支援策を有効に活用して

おります。これらにつきましては、今まで教育行

政の中での情報の発信の中からとらまえてきたも

のでありますけれども、新しいホールができた場

合には市民を巻き込んだ形でのいろいろな文化事

業創造の組織がつくられる予定でありますので、

そういった民間の方々の情報収集についてもアン

テナを高くしたいと考えております。また、もう

一つは、近隣の施設等が先行していろいろな事業

を実施しておりますので、そういったところと連

携をして、各種の事業について導入をしていきた

いと考えております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま答弁をいた〇１９番（東 千春議員）
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だいた中で、各種団体からの補助メニューがある

のだよということ、１回目の答弁でもいただいた

わけなのですけれども、そこら辺の有効活用とい

うのはやはりかなり重要になってくるのかなとい

うふうに思いますけれども、ぜひそこら辺の情報

収集をしっかりされて、いいイベントをどんどん

やっていただきたいなというふうに思います。

それと、もう一つ、民間の皆さんが自主的にや

る場合に企画が受け付けをしておりますまちづく

り推進事業、上限２０万円という制度も利用は可

能かなというふうにも思いますけれども、そうい

った部分の枠もあるわけでして、そこら辺で民間

がやる場合に対するそういうふうな新たな何か方

策というのをお考えなのかお知らせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

御質問の部分につき〇教育部長（鈴木邦輝君）

ましては、ホール開館後は委託業者の方にマネジ

メント機能を生かして活用していただくというこ

とを考えておりますけれども、現在議員御指摘の

ように大規模な実施事業がまず１つあります。も

う一つは、草の根の市民の方々の実施事業があり

ます。大きな事業と、それから中小規模の事業と

を組み合わせて事業を実施されるということを考

えておりますし、また現在名寄市では総務課所管

で芸術文化の振興事業の助成事業がございます。

まちづくり推進事業助成制度でございます。これ

の中に文化、スポーツ振興に関します事業が含ま

れておりますけれども、新しいホールができた場

合、利用団体を対象とした助成事業等も設立され

る予定を考えておりますので、目的が重複する可

能性等もありますので、今後これらの制度の整理、

見直しも含めて検討をする必要があると考えてお

ります。まず、基本は市民の方が使いやすい支援、

助成の仕組みをつくり上げることが大切と考えて

ございます。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

生活、公施設に影響する課題対応について外３

件を、佐々木寿議員。

ただいま議長より〇１１番（佐々木 寿議員）

御指名と発言の許可を得ましたので、通告順に従

いまして、質問をしてまいります。

質問に先立ちまして、このたびの三笠宮寛仁親

王殿下の御薨去に謹んでみたまの御平安をお祈り

申し上げたいと思います。

さて、質問の第１点目でございますが、市民の

公施設に影響する課題対応について伺いたいと思

います。政府と北海道電力が今夏の電力需給対策

で、北海道では７％節減を要請する方針を固めま

した。また、全国の電力会社とガス会社は、原油

や天然ガスの価格上昇に伴い、７月の料金の引き

上げを考えております。ガソリンなど燃料価格が

高どまりしている状況を踏まえ、行政としてどの

ような対応をしていこうとするのか見解を伺いま

す。これにつきましては、さきの佐藤靖議員と重

複すると思いますけれども、御答弁をよろしくお

願い申し上げます。

初めに、計画停電の対応についてでございます

が、残された時間は少ないわけであります。早急

に有効な節電対策に取り組まなければならないと

考えるところであり、それぞれの電力受給元に対

する協力を求めるべきだと考えております。原発

が停止している現状では、節電対策はやむを得な

い、避けて通れない状況にあるわけであります。

節電対策の見解を伺います。

次に、電気料金値上げに対する対応について伺

います。東京電力以外の電力会社で値上げの動き

はないと報道されておりますが、北電は１９８１

年を最後に値上げを行っておりません。また、全

原発停止が続くと各会社とも燃料費負担で赤字が

膨らみ、値上げは避けられなくなるとの見方が根

強い状況にあるわけであります。電気料金値上げ

についての対応、見解について伺います。

次に、燃料価格上昇に対する対応について伺い

ます。ガソリンなど燃料価格は高どまりで推移し
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ています。この状況は、販売する側も消費者側に

とっても厳しい状況にあります。まして多量に消

費する施設等については、さらに深刻な事態にな

ると考えますが、対策について伺います。

２点目は、観光事業について伺います。名寄市

観光振興計画が策定され、播種期が２４年度から

スタートし、実践で進めるときが参りました。そ

こで、大会、イベント開催時のホスピタリティー

について伺います。大会、イベントに地方から来

名した選手やスタッフ、観客、来賓、メディアを

迎えるに当たって、計画でもホスピタリティーが

重要であることがうたわれております。これは、

大会の最高の試合環境をつくることはもとよりで

ありますが、イベントでも同じように内も外も盛

り上がることが望まれるわけであります。このこ

とが名寄の印象に大きく影響されると思われます

が、どのように取り組まれようとしているのか伺

います。特に本年度も恒例的に予定されている大

会、イベントに対し、具体的にはどのように取り

組みを考えているのか伺いたいと思います。

次に、ふん害防止等環境美化に対する意識の高

揚について伺います。来名者に対するホスピタリ

ティーとして、まずきれいな環境でお迎えするこ

とが肝要であります。以前より広報等で市民に協

力を求めているところでありますが、いまだに飼

い犬等のふん及び尿の処理についての苦情を聞き

ます。これは、飼い主のマナーの徹底を強烈に進

めるべきときが来ていると考えますが、見解を伺

います。さらに、強化を図るためには環境美化の

推進に関する条例も考慮すべきだと考えますが、

見解を伺います。

次に、希望する車ナンバー、ナンバープレート

の取り組みについて伺います。国土交通省が３月

２６日から４月２４日まで、国民の声を反映すべ

くパブリックコメントとして意見募集を行い、中

間取りまとめについて公表いたしました。希望ナ

ンバー制の導入や地域観光振興などの観点から、

御当地ナンバーも視野に入れているということで

あります。名寄としても知名度アップや名寄住民

としての連帯意識の高揚のためにも将来に向け前

向きに検討すべきと考えますが、見解を伺います。

３点目は、防災対策についてです。初めに、大

学との災害連携について伺います。一時避難所、

防災ヘリの離着場、支援物資の集積場、避難所へ

の学生ボランティア派遣、あるいはボランティア

センターを運営、在留外国人向けに通訳ボランテ

ィア、意識啓発のための防災関連の公開講座の開

催等々、広大なキャンパスの提供や災害に対する

ノウハウ等について支援をいただけることができ

るのならば、災害時防災、減災に大きく期待でき

るものと思われますが、見解を伺います。

次に、Ｊアラート訓練について伺います。名寄

の訓練状況はどのようになっているのか、また総

務省消防庁は５月３１日にＪアラートを導入して

いる全７１４市町村を対象に一斉訓練を実施す

ると発表いたしました。９月１２日を予定してい

るようですが、取り組みを伺います。

４点目に、教育行政について伺います。初めに、

子供たちの名前に関する小学校の漢字教育につい

て伺います。名前は、大切な個性なので、使わせ

るべきだと訴える父兄や、あるいは専門家もいる

中で、小学校で子供たちの名前に関する漢字教育

はどのようになっているのか伺います。

次に、小中学校の防災計画、防災教育について

伺います。東日本大震災後、各学校とも防災計画、

教育の見直しが求められました。計画が市町村の

防災計画そのままだったり、つくっていなかった

学校もあるなどの事例がありました。そこで、再

度チェックが求められ、真にその学校に合った防

災計画と教育であり、そして実際に役立つもので

なければ意味をなさないわけであります。そこで、

市内の小中学校の防災教育、防災計画の見直しを

行い、補強されたのか、また教える担当の教員の

有無、役割について学校管理規則等での位置づけ

はどのようになっているのか伺います。

大変失礼しました。この場での質問を終わらせ
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ていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木議員からは、〇総務部長（扇谷茂幸君）

大項目４点にわたり質問をいただきました。大項

目１と３は私から、大項目２の（１）は営業戦略

室長から、その（２）と（３）は市民部長から、

大項目４は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

まず、生活、公の施設等に影響する課題対応に

ついての計画停電の対応についてお答えをいたし

ます。東日本大震災の発生による原子力発電所の

機能停止により、東京電力の電力供給能力が大幅

に低下したため、平成２３年３月１４日から１都

８県で計画停電が実施をされました。計画停電は、

電力需要が供給力を上回ることが予測される場合

に大規模な停電を回避するため、電力会社が事前

に用途や日時、地域を定めて電力の供給を一時停

止をするもので、実際に実施をされた地域では大

変大きな混乱を招きました。この経験から、北海

道電力は節電によって需給バランスの調整を図り、

極力計画停電を避ける方向で検討がなされており

ます。節電の協力要請につきましては、電力供給

の事業主である北海道電力が主体的に行うものと

考えますが、６月５日に開かれました上川地域電

力需給連絡会議においても節電の取り組みについ

てそれぞれ各市に要請がありまして、市としまし

ても公共施設の節電は今までも実施しているとこ

ろでありますが、さらに可能な方法を推進してい

くことはもとより、市民に対して節電の協力を求

める広報を行いまして、計画停電を回避をするよ

う努めてまいりたいと考えております。

次に、電気料金値上げに対する対応についてで

ありますが、北海道電力の発電電力量に占める原

子力の割合は、北海道電力の平成２２年度の資料

によりますと３７％にも達しているところであり

ます。現在こうした原子力発電所が稼働停止の状

態にあるため、この分を他の水力、火力等の発電

所で賄っていることとなり、とりわけ石炭、石油

の化石燃料に多く依存しているところで、発電コ

ストは上昇しているものと思われます。一方、電

気料金の決定には経済産業大臣の認可が必要とな

りまして、現在は電力会社の企業努力で原価上昇

分を吸収をしている状況にありました。表立って

の値上げの動きは承知をしておりませんが、こう

した状況が長期にわたり続いた場合には、東京電

力同様に発電コストの電気料金への転嫁が生じる

可能性も否定できません。原子力発電所の再稼働

につきましては、国の対応を含め極めて不透明で

はありますが、当面節電や省電力などの施策を進

め、電力需給における負荷の低減を図ることが必

要と考えております。

次に、燃料価格上昇に対する対応についてであ

りますが、原油価格の上昇が続く背景にはイラン

をめぐる情勢の緊迫化がありまして、イランによ

るホルムズ海峡閉鎖の憶測が先行き不安を生んで

いると伝えられております。したがいまして、投

機的要素が強く、石油需給が逼迫しているもので

はないため、供給不足はないものと判断をしてお

りますが、今後も高値水準で推移すると予測をさ

れています。日本を含む世界の景気が原油価格の

急騰により大きく悪化することは、過去の例にも

ありまして、グローバル社会においては国がとり

得る対策も乏しいのが現状であり、私ども自治体

としては石油に限らずエネルギー全般において節

約に努めることが対応策としては最善と考えると

ころであります。市では、ハイブリッド公用車の

導入でありますとか、普通自動車から軽自動車へ

の乗りかえを初め、公用自転車の活用を進めてま

いります。

続きまして、大項目３、防災対策についての大

学との災害連携についてお答えをいたします。名

寄市地域防災計画において名寄市立大学の施設は、

地震や風害等の災害時対応の避難所となっており

ます。この場合には、一時避難所、防災ヘリの離

発着場、支援物資の集積場、炊き出し施設として

十分効果的に利用ができるものと考えております。
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次に、防災ボランティアとの連携計画では、ボ

ランティアの受け入れに当たって高齢者介護や外

国人との会話能力などの技能が効果的に発揮され

るよう配慮することが必要とされており、今後名

寄市立大学の役割について、その方法や体制の検

討が課題となります。今現在大学では、東日本大

震災を教訓に私たちの災害支援のあり方について

検討すべく、昨年も多くの公開講座やシンポジウ

ムを開催をしております。特に阪神・淡路大震災

を経験し、両震災において看護師、保健師として

直接災害支援に携わられた国立保健医療科学院特

命上席主任研究官の奥田博子氏とＮＰＯ法人阪神

高齢者・障害者支援ネットワーク理事長の黒田裕

子氏の講演や東日本大震災で現地の支援活動に参

加されました陸上自衛隊名寄駐屯地隊員、北海道

警察旭川方面本部警察官、名寄市立総合病院の医

師、看護師、名寄消防署消防士の皆さんによる報

告と提言によるシンポジウムなど、大学が持つネ

ットワークを生かした取り組みが行われておりま

す。また、災害時学生ボランティアは被災地にと

って復旧、復興を行う上で重要な役割を担ってお

りまして、防災、減災において地域への支援効果、

期待は高いものがあると考えております。

次に、Ｊアラート訓練についてでありますが、

本市では平成２３年３月２２日にＪアラートを導

入をいたしましたが、これまでの訓練状況として

は平成２３年１２月１日に国が手挙げ方式で実施

をした訓練に参加をいたしました。全国では、１

１３の自治体が参加をしたということであります

が、しかしながら当市においてはこの訓練ではＪ

アラート専用端末に何らかのふぐあいが発生し、

国が送信した訓練情報を受信できず、結果として

Ｊアラートの動作確認ができませんでした。また、

このふぐあいの原因について北海道やメーカーに

問い合わせをいたしましたが、原因は不明のまま

であります。今後の取り組み状況といたしまして

は、まず本年６月２８日に実施をされます訓練に

参加をする予定で、昨年の訓練の結果を踏まえ、

当該専用端末導入業者の立ち会いのもとに実施を

する予定で準備をしております。この訓練で正常

な動作が確認できましたら、９月１２日の全国一

斉訓練におきましてエフエムなよろの緊急割り込

み装置を利用した訓練もあわせて実施をしたいと

考えております。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目２、観光事業について、小項目１、大会、イベ

ント開催時のホスピタリティーについてお答えを

いたします。

本年３月に策定いたしました名寄市観光振興計

画の中でも基本項目である交流人口増加による経

済効果の拡大を達成するため、前期５カ年に戦略

プロセスを定め、ステップ１として住民参加の体

制づくりを定めています。議員御指摘のとおり、

地域住民が大会、イベントに対し、支援及び観戦、

参加を積極的に行う気持ちを持つことができなけ

れば、本市を訪れた人も心からそれを楽しむこと

ができず、また来たいと思う気持ちも芽生えるこ

とができません。これらのことは、市全体として

どのようにホスピタリティーの心を表現するか、

さらに市民一人一人にホスピタリティーの心を持

っていただくことが重要となります。今年度の取

り組みとして、受け入れ環境整備の基本である景

観美化事業として、市民の意識を醸成することを

目的にひまわりボランティアを募集したところ、

多くの個人及び団体の方々からの応募があり、最

初の協働作業として６月２日に国道２３９号線の

大通から西４条通までの植樹帯にひまわりの種ま

き作業を行いました。当日は、約１００名の参加

があり、今後も市民の意識を醸成する事業を継続

して取り組んでまいります。

また、ホスピタリティーのスキルアップを図る

ことも重要で、それには観光交流事業の実践者を

招聘し、定期的な研修の場を確保することが必要

であり、これらを実践するには一定の財源が必要
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となります。厳しい財政状況を踏まえ、国、道の

補助事業を活用し、研修事業の導入を目指し、各

事業を申請し、財源確保に努めているところであ

ります。

さらに、名寄市でどのようにしてホスピタリテ

ィーの表現を発信していくかについては、市外か

らお越しいただく方々に歓迎の意を表するため、

また市民にイベント開催の周知機能も兼ね備えた

観光ホスピタリティー掲示看板設置の検討をして

おりました。この掲示看板は、手作業ではありま

すが、常に各大会、合宿、旅行ツアーの歓迎表示

を変えていくもので、季節ごとに表示される画面

も更新していくものです。このたび市内の団体か

らホスピタリティー掲示板の寄贈を受けることと

なり、国道４０号線沿いに設置されることになり

ました。このように名寄市観光振興計画のスター

トの年として、まずは実施可能な事業を一つ一つ

実践していき、それらを積み重ねていくことが重

要です。最初に述べました基本項目を達成するた

めの戦略プロセスとして、名寄市の魅力を支える

地域住民が積極的にまちづくりに参加し、地域に

誇りと愛着を持ち、名寄を紹介したいと思う気持

ちを醸成するステップ１を達成するため努めてま

いりたいと思います。

以上、私の答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２〇市民部長（土屋幸三君）

のうち小項目２、小項目３についてお答えをさせ

ていただきます。

まず最初に、小項目２、ふん害防止と環境美化

に対する意識の高揚についてであります。ふん害

の防止についてでありますが、家庭などで飼育さ

れているペットは平成２３年度全国犬、猫推計統

計で１５４万０００頭が飼育されており、犬

は飼育世帯率が１７％、猫は１３％となって

おります。名寄市においては、犬の登録数は２４

年３月末現在で２０７頭です。猫の頭数につい

ては把握をしておりません。ペットは、生活の中

で安らぎをもたらし、心をなごませてくれる家族

の一員として大切な存在となっております。本市

におきましては、狂犬病の予防接種の実施にあわ

せ、犬、猫の正しい飼い方や飼い主へのマナーの

向上についてチラシの全戸配布、広報、ホームペ

ージ等にて市民への周知を実施しているところで

あります。しかしながら、一部飼い主のモラル、

マナーの低下や無責任さから、ふん尿の処理や放

し飼いに対する指導を市に求める声が寄せられて

いる状況もございます。今後ふん害につきまして

は、飼い主のマナーの徹底が図られ、責任意識を

高めるための手法について他市の状況を参考にし

ながら一層の啓発に取り組んでまいりたいと思っ

ております。

次に、小項目３、希望する車ナンバー、ナンバ

ープレートの取り組みについてお答えをいたしま

す。これまで御当地ナンバー制につきましては、

国土交通省が地域振興や観光振興などの観点から、

通常陸運支局などの名称を表示する自動車ナンバ

ーの地域名をそれ以外の名称も可能にする特別措

置を認め、平成１７年５月までに国への要望があ

ったものを対象とした時限的な措置として始まり

ました。平成１８年から自動車のナンバープレー

トに表示される地名について、登録自動車台数が

１０万台を超えている、住民の要望があるなどの

条件を満たした場合に新しい地域名を導入する制

度が開始され、現在全国に２０の御当地ナンバー

がございます。国土交通省において設置されたナ

ンバープレートのあり方に関する懇談会において、

今後既存制度の見直しがどこまで行われるのか検

討内容を注視していきたいと考えております。

次に、市町村における御当地ナンバーにつきま

しては、２００７年に松山市の小説「坂の上の

雲」にちなんだ雲形のナンバープレートが先駆け

となり、全国で導入が始まったところであります。

平成２４年５月時点での御当地ナンバーの導入状

況ですが、全国７５０自治体のうち１２０自治

体が導入しており、北海道では１７９自治体中、
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北見市、美瑛町、新ひだか町の３自治体が導入し

ている状況となっております。名寄市における軽

自動車税の課税対象台数は約１万０００台で、

そのうち御当地ナンバー制度を導入した際に交付

対象となる台数は７０９台です。内訳は、５０

㏄、９０㏄、１２５㏄の原動機付自転車で０４

９台、農耕用のトラクター、耕運機、フォークリ

フトなどの小型特殊自動車が６６０台となって

おります。次に、平成２１年度から平成２３年度

の３カ年平均で、単年度新規に交付しましたプレ

ート枚数は、５０㏄で７０枚、９０から１２５㏄

の原動機付自転車で３４枚、小型特殊自動車で２

１８枚となっております。

さらに、御当地ナンバー導入の際の経費であり

ますが、現在はナンバー１枚当たり約１００円の

制作費でありますが、デザインを変えると美瑛町

では従来の約４倍、北見市ではナンバープレート

をカーリングのストーンへと形状を変更したこと

から独自の型枠が必要で、その費用が約１６０万

円かかったとお聞きをいたしました。御当地ナン

バーの導入につきましては、昨年の職員提案でも

出されていましたし、既に北見市が平成２３年３

月から導入されていることもありまして、以前か

ら議論をした経過がございます。このナンバーを

取り入れることにより、軽自動車税の増収が見込

まれるものではない、多くの自治体が導入の目的

として知名度アップ、地元への愛着、まちづくり

の意識の共有などを挙げていますが、導入による

効果が判断しづらい、御当地ナンバーの交付枚数

が３カ年平均で年間３２２枚と少ない、しかも交

付枚数が多い小型特殊自動車においては、農耕用、

工場内、倉庫で使用となること、農耕用の小型特

殊自動車、原動機付自転車においては冬期間は使

用しないことからＰＲ効果が少ない等、これらの

ことから当面は御当地ナンバー導入については難

しいものと判断をしているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の４、教育行政について答弁をさせていただ

きます。

小項目１、子供たちの名前に関する小学校の漢

字教育につきまして、学習指導要領の観点からお

答えをさせていただきます。御存じのように学習

指導要領は、全国的に一定の教育水準を確保する

などの観点から、各学校が編成する教育課程の基

準として国が学校教育法の規定に基づき各教科な

どの目標や大まかな内容を告示として定めている

ものであります。この学習指導要領には、小中学

校のすべての児童生徒に対しての指導すべき内容

が示されております。また、各学校においてはこ

の指導を十分に行った上で、個性を生かす教育を

充実する観点から、児童生徒の実態に応じて学習

指導要領に示されていない内容を加えて指導する

こともできるようになっております。

御質問につきましては、小学校学習指導要領、

国語における漢字の指導の取り扱いについてに関

するものと考えております。取り扱いには、学年

ごとに配当されている漢字は児童の学習負担に配

慮しつつ、必要に応じて当該学年以前の学年また

は当該学年以降の学年において指導することもで

きること、また当該学年より後の学年に配当され

ている漢字及びそれ以外の漢字については振り仮

名をつけるなど、児童の学習負担に配慮しつつ提

示することができることと示されております。こ

のことは、当該学年に配当されている漢字は原則

としてその学年で指導するものでありますが、必

要に応じて弾力的な取り扱いができることを示し

ております。例を申せば、第２学年の漢字の指導

の際、自転車のように自転車の自は第２学年、転

は第３学年、車は第１学年の配当漢字であり、配

当学年が異なる漢字で構成されている熟語が出て

くる場合があります。このとき第２学年であって

も必要に応じて自転車と漢字の熟語として提示し

てよいということであります。その際児童の学習

負担が過重にならないという配慮が必要であり、
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後の学年の配当漢字である転については振り仮名

をつけて自転車と提示することとなります。この

ように名前の漢字を指導する際も児童に自分の名

前の漢字を覚えたい、書けるようになりたいとい

う意欲があり、上の学年の難しい漢字であっても

書くことができるなどの力が備わっていれば、個

別に指導をして自分の名前を漢字で書けるように

してあげることが望ましいと考えます。児童の名

前には、小学校で指導されていない漢字や読み方

が用いられている場合もありますので、各小学校

においては児童一人一人の学習や生活の実態を踏

まえ、家庭と連携して児童が自分の名前を漢字で

書くことができるよう適切に支援していくことが

必要であると考えております。

次に、小項目の２、小中学校の防災計画、防災

教育についてお答えをいたします。昨年度の東日

本大震災の教訓を踏まえ、本市の各学校において

も防災教育の一層の充実を図るとともに、防災計

画の見直しが必要であるということにつきまして

は、昨年９月の議会でも指摘があったところでご

ざいます。これまで市内の各学校においては、児

童生徒の安全の確保を図るため、学校安全計画を

策定し、安全教育を推進してきております。とり

わけ防災教育では、児童生徒が自然災害等の危険

に際してみずからの命を守り抜くために、防災に

対する正しい知識を習得させるとともに、主体的

に行動する態度を育成することが重要であると考

えております。このような防災教育のねらいを達

成するために、本市の各学校では例えば理科では

地震の原因、社会では自然災害の防止、保健体育

ではけがの手当てなどについて指導をし、児童生

徒に防災教育の基礎となる知識を習得させており

ます。また、学校行事では火災や地震を想定した

避難訓練を年に１回から３回程度実施をし、児童

生徒に安全かつ迅速に行動できる態度や能力を育

成をしております。そのほか台風や吹雪など自然

災害が想定される際には、安全な行動の仕方につ

いて適宜学級での指導を行っております。

また、学校管理規則に基づき生徒指導部などの

係を中心として、全教職員の役割分担を明確にし

た学校施設の防火、防災組織をつくり、児童生徒

の避難や防護などに関する計画を定め、万が一の

災害発生に備えてはおります。東日本大震災の教

訓を生かした取り組みについては、児童生徒の防

災意識の一層の向上を図るために、昨年１１月に

北海道教育委員会が発行しました防災教育啓発資

料「学んＤＥ防災」を朝の会や帰りの会、学級活

動などで活用をしております。また、文部科学省

発行の学校防災マニュアル作成の手引を活用して、

危機管理マニュアルなどの見直しを行っておりま

すが、水害や吹雪などを含めた本市特有の自然災

害に対応する計画づくりはまだ十分に進んでいる

とは言えない状況にもございます。教育委員会と

いたしましては、今後想定されます地域の災害事

例をシミュレーションをしたり、名寄市洪水ハザ

ードマップなどを活用して、各学校が本市の災害

の状況に応じた防災計画や危機管理マニュアルな

どを作成できるよう支援をしてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

御答弁をいただき〇１１番（佐々木 寿議員）

ましたので、再質問させていただきます。

まず、計画停電でございますけれども、今御答

弁がありましたように電力需要が、供給を続けて

いると電気の周波数が不安定になって、それで発

電所は送電を自動的に停止するというようなふう

になってしまうと。最悪の場合には、突発的な大

規模停電につながっていくということでございま

す。札幌管区気象台では、今夏の７月、８月の平

均気温は昨年よりもならないような状況で、平年

よりやや高目だという見通しとしているわけであ

りますけれども、しかしながら計画停電の可能性

がゼロになったわけではないと思います。それで、

さきの佐藤議員の質問の御答弁の中ででも名寄市

の庁舎の中、それぞれ節電を図っているというこ
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となのですけれども、これは庁舎内での計画停電

のための時間統制とか、あるいは執務時間の変更

というものは考えておられるのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在のところ、北電〇総務部長（扇谷茂幸君）

とそれぞれ打ち合わせをさせていただきまして、

基本的には計画停電は行わないということを前提

として、私どもも節電７％に最大限協力をしてい

くということにしておりまして、現状の体制でい

きますと、特に勤務時間の変更等伴うような対応

までは至らないだろうと。必要なしという判断を

現在のところはしております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

今北電とも進める〇１１番（佐々木 寿議員）

といいますけれども、北電とのコンタクトという

のは例えば時間帯別の料金とか、あるいは計画停

電の実施の際の対応とか、あるいは市民に対する

周知状況とか、そういうふうな部分のコンタクト

というのは直接北電の名寄支所とはコンタクトを

とられたわけですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そのとおりでありま〇総務部長（扇谷茂幸君）

して、北電の名寄営業所がございまして、所長さ

ん、それからお客様担当の課長さんを含めて、こ

の間数回にわたって打ち合わせをさせていただき

ました。昨日も実は所長さんおいでになりまして、

今後の対応につきまして情報交換をさせていただ

いております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしますと、市〇１１番（佐々木 寿議員）

民に対する周知というのはどういうふうな形で、

いつ周知をする予定でございますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

北電は、事業者とし〇総務部長（扇谷茂幸君）

て既にチラシ等をつくりまして各家庭に配布をし

ているというふうにお伺いをしております。私ど

もも電気の公共性にかんがみまして、みずから努

力は既にしておりますけれども、今後広報等、そ

れからホームページを活用しながら市民周知を図

ってまいりたいというふうには考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

停電は、やはり市民生活あるいは公設の施設等

にも大変影響するわけであります。東日本の大震

災においては、特に命にかかわるそういう病院に

関する、医療機関、これが本当に電源等が間に合

わないという問題が多発しているのですが、名寄

市の場合は自家発電があるという御答弁でしたの

で、何とか対応できるのかなとは思っているので

すが、自家発電のない施設、あるいは停電を避け

るために努力をしたいけれども、節電には限界が

あるという、こういう施設についてはどのような

対応をしていくのですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

基本的に公共施設に〇総務部長（扇谷茂幸君）

おきまして、特に病院施設でありますとか、それ

からライフラインに係る施設につきましては、既

に申し上げておりますとおり自家発電の装置を持

っておりまして、緊急時に対応できるような体制

はとっておりますが、個別の細かい部分につきま

しては全体的に掌握はされておりませんけれども、

北電事業者も、北海道電力側もその辺は随分気に

されておりまして、それぞれ各事業所さんへの説

明でありますとか、それから個別の市民の皆さん

への対応につきましてはチラシ等を通じて、直接

事業者側に情報をいただいて個別の対応をしたい

というようなことも申し述べておりましたので、

私どももその辺につきましては北電と随時情報共

有しながら、私どもの広報においても個別の事案

についてもし不安があるとか新たな対応が必要と

の情報があれば、ぜひ受けて北電とまた相談して

対応していきたいというふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

次に、電気料金の値上げとか燃料代の代金の値

上げ、これについてはやはり財政にかかわること
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でありますので、現状をしっかりと調査をして対

応を図っていくべきだなと思っております。あと、

節電に関しては市民には、やっぱりこの間ちょっ

と報道にも出ていましたけれども、例えば１時間

早く寝ることによって節電の、電気の１００ワッ

ト、あるいはテレビの１２０ワットを１時間縮め

ることによって年間８００円ほど節約ができる

ということもあります。なるべく市民にわかりや

すいような協力を求めていったらいいと思います。

それで、きのうも佐藤議員も言っておりましたけ

れども、やはり節電を今やることによって、冬場

を含めて根づかせるといいますか、そういうもの

が大切なのではないかなと思っております。した

がいまして、ぜひ節電のことをしっかりと市民に

もわかっていただきながら、もちろん行政も前向

きに先立ってやっていただきたいなと、このよう

に思っております。

次に、観光事業についてですけれども、ホスピ

タリティーにつきましてはやはり名寄に来る観客

とか、あるいは役員、あるいはそれぞれのイベン

トに来る人に対するその競技役員とかイベントの

役員、これらの方々のその一つ一つの言葉や対応

についてもかなり名寄に対するイメージを悪くし

たり、あるいはいい印象を持ってもらったりする

わけであります。これは、よく小まめにそういう

ところも、せっかくやるイベントでありますから、

大会でありますから、その辺もみんなに協力とい

いますか、そういう意識を高揚させるというよう

なことも一言やっぱり市民にも理解していただか

なければならないのではないかと、このように思

っています。先般の憲法マラソンにも私も参加さ

せていただいたのですが、やはり有名人が来たと

きに本当にタイムの発表が遅かったり、あるいは

会場が例えば盛り上がっていない。名寄の歓迎の

標旗は何本かありましたけれども、そこに至るま

での歓迎の標旗とか、応援旗とか、やはりそうい

う市民の観戦とか、その大会を盛り上げるムード

というのは非常に大事なのだと私は思っておりま

す。したがいまして、これにつきましてはもっと

前向きに積極的に、やれることからやるというこ

となのですけれども、毎年やっていることから少

しずつやっぱり手がけていってやっていただきた

いと、こういうふうに思いますが、それについて

は何か見解ございますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今憲法ロードレースを例〇市長（加藤剛士君）

に市民の参加と、またボランティアスタッフ等の

対応のあり方について御提言、御提案がありまし

たけれども、今回の憲法ロードレースもどちらか

というと今までは積極的に外の皆さんに御参加を

いただくという雰囲気ではなかったのかもしれま

せんけれども、たまたま御縁がありまして有森さ

んに来ていただくということになって、せっかく

なので、ではたくさんの人を集めてみようかとい

うところからスタートしたわけです。例年にない

参加者数が、５倍ぐらいになったのでしょうか。

そうしたことでさまざまな今言ったようなトラブ

ルや御不便もおかけしたのだろうということで、

これはもうしっかり反省しなければならぬと思い

ます。しかしながら、前に進んでいってこういう

反省点が見えてきたということで、私は前向きに

とらえていまして、こういう動きがたくさん出て

くることが何よりも大事であって、失敗から学ぶ

ではないですけれども、とにかく動いていってた

くさんの人に集まっていただけるような催しをし

ていく中で、走りながら学んでいくということも

大事なのかなというふうに思います。

また、冬もたくさん今回歩くスキー等の大会あ

りましたけれども、なかなかやっぱり市民の参加

ということもなかったのかなということも私なり

に反省しています。先ほどの東議員の答弁でも名

寄はいろんな広報の媒体が民間の新聞社も含めて

たくさんあるのですけれども、これをうまくやっ

ぱり有効に生かし切れていないなと。発信力がや

っぱり足りないのかなということは、反省しなけ

ればならぬのかなというふうに思います。市民の
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ボランティアの参加も含めて、そういう意識をさ

らに高めていく、また情報を発信していくという

ことに努めてまいりたいというふうに思いますの

で、議員の御指導もぜひ今後ともよろしくお願い

をいたします。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長みずからの御〇１１番（佐々木 寿議員）

答弁ありがとうございます。せっかく名寄に来ら

れた方のホスピタリティーの部分は、将来的にも

本当に大変だと思いますので、ぜひひとつよろし

くお願いしたいと思います。

次に、ふん害防止等の環境美化なのですけれど

も、私のところにも犬のふんとかによって憤慨し

て来ているのですけれども、そのふん害対策につ

いてちょっと伺いたいと思いますが、これは先ほ

ども条例に関しては、やはりこれまでやってもな

かなかできないというのはもうちょっと強いとこ

ろでもっと進めていかなければならないのではな

いかなと思っております。それで、一応せっかく、

例えばこの堤防沿いなんかでもかなりありまして、

あるいはいろんなたばこの吸い殻、あるいはごみ

等もまちの中歩いてもあるのですけれども、これ

は前もお話ししたのですが、やはり皆さんの、市

民の協力を求めてやらなければいけないけれども、

いまだに直らないふんあるいは尿の公害、これは

本当に真剣になって考えなければいけないという

時期だと思います。したがって、条例については

各県とも、あるいは各自治体でもかなり進めてい

るところもあるようでございますけれども、条例

に関しての関係についてはどのようなお考えでい

るのでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの御質問で〇市民部長（土屋幸三君）

ありますけれども、現在北海道内でふん害等に関

して条例を設けているところが実は５市３町１村

ございます。ただ、これはふん害だけではなく、

ごみのポイ捨て、あるいは犬による危害の防止等

あわせた条例、あるいはまちをきれいにする条例

といったような中でうたっているもので、飼い主

の遵守事項であるとか、あるいは指導及び勧告が

できるといったような内容になっております。議

員おっしゃるとおり、多くは人通りの少ないとこ

ろであったり、あるいは早朝であったり、そうい

うところにいわゆるふん害が起きているわけであ

りまして、なかなか犬を、あるいは飼い主を特定

するのが難しいということでありまして、この条

例等を制定している市町村におきましても特定し

た者に対して今言いました指導及び勧告をした例

というのが実は余りないといったようなことにな

っております。今後もこういったまちをきれいに

していく環境衛生面の部分からも必要かとは存じ

ますけれども、一定程度飼い主のモラル、マナー

を、この啓発に取り組んでいく必要があろうかと

思いますし、条例を制定している市町村の状況も

参考にしてまいりたいというふうに現在のところ

考えているところでございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうことであ〇１１番（佐々木 寿議員）

るならば、啓発看板の設置とか、あるいは現場の

写真をもっと公開したらどうですか。ちょっと見

解を伺いたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

一部例えば天塩川の〇市民部長（土屋幸三君）

グラウンドゴルフ場であるとか、犬のふんについ

ての看板等が設置されているところがございます。

犬のふんは片づけましょうとか、そういった中身

のものになっていますけれども、そういったもの

の設置については、例えばこの場所によくそうい

った状況が見られるとかいった部分についてはこ

ちらも対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。ただ、市のほうにそういった苦情等が寄

せられるのは、多くは市街地、まちの中でありま

して、看板を立てると、個人で立てている方もご

ざいますけれども、特定の場所というのがなかな

か難しいものでございますので、一定程度その辺

を勘案しながら、特定の場所があるということで
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あれば、こちらのほうもそういう対応をしてまい

りたいというふうに思っております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ不快にならな〇１１番（佐々木 寿議員）

いような環境づくり、条例も本当に全体からの環

境美化、これについての条例も含めてでもやはり

進めていくべきではないのかなと思っております。

ぜひその辺を検討していただくことを求めておき

たいと思います。

それであと、ナンバープレートにつきましては、

やはり将来的にこれ名寄市でできるのかなとは、

可能性が何ぼかあるのではないのかなと。先ほど

余り効果がないという話でしたけれども、やっぱ

り名寄市としての連帯意識というものを図るため

にも、ぜひ将来的に進めていただきたいなと、こ

ういうふうに思っております。

あと、時間がなくなりましたので、Ｊアラート

について。その他につきましては、大学について

はそのとおりぜひ前向きに検討していただきたい、

このように思います。Ｊアラートにつきましては、

１点だけ質問しておきますが、やはり定期点検と

か、沖縄で先般やったときには電池切れだとか何

かそういうような機材等のミスがあったというこ

とでございます。それは、どのような対応をして

いるのか、その点だけ伺って、終わりたいと思い

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先般北朝鮮のミサイ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ルに関してなかなかうまく機能しなかったという

情報はいただいておりまして、ただどういった面

でどういうふぐあいがあったかという具体的な詳

細については私ども実は情報をいただいておりま

せん。しかしながら、これまでいろんな形でいわ

ゆる通信機能の問題が指摘をされておりまして、

今回改めて全国一斉の訓練も行われるということ

でありますので、具体的には私ども業者も立ち会

うということでありますから、その中でもしいろ

んな問題があれば、少し私どもも具体的な対応策

を含めてできるだろうというふうに考えておりま

すので、ぜひその訓練をくぐってから対応してま

いりたいというふうには考えております。

教育行政につきま〇１１番（佐々木 寿議員）

しては、改めてまた議論させていただきたいと思

います。ありがとうございます。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

東日本大震災復興支援についてを、奥村英俊議

員。

議長から御指名をいた〇２番（奥村英俊議員）

だきましたので、東日本大震災の復興支援につい

てということで質問をさせていただきます。

最初に、震災瓦れきの受け入れについてであり

ます。昨年の１０月の道からの受け入れ検討状況

調査において不燃ごみの受け入れを回答して以降、

１２月の議会及び３月議会での議会答弁、そして

４月２７日開催の市民福祉常任委員会での報告を

経て、今議会の行政報告に至るまでの経過につい

てお知らせください。特に名寄市の対応として、

放射能汚染されたものは受け入れない、可燃物は

受け入れない、住民、議会の理解が得られないも

のは受け入れない、国、道からの支援要請があっ

た場合、農畜産物等の風評被害の有無も含めて慎

重に対応するというスタンス、また名寄市単独で

安全基準の設定は難しい、国、北海道により安全、

安心が国民、住民に理解されない限り実行は難し

いと発言した点などについて、何か変更、変化が

あったのかをお尋ねいたします。

次に、被災地、被災された方への支援について

であります。先ほどの瓦れき受け入れ以外の支援

について、この間名寄市も昨年の震災以降いろい



－98－

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

ろな取り組みをされていると思います。この名寄

市の取り組みをお知らせください。

被災者、被災者家族の被災地からの避難につい

て、震災以降すぐに名寄市は住宅や一定の家財道

具を用意し、受け入れ態勢を整えていた。今でも

整えていると承知していますが、震災以降に寄せ

られたこれらに関する相談の件数と内容、また避

難されてきた方の状況、現状について支障がない

範囲でお知らせいただきたいと思います。

また、今後の取り組みの中で南相馬市の子供た

ちを受け入れるということとしていますが、その

目的と内容、今後の展開についてお考えをお知ら

せいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、東日本大〇市民部長（土屋幸三君）

震災復興支援について、小項目１、震災瓦れきの

受け入れについてお答えをいたします。小項目２、

被災地、被災された方への支援についてにつきま

しては、総務部長からの答弁とさせていただきま

す。

東日本大震災による震災瓦れきに対する経過に

ついて申し上げます。昨年北海道を通して環境省

からの東日本大震災により生じた災害廃棄物の受

け入れ検討状況調査に対し、名寄市として放射能

に汚染されていない不燃ごみの埋め立てで受け入

れ最大可能量を０００トンとして報告をしてい

ました。１２月の市議会では、一部の報道から放

射能物質に汚染された廃棄物を受け入れるとの誤

解を生じたこともあり、放射能汚染の有無や風評

被害、市民や近隣市町村の理解などさまざまな問

題があり、慎重に対応したいとお答えをしたとこ

ろでございます。また、広報なよろ１２月号では、

放射性物質に汚染されたものは受け入れない、国、

道からの支援要請があった場合、農畜産物等の風

評被害の有無を含め慎重に対応するなど、名寄市

としての考え方を市民にお知らせをしたところで

ございます。３月の市議会では、奥村議員の御質

問に対し、放射能の汚染問題により全国的に受け

入れない自治体が圧倒的であり、今後国、北海道

により安全、安心が国民、住民に理解されない限

り実行は難しいとお答えをいたしました。これら

のことは、現在も変わるものではございません。

北海道としては、３月２３日付で初めて全道の

市町村長に対し、東日本大震災に起因する災害廃

棄物の広域処理への協力について要請文を出して

おります。また、４月１０日付で広域処理の受け

入れに前向きな意向を示している、または検討を

行っている市町村に対し、広域処理に係る調査票

の提出依頼がありましたが、名寄市としては現在

提出しておりません。行政報告でも述べましたと

おり、この間放射能濃度に対する安全基準やその

処理、管理体制等の是非については有識者の中で

も意見が分かれるところであり、多くの住民から

安全性の検証や広域処理に対する批判があり、風

評被害が与える影響等に対しても不安を抱いてい

るのが現状であります。繰り返しになりますが、

名寄市としましては最終処分場の受け入れ可能量

を報告していたのみであり、この間市に寄せられ

た多数の御意見と全国、道内の状況等を確認をし

てきたところであります。この５月には、環境省

から災害廃棄物の広域処理の安全性について情報

提供があり、道からは市町村長からの照会に対し、

災害廃棄物の広域処理に関する質疑応答として回

答されています。しかしながら、放射性物質によ

る汚染に対する懸念等が十分に払拭されていると

は言いがたい状況であります。名寄市といたしま

しては、現状として受け入れる状況ではないと判

断をしているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、被災地、〇総務部長（扇谷茂幸君）

被災された方への支援についてお答えをいたしま

す。

まず、人的支援につきましては、医療救護班の

派遣、上川北部緊急消防援助隊の派遣、さらに自
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治体スクラム支援会議における南相馬市への復興

支援に一般職員を派遣いたしました。また、物的

及び金銭的支援につきましては、見舞金や義援金

を初め真空パック毛布や給水用ポリ袋等の防災資

機材及び市民から提供いただいた文房具や乾めん

等の支援物資、また被災地区出身の名寄市立大学

生への授業料減免や被災企業などへの市税納期限

の延長などがあります。さらに、被災者や自主避

難者の受け入れ支援につきましては、相談体制を

整え、緊急避難用入居可能住宅を用意し、被災者

等の受け入れとその生活支援のための家財道具や

備品の確保などを行い、取り組みを行っておりま

す。

次に、相談件数と内容、避難されてきた方々の

状況、現状についてお答えをいたします。相談件

数は１５世帯、４４名ほどになりますが、そのう

ち１１世帯、３４名ほどが福島県内で被災され、

放射能の脅威により道北にいる親戚を頼っての一

時的な避難についての相談であり、名寄市での居

住の受け入れ態勢や避難している間の就職に係る

相談などでした。他の４世帯、１０人ほどになり

ますが、宮城県、岩手県、茨城県で被災された方

で、同様に被災後に親戚を頼って一時避難を行っ

た場合の名寄市の受け入れ態勢に係る相談であり

ました。これらの相談された方のうち、１１世帯

の方々が実際に名寄に来られ、大半の方は被災地

がある程度落ちつくまで親戚などの家に滞在し、

その後東北などに戻られておりますが、一部の方

は現在も市営住宅、道営住宅に居住をされており、

必要に応じ被災地の情報等を提供させていただい

ております。

次に、南相馬市の子供たちを受け入れることに

ついてであります。目的は、スクラム支援会議に

伴う南相馬市への支援事業の一環として夏休み期

間中の放射能ストレスを解消するための環境提供

と本市との交流促進となっており、その内容は７

月２１日から２９日までの日程で小学生、５年生、

６年生の計４０人の子供たちを受け入れ、市内観

光、プール、名農キャンパスでのバターづくり、

自衛隊の見学、星空観測、クワガタとりなどとへ

っちゃＬＡＮＤによる自然体験学習に参加し、名

寄の子供たちとの交流を図ることとなっておりま

す。また、現在のところ南相馬市のＦＭ局とエフ

エムなよろが相互に子供たちの声を届けることや

名寄産業高校ではバターづくりの指導を行ってい

ただくなど、市内の企業、団体等の協力を得るこ

とで調整を行っております。現在南相馬市には、

参加者を募っていただくようパンフ等を送付して

おり、７月上旬には参加人数が確定される予定と

なっております。今後の展開についてであります

が、南相馬市はいまだ除染が進んでいない地域も

あることから、当市での子供たちの受け入れにつ

きましてはスクラム支援の一環として次年度以降

も継続していく方向で検討を進めたいと考えてお

ります。

以上、答弁といたします。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇２番（奥村英俊議員）

きました。最初に、瓦れきの受け入れの関係です

けれども、現状では受け入れは難しいというふう

なことだったというふうに思います。そこで、も

ともと最初のアンケートに答えた中身で、当初受

け入れ報告書のほうに報告をしていた放射能汚染

物のない不燃物というのはどんなものを想定をし

ていたのでしょうか。また、それを仮に受け入れ

るとすれば、その後のいろんな法的な決まりの中

では自治体同士の合意、協定ですか、契約ですか、

があって初めて受け入れるということになるよう

ですけれども、そういった放射能汚染のない不燃

物というのはどこの自治体にどれだけあるのか、

把握されているのかどうかお伺いしたいと思いま

す。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

放射能汚染のない不〇市民部長（土屋幸三君）

燃物ということでございますけれども、名寄市の

ほうで想定をしておりましたのは割れたガラス、
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陶器、小型家電、鉄くずなどでございます。いわ

ゆる焼却灰については想定をしておりませんでし

た。

また、御質問にありました被災地の瓦れきの量

でございますけれども、これにつきましては瓦れ

きの推計量あるいは今までに処理された量等々に

つきましては、国のほうから不定期ではあります

けれども、通知が来ているところでございます。

自治体同士の協定あるいは契約等によってやる

ということでございますけれども、これにつきま

しては受け入れ市町村の組み合わせなり調整につ

きましてはそれぞれの事情がございます。例えば

焼却場を持っているのか持っていないのか、ある

いは処分場の埋め立て量がどのぐらいあるのか等

々を勘案をいたしまして、当該市町村の意向を受

け、道が調整を行うということにしているところ

でございます。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今放射能汚染のない不〇２番（奥村英俊議員）

燃物ということで何点かありましたけれども、そ

の後のいろんな報道などでいくと、そうした汚染

されていない不燃物というのは現地で再利用とい

う方向が出されているのではないかというふうに

思います。また、全体的な量についても当初の推

計より広域で処理をお願いする分が相当減った。

新聞によると、当初より３分の１ぐらいになった

という報道もあったかというふうに思います。そ

ういう意味では、あえて名寄市が、当初市長の思

いということについて言えば理解はできる部分あ

りますけれども、具体の受け入れについてという

ことになると、現状でいくと現地でのそういった

利用も含めて、この名寄に持ってくるということ

はなかなかないのではないかというふうに思いま

すけれども、その辺についてはどうでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

今おっしゃられたと〇市民部長（土屋幸三君）

おり、いろいろ現地、被災地での災害処理という

のが一定程度遅い歩みではありますが、進んでき

ているところもあります。また、実は３２カ所と

記憶しておりますが、岩手県内で３２カ所の焼却

場を建設するというのが現在６カ所か７カ所しか

まだできていないと。これが全部できてくれば、

また瓦れきの処理も進むというようなことも聞い

ているところでございます。当初の瓦れきの量が

０００万トンあるといったものにつきましては、

大方４割ぐらい量として減ってきたと。ただ、岩

手県においてはふえているという状況があります。

これは、被災した家屋、半壊とか、そういった家

屋をやはり住めなくなると、使い物にならなくな

るということで全部壊すといったような処理をす

る家屋がふえまして、岩手県では若干ふえている

と。逆に宮城県では減っているというようなこと

で、トータルしまして大体４割方減っているとい

うような情報もございます。そういった中では、

今議員のおっしゃったとおりあえて遠隔地であり

ます場所において処理するのが妥当かどうかとい

った部分については疑義のあるところであります

けれども、やはりそれにしましても全体的な部分

でいえば早期復興に向けて早く処理をしたいとい

うところもありまして、国のほうでは広域処理を

進めているといいますか、要請をしているところ

であります。ただ、名寄市の立場といたしまして

は、先ほど言いました諸問題、これらが解決され

ていないというところで、受け入れについては難

しいと判断をしているところでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうからもあ〇２番（奥村英俊議員）

りましたように、もし受け入れをするとなると相

当な距離の運搬をしなければならない、そういっ

たことが出てくると思います。そういった費用に

ついて国が全部持つということにはなっています

けれども、これもみんなの税金を使って推し進め

ることであります。あえてこの遠いところにそう

いった運賃をかけて処理を進めていくというより

は、やはり近いところから順番にそういうことを
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進めていただいて、例えば名寄に持ってくること

としたときに係るお金については別なほうにやっ

ぱり使うとか、そういったことを国はすべきだと

いうふうに思いますし、名寄市としてもそういっ

た考えに立つべきではないかというふうに思いま

す。いずれにしても、放射能にかかわる心配があ

るから、この間受け入れをしないほうがいいとい

うことで私も考えていますし、とりわけ名寄の基

幹産業である農業に携わる人たちにとっては風評

というのがとても心配、不安な要素になっていま

す。こうした風評に対する責任というのは、一体

だれがとることになっているのでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる風評被害に〇市民部長（土屋幸三君）

ついては、国のほうで責任を持つということで発

言をされているところであります。しかしながら、

農畜産物の風評被害であるとか、あるいは観光に

及ぼす風評被害、あるいは受け入れをした当該自

治体のイメージ等々、経済的な価値にあらわすと

ちょっとはかり知れないというか、どう出してい

いかわからないといったようなところが出てこよ

うかと思います。いわゆる風評被害の責任をどう

とるのか、あるいはお金でどうするのかといった

ような部分については、なかなか難しいところが

あろうかと思います。その基準等々につきまして

も現在具体的に国がどういう基準でどういうふう

に責任をとるかといったようなことがなかなか示

されていないという中では、今お話ししたような

さまざまな被害に対しての懸念が非常に大きいと

いうことでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今ありましたように、〇２番（奥村英俊議員）

当然国が責任をとるということだというふうに思

いますけれども、具体的な内容や実際に風評が起

きたときの影響というのははかり知れないという

のが現実だというふうに思います。過去にも農産

物における風評被害が出て、実際にはそういうこ

となかったのにということが後からわかっても、

そこで受けた打撃を回復するのには相当な労力、

時間がかかったというふうに思います。そういっ

た心配をあえて名寄市としてする必要はないとい

うふうに思います。とりわけ名寄の１次産業はブ

ランド化を進めていますし、既に全国的な販路を

確立している基幹産業であります。これを守り育

てることが名寄市のみんなで取り組むことだとい

うふうに思います。その一方で、放射能汚染の不

安を抱える瓦れきの受け入れというのは、やはり

進めるべきではないというふうに思います。

もう一つ、受け入れをするということだとする

と、処分場、内淵の処分場ということだと思いま

す。本来あそこは平成２１年までの使用というこ

とで、当初考えられていたものだというふうに思

います。それが現在も使えるようになっているの

は、名寄市が取り組んだ分別やそういった内容、

当初の見込みから大きく変わって現在も使用でき

ているということだというふうに思います。ホー

ムページに出ていましたけれども、現在の残余容

量についてはおよそ３万立米ではないかというふ

うに思います。そうすると、年間の埋め立て量か

らいくとあとおよそ３年ぐらいで満杯になってい

く。そういった中で０００トンということでは

ありますけれども、ここまで市民がいろんな協力

も含めてしてきて使用し続けている焼却場に、当

初影響がない範囲でということでは言われていま

したけれども、実際には数％の影響はやっぱりあ

るわけですから、その辺についてお考えをお聞き

したいというふうに思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員おっし〇市民部長（土屋幸三君）

ゃられたとおり、平成２１年度で一応寿命を終え

るというような計画でございましたけれども、こ

の間の分別あるいは減量化によって延命策が図ら

れてきたということで、常任委員会等でもお話を

したかと思いますけれども、当初２８年度末でし

たけれども、残余容量の調査の結果が本年の３月

末に出まして、平成２７年７月ぐらいまでという
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ことになって、寿命が前にお話しした２８年度、

２９年３月末までという時期よりはちょっと短く

なっているところでございます。ただ、これにつ

きましては通常行われます軽微な変更ということ

で、かさ上げをしまして１年ないし２年程度は延

命が図られるのではないかと思っております。現

在上川北部の名寄市を含めた４市町村で共同の新

しい処分場建設に向けて協議を進めているところ

でございます。これにつきましては、平成２９年

４月から新処分場で処理をするというようなこと

で計画を進めているところでありますし、今言い

ました構成４市町村につきましては同時期にそれ

ぞれの処分場がいっぱいになるということでござ

います。名寄市におきましても軽微な変更をして、

２８年度いっぱいもたせたいというふうに思って

おります。今回のいわゆる震災廃棄物を、災害廃

棄物を受け入れる、受け入れないにかかわらず、

こういった軽微な変更でその年度までについては

もちこたえるといいますか、使用できるのではな

いかというふうに考えているところでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

影響については、そん〇２番（奥村英俊議員）

なに大きくない。逆に軽微なかさ上げ等の対応を

していくということで、次の新しい処分場の使用

に順次移っていくということなのでしょう。ただ、

放射能汚染がないものを受け入れたりするのであ

ればそういったことでいいと思いますけれども、

放射能汚染の心配があるものを受け入れたとする

と、これは受け入れた処分場の運用中だけではな

くて、閉鎖した後も放射能のモニタリング等の維

持管理を数十年やっぱり続けていかなければなら

ない。さらに、新たな処分場の運営もあわせてし

ていかなければならない。そういったことが出て

くるのではないかというふうに思います。北海道

の対応の中で、北海道当初から災害廃棄物の広域

処理の要請については積極的に協力するというふ

うにしている一方で、実は埋め立て処分後の長期

にわたる維持管理方策の確立など、地域の安全、

安心を確保するための法整備を含めて必要な取り

組みを、仕組みづくりを国へ要望すると。このこ

とを４月にしたということになっています。そう

いう意味では、閉鎖後の処分後の長期にわたる維

持管理の方策がまだ確立をされていないと、そう

いったことにもなるのではないかというふうに思

います。先ほど言いました最終的に自治体同士の

合意の中でもし受け入れられたとしても、今のと

ころ受け入れた自治体がすべての責任を最後まで

負うしかないと、そういったことになるのではな

いかというふうに思います。そういった状況の中

で、名寄市として現状というか、この先も含めて

受け入れるということはぜひ考え直していくべき

だというふうに思います。放射能の検証や広域処

理に対する疑念、そして風評被害への不安が解消

されていない、そういう状況でありますから、当

初の判断を変更する必要があるのではないかとい

うふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

震災災害廃棄物につ〇市民部長（土屋幸三君）

きましては、これは一たん受け入れをしてしまい

ますと放射能汚染されている、されていないにか

かわらず、やはりその後の状況を調査、測量等を

含めてしていかなければならないというふうなこ

とになっておりますし、またこの維持管理につき

ましては５年でいい、あるいは１０年でいいとい

うものではないというふうに考えております。か

なり長期にわたっての管理をしていかなければな

らないというふうに考えているところでございま

す。議員おっしゃったとおり、それに係る経費等

も当然出てきますし、あるいは一たん被害が出た

ということになりますと、これはもうまた取り返

しのつかないことにもなるわけでございますから、

こういった監視の部分につきましてはもう微に入

り細に入りやっていかなければならないというふ

うに思っているところであります。こういった部

分につきましては、受け入れた自治体が責任の一

端を担うことにもなろうかと思いますけれども、
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やはり道、国においてもしっかりとしたこういっ

た部分の監視体制の基準といいますか、こういっ

た管理体制を構築していただかなければならない

ものというふうに考えているところでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のことから、名寄市〇２番（奥村英俊議員）

としての当初の考え、判断について変更する必要

があるというふうには思いませんか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどから瓦れきの問題〇市長（加藤剛士君）

についてさまざまな角度から御質問をいただいて

おります。再三部長からも話ありますとおり、当

初からの方針を変えてもいませんし、今後とも国、

道の対応に注視していくということで、見きわめ

ていくという判断に変わりはありません。最初か

ら安全性の担保がされないもの、住民に理解がさ

れないものは受け入れないという話をしています。

これは、科学的な根拠も含めて、我々自治体がそ

こまでの研究材料を持つ専門性もありませんので、

やはりここは道あるいは国がしっかりと安全性を

示していくと。それが理解されないということで

あればなかなかということなのでしょうけれども、

もう一つ先ほどからお話があるとおり、やはり風

評被害というものが言われたときに、これ非常に

想定がしにくいのかなと。まして北海道のブラン

ド全体を傷つけるのではないかというような御意

見を言われる自治体もある中で、私が北海道全部

の自治体を回って、それぞれの自治体の皆さんに

説得をして回るのか、そこまでやらなければなら

ないのかということを考えたときに、やっぱり一

自治体で今の状況で受け入れるという判断にはな

らない。一自治体、私の判断としては今そういう

判断には至らないのかなと。力不足かなというふ

うに思います。改めてこれら安全基準の処理の状

況、あるいは処理方法の具体化など国、道がまた

新たな指針を示すことも含めて、住民理解が進む

ようなことになるのか、しっかりと対応を注視し

ていくということでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長から答弁してい〇２番（奥村英俊議員）

ただきました。現状では、受け入れるということ

にはならないということになるのでしょうね。こ

の先状況が変わればということで、もう一方で今

おっしゃったのではないかというふうに思います。

当初から言っているように、放射能の心配ないの

と、放射能汚染されていないものであればそうい

う対応でいいと思います。ただ、いまだに放射能

の汚染について心配がぬぐえない中でいくと、現

状受け入れは難しい。しないということだけでは

なくて、一たんこの先も含めて名寄市としては受

け入れないということについてきちっと表明をす

べきではないかというふうに思います。また、そ

のことを北海道に対しても速やかに伝えるべきで

はないかというふうに思いますけれども、いかが

でしょうか。

そして、先ほどの支援の関係のほうの答弁でも

ありましたけれども、今後南相馬からの子供たち

を受け入れるということをやっていきますよね。

その目的で先ほどありましたように、放射能スト

レスを解消してもらうのだということを目的とし

てそういった取り組みをするということになった

と思います。そうだとすると、名寄市がそういっ

た放射能の心配のあるものを受け入れるというこ

とについては、この際きちっと受け入れをしない

ということで表明をしておくべきだというふうに

思いますし、先ほど何回も言ってあれですけれど

も、北海道に対しても１１月のアンケートが北海

道に対しての回答ということになっていると思い

ますので、今回の災害の廃棄物については受け入

れないということで北海道に回答したほうがいい

のではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先般６月６日に全国市長〇市長（加藤剛士君）

会の総会がありまして、この中でも広域処理に関
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して、国にある程度、一定程度条件をつけながら

推進をしていくというようなことで決議をされて

いるはずであります。この決議は、やはり被災地

をしっかりとできることであれば支えていくとい

う決意のあらわれであるというふうにも思います

ので、いろいろと条件、国がどこまで負担をする

こととか、そういうことは条項ついていますけれ

ども、そういう決議をされているということです

から、今の段階でうちの自治体あるいは周辺も考

えるとなかなか現状厳しいというふうな判断です

けれども、国あるいは道なりの具体的な判断やそ

ういう見方にまた一段の踏み込みがあるとか、そ

ういう状況をぜひこれは見きわめさせていただい

て、状況が変わるようでしたら、またそこで議論

していきたいという方向に変わりはございません。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

一日も早い復興を支援〇２番（奥村英俊議員）

していく。できることをみんなでやりましょう、

そのことについてはそのとおりだというふうに思

いますし、否定するわけでもありません。そうい

う意味では、放射能汚染の心配のないものについ

ては受け入れができるものであればすればいいと

いうふうに思いますし、ただ先ほど言ったように

お金の関係も含めて、あえて名寄に持ってきてく

ださいというよりは、近いところから順番にそれ

は処理していったほうが効率的だし、効果的では

ないかというふうに思いますし、そんなことも先

ほど話ししました。そういう中で今後状況が変わ

るということで言われたのではないかというふう

に思いますけれども、それはあくまでも放射能汚

染がないということなわけですよね。放射能汚染

のないものについて考えていくということでいい

のですよね。放射能汚染の心配のあるものも含め

て、それは考えるということになるのですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

例えば安全基準が一段国〇市長（加藤剛士君）

民の皆さんにそれなら大丈夫だねという、やっぱ

り明確な基準が設けられるということなのではな

いかと、国の統一で。加えて周辺自治体や北海道

全体の風評被害というものに対しては、一自治体

でなかなかこれ難しいでしょうから、そういった

ものに対しての具体的な取り組みだとか、そうし

たものが明示をされる等々、具体的に何か道ある

いは国なりの一段の市民が納得できる具体的な取

り組みというか、が示された段階でその都度注視

しながら議論をしていきたいと、こういうことで

ございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長がお話しになっ〇２番（奥村英俊議員）

たことでいうと、安全基準がという話が出てきま

した。これについては、放射能を含むものに対し

てのことですよね。安全か安全でないか、この程

度なら安全だろうという、そういった指標でしか

ないと思います。当初名寄市としては、放射能汚

染のないものということで明確に言っているわけ

ですから、先ほど来方針変わっていないというけ

れども、それだと方針変わっていることになって

しまいます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

放射能基準があるないと〇市長（加藤剛士君）

いう基準を国が今どこで定めているかという問題

なのだと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ないということでいう〇２番（奥村英俊議員）

と、それはやっぱりゼロということなのではない

ですか。放射能、悪いけれども、東北の地域は福

島原発の影響で目に見えないですけれども、放射

線をはかったときにどのくらい出るかわかりませ

んけれども、汚染やっぱりされているのです。通

常のそういったこと、影響を受けていないところ

とやっぱり違う状況の中にそういった瓦れきや、

当然そこに住んでいる人もいらっしゃいますし、

そういった状況なのです。それに対して人体に影

響があるかないかということを、現在はわかりま

せんよ、現状で。この先何十年たったときに影響

が出るかもしれないけれども、今のところ今の科
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学の中でいうとこういうことではないですかと言

っているだけで、当初言っていた放射能汚染がな

いものというのはまた別なものなのです。そうい

うふうな理解をやっぱりしていかないと、安全基

準ということでいうと、それが例えば１００だっ

たり、５０だったり、２００だったり、そこそこ

ばらばらで今はなっていますよね。国も一応出し

ているし、北海道も出していますけれども、そこ

そこで独自の基準をと言ってみたり、それは放射

能汚染ということに対して自分たちも規制をかけ

ていっているだけで、あるから規制をかけている

ということですよね。市長の安全基準がというこ

とを言うと、そういった放射能の汚染があること

を前提にやっぱり皆さんが理解できるかどうかと

いうことを話していくことになってしまうと思う

ので、そうすると当初の名寄市が言っていること

と変わってしまうので、そこは変わりありません

と言っていたのだから、状況がもし安全基準とか、

そういうことで北海道や国の新たな何か出ても、

あくまでも名寄市としては放射能汚染のないもの

ということで言ってもらわないとだめだと思いま

すけれども、どうですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

国が認める放射能汚染が〇市長（加藤剛士君）

ないもの、そして市民がそれに対してしっかりと

納得して、理解し、認めるものということなのだ

ろうというふうに思いますし、その状況を見きわ

めていきたいというふうに思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今おっしゃいましたよ〇２番（奥村英俊議員）

うにないものということで、ちょっと私の理解と

違う部分があるかもしれませんけれども、当初言

っている放射能汚染がないものということを基準

に名寄市は考えていくし、現状では受け入れが難

しい、受け入れないということだというふうな話、

それはいいのですよね、もちろん。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

国が認める基準と、放射〇市長（加藤剛士君）

能はないという……

それはこの後でしょう。〇２番（奥村英俊議員）

この後、そういうことが出たらということですよ

ね。

そういうことです。だか〇市長（加藤剛士君）

ら、今の基準では全くやっぱり国民の皆さんも含

めて納得していないと。なので、それぞれの自治

体が自分のところの独自基準を決めていると。こ

のこと自体も非常にやっぱり国民を不安に落とす

し、それがまた風評被害も生むということになる

のでしょうから、今の基準でない新たな基準を、

国民の皆さんが納得する基準、そしてそれが我々

の周辺、市民も含めて住民の皆さんにしっかりと

納得していただける材料なのかどうか、そのこと

をしっかりと見きわめていきたいということです。

札幌の焼却灰も何ベクレルという、ゼロではない

わけです。それがすべて汚染されているのか、さ

れていないのか、ゼロなのか、ゼロでないのか、

そういうことを言ったときに、それは判断分かれ

るところで、やっぱりそこはしっかりとこれから

ここまでは大丈夫なのだと。ここは安全と、そう

いうことをしっかりともうちょっと明確に国が画

一的な基準を設けてほしいという思い、またそれ

をしっかり見きわめていきたいと。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長が今言ったように、〇２番（奥村英俊議員）

今回の福島の事故における影響は東北だけではな

くて、全国あるいは世界に広がっているという可

能性もあるわけです。そのことも含めて確実に安

全だ、放射能汚染がないのだよということであれ

ば、それは名寄市としても当初から言っていると

おり受け入れ態勢はあるのかな、受けることがあ

るのかなというふうに思いますけれども、現状や

っぱりそこがはっきりしていない。そのことによ

って風評被害も心配される。そういったことから

すると、受け入れをしないということでいいのか

なというふうに思います。

アンケートに実はまだ答えていませんよね、４
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月の。このアンケートを見ると、常任委員会のと

きに出していただいた資料なのですけれども、ど

ういうわけか上川総合振興局の課長から来ている

ものです。当然北海道、高橋知事からそれぞれ自

治体に調査というものをすべきだというふうに、

それはいいですけれども。この中で調査票の提出

についてというところがあって、当該調査票は災

害廃棄物の広域処理の受け入れに前向きな意向を

示していること、または検討を行っている市町村

等のみ提出してくださいということになっていま

す。提出していない、しないということであれば、

名寄市は受け入れをしない、受け入れをすること

ではないということになるかと思いますけれども、

そういうことでよろしいのでしょうか。

今まさに議員おっしゃら〇市長（加藤剛士君）

れたことも含めて、これまで１１月から国の報道

も含めて変わっているところもあるので、そのこ

とも含めてやっぱりちょっとわからない部分、そ

れを今道のほうに回答を求めているような状況だ

というふうに……

（「いや、違う」と呼ぶ者あり）

全然違うの。では、私も〇市長（加藤剛士君）

一回ちょっとやめたほうがいい。どうしようか。

変えますか。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと変えていいです〇市長（加藤剛士君）

か。

（何事か呼ぶ者あり）

休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 １時４６分

再開 午後 １時４７分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

土屋市民部長。

答弁の中でお話をし〇市民部長（土屋幸三君）

たとおり、前向きに検討を行っている市町村、あ

るいは受け入れに前向きな意向を示している市町

村ということで、その市町村に対して回答を求め

ているということであります。それで、道のほう

から実は先ほども申しましたけれども、災害廃棄

物の広域処理に関する質疑応答ということで一た

ん回答が来ているわけでございます。名寄市ばか

りでなく、ほかの市町村からも質疑があったとい

うことでございますが、この中の回答の部分では

名寄市からの疑義に対してまだ明確な答えがされ

ているというふうには思っておりません。そうい

った部分で今回回答をしていないということでご

ざいます。先ほど最初から言いましたとおり、放

射能に汚染されたものについては受け入れないと

いったような部分で当初から回答をしている部分

でありますから、そういった部分で現状では前向

きに受け入れる、あるいは検討するという状況に

はないということで、回答をしていないというこ

とでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと先ほどの回答〇２番（奥村英俊議員）

とは若干違うというか、災害廃棄物の先ほどの広

域の質疑に、うちから出した分には答えていない。

市町村からのには回答が出ている。それを受けて、

その回答を見る限り放射能物質による汚染に対す

る懸念がやっぱり十分に払拭される状況ではない

と、そういうふうに判断をされたということです

よね。その上で、今ありましたように現状として

受け入れる状況ではないと。そういったこととい

うふうにお聞きをしました。

そして、アンケートの関係は部長が言われたよ

うには書いていないと思うのです。積極的にそう

いった前向きに考えているところや検討をやって

いるところに送ったということではないのではな

いですか。全部に送ったのですよね。そういった

考えがあるところについては提出してくださいと

いうことで、そういう意味では先ほどの回答から

いくと現状でアンケートを提出する状況にもない

ということになるのだと思います。そういう意味

では、名寄市として受け入れをしないということ

に、これはイコールだというふうに思いますので、

そういった対応でいっていただければというふう
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に思います。

市長、なかなか道に対してもお話をするという

ことでは答えてくれないですものね。現状そうい

った状況ということについても道には伝えないの

ですか。今この議会でのやりとりをしている部分。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今入れると疑念があると〇市長（加藤剛士君）

いうことに対して、ボールを道に投げているのが

明確な形で返ってきていないという押さえなので

す。だから、そこを今道や国がどういうふうな判

断を、これから変わることがあるのかどうかとい

うことをしっかり見きわめていきたいと、こうい

うことです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それを見きわめるのは、〇２番（奥村英俊議員）

この後も大事なことだから、当然やっていけばい

いですけれども、先ほどの回答からも名寄市から

のそういった質問には答えていないけれども、市

町村から出てきた部分の回答を見る限り、いろん

な放射能に関する疑念やそういったもの、あるい

は行政報告にも書いてあるように風評等の具体的

な対応、そういったやっぱり不安も名寄市の中、

近隣も含めてあるということで、そういう意味で

は現状受け入れる状況にないというふうに判断を

しているということで先ほど言われたのだという

ふうに思いますから、そのことについては速やか

に道に伝えるべきだというふうに思いますけれど

も、どうですか。そういうふうに言ったので。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ボールは、だから今のと〇市長（加藤剛士君）

ころはなくて、要するに判断を見きわめたいとい

うことなのです。最初から処分場の容量がこれだ

けの余裕があって、安全性が担保されていれば受

け入れましょうという、それは変わっていないわ

けで、そこが現状でさまざまな障害があって、今

の段階では受け入れられないということです。そ

の状況が変わるのかどうなのか、しっかり見きわ

めてと、こういうことです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

だから、現状では受け〇２番（奥村英俊議員）

入れないけれども、その上げたボールについて返

していただいた段階でまた見きわめをしたいです

ということで伝えればいいことだと思うのですけ

れども、それもしないということですか。道に対

しては、先ほども言ったけれども、１１月のアン

ケートしか行っていないのですよね。受け入れる

ということで、それは実際にはそうではない、条

件いろいろある中で受け入れも可能だということ

だと思いますけれども。だから、何も今話したこ

とについて現状では回答も来ていないし、受け入

れないということについては答えてもいいのでは

ないですか。伝えても。

（何事か呼ぶ者あり）

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。どうして〇２番（奥村英俊議員）

も放射能汚染についてまだはっきり安全だという

確証のものが出てきていない現状でいうと、今の

段階で一回はっきりしておいてもらわないと、そ

ういった心配あるものをまた受け入れることにな

るのではないかという、そういった不安が出てく

るのだと思うです。だから、それを一たん市長は

解消したほうがいいのではないかと思う。そうい

う意味で、道にも現状の中では難しい、受け入れ

はできないということを、その上でまだこれから

のことも含めていくと、道に投げかけていること、

それについても回答してもらわなければならない

し、それについてまた考えていきますということ

だと思うので、そういう話をしたと思うのです、

今。そのことを道に伝えるということはしてもい

いのではないかと思うのですけれども、どうです

か。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

最初からお話しのとおり、〇市長（加藤剛士君）

一貫して汚染されていないもので、不燃物のもの

でということで、その中で今疑義があるというこ

となので、それをしっかり見きわめるということ
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で、そういうことです。それ以上の何物でもない

し、それをわざわざ環境省や道に今電話して伝え

ることでもないし、そこをさまざまな状況の中で

情報を入手しながら、その都度状況が変われば議

論していくということでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと私の理解が足〇２番（奥村英俊議員）

りない部分かと思いますけれども、現状として受

け入れる状況ではないと判断したというのは、何

を受け入れる状況ではないということを言ってい

るということになるのかな。現状では受け入れる

状況にないというふうに判断をしたということで、

先ほど来答弁の中で出てきているのだけれども、

それは何を指して受け入れないというふうに、受

けることは難しいというふうに判断をしたと言っ

ているのか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市では、独自の安全〇市長（加藤剛士君）

基準を設けると言っていないわけで、では今道な

のか、国なのかの安全基準の中で不燃物というこ

とになったときに、それがしっかりと市民の合意

を得られるのか、安全性が担保されているのかと

いうことになると、今の段階では担保されていま

せんねと。また、それを風評被害を名寄以外の市

民の皆さんも含めて説得するということはなかな

か今の段階では厳しいということです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

現状では、可燃も不燃〇２番（奥村英俊議員）

も含めて判断できるものではないという、そうい

うことでいいのですよね。

（何事か呼ぶ者あり）

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の今、名寄市は不〇市長（加藤剛士君）

燃物０００トンと言っていますけれども、その

安全基準が道で今不燃物に対する基準は出ていな

いですよね。ということは、国の基準と一緒だと

いうことで、このことがしっかりと市民や周辺町

村に安全性を担保する、理解してもらえるのかと

いうことになったときに、風評被害も含めて今の

段階では難しいと判断をしているということです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ようや〇２番（奥村英俊議員）

くわかりました。済みません。

もう一点の被災地、被災された方への支援とい

うことで、１つは南相馬の子供たちの受け入れの

関係、先ほども目的でストレスを解消していただ

くのだと。林間学校というような位置づけもされ

ているようですけれども、その中の日程で自衛隊

見学というのが入っていたと思います。４日目に、

ちょっと日程表を案を見せてもらったのですけれ

ども、友達、自衛隊の日というのがあって、そこ

で自衛隊に行って見学をする。昼食も自衛隊でと

るということになっているようですけれども、わ

ざわざ国の施設を使ってする必要はないのではな

いかというふうに思います。多少の違和感も含め

て私は感じているところであります。名寄の財産

を逆に使って、この１日を過ごしてもらったほう

がいいのではないかというふうに思っているとこ

ろであります。風連の望湖台自然公園の中に昨年

「星守る犬」の記念碑もつくられたというふうに

思います。あそこの自然はやっぱりすばらしいも

ので、実は望湖台に注ぎ込む川では黒曜石がとれ

たりします。その黒曜石は、割ってすると古代の

人がナイフにしたり、矢じりにしたりと。そうい

ったことも実際にあの場でできるのです。そして、

その川ではちょうどエビもとれます。これ食べた

らとてもおいしくて、ちょうど７月の末であれば

そういったことも可能なのです。そういう意味で

は、わざわざ４０名の子供たちが来るわけですか

ら、そういった名寄の財産を使って、そして名寄

のよさをしっかり感じてもらって帰ってもらうと

いうこと、当然ほかの日もそういったことになっ

ていますけれども、そういうことをお考えにはな

らないでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

６日間という本当に長い〇市長（加藤剛士君）
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期間なので、いろんなことを詰め込めると思いま

すから、いただいだ意見、貴重な御意見として受

けとめて、ぜひ検討してみたいというふうに思い

ます。

以上で奥村英俊議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

農業振興について外１件を、植松正一議員。

議長より御指名をいた〇７番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

させていただきます。

大きな１点目の農業振興についてでございます

けれども、今春は例年にない積雪が多く、融雪の

おくれが心配されていましたが、４月後半からの

好天に恵まれ、まずまずのスタートが切れたと聞

いておりますが、最近去年と違い降水量が平年に

比べて少ないため、一部の畑作物の停滞、出芽が

できなく、大変心配されているところだと聞いて

おります。また、依然として農業を取り巻く現状

は厳しい中、昨年政府が交渉参加に向けて議論を

進めようとしているＴＰＰの参加、いまだ内容は

不透明とはいえ、自由化、関税の撤廃を含めての

規則を取り除く内容を容認することはまだできな

い状態であります。また、今国や北海道の施業体

系の再構築が懸念され、今後本市の農業者の減少、

高齢化、担い手対策、飼料、資材価格の高騰など

夢を抱ける農業ができるか心配であります。後期

農業振興計画の中で生産者、関係機関、行政の役

割を明確にし、創意工夫を生かした取り組みを進

めていただければと思っております。

そこで、４点について質問させていただきます。

１つ目に、名寄ブランド開発プロジェクトの成果

と今後の取り組みについてですが、地域の小規模

事業者が地元の商工会議所と協力、連携し、新た

な特産品や観光資源開発に取り組むことを総合的

に支援する中小企業庁の補助事業についての取り

組みの経過と事業の目的の趣旨と成果についてと

今後のブランド開発に向けた考え方についてお知

らせを願いたいと思います。

２つ目に、人・農地プラン（地域農業マスター

プラン）の内容と今後の状況について。

３つ目に、地産地消推進計画の状況と今後の新

たな取り組みについて。

４つ目に、鳥獣被害防止施設の状況とエゾシカ

の被害状況についてですが、エゾシカの被害額と

鳥獣被害防止施設の状況についてお知らせを願い

たいと思います。

大きな２つ目の林業振興についてお伺いいたし

ます。森林、林業を取り巻く環境は依然として厳

しく、先行きが見通せない状況、農業と同様組合

員の減少、木材価格の低迷や林施業に係るコスト

高、また高齢化による森林に対する意欲の減退が

挙げられております。そのために伐採後の植林が

十分と言えない状況です。本来の姿として植えて、

育てて、伐採して、また植えるという姿であり、

いわゆる森林資源の循環の利用を進め、豊かな森

を次世代にしっかりとつないでいく義務があると

思っております。平成２４年度から新しい森林整

備計画に基づき、森林計画の作成作業に当たり、

２５年度から実施するとのことですが、市、森林

組合、道とも協議し、森林の有する多面的機能を

発揮するとともに、名寄市として方向性をしっか

りととらまえて作成を望むところでございます。

そこで、３点についてお伺いいたします。１つ

目に、未来につなぐ森づくり推進事業の状況につ

いてですが、未来につなぐ森づくり推進事業の目

的と実績、実際の補助についてお知らせを願いた

いと思います。

２つ目に、新しい制度の森林経営の基盤づくり、

森林・林業再生プランの作成状況についてですが、

国が策定した森林・林業再生プランの概要と名寄

市での取り組みについてお知らせを願いたいと思

います。

３つ目に、ネズミの被害状況についてですが、

大発生しているようでございます。状況をお知ら

せください。

以上でこの場からの質問を終わらさせていただ
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きます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目１〇経済部長（高橋光男君）

及び大項目２について答弁いたします。

まず、大項目１、農業振興について、小項目１、

名寄ブランド開発プロジェクトの成果と今後の取

り組みについてお答えいたします。新「なよろブ

ランド」商品開発プロジェクトについては、平成

２０年度に「なよろブランド」創造研究委員会を

立ち上げ、１年間にわたり地域資源の現状と課題、

地域資源の利活用の方向性などの研究を続け、平

成２１年秋には意欲のある民間事業者が連携して、

地域資源を活用した新商品開発に向けた基本方針

が定まり、平成２２年度事業として地域の資源を

生かした新製品開発、販路開拓、観光開発に取り

組む地域事業者を支援する中小企業庁の補助事業

として、名寄商工会議所が採択を受け、本プロジ

ェクトがスタートいたしました。事業者による商

品開発部会と連携し、新商品の試作、既存商品の

改良、販路開拓または普及のための市場調査や研

究、道内外の商談会などに取り組んでまいりまし

た。開発商品は、地元の農産物など地域資源を活

用した食品６点について、商品の市場性、競争力、

類似商品事例、ネーミング、パッケージ、商品と

しての可能性、課題と改善の方向性について旭川、

札幌、東京のギフトショーや展示会での販売、商

品のアンケート調査、専門家やバイヤーの意見を

取り入れ、一部改良を加え、現在商品として販売

されており、その中の一つが羽田空港国際線ター

ミナル内で販売が決まるなど成果があったところ

でありますけれども、一般消費者に受け入れられ

るヒット商品として高いブランド力をつける必要

があるとの評価となっております。

今後の名寄ブランド開発プロジェクトに対する

かかわり方につきましては、本年５月にオール名

寄体制で観光交流事業について実施検討する組織

として設立されました名寄市観光交流振興協議会

の名寄ブランド推進部会の中での取り組みを考え

ております。また、昨年までの事業実績の総括及

び今後の取り組むべき内容について事業実施当初

の構成以外の団体も作業部会に所属しております

ので、多面的な視点に立って検討してまいりたい

と考えております。

次に、小項目２、人・農地プランの内容と今後

の状況についてお答えいたします。人・農地プラ

ンの内容につきましては、農林水産省の平成２４

年度の戸別所得補償経営安定推進事業という新規

事業の中に盛り込まれ、各地域の人と農地の問題

解決に向けた施策であり、策定後においては担い

手対策と農地流用対策の支援を受けることができ

る事業となっております。土地利用型農業におい

ては、今後５年間で高齢化などにより多くの農業

者のリタイアが見込まれていることから、地域で

の合意形成を図りながら、中心となるべく経営体

に農地の集積が図られるようこのプランに位置づ

けることとなります。名寄市においては、この事

業を活用するため３月に全域を対象とした説明会

を開催したほか、アンケート調査、地区別説明会

を行うとともに、名寄市農業振興対策協議会の中

に人・農地プラン検討会を設置して審議を行い、

名寄地域農業再生協議会でプランを決定し、５月

に策定をしたところであります。市の現状としま

しては、高齢化、担い手不足の中で耕作放棄地や

遊休農地の発生が想定されることから、このプラ

ンを有効活用し、新規就農対策、担い手対策、農

地の流動化対策としても有効な施策として取り組

んでまいります。人・農地プランにつきましては、

今後地域の状況により計画の変更も出てくること

から、地域の要望を含め将来を見越した実効性の

あるものとするために、関係機関、団体、農業者

と連携し、進めてまいります。

次に、小項目３、地産地消推進計画の状況と今

後の新たな取り組みについてお答えいたします。

地産地消推進計画は、平成１９年度に策定し、そ

の推進に当たっては生産者、農協、行政を初め消

費者と商工業者の連携を進め、安全、安心で良質
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な農畜産物を基本とした産地づくり、加工品づく

りを推進してきたところであります。平成２４年

度から実施されます新名寄市農業・農村振興計画

後期実施計画の中では、消費者と生産者との顔が

見え、話ができる関係の構築、生産と消費のかか

わりや伝統的な食文化などの食や農についての認

識を深める機会の提供、地域の農業と関連産業の

活性化を図ることとしております。これまでの取

り組みとして地産地消マップなどを作成し、広報、

ホームページでの周知、産業まつりや地産地消フ

ェアの開催を通じ、関係機関、加工グループと地

元消費者との交流を深める活動などを行ってまい

りました。今後の推進に当たっても生産者や農業

団体、行政を初め消費者や商工業者と連携し、良

質な農畜産物を基本とした産地づくり、地元農産

物を活用した加工品づくりなどの推進と交流を促

進し、観光も含めた地域内農産物の消費拡大を図

ることが必要だと考えております。

次に、小項目４、鳥獣被害防止施設の状況とエ

ゾシカの被害状況についてお答えいたします。ま

ず、エゾシカによる農業被害状況についてですが、

平成２２年度の全国の野生鳥獣による被害額は２

３９億円で、北海道の被害額は６７億円となって

おり、そのうちエゾシカによる被害額は５９億円

となっております。名寄市における平成２３年度

の農業被害額は、３６０万円となっているとこ

ろです。このような状況を踏まえ、北海道におい

ては平成２２年度エゾシカ緊急対策本部を設置し、

平成２２年度から平成２５年度までを緊急対策期

間としてエゾシカの増加を抑制し、平成２５年度

以降に毎年計画的に個体数を減少させるため、捕

獲技術の向上や体制整備を目指して取り組んでい

るところであります。名寄市においても平成２２

年度から平成２４年度を期間とした名寄市農業被

害防止計画を策定し、国の補助事業を活用しなが

ら、道北なよろ農業協同組合を事務局とする名寄

市有害鳥獣農業被害防止対策協議会を中心として

取り組み、平成２２年度６８５頭、平成２３年度

３２９頭、平成２４年度は５月末現在で２１７頭

を猟友会の御協力をいただき、駆除してきたとこ

ろです。平成２４年度から残滓の処理施設として

有害鳥獣焼却処理施設が５月２２日より稼働し、

５月末現在８９頭の焼却を実施してきたところで

す。未焼却の残滓については、冷凍コンテナに一

時仮置き措置を行い、今後随時焼却してまいりま

す。

また、中山間地域等直接支払制度交付金を活用

して農業者みずから電牧さくを設置する取り組み

も平成１５年度から行っており、平成２３年度ま

でに名寄地区５７キロメートル、風連地区１８８

キロメートルの合計２４５キロメートルを設置し、

侵入防止対策を行っているところです。今後とも

関係機関、団体と連携、協力して取り組みを進め

てまいります。

次に、大項目２、林業の振興について、小項目

１、未来につなぐ森づくり推進事業の状況につい

てお答えいたします。本事業は、平成２３年度か

ら平成３２年度までの事業で、北海道のカラマツ

林が成熟期を迎えていることを踏まえ、伐採後の

確実な植林を通じて森林資源の循環利用を推進し、

もって森林の多面的機能の発揮と山村振興に資す

ることを目的に、森林資源循環モデルの構築に貢

献するものに対し、北海道全体で年５００ヘク

タールを対象とする北海道独自の交付金事業とな

っております。平成２３年度の名寄市での実績で

は、造林面積４６９ヘクタールとなり、事業実

施者に対し９００万０００円を交付いたしまし

た。この事業の負担割合が北海道が１６％、市が

１０％となっており、上乗せ分として公共造林補

助金が事業実施者に対し６８％が直接交付されて

おりますので、補助率は９４％となり、事業実施

者の負担は６％となります。今後も継続した取り

組みとなるよう関係機関と連携、協力してまいり

ます。

次に、小項目２、新しい制度の林業経営の基盤

づくり、森林・林業再生プランの作成状況につい
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てお答えいたします。農林水産省は、平成２１年

１２月２５日に木材自給率を２０２０年までに５

０％を目指すとする森林・林業再生プランを公表

しました。これを受けて、国において森林法の改

正、森林・林業基本計画の変更、全国森林計画の

変更がなされ、北海道でも地域森林計画の変更が

行われたところであり、名寄市では平成２４年４

月、名寄市森林整備計画を変更したところです。

平成２４年度では、新しい森林整備計画に基づき、

施業の集団化や省力化を図る森林計画を森林所有

者に作成していただくことになっており、取りま

とめを行う上川北部森林組合、指導に当たる北海

道上川総合振興局を初め各関係機関、専門家など

の協力を得て指導チームをつくり、対応してまい

ります。森林・林業再生プランは、補助金要領な

どの見直しで既に変わっておりますけれども、制

度上では森林経営計画により施業が始まる平成２

５年からがスタートとなりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目３、野ネズミの被害状況について

お答えいたします。上川総合振興局からの情報に

よりますと、先ほども議員のおっしゃっていたよ

うにことしは大変融雪が遅かったということもあ

りまして、カラマツに対する野ネズミの被害が上

川管内で広範に発生していると伺っております。

名寄市においても北山造林地や治山事業で北海道

が実施している望湖台の植林においてなど断片的

にですが、例年にない被害が確認されている状況

にあります。現在名寄市におきましても森林組合

などを通し被害状況の確認調査を行っているとこ

ろであり、調査がまとまりましたら何らかの方法

で周知してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

私の１問、２問、経済〇７番（植松正一議員）

部長の単独の答弁でございますけれども、申しわ

けございませんけれども、それではまず名寄ブラ

ンドのほうから、開発のほうから申し上げたいと

思っていますけれども、これは今答弁ありました

ように新製品の開発ですとか、それから販路関係

ですか、それから普及関係の調査等などもやる。

その地域の事業者に支援するための中小企業庁の

補助事業と聞いておりますけれども、これは補助

率は何％ぐらいなのか、またこの期間というか、

補助期間は何年ぐらいあるのか、それと今答弁の

中で各方面で６点ぐらいの販売、また商談会を行

ってきたということでございますけれども、その

成果等などがわかればひとつお願いを申し上げた

いと思っております。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

この事業につき〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ましては、平成２２年単年度１年で、補助率は１

０割です。その後商工会議所等からもちょっとい

ろいろお聞きしましたところ、これまで正式に名

寄ブランド商品開発というような取り組みという

のは今までなくて、専門家やバイヤーのアドバイ

スなんかによる、会議所とも、また事業者として

も初めての試みであったというふうに聞いており

ます。商品に対する視点や、それから消費者、そ

れからバイヤーからの厳しい意見や指導がありま

して、その商品の改良を重ねてきているというふ

うに聞いております。現在６点の商品のうち４点

の商品が販売されているというふうに聞いており

ます。その後も引き続き道内や道外において商談

会等にも出展をしているということであります。

今後もこうした取り組みを継続するためにも、行

政と関係機関と連携して、国や道の制度を活用し

ながら、意欲ある事業者に対して支援をしていき

たいという方向でおります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今２２年度単年度の１〇７番（植松正一議員）

０割の補助だと。私もこれは５年ぐらい続いてい

るのかなという感じも持っていましたけれども、

単年度なのですね。それで、今６点のうち４点は

販売されているということで、どれぐらいの数字

なのかちょっとわかりませんけれども、それは今
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一生懸命取り組んでいるということでの認識だと

思います。私もこの関係は市長にちょっと聞きた

いのですけれども、農業振興策からいくとやはり

地元の農産物を付加価値をつけて、そして加工販

売していくと。やはりこれからの担い手含めて、

農業者の、農業をやっている方のあるべき姿をそ

うやって市の各事業者の方が一生懸命取り組んで

いく、その姿勢です。これは本当に期待をしてい

るところでございまして、この資料を見ますと今

後の取り組みとしては各事業者の積極的な挑戦で

すとか、意欲、精力的な取り組み、また名寄農業

や観光を含めた地域産業の活性化に、ここまでは

当然でございますけれども、行政と、名寄市と連

携し、条件を整える必要があると。この条件を整

える意味がちょっと私も理解できないのですけれ

ども、市長としては商工会議所を含めての、それ

から戦略の関係も含めて、若い本当に活力ある市

長ですから、この辺のいわゆる商工会議所、それ

から農業関係、それから農業の担い手、後継者含

めて、この辺の市長としての策があれば教えてい

ただければと思っていますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今高橋部長からも答弁さ〇市長（加藤剛士君）

せていただきましたけれども、このブランド開発

プロジェクトというのは単年度で終わりましたよ

と。６つの商品に絞って、４つになりましたけれ

ども、ある程度販売力をつけていくだけの土台と

販路拡大のために入れるということ、いろんな事

業、今も続けているということでありますけれど

も、これに加えて現在発足しています名寄市観光

交流振興協議会の名寄ブランド推進部会の中で、

それぞれ農業者や商工会議所、またもちろん行政

も携わって、新たなブランド推進について幅広く

議論をして取り組んでいくつもりでございます。

一番大事なのは、つくるというか、何か発想して

やっていこうという、高めてあげる、そのことは

すなわちやっぱり販路をしっかりと持って、それ

をコーディネートしてあげる力なのだろうという

ふうに思います。そこをぜひ積極的に、現在も取

り組んでおりますけれども、この部会を通じても

しっかりとやっていきたいというふうに思います。

商工会議所に関しては、青年部さんが独自で、な

よろバーガーもそうですけれども、今煮込みジン

ギスカンを随分御当地の伝統食、文化だというこ

とで、北海道あるいは全国に拡大する取り組みを

していまして、敬意を表するところです。こうし

た民間の取り組みも活力あるものにしながら、積

極的に議論し、またサポートしていきたいと、こ

の部会を。そこで、ブランドをもっともっと盛り

上げていきたいと思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

その辺は、市長も商品〇７番（植松正一議員）

化になりましたら、多方面に行くわけですから、

積極的にその辺のＰＲを含めてやっていただけれ

ばいいのかなと思っていますけれども、商工会議

所、それから今農家の生産者の関係、それから消

費者の関係、この横のつながりというのはこれか

ら農業振興に対しては絶対切れないものだと私は

思っていますので、それは真剣にやはり名寄の基

幹産業、農業の発展のためにその辺もしっかりと

受けとめていただければいいなと思っております。

次に、人・農地プランの地域農業マスタープラ

ンについてでございますけれども、これは２４年

度の戸別所得の補償の関係ということで、新規事

業ということで高齢化や担い手不足、後継者不足

のそれぞれの地域での土地利用の関係だと思って

おりまして、そこで１点として農地の集積と流動

化対策、これもきのうの山田議員の中にも一定に

基づいて進んでいるという話でございますけれど

も、再度この考え方についてお知らせを願いたい

と思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

御質問のあった件に〇経済部長（高橋光男君）

ついてお答えをしたいというふうに思います。

人・農地プランの関係、従前は借り手側に農地

の集積ということで加算措置があったのですけれ



－114－

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

ども、このプランについては出し手のほうにも交

付金の制度が創設をされたということで、名称と

しては農地集積協力金という形ですけれども、そ

ういう制度が設立をされております。平成２３年

度からの農業者戸別所得補償制度の中にも先ほど

も申しましたけれども、中心となる経営体への集

積として規模拡大加算、これについては件数で４

件、それで面積については約１４ヘクタール、１

０アール当たり２万円の交付金で、交付金額が２

９０万円ほどになっております。地域担い手の農

地の集積化についても個々の農家では限度がある

ことから、今後は法人化の部分も含めて検討して

いかなければならないのではないかというふうに

考えているところでございます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁いただきました。〇７番（植松正一議員）

現在経営規模拡大、その関係で買い手の方に補助

や何かやっているということですけれども、当初

何かアンケートとったときに、３月末くらいであ

る程度の一定の方向性が見えてきたと。そして、

今後後継者対策を含めていろいろとこれから農作

業が終わってから、きのうの山田議員の関係もご

ざいますけれども、今買い手があるうち、いわゆ

る限界が来たときどうなるかということは、土地

を持ちましたよと。みんな近間の人や何かはやめ

たので、引き受けましたと。だけれども、当然土

地利用にしては限界が来るわけですよね、土地を

買う側にしても。また、売る側も売りたいのです

けれども、さてどうなっていくのかなと。そうい

う心配も今起きてくると思うのです。ということ

は、きのうもお話ししましたけれども、６年間で

３６３人の、年間６１人の減ということもあって、

これはもうおのずとして出てくるわけです。だか

ら、後継者がいない。そして、農地だけはそのま

ま残っていると。そうしたら、水田農家であれば

４０そこそこ、畑だったら今でしたら２５か３０

くらいといったら、もう限界ぐらいだなと私は思

っていますけれども、そういう遊休地だとかとい

ういろいろな心配をされるわけです。ですから、

今のうちから関係機関との協議が必要でないかと

私は思っているのですけれども、今この辺の私の

心配事なのかもしれませんけれども、こういう関

係というのは今まで協議されているのかどうなの

か、その辺ちょっとお知らせを願いたいなと思っ

ています。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど経済部長の答弁〇副市長（久保和幸君）

の中でもお話をさせていただきましたけれども、

人・農地プランの趣旨というのは出し手と受け手

の関係なのですが、実質的に本来のねらいは持続

する名寄市の農業、農村の構築なり確立が必要だ

ろうと。そこに基本を置いておりまして、農業振

興対策協議会の中に検討会を設置して、私もその

検討会のメンバーに入っているところであります。

この中には、先ほど関係機関との十分な協議が必

要だろうというお話でありましたけれども、当然

ＪＡや農業委員会、そしてまた国の機関や道の機

関も入っておりますし、生産者の代表についても

入っておりまして、そこでしっかりとした将来を

見据えていきたいという考え方でおりますし、今

後とも会議の中で議員御指摘の内容についてはし

っかりと対応させていただきたいと思いますので、

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇７番（植松正一議員）

それで、先ほど部長のほうから法人化、私も前

回のときにも法人化ですとか、もとは機械の共同

ですとか、一部共同ですよね。そういうのもなさ

れていましたけれども、その辺の実態を含めて今

後どう考えているのか、ちょっとあれば教えてい

ただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げま〇経済部長（高橋光男君）

したけれども、個人の経営にはやっぱり限度があ

ると思うのです。植松議員おっしゃられたように、

機械の共同化も含めて検討していかなければなら
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ないというふうに考えておりますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いいたし〇７番（植松正一議員）

ます。

それでは、地産地消の関係なのですけれども、

１９年度より作成をされて、産業まつりですとか、

地産地消祭りですとか、いろいろなイベントや何

かでやられておりまして、農業・農村振興計画の

中にもありまして、顔が見え、話ができるという

関係の構築が基本だと私は思っておりまして、今

回付加価値、この農産物の付加価値ですとか、産

地づくりを目指しての消費拡大にも努めていただ

きたいと。前回と同じような回答でございますが、

これは求めておきたいなと思っております。

次に、鳥獣被害の防止の関係なのですけれども、

今御説明の中では緊急対策の期間の実施ですか、

毎年個体数なども整理しながら、農業被害防止対

策で協議しているということでございますけれど

も、エゾシカの駆除が２３年で３２９頭、２４年

度で５月末で既に２１７頭、このまま推移すると

相当な捕獲数になるのかなと。これも猟友会、い

わゆる農協を含めての実績なのか、本当にシカの

個体数としてやっぱり多いのでしょうか。その辺

は把握はしていますか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

平成２２年度に６８〇経済部長（高橋光男君）

５頭を猟友会の協力を得て駆除したということで、

昨年は２２年に比べて個体数少ないなということ

が猟友会の皆さんから言われていたのですけれど

も、２４年度は個体数一つ一つ確認していません

ので、どのくらいになっているのかわかりません

けれども、毎年駆除をしているということも含め

て、少しは減っているのかなというふうに思って

おります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

この個体数関係なんか〇７番（植松正一議員）

は、以前は余りふえるから雄のシカを殺しなさい

と。私が森林組合のときには、今度その後は雌の

ほうを殺しなさい、殺傷しなさいとかという、そ

ういう制限があったのですけれども、今はそうい

う制限はないのでしょうか。ないですか。わかり

ました。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ありません。〇経済部長（高橋光男君）

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

すごい答弁をいただき〇７番（植松正一議員）

ました。

それで、そういうことであれば猟友会を含めて、

農協も殺して、射殺して、そして農協に連絡して

そこまでとりに行くと。この辺の連携が、行政か

らお金を出して、これがやっぱり今こういう実績

になっているのか、大変喜ばしいことだなと思っ

ておりますけれども、そこでかわりますけれども、

５月２２日にいわゆる稼働している焼却処理施設

で、今５月末までで８９頭ということでございま

した。１日当たり７頭か８頭ぐらい焼却している

のかなと思いますけれども、ここで焼却と冷凍コ

ンテナに要する１日当たりの燃料ですとか電気代、

この経費はどれぐらいかかっているのか調べてい

らっしゃるのか、ちょっとお知らせ願いたいと思

います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

施設については、５〇経済部長（高橋光男君）

月２２日から動いているということで、焼却する

シカの重さによって灯油の使用量も変わってはき

ているのですけれども、毎日使用量のチェックを

しております。５月２２日から５月３１日まで、

１１日間で５２３リッターほど使用しておりま

す。１日平均にしたら、約４００リッター程度に

なりますか、そのくらい使っていることになりま

す。それから、電気代についてはまだ北電さんの

ほうから請求が来ておりませんでして、どのくら

い電気料がかかっているのか今のところわからな

い状態です。ただ、予算要求させていただいたと

きの机上の計算では、一月当たり５万０００円
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程度かかるのかなと。それから、灯油代について

も１日当たり５時間稼働で、当初６３０リッター

を予定して予算計上させていただいたのですけれ

ども、現在のところ予定した量と比較をして約６

５％の使用量にとどまっているということで、当

初予定よりは灯油の使用換算量は少なくなってお

ります。ただ、一定程度期間を置かないと平均的

なデータが出ませんので、ある程度期間を過ぎた

段階で１日当たりの平均の使用量だとか、電気料

だとか積算をして、何らかの形でお示しをさせて

いただきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今灯油関係、１１日で〇７番（植松正一議員）

５２３リッター、１日平均４００リッター、当

初の計画ですからあれですけれども、燃料灯油で

したよね。本当にこの辺がちょっと後々やっぱり

心配な面が出て、今値上がりなんかしてくると大

変な状況になってくるのかなと、そういうふうに

思っています。電気代のほうはまだあれですから、

後で何かの機会あれば教えていただきたいなと思

います。

そこで、今までこの稼働するまで埋め立てたシ

カの関係なのですけれども、この関係については

最近の天気、天候等などで、こん包などで埋めて

いると思うのですけれども、悪臭とか、鳥やら何

やら、タカですとかの飛来、または住民からの苦

情がないか、まずその点お知らせ願いたいと思い

ます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

仮埋めしてあります〇経済部長（高橋光男君）

昨年、２２年度に捕獲をしたものについては、処

分場内に仮置きさせていただいておりますけれど

も、鳥が寄ってきてどうしようもないだとか、苦

情、においがひどいですよといった苦情ですとか、

そういったものは地域住民の方からは直接私ども

のほうに受け付けてはおりませんし、耳にも入っ

てきておりません。ということです。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしましたら、今焼〇７番（植松正一議員）

却しているのは、とって搬入してきたものを焼却

しているということで、果たしてそれでいいのか。

去年埋め立てるものをそのまま放置していくと。

どれぐらい埋めているか、私は現状見ていません

から本当に失礼な話かもしれませんけれども、や

はりそれが先なのか、その辺の流れです。やはり

埋めている部分においては、悪臭が絶対出てくる

と思うのです、腐れてくる可能性は絶対あるから。

ですから、そちらのほうを私は先に焼却している

のかなと思っていたのですけれども、そうではな

いのですね。この辺は住民から、どういう残滓の

扱い、これが今どんなになってくるのかちょっと

心配な面もあるので、担当部署含めてやっぱりそ

の辺の監視含めてしていただきたいなと思ってい

ますけれども、その辺いかがですか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおり、〇経済部長（高橋光男君）

ことし駆除した分から順次焼却処分を行っている

のが現状でございます。ただ、昨年、２２年度に

仮置きしたものについては、液が漏れないように

ビニール袋を二重にして、さらに１トン袋の中に

入れて仮置きをさせていただいております。その

上に炭化センターで出る炭などを利用して、かぶ

せてにおい等漏れないようにはしているのですけ

れども、夏多分袋をあけたら、きっと現在骨と皮

程度になっているのかなという。直接私も掘って

はちょっと見ておりませんけれども、そういうこ

とでにおい等だとか、あとハエだとかの問題もあ

りまして、今仮置きさせていただいている分につ

いては寒くなってから焼却をさせていただきたい

というふうに考えています。ちょっと気温が高い

ものですから、におい等もありますので、その辺

注意しながらやっていきたいというふうに思いま

す。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

その辺注意してやって〇７番（植松正一議員）
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いただきたいなと思っています。

また、かわりますけれども、２３年度農業被害

額３６０万円ということでございまして、これ

は本当に大変な額でございまして、中山間地域等

直接支払制度で予防策として電牧を実施している

ということでございまして、今私も智恵文方面含

めて行ってみますと、やっぱり山間部というか、

そういうところでは結構電牧さくの普及や何かも

されておりまして、これはメーター当たりどれぐ

らいの単価なのか、ちょっとお知らせを。そして

また、ことし実施したら何メーターぐらい予定し

ているのか、ちょっとできれば教えていただきた

いなと思うのです。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

単価的には、メータ〇経済部長（高橋光男君）

ー当たり５００円ちょっとではなかったかと記憶

しているのですけれども、ことしの希望実施数に

ついては現在資料を持ち合わせておりませんので、

後ほど答弁させていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、林業関係で〇７番（植松正一議員）

すか、そちらのほうにまいりたいと思います。

未来につなぐ森づくりの推進事業ですけれども、

伐採後確実な植林を実施していくということで、

私も森林組合のときにはこういう高率な公共補助

金がいただければ本当にまだまだ山もよくなって

いたのかもしれませんけれども、前は３２％の手

出し、事業を実施した場合、このとおりです。そ

して、今この補助に上乗せて北海道が１６％の名

寄市が１０％、合わせて９４％の補助率ですよね。

これは、植林をされた方は負担は６％ぐらいで済

むわけですから、本当に大変な状況、いい施策だ

と思っています。前は、カラマツや何か植えます

と大体１３万円から十四、五万円かかっていまし

たから、今ここでしたら３万円弱ぐらいでできる

のかなと思っていまして、本当にこれだったら森

林、造林の意欲含めて、そのまま放置されるのは

なくなるなと思っていますけれども、ただちょっ

と私はあれなのですけれども、今当初答弁の中で

北海道のカラマツ林が成熟期を迎えており、交付

金はこれカラマツのみではないですよね。全部で

すよね。どうぞお願いします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中でカ〇経済部長（高橋光男君）

ラマツ林と言ったのは、特徴的な材を言わせてい

ただきました。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしたら、樹種にか〇７番（植松正一議員）

かわらずこの高率な実施者に対しての上積みの助

成が当たるということですね。それで、大変いい

ことでございますので、本当に行政含めて、それ

から森林組合、関係機関も含めてやはりＰＲをし

て、この機会に名寄市の山づくり、他のまちのそ

れに負けないぐらいの山づくりをされたらいいの

かなと思っております。

それから、新しい制度の森林経営の基盤づくり

の森林・林業再生プランなのですけれども、この

関係にしては今後の取り組みについての答弁があ

りました。そして、国では１０年後に木材自給率

５０％を目指すと。森林・林業再生プランを打ち

出して２４年から新しい森林整備計画に基づき、

森林経営計画施業の作成をこれから行うというこ

とでございますけれども、これは去年ですよね。

森林整備計画を新しくさせて、今度はそれに基づ

いての森林経営計画だということで、当然事業の

内容を含めて補助率、また今までと違い、事業の

中身も見直しも大いに変わってくるような気もす

るのですけれども、わかっている範囲でいいので

すけれども、その中身の変わったところがありま

したら、ちょっとお知らせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

補助メニューにつき〇経済部長（高橋光男君）

ましては、もう既に変わっているというふうに思

っております。今後は、大きな変動はないものと
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考えているところであります。ただ、森林経営計

画は、森林の所有者が施業の集団化や省力化を図

って施業の生産性を高めることを目的にしており

ます。具体的には、森林施業計画では一体として

施業する森林を３０ヘクタール以上で、車で１時

間以内での計画となっていたものを森林経営計画

では林班、複数林班単位で当該森林の２分の１以

上を計画的に取り組むこと、それから計画を立て

る者は一体整備相当森林内の全所有林について計

画に編入することとなっているというふうに伺っ

ております。このほか大規模所有者には、これま

でと同様の内容となりますけれども、周辺の小規

模所有者と共同で計画することが可能となってい

るところであります。また、受託によって経営規

模の拡大や森林作業道開設計画や森林の保護に関

する計画等も記載することとなっているというふ

うに押さえているところであります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

経営の経営計画ですか〇７番（植松正一議員）

ら、本当に大変なボリュームだと私は思っており

まして、先日４月末に道北林活議連の総会があり

まして、その以前にこの森林の再生プランの概要

等なども林野庁のほうからのスライド含めて説明

を受けました。大変なボリュームだと私は思って

おりまして、そのときも中身を含めて、上川振興

局含めて道からの、こちらのほうから要請があれ

ば出向いて作成に当たるということも言っていま

したけれども、本当にこの機会にやはり名寄森林

はこういうものだぞと。そして、長年若い人らに

受け継ぐためにもこれを機会にしっかりとやっぱ

り煮詰めたもので、そういう事業を求めておきた

いなと、こう思っております。

それから、ネズミの被害状況でございますけれ

ども、これは最終確認は聞くと先ほどの答弁では

６月の上旬までに取りまとめるということですけ

れども、名寄市の場合は今現状としてはどういう

状況なのでしょうか。まだ決まっていませんか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

上川総合振興局から〇経済部長（高橋光男君）

は、６月上旬までに被害の調査の報告を求められ

ておりまして、一定程度概要をまとめる予定をし

ておりますけれども、ちょっと全体の確認には時

間がかかるのではないかというふうに判断をして

おります。対応としては、殺そ剤の散布量を増量

するよう予定をして、申し込みを行ったところで

すけれども、野ネズミの被害については保険の対

象になっていないのです。それで、被害額が相当

数に上がれば、何らかの措置を講じてほしい旨の

要請を上川総合振興局等に対して行ってまいりた

いというふうに思います。それで、被害状況の面

積だとか、被害額がどのぐらいだとか、先ほども

申しましたようにまだまとまっておりませんので、

上川総合振興局のほうにはまとまり次第早急に報

告をさせていただきたいというふうに考えており

ます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今高橋経済部長のほう〇７番（植松正一議員）

から言われましたように、本当に私もネズミの被

害の関係ちょっと見させていただいていますけれ

ども、当面はやっぱり若齢級の林齢分野なのです。

ことしの場合雪が多かったせいなのか、一回排根

線なり、そこに根づいていると、自分も生きるた

めにはやっぱりだんだんと食いながら雪の上に上

がってくるものですから、丸くみんなきれいに皮

をむかれてしまう。そういうような私の近間でも

こういう被害が。何かテープつけてありますから、

調査されたのだろうと思っておりますし、私の山

も今３年目ですから、どんなになっているか近々

見に行かなければならぬのかなと思っていますけ

れども、こういう名寄市もこれだけの大きな発生

しているということは、全道的にも大きく発生し

ているのはこれ間違いないと私は思っております。

今までも大体５年とか１０年周期というのはこれ

もう必ずあるわけなので、ただ、今部長言ったよ

うに保険の対象外なのです、本当に。ですから、

この辺が対象外だから云々というけれども、これ
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は全道含めて取りまとめた段階でやはり補助の対

象とするか、それとも被害の造林を無料化でさせ

るか、そういう形というのはぜひこちらからの要

望を含めてお願いしたいなと、こう思っておりま

す。これからのせっかく植林をしたものがネズミ

の被害含めて本当にこういう状況で保険もかから

なくて、また所有者に負担をかける。この辺は、

各関係機関ともやはり大いに振興局、道などに努

力の一端をお願いすると、そういうことで私もお

願いして、私の質問と。

終わります。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの電牧さくの〇経済部長（高橋光男君）

予定ですけれども、名寄集落で１８個、２万６

００メートル、風連地区では個数はちょっとわか

りませんけれども、延べ数で１万８９０メータ

ーの要望があったということです。風連地区の個

数は、ちょっと申しわけないですけれども、メー

ターだけはそういうふうになってございます。

以上でございます。

以上で植松正一議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時０９分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティーバス実証試験運行について外２

件を、竹中憲之議員。

議長より指名をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたので、さきの通告順に従いまして、大項

目で３点について質問をさせていただきます。

大項目の１点目は、コミュニティーバス実証試

験運行についてであります。市内運行バスは、高

齢者、交通弱者の通院、買い物等の重要な足であ

ります。実証試験運行をするに当たって、路線再

編のメリットと乗車率の目標はどのぐらいに置い

ているのかについて、まずはお知らせを願いたい

というふうに思います。

現在の運行路線、循環線と東西線で市内を網羅

していますが、実証試験運行のコミュニティーバ

スは東地区と６丁目を循環をする東路線と西区、

北地区と６丁目を循環する東西線の２路線となっ

ております。ＡからＢに、あるいはＢからＡに乗

りかえる場合の取り扱い、特に福祉センターや東

病院への乗り継ぎが必要となりますけれども、こ

の運賃あるいは乗り継ぎのあり方についてどのよ

うに考えているかお知らせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、新規就農者の現状と課題についてで

あります。名寄市の基幹産業である農業の振興策

は、重要な課題であります。今日まで国や道の施

策も含めて基盤整備や共同利用機械導入、栽培技

術の確立、農業担い手育成などを進めてまいりま

したが、農業後継者が少ない状況になっているの

ではないでしょうか。農地流動化に伴うあっせん

や賃貸借も大きな動きにはなっていないのではな

いでしょうか。現状でいきますと、ますます準限

界集落あるいは限界集落が増大をしていくことに

なり、基幹産業の崩壊につながることが考えられ

ます。現在の経営者で後継者がいない方は、六、

七割というふうに私は思っていますけれども、後

継者がおり、耕作地拡大をするにしても条件にも

よりますが、限界があるのではないかというふう

に思っています。現状のままでは、耕作放棄地が

増大することは目に見えているというふうに思っ

ています。耕作放棄地をつくらないためには、新

規就農者の拡大が必要と思っていますが、今日ま

で進めてきた新規就農者の数について、また就農

後の各団体等との連携はどのようになっているの

か、今後の新規就農者対策についてお聞かせをく

ださい。

大きな３つ目、パブリックコメントについてで

あります。自治基本条例でまちづくりの推進で市

民参加制度がうたわれており、重要な政策決定の

過程において市民の意見を反映させることとして
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います。５月までの対象件数と市民からの意見件

数は何件となっているのでしょうか。パブリック

コメントの基本的な考え方についてと今後のパブ

リックコメントのあり方についてお聞かせを願い

たいというふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目３点にわたって質問をいただきました。大項

目１と３は私から、大項目２は経済部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、コミュニティーバス実証試験運行につい

ての路線再編の期待される効果についてお答えを

したいと思います。市内路線バス再編につきまし

ては、車を持たない市民でも買い物や通院等の移

動に困らない交通体系の構築、また過度な車利用

の習慣の改善を図り、公共交通に肯定的な市民意

識の醸成を目指して、本年７月より平成２７年３

月までの２年９カ月間実証試験運行を実施をする

ものです。内容は、市内線３路線のうち市の委託

運行路線の東西線と名士バスの独自運行路線の市

内循環線の２路線を再編して運行するものであり

まして、期待される効果としましては、１つとし

て以前はすべてが時計回りの路線でありましたが、

新たな西回りの路線を反時計回りにすることによ

り、目的地に合わせた路線選択がしやすくなるこ

と、２つとしてこれまで市内線の運行されていな

かった場所での運行が行われることにより、新た

な顧客を獲得することができること、３つとして

運行時間を利用しやすいパターンダイヤとし、午

後８時台までの運行時間を延長するなど利便性の

拡大及び学生等に利用しやすく調整を図ったこと、

４つとして高齢者の買い物時間帯に合わせ午前中

の便を多く配置し、利便性の向上を図ったことな

どが挙げられると思われます。

次に、乗車率の目標につきましては、現況市内

線、西回り１便当たり９人、東西線、主に東回

り１便当たり５人と市内線運行の採算ベースを

大きく割り込む状況のもとではありますが、少子

高齢化社会を見据え、車にかわる公共交通の創造

という新たなバス文化の醸成を図る政策的な視点

もあることから、実証試験中につきましては数値

的な目標は持たず、利便性の確保を最大限検証し

ながら、乗車率の向上に結びつけていきたいと考

えます。

次に、乗り継ぎのあり方についてですが、再編

された路線については東西線を市内東地区を回る

路線として変更し、これまでの市内循環線は市内

西地区の路線に変更したことから、西地区から東

地区、または東地区から西地区への移動をバスで

行う場合、乗り継ぎが必要な状況が発生をします。

乗り継ぎをする場合の運賃につきましては、それ

ぞれ別々な路線として区分けされますことから、

西回り１５０円、東回り１５０円となりますが、

実証試験運行として実施をするため、御利用いた

だく方の負担の軽減を図る観点から、乗り継ぎ運

賃は追加５０円としております。また、乗り継ぎ

のあり方につきまして今まで当市では市内におけ

る乗り継ぎの習慣がなかったため、混乱が生じる

ことも予想されますので、バスの乗り方、乗り継

ぎの方法等につきまして誘導、サポートの対応を

図ることとし、検討を進めております。

続きまして、大項目３、パブリックコメント条

例についての基本的な考え方についてお答えしま

す。まちづくりの基本ルールである名寄市自治基

本条例に定められた市民参加制度の一つとして、

平成２３年度から施行しており、その手続等にお

きましては名寄市パブリック・コメント手続条例

に定めるとおりであります。御質問のありました

パブリックコメントの考え方につきましては、こ

れまでも市の重要な計画や方針等の決定に当たっ

ては懇談会等の開催を通じ、市民意見の反映に努

めてまいりましたが、本市における実施機関の共

通ルールとしてパブリックコメントを実施し、重

要な施策決定の過程に市民参画の機会を設けるこ
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とで、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、

市民との連携、協力によるまちづくりを目的とす

るものであり、今後とも条例に基づき適正に進め

てまいりたいと考えております。

次に、パブリックコメントの５月までの対象件

数と市民からの意見提出件数について申し上げま

す。昨年度は、総合計画後期基本計画を初め合併

後に策定した計画等の見直しの時期に当たりまし

て、パブリックコメントの対象件数は１３件と多

くなりましたが、このうち市民から意見の提出の

あった計画等につきましては４件、約３０％であ

りまして、意見総数は７名の方から９件となって

おり、意見の提出がなかった計画等は９件で約７

０％となっております。条例施行した昨年度は、

市民の皆さんに制度自体が十分に浸透されていな

いこと、さらには記名式という影響も考えられま

すが、全体的に意見が少ないこともあり、意見を

反映した計画等の件数は１件のみとなっておりま

す。

次に、パブリックコメントの今後のあり方につ

いてでありますが、今後も条例に基づき本制度の

活用を通じ、政策決定過程への市民参画を促進を

してまいります。しかしながら、ただいま５月ま

でのパブリックコメントの実績について申し上げ

ましたとおり、意見の提出件数がゼロの計画等が

９件で、全体の約７０％という結果となっており、

制度の運用面における工夫が必要と考えていると

ころであります。他の自治体におきましても同様

の課題があると伺っており、急な解決策は見出せ

ない状況にありますが、昨年度後半からＡ４判１

枚程度の計画書等の概要版をあわせて公表し、わ

かりやすい情報提供に努めているほか、現在は公

表場所の工夫などについても検討を進めていると

ころであります。

なお、パブリックコメントはもとより、従来か

ら実施をしております懇談会などの手法も含め、

市民参画の一層の推進に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから大項目〇経済部長（高橋光男君）

２、新規就農者の現状と課題で３項目の質問に対

し答弁をいたします。

まず、小項目１、きょうまでの新規就農者数に

ついてお答えを申し上げます。平成１９年度に策

定した新名寄市農業・農村振興計画に基づき、次

代の農業を担う意欲と能力のある担い手育成のた

め、農村青年組織の活動支援、農家子弟を初めイ

ンターンや農外からの新規参入者の受け入れ態勢

整備など取り組みを進めております。最近３年間

の後継者及び新規参入者の数でありますが、平成

２１年６名、平成２２年５名、平成２３年９名と

なっており、新規学卒者５名、Ｕターン１３名、

新規参入２名の合計２０名となっており、平成２

４年４月に北海道の就農計画の認定を受けました

１組、お二人の方が智恵文地区に新規就農してお

ります。また、発言の中にありました農地の集積

状況につきましては、前日の山田議員に対する答

弁のとおり、平成２１年度から平成２３年度まで

の３カ年で件数で１０８件、面積で３４５ヘクタ

ールとなっております。

次に、小項目２、各団体等との連携についてお

答えいたします。新規参入者の受け入れにつきま

しては、北海道農業担い手育成センターと連携す

るとともに、関係機関で構成する名寄市農業担い

手育成センターにおいて協議し、推進を図ってま

いりました。また、研修などの受け入れに当たり

ましては、北海道指導農業士、北海道農業士の御

協力をいただきながら行ってきたところです。平

成２４年２月現在の人数は、指導農業士１１名、

農業士２３名となっております。平成２４年度か

ら始まった新名寄市農業・農村振興計画後期実施

計画においては、名寄市農業担い手育成センター

の機能強化を図り、総合的な農業支援機構の確立

を目標としており、名寄市農業担い手育成センタ

ーの構成についても道北なよろ農業協同組合、名

寄市農業委員会、上川農業改良普及センター名寄
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支所、北海道指導農業士、北海道農業士の関係者

のほか、平成２４年度より新たに名寄市内の北海

道指導農業士、北海道農業士で構成しております

グリーンアドバイザー協議会も構成団体としてお

願いをし、その中で関係機関、団体と連携しなが

ら取り組みを進めてまいります。また、研修プロ

グラムについては、名寄市農業振興センター機能

の活用などを含めて検討してまいりますので、御

理解をいただきたいというふうに思います。

次に、小項目３、今後の新規就農者対策はにつ

いてお答えいたします。新規就農者の今後の対策

としては、まず名寄市の受け入れ態勢などの基本

方針について、平成２４年度に策定することとし

ております。その基本方針をもとに北海道担い手

センターのホームページ、名寄市のホームページ

を活用するほか、札幌や東京で行われる新・農業

人フェアに出展するとともに、本年度から杉並区

に派遣をしております職員を通して情報発信する

など、対策を講じてまいります。また、支援策と

しては、平成２４年度に国の事業で新設された新

規就農総合支援事業を活用するとともに、市の単

独事業での支援策も含めて関係機関、団体と連携

しながら取り組んでまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、それぞれ御〇８番（竹中憲之議員）

答弁をいただきましたから、順次再質問させてい

ただきたいというふうに思いますが、今回の実証

試験運行で、私がいただいている概要を見ますと

バスはリースというふうになっているようであり

ますけれども、今日環境問題が大きな問題になっ

てきていますが、そのバスのリースについて環境

問題、どのような形でこのリースバスが入ってく

るのか、非常に今普通乗用車にしても環境問題、

排ガス問題も含めていろいろ取りざたされていま

すけれども、その扱いについてはどのようになっ

ているのか、まず１点目お願いを申し上げたいと

思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回実証試験を行う〇総務部長（扇谷茂幸君）

に当たりまして、新たにバス２台を用意をしたい

と思っております。当然高齢者、それから子供含

めて乗りやすいバスということで、ワンステップ

バスを用意をしたいということで考えておりまし

て、しかしながら費用の問題もございまして、今

回の２台のバスにつきましては中古車をリースを

したいということで、バス業者のほうとちょっと

相談させていただきまして用意をするということ

にしておりまして、現在エコ車が随分普及をして

おりますけれども、今回導入するバスにつきまし

ては特別なエコ対策車両とはなっておりません。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

借りるところは、恐ら〇８番（竹中憲之議員）

く現在運行されている名士バスだというふうに思

いますが、中身的にはこれをやるに当たって名士

バスさんは新車入れられないということも含めて

あるでしょうから、そういった意味では今回もう

少し環境に配慮したバスのリースのあり方も必要

ではなかったかなというふうに私は思っています

が、もう既に７月ですから、あと半月もすれば運

行するということで確定をされているのだと思い

ますが、今後の扱いについてはこのような環境の

問題について配慮されたバスで運行できるような

形を求めておきたいというふうに思っています。

あと、利用促進策として、実はインセンティブ

適用箇所というのがここに設けられております。

これが駅前も含めて５カ所あって、実はその中身

が２カ月しか適用にならないというか、しないと

いう、そういう状況でありますけれども、これは

試験的にやるのか、それともたまたま思いついて

やったのか、その辺試験的にやるとしたら、私は

もう少し長い期間やってもいいのではないのかと

いうふうに思っていますが、その辺の２カ月にし

た扱いについて、なぜ２カ月になったのかについ

てお聞かせ願いたいと思います。
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扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

インセンティブの扱〇総務部長（扇谷茂幸君）

いについては、私ども経験がないということもご

ざいまして、こうしたバスの実証試験運行を行う

各都市の状況なりをちょっと調査をさせていただ

いて、また含めてコンサルが入っておりましたの

で、コンサルのこれまでの状況なりも確認をさせ

ていただきながら対応したということであります。

したがいまして、インセンティブはある意味長い

期間やるということで効果がそれ以上期待される

かというと、現状そうはなっていないということ

が１つこれまでのそれぞれの都市の取り組みの中

でありまして、今回東回り、西回りという新たな

路線、そして乗り継ぎという新たな形になるとい

うことの意識づけをとりあえず２カ月程度でしっ

かりさせていただくと。そしてまた、次の段階で

新たなインセンティブのあり方を考えると。同じ

ことを繰り返す、ずっと長い期間やるということ

ではなくて、一つ一つ検証しながら、新たなイン

センティブのあり方も含めて検討して、また次の

段階でそういったインセンティブを入れていくと。

そういったことが効果的ということでありますの

で、今回第１弾ということであります。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それから、もう一点、〇８番（竹中憲之議員）

障害者の扱いについても実はここに載っているわ

けでありますけれども、身体障害者あるいは療育

手帳を持っている１、２種の扱いで、これが金額、

運賃は書いていないのでありますが、５割という

ふうになっているのです。細かい話ですけれども、

１５０円の５割なら７５円ということなのですけ

れども、この値段がきちっと提示をされていない

というのはちょっとわからないのでありますが、

これを教えていただきたいのと、あと先ほど答弁

いただいたのですけれども、東と西の路線の乗り

継ぎの関係ですけれども、実は時刻表を見ますと

ＪＲ名寄駅前発着という扱いになっていて、乗り

継ぎをするのはどうしてもどう見ても駅前でない

と乗り継ぎができないような仕組みになっている

のではないかというふうに思っています。ですか

ら、倍は時間かかりませんけれども、東病院ある

いは福祉センターへ行くのに若干の時間はかかる

のかなと、今までより。そんなこともあるのです

が、今後の扱いとしての問題提起、また後でお聞

きをしたいと思いますが、その辺についての取り

扱い、ちょっとお聞かせを願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

６月の広報で今回の〇総務部長（扇谷茂幸君）

コミュニティーバスの試験運行について市民の皆

さんにちょっと周知をさせていただきましたけれ

ども、その１項目の中に障害者、それから療育手

帳をお持ちの方は５割引というような記載をさせ

ていただいております。この辺についてわかりづ

らいということでありますので、新たな周知にお

きましては具体的な金額等を入れて対応したいと

思います。

それから、乗り継ぎの関係で、今回主に駅前で

の乗り継ぎが多分多くなるだろうということでち

ょっと考えておりましたが、今回こうした路線の

変更を伴うに当たりましては一定程度いろんな実

績を考慮させていただいております。新たなバス

文化の醸成なり、乗っていただく方をふやしてい

くと、そんな施策が中にありますので、実は東側、

西側、お互いその間で移動していく市民の皆さん

の数がある意味非常に少なかったと。１つそんな

実績もございまして、今回西側、東側と分けさせ

ていただいたということがありますので、そうい

ったことで実際に乗り継ぎに当たってちょっとタ

イミングが悪いと若干福祉センターあたりに行く

のに時間がかかると。それから、もしくは西から

東病院のほうに向かうのにちょっと時間がかかる

というようなことも確かに生じるかと思います。

全体的な市民の皆さんの利用の状況を含めて今回

の対応になっているということでありますから、

一定程度実証試験としての御了解をいただかなけ

ればならないということは現実ありますので、こ
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れにつきましてはあくまでも実証試験ということ

でありますから、いろんな効果を、もしくは弊害

を見ながら、ぜひまた改善すべきところは改善を

していきたいというふうに思っています。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうから改善〇８番（竹中憲之議員）

するところは改善したいというふうに答弁ござい

ました。実証試験運行ですから、市民の声あるい

は要望があればこの試験運行をやっている間でも

変更があり得るということで確認をさせていただ

いてよいのかどうか、御答弁願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

一定期間様子を見な〇総務部長（扇谷茂幸君）

がら、市民の皆さんの意見を聞く状況を必ずつく

っていきたいと思います。１つは、アンケートと

いう手法もありますので、これ実際にバス事業者

も運行しながらそれぞれ市民の皆さんの声を聞く

機会も当然あるというふうに判断をしていますの

で、そういったことを含めながら、一定程度の時

期を見ながら変えることは可能でありますから、

ぜひそんな対応も含めて考えてやっていきたいと

思います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティーバスの〇８番（竹中憲之議員）

実証試験運行については、そういうことで確認を

させていただきたいというふうに思います。

次に、新規就農者の扱いについてでありますが、

先ほども質問いたしました中で答弁されましたけ

れども、結果的に今日まで新規就農者といっても

親等々がいてＩターン、Ｕターンで帰ってくる方

が多いというのが見たら現状だというふうに思っ

ています。近年団塊の世代ということでよくテレ

ビでも新聞でも出ていますが、６０超えて再チャ

レンジということで、里山あたりへ入って農業を

やるというような方も多くいられるようでありま

すけれども、しかしこういう方にしてみれば農地

を集積をしていくというような状況にはないとい

うふうに私は思うのです。また、Ｉターン、Ｕタ

ーンでも中身的に大きな耕作地を持っていれば、

条件によってはそんなにそんなにたくさん集積が

できないなと私は思っているわけです。そこで、

やはり農地の荒廃が進んでいくというふうに思っ

ていまして、なぜ新規就農者のことで言うかとい

うと、そういう問題がここ１０年、１５年で出て

くるなと。そういう意味では、新たな就農者とい

うのをやっぱり開拓をする必要があるのではない

かというふうに私は思っています。私の感覚とし

ては、新規就農者というのは身内がいなくて本当

に新しい人です。が入ってくることを私は求めて

いるというか、望んでいる一人でもありまして、

そういった意味ではそういうような情報発信のあ

り方というのを今後どのように組んでいくのか、

そんなことについてもし考え方があればお聞かせ

を願いたい。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇経済部長（高橋光男君）

も若干触れさせていただいたのですけれども、本

年４月から杉並に職員を派遣しております。その

部分でことし従来は北海道札幌市で行われる新・

農業人フェアに出展をさせていただいたのですけ

れども、今般平成２４年度予算で東京の新・農業

人フェアに出展する１人の旅費がついてございま

す。それらも含めて先ほども申し上げましたけれ

ども、杉並を一定程度中心として、そこを核とし

て新規就農者に対する情報発信、それからちょっ

と暮らしの部分を含めて総合的なパンフ等もつく

って活用しながら、対応してまいりたいというふ

うに考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

実は、大分前からとい〇８番（竹中憲之議員）

うわけでもありませんが、１つは活用の仕方、も

う一つあるのかなというふうに私は思っています。

昨年から名寄大学の学生と農業との交流が盛んに

なってきていますけれども、実は名寄大学の学生、

卒業すると全国各地に散らばるわけです。そこと

の連携というのは、私はいいのかなというふうに
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思っているのです。それは、大学１年に何十人か

卒業するわけでありますが、その中でも農業との

交流や何かやった方も出てくるわけでして、そう

いうところとの交流、あるいはこちらからそうい

うところへ情報を送る。そして、そこから発信を

してもらう。そういうことももう一つはあるなと。

インターネットだとかなんとかといろいろありま

すけれども、そういうことだけではなくて、そう

いうやり方も一つの方法かなというふうに思って

いますが、そんなことも含めて今後もう少し考え

ていく必要があるというふうに私は思っています

が、この考え方についてだめだとは言わないと思

いますけれども、お答えをいただければというふ

うに思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおり、〇経済部長（高橋光男君）

いいアイデアだというふうに思っております。特

にグリーン・ツーリズムの関係では、名寄大学の

講義の中の一つとして北海道の農と食という講義

がございまして、毎年６０名近く受講されて、実

際に農家のところに年３回程度入って実習体験を

しているといった実例もあります。そういった意

味でも大学の卒業生を活用するというのはいいア

イデアだというふうに考えておりますので、今後

研究していきたいというふうに考えております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それと、もう一点ちょ〇８番（竹中憲之議員）

っと先ほどいろんな団体があって、新規参入者と

の連携や何かも含めてやっているということであ

りますが、センターとの問題、あるいは一番気に

なっているのが指導農業士や農業士がそれぞれの

団体に入ってやっていることは承知をしています

が、横断的にその方々との連携というか、そうい

うのも私は一つは必要でないかなというふうにも

思っています。必ずしも一人の人が新規就農者と

の連携というか、そんなことばかりでないし、得

手不得手もそれぞれ持っているというふうに思っ

ていますから、そういった意味ではもう少し横断

的な農業士や指導農業士等の活用と言ったらたた

かれますけれども、交流が必要だと。そういうこ

とも行政として少し音頭をとって、今２０名ぐら

いいるのですか、平成２１年から。ですから、そ

ういった意味ではそういう目の前にもいますけれ

ども、交流を少しする必要があるのかなというふ

うに私は思っています。ただ単に団体の中へ入っ

てやるということは、そんなにそんなに大きく連

携とれるというふうには私は思っていないもので

すから、そういうことも含めて今後やっていくこ

とも１つあるのではないかと思いますが、その辺

についていかがでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

指導農業士、それか〇経済部長（高橋光男君）

ら農業士とのかかわりの中では、農業関係で持っ

ている各種委員会の構成メンバーの中に入ってい

ただいて御意見等を伺っておりますし、先ほども

新規就農の関係で言いましたけれども、新規就農

をする際の研修の部分で指導農業士の方と農業士

の方のお宅に実際に入って研修を受けていただい

ておりますので、その部分については横のつなが

りがあるかなというふうに判断しております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今横のつながりはある〇８番（竹中憲之議員）

のかなというふうに何か最後疑問符がついていま

したけれども、もう少し広くやるべきだというふ

うに私は思っています。

ちょっと最後になりますけれども、実は１つ新

規就農者がここ数年、平成２１年から数えて２０

名ほどいるのですけれども、ここにおける耕作品

目あるいは耕作面積がどのようになっているかと

いう、そういう調査というか、押さえてはいると

思いますけれども、近年高収益花卉だとか、そう

いうものも含めて高収益なものということでいろ

いろやっているようでありますけれども、その耕

作品目の転換だとか、あるいは耕作面積が大きく

なった。小さくなることはまずないと思いますけ
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れども、そのような数字を押さえられるとしたら、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在資料を持ち合わ〇経済部長（高橋光男君）

せておりませんけれども、Ｕターン等で入ってく

る部分については農家子弟の方が多いものですか

ら、実際親御さんと一緒に農家経営に携わってい

ただいているということがあります。ただ、異業

種からの新規参入の分については、一定程度押さ

えさせていただいてはおりますけれども、つくる

作物については基本的に集約的な作物というか、

ハウス園芸を中心とした作物が中心になっており

まして、平成１７年か１６年に就農した方につい

ては、中名寄地区に入って当初施設園芸をやって

いたのですけれども、離農する農家の方の水田を

引き受けて水田耕作を行っているという実例も現

在のところございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

中身的にＩターン、Ｕ〇８番（竹中憲之議員）

ターン、先ほど私がちょっと言って、言い過ぎた

かなというところもあるのでありますが、耕作地

の集積というのもそれなりにここ数年はされてい

るようでありますけれども、先ほど言いましたよ

うに１０年、１５年先の中身が見えないという状

況にあるだけに、どうこの耕作地、農地を集積し

ていくかというのは今後の大きな課題であります

から、そういった意味では今まで以上に新規参入

者をどうつくっていくかという、名寄から情報発

信をより多く進めていくということをまず求めて

おきたいというふうに思います。

次に、パブリックコメント条例についてであり

ますが、先ほど対象件数、昨年の４月から１３件、

意見件数が７名の９件ということでありますけれ

ども、行政としてこれは総務でやったのかどうか

別にしても、市民からの意見が少ないということ

について若干今後もう少し考えるということであ

りますけれども、どのような分析をされたのか、

細かいところまで含めてあればというふうに思い

ますが、されたのかについてお聞かせ願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現実にパブリックコ〇総務部長（扇谷茂幸君）

メントに関する市民からのいろんな御意見いただ

くというのは少ないということで、もしくはゼロ

と。ゼロが多いということで、私どもこの間考え

方としてはやはり私どもの情報の提供の仕方、パ

ブリックコメントを市民の皆さんにお願いをする

ときのいわゆる中身の出し方の問題も１つあるだ

ろうと。それから、計画がぼんと一括で出るとい

うことで、中身の周知含めてもう少し細かい手だ

てが必要だろうということを実はちょっと認識を

しております。情報の出し方でいきますと、ホー

ムページでありましたり、広報でありましたり、

それから各種情報コーナー等含めて庁舎を活用し

ながらごらんをいただくという場面もつくってい

るわけですけれども、意識的にそこに市民の皆さ

んが入ってこられないとなかなか見ていただけな

いということもありますので、そこのところは今

後の公表の仕方については少し検討が必要と。一

つの例として、例えばＦＭがありますので、そう

いった聞いていただくという部分を含めてぜひ公

表の場の多様化をちょっと図っていきたいなと思

っておりますし、中身のいわゆる理解をしていた

だくという部分につきましては、今概要版を１枚

つけておりまして、できるだけわかりやすい説明

を心がけております。しかしながら、ほかの都市

もさまざまな対応をされているというふうにも聞

いておりますけれども、ちょっとまだ１年程度と

いうことで、中身というか、パブリックコメント

の考え方につきましても市民の皆さんに若干周知

をされていないというところもありますので、あ

わせてあり方の周知も含めてぜひ対応してまいり

たいというふうには考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうから答弁〇８番（竹中憲之議員）

あったように、ホームページあるいは広報等々で

ということでありますけれども、どうも見たとき
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にあれ見てすぐこれはどういうことなのかと理解

しづらいという、内容そのものが。大枠はわかっ

ても内容を読んだときに、中身を見たときにどう

も理解しづらいというのがあるのではないのかと

いうふうに私は思っています。それと、もう一つ

は、自治基本条例の中で市民に周知をするという

ことも含めて、公聴会というのもたしか条例の中

でうたわれたというふうに思うのですが、こんな

ところの開催についてどのように考えているのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

パブリックコメント〇総務部長（扇谷茂幸君）

にかけるそれぞれの内容にもよりますけれども、

実際周知を図って、かつ市民の皆さんから御意見

をいただくという場面につきましては、今これは

１つ特徴的な例でありますけれども、（仮称）市

民ホールの関係で、市民の皆さんへの説明会です

とか、それから関連する各種団体等の御意見を直

接伺うというような機会もとっております。すべ

ての計画もしくはパブリックコメントにかけるも

のについて、こんな形がとれるかどうかというの

も１つありますけれども、まさに市民の皆さんの

意見を直接聞くということはこれまでの中で一定

程度手をかけてやってきているということもあり

ますから、こういった手法を含めてぜひ活用しな

がら、市民の皆さんの意見をしっかり出していた

だける、そんな機会をつくってまいりたいという

ふうに考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

パブコメの扱いについ〇８番（竹中憲之議員）

ては、市民の意見をいただくという中身では１年

３カ月ですからまだまだ浸透していないのかもし

れませんが、公表する中身の問題、あるいはもう

少し工夫をして、公表場所の問題であったり、あ

るいはパブコメの場合は１カ月ですから、公聴会

やるといってもそれは厳しいのかもしれませんが、

そういう場の検討も必要だというふうに思ってい

ますので、今後庁内議論をされて、できる限り市

民の皆さんに伝えていく、あるいは意見をいただ

くということも重要だというふうに私は思ってい

ます。なぜかというと、議会基本条例の中でおと

としは非常に市民の皆さんにお願いしてというか、

参加が少なかったのでありますが、去年は倍以上

出席をしていただきました。そういうことも含め

てやることによって市民も理解をして、参加をす

る、意見を言うということも十分考えられると思

いますので、そのようなことについてきちっと今

後庁内の中で議論をしていただいて、できるもの

はやっていただくということで、私の発言を終わ

らさせていただきたいと思います。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 大 石 健 二

署名議員 高 橋 伸 典

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号
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開議 平成２４年６月１４日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第４ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第５ 意見書案第１号 基地対策関係予算の

増額等を求める意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむ

けての協議からの撤退を求める意見書

意見書案第３号 医療計画、２次医療

圏の基準見直しに関する意見書

意見書案第４号 再生可能エネルギー

の導入促進に向けた環境整備を求める

意見書

意見書案第５号 「防災・減災ニュー

ディール」による社会基盤再構築を求

める意見書

意見書案第６号 けいれん性発声障害

（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求め

る意見書

日程第６ 報告第９号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第４ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第５ 意見書案第１号 基地対策関係予算の

増額等を求める意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむ

けての協議からの撤退を求める意見書

意見書案第３号 医療計画、２次医療

圏の基準見直しに関する意見書

意見書案第４号 再生可能エネルギー

の導入促進に向けた環境整備を求める

意見書

意見書案第５号 「防災・減災ニュー

ディール」による社会基盤再構築を求

める意見書

意見書案第６号 けいれん性発声障害

（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求め

る意見書

日程第６ 報告第９号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員
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６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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本日の会議に１０番、〇議長（黒井 徹議員）

高橋伸典議員からおくれる旨の届け出がありまし

た。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 竹 中 憲 之 議員

１１番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

障害のある子供たちへの対応について外２件を、

川村幸栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、大項目で３点について質問

をさせていただきます。

まず１点目に、障害のある子供たちへの対応に

ついて伺います。北海道教育委員会によると、２

０１２年度の上川管内の小中学校で特別支援学級

に通う児童生徒は３３１人で、５年前の６倍

の増になっているといいます。また、放課後の大

切な生活の場である学童保育所の障害児の受け入

れ状況でも全国学童保育連絡協議会の資料により

ますと２００７年の実態調査では２００３年の調

査に比べて入所児童が８倍になっていると言わ

れています。１施設当たりの受け入れ障害児童数

がふえる傾向にあることが確認されています。ち

なみに、１９９８年調査に比べると入所児童数は

７倍という状況になっています。

そこで、障害のある子供たちへの対応について、

学校での対応、放課後の対応についてお伺いをい

たします。学校での対応についてですが、全国的

には特別支援学級の教室の確保が難しくなってい

ると言われています。また、教員についても複数

の児童を１人の教員が対応するのが難しく、マン

ツーマンでの対応が必要なことも多いと聞いてい

ます。専門性のある教育の保障が求められるとこ

ろですが、名寄市の対応についてお知らせをいた

だきたいと思います。

２つ目に、放課後の対応について伺います。共

働き、ひとり親家庭などの子供たちが平日の放課

後、土曜日、夏休み等に家庭にかわる毎日の生活

の場として過ごしている学童保育所ですが、保護

者の帰宅時間が遅くなる傾向の中で、学童保育所

の開設時間が延びており、児童が学校で過ごす時

間より約５１０時間も多く学童保育所で過ごして

いるという調査結果もあります。学童保育所は、

大切な生活の場となっているわけですが、受け入

れ態勢、施設や指導員などの条件整備はどのよう

になっているのか、待機児童についてもお知らせ

をいただきたいと思います。

大きく２点目、市民の命を守る国保について伺

います。国保は、相互扶助とされていた旧国保法

から現行法によって社会保障へと位置づけが変わ

っています。国保は、国保法第１条に社会保障及

び国民保健の向上に寄与することを目的とし、憲

法第２５条に規定された国民の生存権を医療面で

具体化した制度であります。ですから、保険証が

なく、手おくれ死が生まれるなどということがあ

ってはなりません。

そこで、国保の現状についてお知らせをいただ

きたいと思います。国庫支出割合が１９８０年代

前半の５０％から２０１０年度は２６％に半減

しています。このことが各自治体の国保の財政難

と国保税高騰を招いています。こうした国庫負担

の削減が国保世帯の貧困化と一体にしたことで事

態は一層深刻になってきています。国民皆保険の

スタート当初は、国保世帯主の多くは農林水産業

と自営業でしたが、現在では非正規労働者を初め
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とする被用者と年金生活者などの無職者が国保世

帯主の７割以上を占めるようになっています。国

保加入世帯の平均所得の推移を全国で見ると、バ

ブル期の１９９０年度から２０１０年度に向けて

下がり続けています。反対に１人当たりの国保税

の推移を見ると上がり続け、６万円から約９万円

にはね上がっています。国保加入者の所得につい

て、所得に対する国保税の割合について、名寄市

の現状についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

小項目２つ目の改定国保法による今後の名寄市

の国保について伺います。ことし４月、都道府県

単位化を実行する改定国保法が可決、成立しまし

た。保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事

業、保険者支援制度の恒久化を決めました。保険

者組織や保険料のほか、徴収は市町村単位のまま

でも給付財政を都道府県単位化、広域化すること

で一般会計繰り入れの解消による保険料の引き上

げや保険原理の徹底と給付費抑制、都道府県によ

る市町村国保の統制という広域化を大きく前に進

めようというものです。定率国庫負担の削減も進

められるものであります。国保の広域化とは、負

担増、徴収強化という従来の路線を一層拡大し、

国保の住民福祉としての機能を切り捨て、徹底し

た給付抑制に追い込む道にほかなりません。国保

財政の都道府県単位化は、２０１５年度から施行

されます。国保本来の役割、社会保障としての本

旨を踏まえた対応が強く求められるところであり

ます。こうした中で今後の名寄市の国保について

の考えをお伺いをいたします。

最後に、サンルダム建設についてお伺いをいた

します。民主党政権が誕生した３年前、サンルダ

ムを含めダム建設の凍結を表明し、サンルダム建

設が中断されたままとなっています。建設促進の

声も上がっているようですが、サンルダムが本当

に必要であるのか、改めて名寄市の考えをお聞き

したいと思います。

１つ目に、多目的ダムであるサンルダムの利用

目的について伺います。治水については、昭和３

０年の洪水、平成１８年の浸水被害が取り上げら

れてきました。この間の対策、どのように行われ

てきたのかお知らせをいただきたいと思います。

次に、利水についてですが、人口減、節水が言

われ、１人１日平均給水量は減り続けています。

老朽管の改修で、有収率が目覚ましく高くなって

きています。しかし、全国平均の約９２％にはま

だ遠く、さらなる努力が望まれます。今現在の有

収率と目標値についてお知らせをいただきたいと

思います。

利用目的の発電では、当初４００キロワット

の発電と言ってきました。計画変更によりためる

水量が少なくなっていますが、発電量はどのくら

いの目標となっているかお知らせをいただきたい

と思います。

次に、自然保護についてであります。落差２４

メートル、１００段で約９キロのものを魚道をつ

くり、サクラマスを守ると言われています。カワ

シンジュガイは絶滅危惧種Ⅱ類に指定されていま

すが、こういったサクラマスやカワシンジュガイ

への影響についての検証はどのようになっている

でしょうか、お知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、市民周知、市民議論について伺いま

す。国によりダム建設事業の検証に係る検討を進

めるに当たり、関係地方公共団体から成る検討の

場を設置することとし、これに基づき北海道開発

局でもサンルダム建設事業の検証作業を進めると

しています。ダム建設を進める立場の方たちによ

る検討の場となっています。多様な意見、考えが

反映される検討の場が必要ではありませんか。こ

の部分についてもお考えをお知らせいただきたい

と思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇教育部長（鈴木邦輝君）

ただいま川村幸栄議員からは、大項目で３点の御
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質問をいただきました。大項目１は私のほうから、

大項目２は市民部長から、大項目３は下水道室長

からの御答弁とさせていただきますので、よろし

くお願いをしたいと思います。

大項目１、障害のある子供たちへの対応につい

て、小項目１の学校での対応についてお答えをい

たします。発達障害を含めます障害のある児童生

徒に対しましては、一人一人の教育的なニーズを

把握をして、個に応じた指導により一層充実させ

ていくことが必要であると考えているのが基本で

あります。本年度５月１日現在市内の小学校、中

学校では、合わせて４０の特別支援学級に７９人

の児童生徒が在籍し、これに対しまして５１人の

教員が指導に当たっております。使用している教

室につきましては、一部普通教室ではない部屋を

活用している学校もありますが、指導に必要な教

室については確保をされております。

また、通常学級におきましては、困り感を抱え

ている児童生徒への個別指導を充実するために、

北海道教育委員会、道から小学校３校、それから

中学校１校に対しそれぞれ１人ずつ児童生徒支援

の教員が加配されております。そのほか名寄市教

育委員会として小学校５校へ８人の特別支援教育

学習支援員を派遣をし、通常学級または特別支援

学級の担任の指導を補助する体制を整備をしてお

ります。また、各学校におきましては校内に特別

支援委員会などを設置をし、発達障害を含む障害

のある児童生徒の実態の把握や支援方策の検討を

行っておりますが、より適切な指導を行うために、

名寄市立大学や特別支援学校などの関係機関との

連携にも努めているところであります。具体的に

申しますと、小学校４校が名寄市立大学に学生ボ

ランティアの派遣を依頼をし、教科の学習などに

おいて困り感のある児童への支援体制を整えてお

ります。また、小学校８校、中学校２校が道の特

別支援教育パートナー・ティーチャー派遣事業を

活用し、特別支援学校からの教員から対象となる

児童生徒の個別の指導計画の作成の仕方や具体的

な指導及び支援の方法などについての助言を受け

ております。

今後名寄市教育委員会といたしましては、児童

生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導

及び支援を行うために、担当教員が特別支援学校

教諭免許状を取得できるよう、昨年度より開設さ

れています名寄市立大学の免許法認定公開講座へ

の参加を引き続き各学校に働きかけたり、特別支

援教育についての専門スキルを高めるよう研修会

などへの参加を促してまいりたいと思います。さ

らに、名寄市特別支援連携協議会や特別支援コー

ディネーター連絡会議の取り組みの活性化を図る

とともに、専門家チームによる巡回相談や名寄版

「すくらむ」の活用促進などに努めてまいります。

次に、放課後の対応でございます。名寄市にお

きます放課後の児童の受け入れにつきましては、

教育委員会では国の放課後児童健全育成事業に沿

いまして放課後児童クラブの事業実施を行ってお

ります。現在名寄市内における放課後児童クラブ

につきましては、４カ所が運営をされており、公

設の部分では２カ所、南小学校区内に設置されて

おります南児童クラブと風連中央小学校校区の風

連児童クラブであります。また、民間では２カ所、

名寄小学校校区と東小学校校区として学童保育コ

ロポックル、西小学校校区と豊西小学校校区のど

ろんこ学童すまいるであります。児童の受け入れ

につきましては、保護者が就労などにより昼の間、

放課後家庭にいないことが基本となり、各児童ク

ラブの定数につきましてはどろんこ学童すまいる

が定数を満たす状況ですが、他の児童クラブにつ

きましては定数内であり、障害のある児童を含め

まして、いわゆる待機児童はいないものと考えて

おります。

障害のある児童の受け入れにつきましては、各

施設の建物や指導員の人的配置の中で受け入れ可

能な範囲での実施をしております。現在公設の南

児童クラブにおいては２人、風連児童クラブでは

２人、民間の学童保育コロポックルでは６人、ど
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ろんこ学童すまいるでは３人の受け入れをいただ

いているところであります。また、各施設におけ

る指導員の受け入れ態勢につきましては、児童の

持つ障害の程度、症状にもよりますけれども、目

を離すことができない状況にも対応するため、対

応につきましては複数配置体制を基本として事故

等の防止に努めている状況でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

２、市民の命を守る国保についてお答えをいたし

ます。

まず最初に、小項目、国保の現状についてお答

えをいたします。平成１９年度から平成２３年度

までの４年間で国保加入者は約１割、８０８人減

少をいたしました。また、平成２２年度で約５３

億円あった課税総所得が５０円を切ってしまい、

この結果、平成２３年度では国保税の減収が約

０００万円となり、国保運営は大変厳しいものと

なっております。国保加入世帯の平均基準所得額

は、平成２０年度２８１万０００円、平成２１

年度２７９万０００円、平成２２年度２７１万

０００円と減少傾向にございます。また、被保

険者１人当たりの年税額は平成２０年９万４１

１円、２１年９万９１２円、２２年９万８５

０円と増額となっているところであります。平成

２３年は、９万６５５円と若干減少したところ

であります。収入、世帯構成、資産の状況により

変動がありますが、税が世帯の収入に占める割合

は１０％から１２％となっているところでありま

す。

次に、給付費では平成１９年度の保険給付費決

算額が２２億８００万円で、２２年度の決算額

も同額でありました。先ほど申し上げましたとお

り、加入者が減少しておりますので、１人当たり

の保険給付費で見ますと平成１９年度が２８万８

３１円に対して平成２２年度が３０万５５２円、

この間２万７２１円、率にすると７％の増額

となっているところであります。加入者減と所得

減で国保税収が低下していく一方で、医療費の支

払いは増加を続けている状況で、財源の不足を基

金の取り崩しで補ってきたというのが現状でござ

います。各種健診、保健指導、健康づくり等を通

じて健康に対する認識を深め、あわせて国民健康

保険制度の周知を図り、国保事業の円滑かつ健全

な運営の取り組みをさらに進めてまいります。

次に、小項目、改定国保法による今後の名寄市

の国保についてお答えをいたします。このたびの

改正法は、新たな高齢者医療制度、すなわち後期

高齢者医療制度が廃止された後の医療保険のスキ

ームは、当初は平成２５年度から７５歳以上の方

が、さらに平成３０年度からは全年齢で国保制度

を都道府県が保険者となって運営するというもの

でしたが、市町村から都道府県への移行がスムー

ズにいくよう財政基盤強化策を恒久化するなどを

盛り込んだ改正の内容になっております。また、

国の定率国保負担の財源が都道府県に移行するこ

とになっていますが、現在のところその２％分の

使途については明らかにされておりません。その

ほかにも高額療養費などの共同事業に対する財政

支援などが盛り込まれておりますが、社会保障と

税の一体化に伴う全国で２００億円となる財政

支援の実施は平成２７年４月から、さらには消費

税をその財源に充てるという内容であります。名

寄市としましては、後期高齢者医療制度の廃止な

ど制度の動向に一層の注意を払い、しっかりとし

た安定した保険制度の運営のために必要に応じて

国などへの要望を行っていかなければならないと

考えているところでございます。

国保制度は、我が国の社会保障制度の中にあっ

て国民皆保険を担う健康へのセーフティーネット

であります。病気やけがなど万一に備えてお互い

が支え合う仕組みになっております。医療費の支

払いのためには、加入者の支払う国保税を初め、

国、道、市からの負担金や補助金などの財源が必

要となってくるところであります。一方では、低
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所得の方が多い、医療費のかかる高齢の方が多い

など構造的に財源が厳しい中で、国保加入者の半

数以上が所得に応じた７割、５割、２割の軽減措

置を受けております。所得が下がったことによる

無保険や受診抑制、さらに保険税の滞納に伴う短

期証、資格証明書の交付、差し押さえ、さらに保

険証の窓口とめ置きなど諸課題につきましては、

きめ細かな相談などで対応してまいりたいと考え

ております。今後とも市民が安心、信頼できる国

保制度の安定的な運営のために努めてまいります

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上げま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

大きな項目３点〇上下水道室長（石橋正裕君）

目、サンルダム建設について、小項目１の利用目

的についてお答えいたします。

天塩川水系では、これまで捷水路の工事、堤防

の整備、河道掘削、岩尾内ダムの建設などさまざ

まな治水対策が講じられてきております。天塩川

水系サンルダムは、国の直轄事業として洪水調節、

流水の正常な機能の維持、水道用水の安定確保、

発電などの機能を持つ多目的ダムであります。ま

た、昨年３月の東日本大震災や自然災害などの発

生は各地域に甚大な被害をもたらし、改めて私た

ち地域の安全と新たなエネルギーの必要性を考え

させられる機会となりました。洪水対策として約

５００万立方メートルをダムがためることによ

り、下流水位が１１０から２０センチ下がる効果

が期待されております。天塩川流域では、近年の

異常気象により洪水、渇水が頻発していることか

ら、流域住民の安全で安心な暮らしや地域の発展

のため、本流域の住民にとって必要なダムであり、

極めて重要なダムであります。本市水道事業では、

平成２０年１０月に第２期拡張計画の見直しを行

い、簡易水道の統合や水道未普及地域の解消など

に伴う給水区域の拡張を行い、風連地区や自衛隊

名寄駐屯地への給水統合を進め、将来にわたり安

全、安心な水道水を安定的に供給していくために

も必要な治水計画と位置づけております。現在の

緑丘浄水場での最大取水量は１日当たり１万２

２０トンで、今後風連地区や自衛隊を含めた必要

水量は１日当たり１万７３０トンとなり、その

差は５１０トン、これを国が計画しているサン

ルダムに新たな水源を求めるものでございます。

有収率の目標値では、水道事業における再評価で

平成３５年度に最大値として８７％を数値目標と

していますが、現在では合併特例債や国庫補助金

などの特定財源を活用しているため、できる限り

高い数字を目指していきたいと考えております。

なお、現在の有収率につきましては、平成２２

年度８８６％、平成２３年度８６５％の状況

となっております。給水人口も減少傾向でありま

すが、老朽管更新整備事業を積極的に行い、経営

の健全化に努めてまいります。

発電の関係では、ダム建設に伴って新設するサ

ンルダム発電所において、最大出力０００キロ

ワットの水力発電を行う計画となっております。

平成２１年１０月に本体建設工事凍結後、翌年９

月に検証対象ダムとなり、関係地方公共団体から

成る検討の場が設置され、予断なくダムを建設し

た場合とダム以外の代替案とのコスト比較などを

行い、現在検証中でありますので、御理解をいた

だきますようにお願いいたします。

次に、小項目２、自然保護についてお答えいた

します。サンルダム建設事業については、建設省

所管事業に係る環境影響評価実施要綱に基づき、

平成７年に環境影響評価の手続を完了し、引き続

き各種の環境調査を実施し、河川環境への影響を

極力軽減し、河川環境の保全に努めることと承知

しております。この後国は、平成１９年に河川法

第１６条の２に基づき、天塩川水系河川整備計画

を策定し、整備に当たっては河川景観の保全、動

植物の生息環境の保全、地域と連携して周辺環境

整備などを推進しています。調査用魚道の調査で

は、魚道は十分機能したものと考えられていると
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承知しております。魚道の整備に際しては、専門

家の意見を伺いながら機能の確認を行い、必要に

応じて施設の改善を図るものと承知しております。

カワシンジュガイ類やサクラマスについては、天

塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議での意

見を聞きながら、生息環境の保全に努めるものと

承知しております。こうした環境対策により、環

境への影響は最小限度にとどめられるものと考え

られております。

次に、小項目３、市民周知、市民議論について

お答えいたします。これまで一般市民を対象とし

たダム事業の地域意見の聴取や平成１５年２月、

天塩川水系河川整備基本方針の策定から延べ２０

回にわたり議論を進めてまいりました。流域委員

会の開催、関係住民の意見聴取による公聴会など

広く意見の聴取を行っています。また、開発局で

はダム検証の過程においても今後関係住民や学識

経験者などから意見を聞くと伺っております。本

市の水道事業につきましては、自然と環境に優し

く、快適で安全なまちづくりを基本目標に水道水

の安定供給及び水質の向上を目的とした名寄市水

道ビジョンや名寄市水道事業再評価として市議会

や名寄市ポータルサイトにて公表しながら、情報

発信を図っています。今のところ住民説明会の予

定はありませんが、必要に応じて説明会の開催を

検討していきたいと考えておりますし、今後とも

情報公開を徹底し、議会や市民の皆様の御意見を

いただきながら、水道事業への理解を得る努力を

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきました。再質問をさせていただきたいと思い

ます。

まず最初に、障害のある子供たちへの対応につ

いてですけれども、名寄市では学校においてはや

っぱりかなり細かく対応していただいているなと

いうふうには思っています。ただ、やはり全国で

いうと教室の確保が非常に難しいということで、

１つの教室をカーテンで仕切っているというよう

なお話も聞いているところであります。細かな対

応が望まれるところでありますし、また先ほど部

長のほうからお話があったように一人一人のニー

ズをというところら辺、ここが非常に望まれると

ころだなというふうに思っています。今発達障害、

またアスペルガーとかＡＤＨＤなど、それぞれの

お子さんたちによって対応が異なるということで

ありますので、やはり教室の確保、そして教員の

確保、これが非常に強く求められるところだとい

うふうに思います。引き続き名寄大学の学生さん

たちのボランティアもされていますし、また教員

の皆さんのスキルアップも取り組んでいるという

ことでは非常に喜ばしいし、またこれをさらに推

し進めていただきたいというふうに思っています。

そこで、専門家といいますか、研究者の中でこ

うした発達障害児などに不登校が見られることか

ら、専門家の中では発達障害の２次障害として不

登校を挙げている、こういった先生もいらっしゃ

います。そこで、名寄市では適応指導教室あるわ

けですけれども、ここで現状とまた父母、保護者

への支援についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、た〇教育部長（鈴木邦輝君）

だいま学校及び放課後での障害を持たれる児童へ

の対応についてお話をさせていただきましたが、

今御指摘の発達障害を含めまして、その中で不登

校となられている子供たちの対応ということでご

ざいます。御存じのように名寄市では、児童セン

ターの中に適応指導教室がございます。その中で

不登校で家庭で過ごす子供たちに対する対応とい

うことで、主に学校復帰に向けまして支援する場

として、教育相談センター内に適応指導教室を設

けてございます。現状では、小学校で２人、それ

から中学校で３人の子供たちが回数はまちまちで
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すけれども、通っておられるということでござい

ます。この教室に通所する児童につきましては、

不登校となる原因につきましては今議員御指摘の

ように発達障害的な障害の部分、また家庭環境等

原因はかなり多岐にわたる要因があると考えられ

ております。また、ほかにも精神的な課題を抱え

たり、また一部は病的な要因であるということも

あると言われております。これらの児童への適切

な対応の部分では、現在適応指導教室では指導教

室の指導員の対応だけではなくて、状況に応じま

して教育相談センターの専門指導員であるとか、

それからことしより配置しております教育推進ア

ドバイザーとの連携、それから保護者と学校とを

含めました３者による懇談会等を頻繁に開催しま

す。また、医療的には主治医の方との情報交換等

を通じながら対処をしているというのが現状であ

りますので、御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

アドバイザーの方々、〇１番（川村幸栄議員）

また専門医師との連携も含めて進めていただくと

いうことなのですけれども、やっぱりこういった

気軽に相談できる場所があるということを皆さん

にお知らせをしていただいて、十分な対応をお願

いしたいというふうに思います。

２つ目の放課後の対応です。学童保育所の問題

なのですけれども、先ほどお伺いしましたら、児

童クラブ、風連、南児童クラブで２人ずつ、また

コロポックルで６人、どろんこで３人ということ

で、本当に非常にそれぞれの児童クラブ、学童保

育所の指導員の皆さん方、御苦労されているのか

なというふうに思っています。今お話がありまし

たように、複数で対応しなければならないという

ことです。今そういった指導員の皆さん方の確保、

そしてその指導員の方々の保障について非常に厳

しいものがあって、もっと指導員の方をふやした

い、そう思ってもなかなか保障の部分についても

難しく、ふやすことができない、そういったこと

が言われています。調べてみますと、補助金につ

いても障害児受け入れ推進事業ということで、１

人以上いると補助金の支援があるということです

けれども、しかしそれだけで何人まで、１人、２

人ということでふえていくのではなくて、１人以

上ということでの決まった定額の補助金｡これでは､

例えばコロポックルのように６人いらっしゃる中

で対応するのは非常に厳しいのではないかなとい

うふうに思っているのですけれども、この辺につ

いてのお考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま放課後児童〇教育部長（鈴木邦輝君）

クラブにおきます障害のある子供の受け入れの部

分でございますけれども、現状につきましては先

ほど答弁をしたとおりでございます。現状におき

ましても特に民間の施設にありましては、それぞ

れの施設の自助努力で本当に一定の数の受け入れ

をしていただいているということを認識をしてご

ざいます。また、これに対します国の障害児の受

け入れの対応につきましては、議員御指摘のとお

り障害児受け入れ推進事業の中でそのあるかなし

か、プラスかマイナスかで一定の補助金の加算し

かないという現状についても認識をしているとこ

ろであります。これにつきましては、早急な市内

部での協議を進めたいと考えてございます。

また、一人一人個の対応の安全の確保の部分に

つきましても、指導員の複数配置の確保というの

はもとより、指導員そのものの知識とかスキルア

ップも重要であるかなと考えております。学童保

育の各種研修会等では、障害について学ぶ研修会

も多く企画されておりますので、主に北海道とか

北海道学童保育連絡協議会が主催をいたします研

修会への参加の呼びかけを今までどおり積極的に

行ってまいりたいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今指導員の方々のスキ〇１番（川村幸栄議員）

ルアップ、また研修会への積極的なということで
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した。それぞれの個人個人の負担になりますから、

非常に大変な部分があるかなというふうに思うの

ですが、その部分への支援、ぜひ期待したいとこ

ろであります。

先ほど今のところは待機児童がいないという話

がありました。学童保育所で預けたい、学童に子

供を預けて働きたい、障害を持ったお子さんを持

ったお母さん方の中でもそういうふうに思ってい

る方もいるのではないかというふうに思うのです

けれども、そういった部分での把握といいますか、

はされているのかどうか。そういった方々へもや

はりそういう受け入れが十分までは難しいとは思

いますけれども、支援ができるという体制に持っ

ていけるのかどうか、その部分について確認をさ

せていただきたいと思いますが、よろしくお願い

します。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

公設、それから民間〇教育部長（鈴木邦輝君）

を問わず、いわゆる待機児童の部分につきまして

は一般的には現状の時点ではいないという認識は

しているところなのですが、個々の保護者の中で

は預けたくても預けられない実情があって、その

部分でまだこちらとして十分に把握していない部

分もあろうかと思いますので、これにつきまして

は公設、民間問わず保護者から相談があった場合

の対応について調査をしたいなと考えてございま

す。いずれにしましても、議員御指摘のとおり障

害を持つ児童の親の方の就労がふえるに伴いまし

て、放課後児童クラブへの入所の希望というのは

当然名寄市にあってもふえる傾向があるのではな

いかと思っております。先ほど申しましたように、

現行制度の中での補助制度については限界もあり

ます。市では、総合計画の基本事業の中で放課後

児童クラブの整備についても記載をしてございま

す。その中でも民間と公設の保育料の格差なども

課題としておりますけれども、今回御指摘のあっ

た障害を持つ児童の支援体制についても課題と考

えておりますので、今後部内で協議をしてスピー

ド感を持った対応をしたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

すべての子供たちに言〇１番（川村幸栄議員）

えることなのですけれども、やはり教育から排除

しない教育制度のあり方が問われているかなとい

うふうに思います。どこで学んでも子供たち一人

一人が必要とする教育、先ほど部長もおっしゃっ

たように一人一人が必要とする教育が保障される

条件整備、進めることが必要だというふうに考え

ています。あわせて社会教育だとか福祉制度の充

実も欠かすことはできませんけれども、この分野

については別の場で議論をさせていただきたいと

思いますので、次の質問に移りたいと思います。

２つ目の市民の命を守る国保について再質問を

させていただきたいと思います。先ほど国保加入

者の方々の所得に対する国保税の割合について伺

いました。１０％から１２％、実は２０１０年度

の厚労省の国保実態調査から見たのですが、全国

平均では９％ということで、北海道は名寄に合

っております。１２％でありました。所得の１

２％が、名寄でも１０から１２％ということで

したが、１割を超える部分を国保税で支払わなけ

ればならない。これでは、もう払いたくても払う

ことができない、こういう状況かなというふうに

思います。

全日本民主医療機関連合会、民医連というとこ

ろの会で全国調査を行いました。２０１１年中、

昨年中、１月１日から１２月３１日までの間で保

険証が交付されていないために６７人もの手おく

れ死が生まれたことが確認されている状況であり

ます。名寄市の先ほどもお話がありました資格証、

短期証の問題ありましたけれども、名寄市の滞納

者への対応についてお聞きをしたいというふうに

思います。以前もお聞きしているわけですが、窓

口に来てもらって、納付勧奨を行って手渡すとの

ことでありました。窓口でのとめ置きについては、

ことし２月、道より切れ目なく被保険者の手元に
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届くよう措置を講ずることということで通知をさ

れているわけですけれども、名寄市の滞納者への

対応についてお伺いをしたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御質問のあ〇市民部長（土屋幸三君）

りました、いわゆる短期証の関係についてお答え

をしたいと思います。

短期証の取り扱いについて、これは国保税の滞

納措置要綱によりまして運用しているところでご

ざいまして、ことし５月末現在で短期証の対象と

なるのが１９９世帯、そのうち未更新世帯が５５

世帯ございます。大半が連絡先や居どころが不明

のものというふうになってございます。子供の短

期証につきましては、対象となるのは３２世帯５

２人となっておりますが、窓口でとめ置きされて

いる短期証は現在ございません。保険証は、必ず

本人の手元に届けるという大原則のもと、電話や

文書や、あるいは訪問、こういったことで機械的

な対応ではなく、滞納者と接触をしながら、きめ

細かな対応を心がけております。また、窓口にお

越しをいただきながら、税についての御相談等も

きめ細かく御相談に乗っているという現状でござ

います。滞納の部分につきましては、名寄市では

すべての市税等を含めた総合徴収体制の中で納税

対策を実施しているところでございます。納税対

策といたしましては、年度を繰り越して滞納繰り

越し市税となることのないように、あるいは滞納

繰り越しを発生させないことを基本に現年課税分

の徴収を強化、これを図っているところでござい

ます。督促、催告状などによる自主納付の促しで

あるとか、あるいは毎月納税係内において各担当

者が抱えるケースを全係員で検討し、滞納者に対

する情報の共有、今後の納税の方針等を協議をし

ているところであります。国保税につきましても

国保担当者と共同で短期証の更新時における納税

相談や納税係の夜間窓口に日程を合わせた合同の

夜間窓口納税相談、さらには電話等々での督促を

行っているところでございます。しかしながら、

納税意識が欠如し、催告状、最終催告書、財産の

差し押さえ予告書など文書による自主納税の促し

に対しても御相談がなく、また誠意を持った対応

がされないと、こういった事情もございます。担

税能力があるにもかかわらず、納入がされない滞

納者の方につきましては、現年度分、滞納繰り越

し分を問わず滞納整理を行っているところでござ

います。今後につきましても機械的に差し押さえ

を行うということではなく、生活が困窮している

方々につきましてはしっかりと相談を受けながら、

慎重な対応を図ってまいります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

窓口でのとめ置きはな〇１番（川村幸栄議員）

いということでありました。今部長もおっしゃっ

たように、担税能力がありながらも納税されない

方も、こういった方も中にはいるかというふうに

は思いますけれども、そういうところは厳しくし

ていただくというのは必要かというふうに思いま

すが、先ほども言ったように所得の１割を超える

負担では大変だということであります。国保加入

者にそれぞれ国保税のお知らせという、この文書

が届いているわけなのですけれども、例えば今軽

減とか減免のお話もされましたけれども、なかな

か保険税の軽減についてどういうことかとぴっと

こないというような部分もあるのかなというふう

に思うわけです。こちらの「みんなで支える国保

の保険税」では、滞納のしてはいけませんという

ことはこんなに大きく書いているのですが、ここ

のところに小さく納付が困難な方は国保に御相談

をと。小さいスペースなのですが、こういった声

かけというのは非常にわかりやすいのかなという

ふうに思うわけです。この部分を大きくしていた

だいて、納付が困難な方は御相談をと。気軽に御

相談をというような、こういう働きかけも非常に

必要ではないかというふうに思うのですが、その

部分についてお考えをお聞かせください。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員おっしゃられ〇市民部長（土屋幸三君）
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たとおり、なかなか国保制度について市民の皆様

にお知らせをする機会というのが広報等でしかな

いといったようなこともありまして、広報ではき

め細かな説明を市民の方にお知らせをしようと心

がけているところでございます。国保の現状につ

きましては、７月号でまた市民の皆様にお知らせ

をする予定でございます。この制度の運営につき

ましては、市民の皆様方の御理解が欠かせないも

のと思っておりますので、ぜひそういったものを

ごらんいただきながら、御理解をいただきたいと

いうふうに思っているところでございます。

それと、先ほど最初の質問の中で５０億円とい

うべきところを５０円と言ってしまったというこ

とで、訂正させていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひわかやすい説明を〇１番（川村幸栄議員）

していただくことを望むところであります。

２つ目の改定国保法による問題なのですけれど

も、今国のほうでは税と社会保障の一体改革とい

うことで進められています。一般会計からの繰り

入れについてもこれをさせないというような形に

なっていまして、名寄市でもお聞きしようと思っ

ていたのですが、法定外、２２年度で七十数万円

だったかというふうに思っているのですが、ほか

の道内の市町村でも非常にふえているわけです。

一般会計からの繰り入れで保険税を上げないよう

に努力をしている、ここを今国が進めている広域

化ではやめさせていこうというような中身になっ

ているようです。私たちは、一般会計からの繰り

入れがなくなれば国保税の給付の増大に応じて際

限なく、先ほど給付の問題も言われていましたけ

れども、負担が非常に引き上げられていくという

ことになります。負担増を我慢するか、給付抑制

を我慢するかというようなことを住民の皆さんに

押しつける、これはあってはならないというふう

に思っています。先ほども言ったように、やはり

社会保障へとの位置づけの中、これをしっかりと

守っていくことが必要であろうというふうに思っ

ています。共産党としては、今税の使い方、集め

方、そして社会保障、国の責任による国保税の軽

減や国保の証明書の取り上げの中止、窓口負担の

引き下げという、こういった改革案も打ち出して、

引き続き努力をしていきたいというふうに思って

います。また、全国知事会や全国市長会からも従

来の枠を超えた国庫負担割合の引き上げをという

要求もこの２年間で２００を超えて出されている

というふうにも聞いていますので、市長もぜひ市

長会の中で声を大きくしていただいて、国庫負担

をと、上げよということで取り組んでいただくこ

とを強く求めて、次に移らせていただきたいと思

います。

サンルダムの問題ですけれども、先ほど従来か

ら御説明があるとおりの中身でしたけれども、市

民説明会等々でも出されているように、過去の洪

水、浸水被害、これらについて対策がされている

わけですが、堤防の整備が進んで、最近ではそう

いった被害も減少傾向にあるということになって

います。また、下川の地域では内水はんらんが非

常に多いということでありますから、ここの手当

てが必要であって、そこをしていくことでダムに

頼らない治水が可能ではないかというふうに思っ

ています。先ほど災害とエネルギーの確保が必要

だということがありました。発電でも０００キ

ロワットの目標、はっきりはしていないというこ

とでしたが、先日一般質問の御答弁で市立病院の

自家発電が５００キロワットというようなことも

ありました。ですから、０００キロワットです

と市立病院の自家発電の２つ分ということになり

ますから、こういうことでサンルダム、自然を破

壊し、また膨大な予算を使ってダムをつくること

でこの電力を補うことで、本当に必要なのかどう

か、この部分が問われてくるのかなというふうに

思っています。

また、自然保護についても実験では非常に小さ

な魚道をつくって実験していました。専門家会議

ということも言われていましたけれども、ここで
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はダム建設推進の立場の方たちがやっているわけ

ですので、やはり議論もやり直すべきではないか

というふうに思っています。推進の立場の方たち

の説明会や報告会、検証の場というふうに言われ

ますけれども、やはり多様な意見、考えが反映さ

れる検討の場が必要ではないかというふうに考え

ていますけれども、その部分についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの関係〇上下水道室長（石橋正裕君）

で申し上げますと、現在第４回目のダム検討の場

が検証中ということでありまして、この先第５回

目の検討の場を予定しているというふうにお聞き

しておりますから、ぜひ今のありました御意見、

御提言につきましては北海道開発局のほうに私の

ほうからしっかりと伝えまして、そういった場で

反映できるものについては反映させていただくと

いうことでお伝えしていきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後の市民負担をお聞〇１番（川村幸栄議員）

きしようというふうに思っていたのですが、総工

費が５２８億円、その負担、名寄市の負担金とし

て約２億０００万円、水道料に含まれ支払って

いるわけですけれども、例えばダムが建設された

後、維持費が発生していきます。そして、巨大な

魚道もつくると言っています。これからの市民負

担がどのくらいになるのか、考えただけでもちょ

っと負担が大きいなというふうに思っているので

すが、この時期財政危機が言われていて、消費税

を上げるというふうに言っている中で、また自然

を守ることが世界の流れとなっている中で、本当

にサンルダムが必要なのかどうか、多種多様な意

見、考えを聞いていま一度検討をすることが望ま

れるところであります。この部分について市長、

一言あればお願いしたいというふうに思いますが。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

これまでも何度も申し上〇市長（加藤剛士君）

げてきていますけれども、それぞれ先ほどからも

話していますとおり平成１５年２月に天塩川の水

系河川計画の策定、それから延べ２０回以上にわ

たって流域委員会を開催して、本当に議論を積み

重ねてここまできて、建設一歩手前で政権交代の

影響もありまして、八ツ場ダムのこともあっての

国直轄ダムの凍結ということになっています。こ

の間も流域の議会でそれぞれ凍結解除を求める議

決も採択されていまして、そうした住民の意向、

あるいは今後先ほどから話をしていますけれども、

正式にはこの検討の場ということをやって、予断

なくこれ検討していますので、あらゆる角度から

検討していく中で今結論が出てくるというふうに

思いますので、その中でまた改めてしっかりとい

ろんな御意見を反映をさせていきたいというふう

に思っていますので、どうぞ御理解をよろしくお

願いをいたします。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

電力需給における行政の役割外２件を、上松直

美議員。

議長より御指名いただ〇３番（上松直美議員）

きましたので、さきの通告に従いまして、本定例

会において大項目３点につきまして質問をしてま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の電力需給における

行政の役割について質問いたします。今年の夏の

電力需給は、逼迫する状況の中で北海道電力は７

％を目標に節電協力をしているところであります。

４月２３日から９月１４日までの間に最大ピーク

電力を５０６万キロワットと見込み、供給力を４

８５万キロワットとし、７％を達成した場合、１

５万キロワットの予備電力を確保するという想定

になっております。泊原発の３基、２０７万キロ

ワットすべてが運転停止、その中火力発電は３２

９万キロワット、水力発電が７２万キロワット、

その他電力購入による８４万キロワットでの供給
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力トータル４８５万キロワットと見込んでおりま

す。７月１日からスタートする再生エネルギーの

固定買い取り制度は、エネルギー政策の転換とエ

ネルギー自給率の向上、エネルギー価格の安定に

つながり、地域再生の追い風と、また地域経済の

発展につながる事業の展開と拡張性のある継続事

業のビジネスチャンスをどうとらえるかが重要に

なってくると考えます。全国的に見ても再生エネ

ルギーの導入は、大型原発２基分を超える、２５

０万キロワットを超えると言われております。電

力安定供給を電力会社だけではなく北海道全体、

地域全体の経済効果と地域資源の活用、また雇用

の安定につながるように継続的なエネルギー政策

をしっかり実行せねばなりません。国、道、自治

体が事業の方向性と継続性、可能性を大胆かつ積

極的にプロジェクトを比較するためには、資本力

を、民間の投資をインセンティブ、優遇措置で引

き出すことが重要と考えます。環境に優しく、省

エネ住宅の推進、節電意識の高揚、エネルギーの

地産地消をベースにさまざまな施策を事業化し、

安心して暮らせる新しいまちづくりを進めていく

べきではないでしょうか。

まず、１点目、名寄市におけるこの夏の節電対

策について具体的にどのような対策を検討してい

るかをお聞かせください。

２点目に、計画停電時の対策を短期的、長期的

な観点で具体的にどのように実施するかをお聞か

せください。

３点目、再生可能エネルギーの固定価格買い取

り制度と再生エネルギーの動向、名寄市の今後の

取り組みについて基本的な考えをお聞かせくださ

い。

４点目に、北海道再生可能エネルギー振興機構

の目的及び役割、名寄市の立場と今後の姿勢につ

いてお聞かせください。

最後に、５点目、長期的なエネルギーの安定供

給における行政の役割とは何かを名寄市としての

基本的な考え方をお聞かせください。

大項目２点目、子育て支援と雇用対策について

質問いたします。少子化社会が進む中、現在子育

て支援を充実し、安心して子供を産み育てる環境

は名寄市においてもさまざまな支援、施策を実施

しているところであります。就業形態の多様化、

共稼ぎ世帯の増加、女性の社会進出ときめ細かな

保育事業の展開が望まれているところであります。

さまざまなニーズに対応した弾力性のある保育事

業と子育て支援は、少子化対策を担う施策であり、

安定した雇用環境の育成と就労人口の増加につな

がり、効果的な人口減少の抑制になり、出生率を

上げて子育てしながら働きやすい社会の実現を可

能とすることは間違いないと考えます。核家族化

された家族形態の中、育児、保育の環境が変化し、

子供を両親、おじいちゃん、おばあちゃんに預け

て働く共稼ぎ世帯が減少し、保育所等に預けなけ

れば働けないのが現状だと考えております。雇用

対策をしっかり行い、安定して働く環境が整い、

子育て支援が充実し、安心して子育てできる環境

を整備拡充することが少子化対策として重要と考

えます。

まず１点目に、名寄市における子育て支援の施

策について、主なものについて具体的に説明をお

願いいたします。

２点目に、総合こども園についての動向と問題

点について、名寄市としての基本的な考え方をお

聞かせください。

３点目に、子育て支援の施策として市内の施設

の有効利用と可能性についてお聞かせください。

最後、４点目、少子化対策（子育て支援）と就

労人口の増加について、基本的な考え方をお聞か

せください。

大項目３点目、独居老人、障害者等の見守り対

策について質問いたします。昨今地域で亡くなら

れ、近所の方々が気がつかず、相当日数がたって

から見つかるという孤立死という事案が多く発生

しております。以前は、高齢者、障害者の単身世

帯、また高齢者のみの世帯が支援対象としていた
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ところでありますが、世帯の中心者、介護の突然

の事故、病気によりその援助を受けていた人、家

族全員が死に至っていることが発生しております。

以前から何かの介護サービスや行政との関係の中

である一定の予防策はとられていた中で、近所づ

き合い、社会からの孤立した生活環境、さまざま

な要因が複合した中起きていることを真摯に受け

とめて、できることをいち早く対策として行って

いけなければ解決できない社会問題だと考えてお

ります。他人事ではなく、いつか自分たちにも降

りかかってくる問題として、行政、地域が情報を

共有し合って見守ることができるネットワークづ

くりを推進することが大切と考えます。

まず１点目に、名寄市における独自の取り組み

とその期待できる効果についてお聞かせください。

２点目に、孤立死対策としての問題点について、

福祉行政の立場からお聞かせください。

３点目、血の通った福祉行政とは何かについて

お聞かせください。

最後、４点目、福祉行政における手続の簡素化

とスムーズな管理方法についてどのように考えて

いるかをお聞かせください。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

上松議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目３点にわたる質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２と３は健康福祉部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、電力需給における行政の役割、名寄市に

おけるこの夏の節電対策につきまして答弁をいた

します。泊原発の稼働停止に伴う北海道電力管内

におけるこの夏の電力需給の逼迫に際し、政府は

平成２２年度対比で７％以上の節電を求めること

といたしました。これを受けて、６月５日に旭川

市で上川地域電力需給連絡会が開催をされ、節電

対策や今後の見通しにつきまして情報共有を図り、

あわせて節電の要請があったところです。公共施

設における節電対策につきましては、行財政改革

の視点から既に取り組んでいるところであり、冷

房設備も一部の施設、箇所にしか整備されていな

いため、さらなる節電策は限られるところであり

ますが、パソコンや端末の電源管理、照明の抑制、

また市立病院の自家発電稼働による受電調整など

可能な方策を進めてまいります。

次に、計画停電時の対応でありますが、北海道

電力によりますと電力の需給調整は北海道全体で

管理しており、突発的な発電所の緊急停止があっ

た場合でも本州からの融通や大口需要家に対する

受電制限の要請、移動型発電装置の稼働など可能

な限り計画停電を回避するようあらゆる方策を講

じる考えが示されております。また、万が一計画

停電を実施する場合の病院、福祉施設、上下水道

のインフラ施設、在宅患者世帯などへの取り扱い

につきましては、現在検討中とのことであります。

本市の公共施設では、病院、消防、上下水道施設

並びに一部福祉施設、基幹系サーバーなどにおい

ては自家発電装置を有しており、一時的な対応は

可能と判断しておりますが、さまざまな状況も考

慮しなければならないことから、今後とも電気事

業者と情報を共有しながら、適宜対応を進めてま

いりたいと考えております。

次に、再生エネルギー固定買い取り制度と再生

エネルギーの動向と名寄市の取り組みについてで

ありますが、東日本大震災後、日本のエネルギー

政策は大きな変換点にあり、東京電力福島原子力

発電所の事故を受けて、国は原発に重点を置いた

現在のエネルギー基本計画を一たん白紙に戻す方

針を示し、太陽光や風力、バイオマスなどの再生

可能エネルギーを２０２０年代には発電量の２割

までふやす目標としております。再生可能エネル

ギーの導入につきましては、設備の価格が高く、

利用率が低いため、火力発電など既存エネルギー

と比較をしますと発電コストが高くなっておりま

す。また、自然状況に左右されるため、出力が不

安定で地形等々の条件から設置できる場所も限ら

れるなどの課題もあり、大量に導入された場合、
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電気の安定供給に問題が生じる可能性も指摘され、

発電出力の抑制や蓄電池の設置などの対策が必要

になると考えられております。このため、国によ

る支援策として余剰電気の買い取りを電力会社に

義務づける太陽光発電の余剰電力買い取り制度が

開始をされ、本年７月からは長期にわたり買い取

りを義務づける再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が開始をされることになりました。こ

れらを受けまして、道内においても再生可能エネ

ルギーの普及に取り組む自治体もふえ、本市にお

いてもこの間雪氷倉庫、名寄小学校のソーラーな

どに取り組んでまいりましたが、今後改めて速や

かに庁内議論を進め、この地域に合った再生可能

エネルギー導入における対応について考え方を示

してまいりたいと考えております。

次に、再生可能エネルギー振興機構の役割と目

的及び名寄市の立場についてでありますが、北海

道再生可能エネルギー振興機構につきましては、

５月１４日、札幌市において本市を含め設立趣旨

に賛同する道内７２自治体が参加をして、設立発

起人会が開催をされたところであります。本機構

は、北海道において再生可能エネルギーの導入を

拡大し、地球環境の保全とエネルギー自給率の向

上、そして地域経済社会の発展に寄与することを

目的とし、北海道において再生可能エネルギーの

導入拡大をトータルにコーディネートし、その計

画的かつ着実な推進をサポートしていく、そうし

た役割を担う機関として設置が予定をされており

ます。主な事業としましては、１つとして情報プ

ラットホーム、２つとして普及啓発、３つとして

人材の育成、４つとして会員の再生エネルギー事

業推進、５つとして調査研究などとなっておりま

す。

御質問のありました名寄市の立場についてであ

りますが、本市においては先ほども述べましたと

おりこれから検討する課題も多く、これらに必要

な情報の入手を初め、道内における産学官の研究

や企業の育成などへの貢献、さらには企業別の動

向などにも注目して対応してまいりたいと考えて

おります。

次に、長期的なエネルギーの安定供給における

行政の役割についてでありますが、エネルギー政

策の基本は国の枠組みの中で進められ、エネルギ

ー供給はその枠組みにおける事業者の取り組みで

あることから、エネルギーの安定供給の第一義的

な役割は国及びエネルギー事業者にあると考えて

いるところであります。しかしながら、エネルギ

ーの安定供給に係る内外の制約が一層深刻化をし

ていることや地球温暖化問題解決に向けての対応、

さらにはエネルギー、環境分野に対する経済成長

への期待など、エネルギーをめぐる環境は大きく

変化をしておりまして、エネルギーにおける地産

地消など地域に密着した市町村が省エネルギーや

再生可能エネルギーの推進に果たす役割は大変重

要であると認識をしております。こうしたことか

ら、本市におきましても関係部局における連携を

もとに必要な調査研究を一層進め、市としての考

え方を示してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

初めに大きな項目２の子育て支援と雇用対策につ

いての小項目１、名寄市における子育て支援の施

策について申し上げます。

本市におきましては、子供たちが健やかに生ま

れ育ち、安心して子育てができるよう次世代を担

う子供や子育て家庭を地域全体で支援する次世代

育成支援後期行動計画を平成２２年３月に策定し、

ここで育って、ここで育ててよかったと言えるま

ちづくりを目指して、家庭、地域、行政が連携し、

社会全体で育て合う取り組みを進めております。

子育て支援の施策としましては、８つの項目を掲

げ、推進に努めております。まず、１つ目として

保育環境の整備と拡充では、少子化、核家族によ

る家庭の子育てに関する不安を解消するため、子

育て支援センターを平成１１年度より開設してお
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り、適切な相談、情報の提供、交流事業等を実施

し、今年度からは児童虐待、ＤＶ防止の観点から、

関係機関との連携を図り、保健センターの保健師

とともに子育てに不安を持っている家庭に保育士

が訪問したり、また風連日進保育所活用事業など

新たな子育て支援事業も展開しております。

２つ目の幼保一体化の充実では、平成２１年４

月に大谷認定こども園が開設され、幼保一体化の

先駆的な役割を果たしており、市立保育所と入所

児童の受け入れを検討し、待機児童を出さない工

夫をしたり、一時保育利用児童の受け入れ状況の

把握を行うなど、連携、協力を深めながら円滑な

事業運営ができるよう支援を行っております。

３つ目の地域子育て力の充実では、子育てに喜

びや楽しみが感じられる地域づくりのため、名寄

市立大学の多世代交流や離乳食教室の実施、地域

ボランティアの方々の協力のもと、子育て家庭の

見守り等をお願いし、機能の強化を図っておりま

す。

４つ目の子育て環境の拡充では、市立保育所は

いずれも老朽化が進んでおりますが、必要な改修、

整備を行うとともに、幼児人口の推移、国の動向

を見きわめつつ、総合的保育施設の設置について

研究、検討を進めてまいります。

５つ目の保育所における食育の取り組みでは、

年間計画及び月計画を立案し、食に対する生活習

慣を確立できるよう食育の推進に努め、食物アレ

ルギーのある児童に対しきめ細かな対応に努めて

おります。

６つ目の児童虐待の防止では、相談体制の充実

を図るとともに、名寄市要保護児童対策地域協議

会を核として関係機関と連携を図りながら、発生

予防と防止に努めております。

７つ目のひとり親家庭の生活安定と自立では、

子供の健全育成のため経済的支援や就労支援を行

い、安心して働ける環境づくりを促進するととも

に、母子自立支援員の配置など相談体制の充実を

図り、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成

及び母子寡婦福祉資金貸付金等の助成制度や負担

軽減制度の利用の促進に努めております。

８つ目の障害児福祉の充実では、専門機関及び

医療機関との連携を強化し、発達のおくれ、障害

のある児童とその家庭が身近な地域において安心

した生活が受けられるよう、また医療機関及び旭

川児童相談所、北海道療育園、旭川肢体不自由児

総合療育センターの専門機関など関係機関との連

携を強化し、早期発見、早期療育の体制づくりに

努めております。また、児童に関する手当につき

ましては、国の制度に基づき児童手当、児童扶養

手当、特別児童手当、ひとり親家庭等医療費助成

などの給付事務を行っております。今後におきま

しても就業形態の多様化、女性の社会進出、国の

制度改革、子供を取り巻く環境の変化など多様化

するニーズに対応できる施策の充実を図り、次世

代育成支援後期行動計画の着実な具現化を推進し

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２の総合こども園についての動向

と問題点等について申し上げます。現在国では、

子ども・子育て新システムを社会保障と税の一体

改革に位置づけ議論をしており、新システムでは

幼稚園や保育所など子供関連施設に充てる国、事

業者の財源を集めて包括交付金化し、市町村に交

付することや幼稚園と保育所の機能を一体化した

総合こども園を創設することが柱となっておりま

す。保護者は、サービスが必要と認定されれば市

町村から指定を受けた施設と直接契約をし、市町

村は包括交付金をもとに施設に給付するほか、事

業計画を策定してサービスの必要量を確保する責

務を負うものであります。国では、２０１３年か

ら段階的に試行する方針ですが、財源確保には至

っておらず、新システムは制度を複雑にし、総合

こども園の株式会社参入により教育や保育の質の

低下、保育、子育ての市場化、待機児童の９割が

２歳児以下とされている現在幼稚園児の受け入れ

が不可能であれば待機児童の解消にならず、保育

難民を生むなど多くの問題が指摘されております。
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この政府提出の法案につきましては、創設方針を

撤回し、現行の認定こども園を拡充する方向との

報道もされておりますので、引き続き国の動向を

把握しながら、適切な対応に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３の市内施設の有効利用と可能性

について申し上げます。現在名寄市の子育て支援

施策については、４つの項目の事業を掲げており

ます。１つ目の子育て支援センター事業では、市

内３カ所で子育ての不安や悩みに寄り添いながら、

親子あそびの広場、子育て相談、電話相談、いつ

でもどうぞ仲よしランドのサービスを提供してお

り、公立では東保育所において月曜日から金曜日

まで開館し、１日平均１７組、３７名の親子に利

用をされております。この中で週２回児童センタ

ーを活用し、広い体育館で伸び伸びと遊んだり、

総合福祉センター内のおもちゃライブラリーを活

用するなどし、施設の有効活用を行っているとこ

ろです。

２つ目の青空保育事業では、今年度初めての試

みとして４月から９月まで月１回市内公園を活用

し、各保育所長等による子育ての世代の親子を対

象に保育を行うもので、活用する公園としては名

寄市総合福祉センターのふれあい広場、浅江島公

園、大学公園、サンピラーパークなどで実施し、

雨天の場合は隣接施設での保育を行うものであり

ます。この事業では、名寄大学と連携し、学生の

実習の場としての活用も予定しております。

３つ目のお出かけ支援事業では、保健センター

で実施しているこんにちは赤ちゃん事業と連携し、

保健センターの保育士の訪問により支援の必要な

家庭の情報を保育士とともに共有し、保育士が各

家庭に出向いて子育て支援を行うものであります。

この中で子育て支援センターの紹介や保健センタ

ーが行う事業等を紹介し、情報提供も積極的に行

っております。

４つ目の風連日進保育所活用事業でありますが、

当該施設は平成１９年１２月より休所しており、

この間の活用は現在までございません。子育て世

代のお母さん方からお年寄りとの交流を求める声

が数多く聞かれましたので、風連日進地区での説

明会で風連日進保育所を子育て支援施設として有

効活用して、御理解をいただき、さらには風連日

進地区の老人クラブの皆様からは、子供たちが日

進に来てくれたらぜひ一緒に交流したいとの賛同

を得たことから、年度当初より５月実施に向けて

職員みずから施設の清掃等を行い、事業実施に至

りました。事業内容として、月に１回お母さんの

手づくり弁当を持参し、バスにて風連日進保育所

まで出向き、老人クラブの皆さんと交流を深めな

がら、楽しく遊び、昼食をとって帰ってくる内容

であります。この親子お出かけバスツアーでも名

寄大学との連携のもと、学生の実習の場として実

施し、さらに官民一体となった取り組みとして、

大谷認定こども園及びさくら保育園の子育て支援

センター担当保育士も同行し、月ごとに当番を決

め、実施しております。５月１１日実施した第１

回目の実績は、親子９５名、学生６名、老人クラ

ブ７名が参加して、笑顔のあふれる交流が行われ、

今後も月１回日進地区の協力をいただき、秋には

収穫祭や運動会、１２月にはもちつきを実施して

いく予定になっております。今からこの行事を楽

しみにしていただいている親子や日進地区の方々

の声が数多く寄せられておりますので、今後とも

多方面にわたる子育て支援事業を検討し、名寄ひ

まわり子育てプランを基本として、市民の方々に

必要とされ、喜んでいただけるニーズに合った事

業を展開してまいりたいと考えております。

次に、小項目４の少子化対策としての支援と就

労人口の増加について申し上げます。少子化対策

としての支援と就労人口の増加につきましては、

現在名寄市の年間出生率は２５０人程度で、近隣

市町村では減少傾向が見られる中、横ばいを推移

しております。安心して出産していただくための

支援として、また安心して子育てができるために

環境整備が必要と考えております。その中で重要
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なのが医療機関の充実が挙げられますが、名寄市

では道北地区の核となる病院を有しており、小児

科の充実は誇れるものがあります。２４時間安心

して小児医療に頼ることのできる環境は、大きな

支援であると考えております。

次に、子供が成長していく過程の支援といたし

ましては、保育所、幼稚園及び子育て支援センタ

ーの充実が挙げられます。保育所では、待機児童

を出さない取り組みを行っており、市内認可保育

所では午前７時から午後７時まで開所し、延長保

育サービスも実施しております。延長保育利用料

は、午後６時以降一律１回２００円を徴収してお

りましたが、平成２１年度より延長３０分まで１

回１００円、３０分以降１回２００円と利用料の

改正を行い、負担軽減を図っており、現在平成２

２年度実績では月平均２６８回の利用があります。

また、市内幼稚園で保護者のニーズに応じた預か

り保育を実施し、柔軟な受け入れ態勢を図るとと

もに、本市では平成２４年度より私立幼稚園振興

補助金の見直しを行い、預かり保育事業への支援

も行っております。

次に、保育所、幼稚園を利用していない方々が

保育所を利用し、子供を一時預けることのできる

一時保育事業は、保護者の急な事情やリフレッシ

ュなど１歳以上就学前までのお子さんの受け入れ

を市内３保育所で実施しており、平成２２年度実

績では月平均１２７回の利用があり、サービスが

定着していると考えております。また、修学支援

として看護師、保育士、介護士等の資格取得に関

する経費の一部を支給する母子家庭高等技能訓練

促進事業を本市においては平成２１年度より開始

しており、現在３名が制度を利用し、受講してお

ります。この制度を活用し、看護師資格を取得し

た方が名寄市立病院に平成２２年度、２３年度に

１名ずつ就職をしております。今後も多様化する

保育ニーズに対応するため、情報収集に努め、実

施可能な事業を選定し、名寄市に潜在する就労人

口の増加につながるよう努めてまいりたいと考え

ております。

次に、大きい項目３、独居老人、障害者等の見

守り対策について、小項目１、名寄市における独

自の取り組みと効果について申し上げます。近年

高齢者の孤独死や高齢者世帯の介護疲れによる不

幸な事案などが社会的な問題として注目されてい

ますが、こうした悲劇を未然に防ぐ方法の一つと

して、地域ぐるみの見守り体制の構築が必要とさ

れております。従来高齢者や障害者等の社会的弱

者に対しては、地域社会が見守り、生活を支えて

きたところでありますが、近年は独居老人、高齢

者のみの世帯が急増し、親族間、地域社会との交

流が希薄になったり、みずから社会との交流を拒

むセルフネグレクト、いわゆる無縁社会が広がり

つつあり、社会的弱者が地域で生活し続けること

が難しい状況がふえております。名寄市において

は、地域における要援護高齢者、障害者及びその

家族に関する基礎的事項、サービス利用状況等を

一括把握するため、昨年９月道の地域支援支え合

い体制づくり事業補助金を活用し、各課で管理し

ている介護保険、高齢者、障害者、地域包括支援

にかかわる個人情報のデータを一元化するための

システムを導入し、要援護者台帳の整理を行った

ところであります。ことしの４月からシステムの

本稼働を始めており、効果につきましては従前要

援護者にかかわる個人情報データをそれぞれの部

署で管理していましたが、対象者が重複して福祉

サービスを受けるケースなどが多いなど、情報の

一元化によりスムーズな相談対応が図られるとと

もに、相談者の状況に合わせた福祉サービスの提

供などが可能となりました。さらには、高齢者、

障害者の事件、事故等が発生した場合においても

その情報をもとに迅速な対応が図られるものと考

えております。今後につきましては、防災担当部

署と連携をとり、災害時における要援護者等の情

報の管理や地域民生委員児童委員が保有している

情報などを入力し、システムを活用してまいりた

いと考えております。また、データの一元化によ



－148－

平成２４年６月１４日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

りこの情報を地域の見守り体制に反映させていく

ことが重要と考えており、個人情報保護法の問題

もありますが、地域民生委員児童委員、町内会等

の情報の共有化を図りながら、日常的な地域の見

守り活動の体制づくりに努めてまいりたいと考え

ております。

次に、小項目２の孤独死対策とその問題点につ

いて申し上げます。本年年明け早々に報道された

孤立死や孤独死の事件は、これらの福祉行政に大

きな課題を投げかけているものと考えております。

孤独死に至る原因は、生活困窮、人間関係、生き

がいの喪失などが考えられ、知的、精神に障害を

持つ方を抱える世帯にあってはその実態を世間か

ら隠す傾向が強いため、実態を把握することが難

しい状態にあります。また、発達障害のため対人

関係が上手に保てず、社会において挫折し、その

ままひきこもり、２次的にうつ病を発症するケー

スも見られております。孤立死の防止には、行政

による訪問や隣近所の見守りが必要なことは言う

までもありません。現在個人情報の扱いから、要

援護者のすべての情報を町内会等とともに共有す

ることには至っておりませんが、担当地区の民生

委員児童委員の皆さんには一定の情報を提供して

おりますので、注意が必要な方には定期的な訪問

が行われているところであります。また、社会福

祉協議会が実施している町内会ネットワーク事業

には５６町内会が取り組んでいただいており、町

内会独自の調査に基づいた訪問や行事への参加な

どで見守りが行われている状況にあります。しか

し、中には民生委員や市の職員を初め他人の介入

を拒む方がいることも実際にあります。これらの

方々の多くは、自宅で最期を迎えたい、人の世話

にはなりたくない、世間に知られるのが恥ずかし

いなどの思いが強いことから、現在は遠くからの

見守りとなっているのが実態ですが、時間をかけ

本人の気持ちを和らげ、必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。また、介助してもらっ

ていた方が亡くなり、１人での生活が困難となる

ケースも見られることから、平成２４年３月に策

定いたしました第３期名寄市障害福祉実施計画に

基づきグループホーム等の整備を計画的に進める

とともに、高齢者や障害者が気軽に集うことがで

きる公共施設のあり方についても現施設の有効利

用を含め研究してまいりたいと考えております。

人間関係の希薄化が全国的な問題となっている中、

行政と地域住民、そして企業等が連携し、新たな

視点による取り組みから、悲しい出来事が発生す

ることのないよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目３の血の通った福祉行政とは何か

について申し上げます。障害者や高齢者、健常者

もともに支え合って生きていく時代であり、その

ような社会を目指していく必要があると考えてお

ります。市では、幼児から高齢者までの相談窓口

を配置し、専門職員も配置しながら、必要に応じ

家庭に伺って相談を受けたり、支援を必要とする

方は関係機関と連携しながら、必要な制度につな

げるなどの支援を行っているところであります。

ハンディの大きな人にとって住みやすい社会を目

指すということは、他のすべての人にとって住み

やすい社会をつくっていくものと考えております。

しかしながら、現在の社会において施設等すべて

の人に使いやすい環境になっているとは言えない

部分もあり、ハード面を改造していくことやソフ

ト面では相手の立場に立って自立を支援する制度

を整備するなど、住みやすい環境をつくっていく

ことが血の通った福祉行政と考えているところで

す。今後も住みなれた地域でできるだけ長く、安

全で安心して暮らしていただけるよう施設の推進

に努めてまいります。

次に、小項目４の手続の簡素化とスムーズな管

理方法について前向きな取り組みはについて申し

上げます。市民の中には、緊急にサービスを必要

とする方もいることから、法に基づいた制度を利

用するまでの間に時間を要する場合があります。

しかし、緊急を要する場合などの事例として、介
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護保険制度では要介護、要支援認定が決定される

までの間、およその要介護、要支援認定区分を想

定して、暫定的な居宅サービス計画を介護支援専

門員に策定してもらい、速やかに介護サービスを

利用していただいている例もあります。さらには、

介護保険の要介護、要支援認定には、市町村から

の意見を踏まえ、昨年４月より要介護、要支援認

定の有効期間の見直しが図られ、有効期間が延長

したことに伴い、申請者の申請回数が減したこと

により負担軽減が図られたところであります。今

後も速やかな支給決定等に努めることはもちろん

のことでありますが、暫定的にサービス提供がで

きるものについてはサービス提供を行うことによ

り、市民の福祉の向上に努めてまいりたいと考え

ております。

また、手続の簡素化につきましては、国では全

国民に番号を割り振り、社会保障や税などの個人

情報を一括して管理することにより、年金の受給

や税申告などの手続を簡素化しようとする共通番

号、マイナンバー制度を２０１５年の導入を目指

し、法案を今国会に提出していると聞いておりま

す。法律に基づく申請については、同制度が施行

されると一定の簡素化が図られるものと考えてお

ります。市におきましては、現在福祉相談窓口を

設置し、市民の多様な福祉相談を一元的に受け付

けられるよう体制をとってきているところであり

ます。また、市民の利便性に配慮し、手続の簡素

化とスムーズな管理方法を念頭に置きながら、今

後も規則や要綱の改正を行ってまいりたいと考え

ております。今後も市長会などを通じて、住民福

祉の第一線で得た情報をもとに必要に応じ手続の

簡素化について要望してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

どうもありがとうござ〇３番（上松直美議員）

いました。続きまして、順次再質問をさせていた

だきたいと思います。

まず最初に、電力需給における行政の役割とし

て、１点、小項目５つありますけれども、大ざっ

ぱにかいつまんで質問します。まず、ＬＥＤへの

交換等、パソコンの待機時間等の節電とか、照明

の間引き等、さまざま取り組みをやっぱり市では

実施しようとしていますけれども、これで実際の

目的、７％以上の節電が本当にできるのか。

それと、使用電力量の把握とか、実際のデータ

を積み上げないで、ただ漠然とした中でやること

に対してちょっと疑問符を持っております。電力

量の把握、１日１回とは言えませんけれども、施

設ごとに電気量を管理する人が実際におられるの

かどうか。それと、そういうデータを管理しなが

ら、行財政改革の面から電気量の関係をどのよう

に考えておられるのか。

そして、電気使用量というのは全体、実際には

月別、年間ですけれども、名寄市にどれぐらいの

電気使用量が発生しているのか。

４つ目に、ちょっとピーク電力のカットという

問題が出てくると思うのですけれども、フレック

スタイムとか、いろんな考え方の中でピーク電力

をどうやってずらすかということ、それをもうち

ょっと突っ込んだ形の中でやるべきではないかと

思っています。それについて質問します。

最後に、計画停電時における各施設の自家発電

のチェック体制、いわゆる定期修理というか、定

期的な点検をどのように実施して、今回のもし計

画停電になった場合にちゃんとしたきちっとした

体制づくりができているのか。それと、社会福祉

施設とか、いろんな施設があります。その中で絶

対に電気が必要な人たちもいると思います。その

中で本来設置しなければならないところに設置さ

れていないという状況もあるのかどうか、それに

ついて質問いたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

たくさん質問いただ〇総務部長（扇谷茂幸君）

きましたので、少し順序が逆になるかもしれませ

ん。お許しをいただきたいと思います。
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まず、今回私ども一つの節電対策としまして、

これまでも行財政改革の一環としてそれぞれ照明

の節電に努めてまいりましたけれども、今回改め

てパソコンの台数が多いということも含めて、パ

ソコンについては積極的な対応ということで先般

も指示をしたところでありまして、パソコンの場

合は省電力というか、スリープ状態という設定が

可能ということで、机を離れましたらできるだけ

短時間の中でスリープ状態に入ると。また、速や

かに立ち上がるというような設定をもう既にほと

んどのパソコンでしております。７％という目標

につきましては、もう既に昨年と比較しまして一

定程度６％上回る節電を実施をしてきたという一

つの経験がございますから、今回パソコン総じて、

パソコンだけではありませんけれども、パソコン

プラスアルファでどれだけいわゆる節減が可能か

というところについては、ちょっと具体的な数字

は今はじける状況にありませんけれども、おおむ

ね昨年以降、この間の経験を含めて７％は可能だ

ろうという判断をして、具体的な目標としてこれ

からまた少し積算を積み上げながら、７％の目標

についてはそれ以上の対応もぜひしていきたいと

いうふうに考えております。

それから、電力量の把握の関係でありますけれ

ども、通常でありますと１カ月置きに今検針のデ

ータが上がってくるという状況でありますので、

おおむねこの１カ月間の電力量の把握をもってと

いうふうに考えてもおりましたけれども、日々ど

の程度のスパンで電力量の把握が可能かというこ

とも含めて、これは北電のほうとの相談をして、

できるだけ短い期間の中で電力量の把握ができる

ような、そんな対応もちょっとしていきたいとい

うふうに思います。

それから、実際にどの程度の電力を使用してい

るかという管理の状況でありますけれども、施設

におきましては庁舎は私ども総務部の総務課が所

管をしておりまして、各出先にたくさんの施設が

ありますから、そこのところは施設責任者、課長

なり所長なり、そういった管理職がおりますので、

おおむね各施設の管理責任者が対応するのが一番

いいだろうというふうにも考えておりまして、改

めて今後のいわゆる節電の状況なりの把握につき

ましては、原課とそれぞれちょっと対応について

相談をしてまいりたいというふうに考えています。

当然節電に関しましては、これまで行財政改革の

観点でやってきたということもありますし、今回

改めて電力のいわゆる需給の逼迫というような新

たな要件も入りましたので、その辺につきまして

は今後の行革の対応とあわせてぜひ積極的なしっ

かりした対応をしてまいりたいというふうに考え

ております。

それから、全市でというか、名寄市でのいわゆ

る電気の使用量でありますけれども、施設ちょっ

とたくさんありまして、今もし必要であれば細か

いデータ後でお知らせをしたいと思いますが、と

りあえず名寄庁舎、それから風連庁舎でいきます

と、ここのところが一番電力の使用量が多いとい

うことでありますけれども、名寄庁舎でありまし

たら年間にしまして４４万０００キロワットア

ワーと非常にたくさんの電気を使っておりまして、

風連庁舎は１９万０００キロワットアワーと。

これ年間でありますけれども、これだけ多くの電

気を使っているということであります。今後各施

設につきましては、これまで地球温暖化防止実行

計画の中で一定程度細かいデータも把握しており

ましたので、そこのところあわせて今後の節電対

策にぜひ数値は用いてまいりたいというふうにも

考えております。

それから、ピーク電力の対応につきましてであ

りますけれども、日中庁舎、私ども行政業務はお

おむね日中の時間ということで対応しておりまし

て、なかなかピーク電力のカットは現状では難し

いものというふうに考えております。これこの間

質問でも出されておりましたけれども、勤務時間

の変更でありますとか、行政サービスの時間帯の

変更でありますとか、さまざまな施策が必要にな
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ってくると思われますので、今後さまざまな節電

の対応の中で、もし必要であればそういったこと

も含めて検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

それから、停電時における各公共施設の自家発

電の対応でありますけれども、既に病院関係とか、

それからライフラインの関係の施設については発

電施設を持っていまして、これらについては毎年

必ず定期点検がなされるというふうに私も一応確

認をしておりますので、この辺については緊急時

速やかな対応が図られるというふうに考えており

ます。

それから、福祉施設などへの自家発電等の設置

の話であります。これ公共施設につきましては、

私どもできるだけ自家発電の施設の整備を進めて

おりまして、おおむね設置はされているというふ

うに考えておりますが、それぞれこの間さまざま

な福祉施設が立ち上がりました。そこのところで

一定程度人の命にかかわる、いわゆる電力の問題

もやっぱり発生するだろうというふうにも考えて

おりまして、今現在私ども総務部のほうで具体的

なデータちょっと持ち合わせておりませんが、た

だこの件に関しましては北海道電力のほうでも随

分それぞれ調査を進めているというような話も聞

かれておりまして、個別に御相談なりがあればま

た対応していくということも伺っておりますので、

この辺につきましては私どもも今後の市民の皆さ

んへの節電の協力なりを通知する中では、ぜひ私

どもとしてもそういった問題について聴取できる

ような体制について考えていきたいと思います。

以上です。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはり管理というか、〇３番（上松直美議員）

電気使用量を一日一日にというふうに、本当は使

用電力量をきちっと記載しながら、それをデータ

をとって、きのうよりもきょうは何％削減された

と。そういったようなシステムも今はできますし、

そしてまた積算電力計とか、そういうものを係の

人が記載しながら、１日１回全体の電力量を把握

しながら、そして省電力に向かっていく姿勢とい

うか、やっぱり数字できちっとやらないとだめだ

と思います。そして、電気量、いわゆる職場ごと

に電気量の使用管理責任者みたいな人をきちっと

任命しながら、それを実施していくような形、や

っぱりそういった形をしっかりしないと、漠然と

して７％削減とか大体おおむねできますという形

でなくて、きちっとした形でやったほうがいいと

考えます。

また、フレックスタイム等の導入、ちょっと無

理だという考えなのですけれども、私が考えるの

は無理ではなくてどうしたらピーク電力をカット

できるか。企業努力というか、全体としての組織

としての努力はないのかと。１つにしては、まず

私の経験からいいますと、自衛隊にいたときに火

曜日と金曜日に定時退庁日というのがありました。

残業をしなくてもう５時半、６時になったらみん

な帰ろうという、そういう日をつくって、そうす

ると残業の時間が減り、電気の使用量も減り、い

ろんな面で、次の日からの仕事のリフレッシュに

もなり、プラス志向の中で節電とかいろんな意味

でできる。定時退庁日みたいなものをつくって実

施できるのではないかと。あらゆることを想定し

て、やっぱりいろんなことを工夫してやるべきだ

と思います。

それで、計画停電時については、心配している

のは火力発電所というのが今老朽化しております。

ピーク電力５０６万キロワットのうち４８５をで

きるという中で、３２９の火力のうちに今老朽化

しているところが結構あります。緊急停止状態の

事例もかなりあります。そうすると、計画停電時

というものを想定した、あらゆる想定をした中で

考えるべき、行政として企業や個人の家のリーダ

ーとして引っ張っていく意味でいろんなことを想

定しながら、例えば信号機がもし停電になったと

きにどういう状況の中でどういう事故があると。

そのときにどういう対応をすればいいのか、そう
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いうことまで踏まえた、市道における信号機の停

電時の対処要領とか、それとやっぱり対処マニュ

アルというか、停電時における対処マニュアルみ

たいなものをやって、だれが見てもきちっとわか

るようなマニュアルづくり、そして節電というも

のがやらされているのではなくて、そして経費削

減になってきちっとした結果を残せる。さっき言

った４４万キロワットの電気使用量がどれだけの

電気料金になっているか。ざっと計算しただけで

２００万円や５００万円程度になるのではな

いかと。電気料を１キロワット２０円として換算

して、使用料で８００万円から八百何十万円です。

それで、基本料金がかかってきます。そうすると、

そのトータルした電気代を７％から１５％まで削

減するというと経費の削減。長期的なビジョンで

いうと、財政改革の一つのポイントとして、こう

いったことをきっちりやればやはり結果が出てく

るのではないかと思います。

そして最後に、再生エネルギーのことですけれ

ども、今回北海道再生可能エネルギー振興機構と

いうものが立ち上がって、その中で再生エネルギ

ーの導入拡大やいろんな意味で役割を担って、地

域の経済を引っ張っていこうという形で始まりま

した。その中でタイムリーな時期を見逃したとき

に何が起きるか。他の地方の自治体が今本当に真

剣に再生エネルギーと地域再生に取り組んでいる

ところでございます。その中で今名寄市が半年後、

１年後にそういう実施をするとしたときに、本当

にその時期でいいのかと。タイムリーな時期を逃

してしまった、ターニングポイントを間違ってし

まったときに、やっぱり地域経済が今以上に疲弊

してしまう。よその市町村が成功したから、それ

を物まね的にやる、そういったことでいいのか。

やはり積極的にそのタイムリーにやるということ

が大事だと思います。市長の御判断だと思います

けれども、再生エネルギーは我々にとって２番手、

３番手だと。１番手ではないと。そういう意味で

置かれているのであればまさに違うと思います。

エネルギー問題がやっぱり安心した生活を市民に

きちっと提供できる。安心した暮らしをやっぱり

市が政策の中にきちっと入れていってもらいたい

と思います。それについて答弁お願いいたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

再生可能エネルギーにつ〇市長（加藤剛士君）

いては、それぞれこの議会でもたくさんの議員の

皆さんからお話をいただいて、省エネルギーを全

体的に推し進めていかなければならない、あるい

は日本全体がエネルギー政策をいま一度見詰め直

さなければならない、あるいは名寄市としてそう

したら独自の自然エネルギーというのはどうなの

だろうということも含めて、しっかりと前向きに

検討させていただきたいというお話をさせていた

だいているところであります。やみくもに政策を

打つということでなくて、しっかりと議論をした

中で、できればモニター制度的な形の中で新年度

いろいろな試行をしていきたいというふうに考え

ていますので、ぜひ御指導と、また御理解をお願

いをいたします。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

あと２件につきまして〇３番（上松直美議員）

は、時間がないので、十分な答弁をいただきまし

たので、子育て支援につきましてはやはり少子化

対策の一つの目玉として、国の政策だけではなく

て名寄独自のメニューもいろいろ組み合わせて、

きめ細かな子育てをして、定住できて、ここで子

供たちがいっぱい生まれて、環境づくりをきちっ

と続けてやってもらいたいと思います。

以上で終わります。

以上で上松直美議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時００分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）
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を開きます。

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖

台自然公園条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 名寄市ふ〇市長（加藤剛士君）

うれん望湖台自然公園条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市ふうれん望湖台自然公園の施設

であるセンターハウスが平成２４年３月末をもっ

て営業を終了したことに伴い、同施設に関係する

規定を整理をするため、本条例の一部を改正をし

ようとするものであります。

なお、減免対象の一部について誤りがありまし

たので、おわびをして訂正をさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

日根野正敏議員。

何点かお尋ねをい〇１５番（日根野正敏議員）

たしたいと思います。

まず、センターハウスを廃止するのを決定をし

たのが平成２２年９月の定例会のときに市長から

そういう発言があったわけなのですけれども、こ

の条例改正が今になって、４月１日からの施行と

いうことでございますので、おくれた理由につい

て何か特別な理由があるのか、その辺をお伺いし

たいと思います。

それから、提案理由にもあったようにセンター

ハウスの閉鎖後の対応が固まったという理由もあ

るわけですけれども、その辺の対応策についてど

ういうふうに固まったのかお伺いをいたしたいと

思います。

それから、私さきの何回か望湖台については一

般質問をさせていただいているのですけれども、

市内の民間の委託者を探すというような発言も市

長からもいただいているのですけれども、その後

の協議経過についてはどういう経過をされたのか、

また市としてどういうモーションを市内に投げか

けてきたのかお伺いをいたしたいと思います。

それから、この条例については、中身なのです

けれども、施設利用について通年利用の施設でも

あるということで、コテージですとか観光センタ

ーは通年利用というような提案でございますけれ

ども、あそこは冬期間道路も閉鎖されるというこ

とでありますので、冬期間は利用者がいた場合は

除雪をするのかどうか、その辺お伺いしたいと思

います。

それから、各ほかの施設もそうなのですけれど

も、規定では利用時間があると思うのですけれど

も、その辺の利用時間についてお知らせをいただ

きたいと思います。

以上５点についてお伺いいたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、第１点目〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

の今回提案がもっと早い時期にという、おくれた

理由は何なのかということなのでありますけれど

も、説明書のほうにも書かせていただいたのです

けれども、その後のセンターハウスが閉鎖される

ことになりまして、地域の住民になるべく不便を

かけないように、あるいは今度センターハウスが

なくなることによって名寄振興公社のほうにも御

利用いただきたいということもありまして、住民

の方々との協議を進めたところです。それにちょ

っと時間を要してしまったということが１つあり

ます。それと、その後の管理については、今現在

名寄振興公社に委託をしております。その関係で

細かい詰めをやったことによってこの時期になっ

てしまった。３月３１日ぎりぎりでのことになっ

てしまったということであります。もとをただせ

ば取りかかりがちょっと遅かったという点につい

ては、十分反省をしております。

それから、対応策ということなのですけれども、

対応策については今もちょっと述べましたが、風
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連の方々に御不便をかけないように、バスの運行

ということを今現在も実施しております。定期で

はないのですけれども、申し込みがあったときに

日にちと時間を決めてバスでその場所に迎えに行

っております。それから、各団体、特に老人クラ

ブの皆さん方が団体でかなり御利用いただいてい

ました。それらについてもこれまでどおりきちっ

と予約によりまして、団体での利用でバスの送迎

をしております。

それから、民間事業者の協議なのですけれども、

２件ありまして、１件については実質的にはその

１件の方については一たんちょっと棚上げしてく

れという言い分でありました。それは、さまざま

な理由があったのですけれども、一回棚上げさせ

てほしいというのが１件です。それから、もう一

件につきましては、協議をしまして、それで事業

を実施したいという方の意向をとりあえずどうい

う形で運営したいか、あるいはどういう形であの

施設を利用したいかということをヒアリングしま

して、こちらは市の考えはどうなのだという話を

しまして、最終的な結論については８月の中旬ぐ

らいまでに結論を、相手方が方針を再度提案させ

てもらうということで今現在おります。その後の

呼びかけというか、特にやっていませんが、その

後についてはその２件だけが今のところの対応で

あります。

それから、通年利用の考え方なのですけれども、

条例の中で、今ある現在の条例、変更しない前と

いうか、変更した後もそのままなのですが、第６

条に開設期間及び開設時間というのがございまし

て、その中の第２項に指定管理者は必要があると

きは市長の承認を得て利用時間及び開館時間を変

更することができる、あるいは期間も変更するこ

とができるという規定になっておりまして、その

読みかえ規定で市長がというふうになっておりま

す。第２１条に市による管理というのがありまし

て、それは指定管理者を市長に読みかえるという

規定になっておりまして、市長の判断で変更する

ことができるということになっております。

それから、通年利用なのですけれども、今回の

制定の中には通年というふうになっておりますけ

れども、先ほど言いましたとおり市長の判断で時

期あるいは時間も変更できるというふうになって

おりますので、そこは運用の中で実施していきた

いと思っておりますが、現実にはことしについて

は１０月末をもって閉鎖というふうに考えており

ます。

利用時間についてですけれども、利用時間につ

いても先ほど第６条でありますとおり、開設期間

及び開館時間の変更が市長の判断の中でできると

いうことになっています。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

現在の利用時間を〇１５番（日根野正敏議員）

聞いているのですけれども、その辺を。変更は、

市長がそれ判断するということはわかっているの

ですけれども、通常の時間をお尋ねしたいのと、

それからここまで遅くなった理由というのはそれ

ぞれ振興公社との協議もあったということなので

すけれども、これはもう２年近く前から閉鎖とい

うのは決まっていることなので、ここまでおくれ

たというのはやはり何か本当に取っかかりが遅か

ったというか、熱意がなかったのかなというよう

な受けとめ方もできるわけですけれども、その辺

の見解についてもう一度お伺いしたいのと、それ

からけさも望湖台ちょっと寄ってきたのですけれ

ども、地元住民に対する対応策というのは理解で

きるのですけれども、望湖台自体、公園自体を発

展させるというような対応策というのは全然見え

てこないのですけれども、その辺はどういうふう

に考えているのか。けさ行ってきたのですけれど

も、どこで受け付けをして、それからそういう看

板もありませんし、開館時間もない。どこに連絡

したらいいのかも書いていないというような、そ

んな状況の中で本当にこれから観光振興を一生懸

命やっていくという、振興計画もできた中でどう

も観光振興計画が絵にかいたもちになっているの
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ではないかと言わざるを得ないのですけれども、

その辺の見解もちょっとお伺いしたいと思います。

それから、あそこにある唯一経済行為のできる

自動販売機も５月１日から開館しているにもかか

わらず、使えないような状態になっているのです。

公園自体の管理については、もう近々白樺まつり

があるということで、それぞれきれいに管理はさ

れているのですけれども、その辺のところ本当に

観光者の立場に立った運営がどうもできていない

ような気がするのですけれども、その辺の考え方

もお伺いしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

時間でしたね。〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

済みません。時間はここに記載のとおりです。午

後２時から翌午前１１時までということで、これ

については今までどおり利用時間は利用できます。

ただし、それが一応一つのクールのお金をもらう

単位のものでして、ただ受付そのものは朝の９時

から夜の６時までは管理人がおります。土日、そ

れから夏休み期間中については夜の８時まで管理

人がおります。ただし、夜間はおりません。それ

で、受け付けについては電話受け付けと、それか

ら入り口での予約と現地での受け付けになるので

すけれども、受付の看板については今議員おっし

ゃられたとおり一部ちょっとわかりにくいところ

があります。キャンプ場のほうに行くと看板があ

ります。こちらが受付場所ですというのと時間や

何かも、それから連絡なんかの看板があります。

ただ、もともとのゲートのある入り口のところ、

あそこには前あったのですけれども、ちょっと書

いてあることが古かったので、今直している状況

で、確かに時間たっておりますけれども、大至急

改善をしていきたいと思っています。

それから、自動販売機ですけれども、自動販売

機についてはセンターハウスのところにあったも

のについては撤去をいたしました。キャンプ場の

ところにあるのはそのまま利用できるというふう

になっております。

それと、望湖台の今後については、観光振興計

画の中では特に望湖台の整備という項目が入って

います。ただ、具体的にどこをどういうふうにと

いうのはまだ今後検討の中で進めていくと思って

いますし、望湖台の今後のあり方、それらについ

ても後期計画の中で協議をしていきたいというふ

うに考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

湯浅室長、最近望〇１５番（日根野正敏議員）

湖台見に行かれたことがあるのかどうか、看板も

私探したのですけれども、なかなか見当たらなく

て、ないものだなというふうに思っているのです

けれども、あれ多分受付もあそこのオートキャン

プ場の管理棟が受付ということですよね。シャッ

ター上げたら、もしかしたらその看板があるのか

もしれないですけれども、時間の。ただ、行った

人には全くこれどこで本当に受け付けをしてやっ

ているのだかわからない。そして、自動販売機も

使えない状態です、今は。のど渇いたので、買お

うと思ったら、電気入っていないで中止と書いて

ありますので、その辺しっかりチェックというか、

すべきだというふうに思っているのですけれども、

せっかくできた観光振興計画もああいう状態では

本当に絵にかいたもちで、しっかり今ある観光場

所を生かしていくという部分では、ちょっとそう

いう視点が欠けているのでないかなという気がす

るのですけれども、その辺の最後の見解をいただ

いて、終わりたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

日根野議員のほうから〇副市長（久保和幸君）

は、観光振興計画に基づくおもてなしという、そ

ういう視点からの現行の私どもの対応が大変不備

があるということだというふうに御指摘をいただ

きました。まことにそのとおりだと。早急にただ

いまの自販機や受付の看板等々については対応さ

せていただきたいと思います。

さらに、この条例提案のおくれた理由というこ

とで、先ほど担当室長のほうからも振興公社やバ
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スの関係ということが説明の中にありましたけれ

ども、一番のおくれた要因につきましては老人ク

ラブ利用者との協議がちょうど３月議会を挟んで

のそういう協議中ということもありまして、それ

ぞれ御利用いただいた方々に配慮をするという観

点から、その部分も含めてそこが調ってからしっ

かりとした対応を固めてからという意図があった

ものですから、そういう点で御理解をいただきた

いと思います。

以上でございます。

ほかに発言はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、質疑がない〇議長（黒井 徹議員）

というふうにいたします。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 推薦第１号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市農業委員会委員の推薦についてを議題と

いたします。

お諮りいたします。本年７月１９日をもって任

期満了となります農業委員について、農業委員会

等に関する法律第１２条第２項の規定により議会

推薦の農業委員は４名とし、矢吹祐子氏、五十嵐

雅美氏、住田美紀氏、東さおり氏を推薦したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、矢吹祐子氏、五十嵐雅美氏、住田美紀

氏、東さおり氏、４名を推薦することに決定いた

しました。

日程第５ 意見書案第〇議長（黒井 徹議員）

１号 基地対策関係予算の増額等を求める意見書、

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむけての協議

からの撤退を求める意見書、意見書案第３号 医

療計画、２次医療圏の基準見直しに関する意見書、

意見書案第４号 再生可能エネルギーの導入促進

に向けた環境整備を求める意見書、意見書案第５

号 「防災・減災ニューディール」による社会基

盤再構築を求める意見書、意見書案第６号 けい

れん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を

求める意見書、以上６件を一括を議題といたしま

す。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

日程第６ 報告第９号〇議長（黒井 徹議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第７ 閉会中継続〇議長（黒井 徹議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま



－157－

平成２４年６月１４日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第８ 議員の派遣〇議長（黒井 徹議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議員の派遣が決定されました。

日程第９ 委員の派遣〇議長（黒井 徹議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件はすべて議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時２０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 佐々木 寿
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２４年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １．節電対応と再生・自然エネルギーの活用について

（Ｐ ３２） (1) 行政として節電の取り組み

(2) 市民への協力依頼

(3) 再生・自然エネルギーの活用について

２．名寄市立総合病院について

(1) 自治体病院等広域化・連携構想の見通し

(2) 医師確保対策

(3) 看護師確保対策

３．名寄市立大学の将来について

(1) 大学基準協会による大学評価結果の受け止め

(2) 指摘事項への対応

２ 山 田 典 幸 １．加藤市政任期折り返しを経過して

（Ｐ ４４） (1) 前半２年間の成果について

(2) 今後の市政運営の課題について

２．地域農業の振興について

(1) 農地集積と担い手の現状について

(2) 今後の対策について

３．名寄市観光振興計画から

(1) 移住定住策の現状について

(2) 今後の対策について

４．スポーツ振興策について

(1) 指導者の育成・確保の対策について

３ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ ５４） (1) ひとり親家庭の抱える課題より

ア 現状と今後の対策について

(2) 移・定住人口拡大の対策より

ア その課題と対応について
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(3) 名寄市の各諮問機関等の活動より

ア 現況とその運営について

(4) 東病院の管理運営より

ア 現状と今後の運営について

４ 高 橋 伸 典 １．新たな助成制度の創設について

（Ｐ ６４） (1) 新たな発想での市民ニーズについて

(2) 庁内部局と関係団体との協議状況は

(3) 新リフォーム事業のような新助成制度の創設を

２．太陽光発電設備設置補助について

３．新エネ・省エネ暖房及び給湯機器導入補助について

４．ＬＥＤ照明設備購入補助について

５．ちょっと暮らしの取り組みについて

(1) 本市の計画と取り組み状況について

(2) 短期移住体験型・滞在型観光の取り組みについて

５ 東 千 春 １．行政情報の周知のあり方について

（Ｐ ７６） (1) 広報なよろについて

(2) 名寄市のホームページについて

(3) インターネットの利用方法について

(4) 出前トークについて

(5) 民間の報道機関等との連携について

２．案内看板の考え方について

(1) 案内するルートの考え方について

(2) わかりやすい案内板のあり方について

３．仮称・市民ホールを核とする芸術文化の振興について

(1) ソフト事業の考え方について

(2) 文化振興条例の制定について

６ 佐々木 寿 １．生活、公施設等に影響する課題対応について

（Ｐ ８７） (1) 計画停電の対応について

(2) 電気料金値上げに対する対応について

(3) 燃料価格上昇に対する対応について

２．観光事業について

(1) 大会、イベント開催時のホスピタリティについて

(2) ふん害防止等環境美化に対する意識の高揚について

平 成 ２ ４ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(3) 希望する車ナンバー、ナンバープレートの取り組みについて

３．防災対策について

(1) 大学との災害連携について

(2) Ｊアラート訓練について

４．教育行政について

(1) 子ども達の名前に関する小学校の漢字教育について

(2) 小中学校の防災計画、防災教育について

７ 奥 村 英 俊 １．東日本大震災復興支援について

（Ｐ ９７） (1) 震災がれきの受け入れについて

(2) 被災地・被災された方への支援について

８ 植 松 正 一 １．農業振興について

（Ｐ１０９） (1) なよろブランド開発プロジェクトの成果と今後の取り組みについ

て

(2) 人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の内容と今後の状況

について

(3) 地産地消推進計画の状況と今後の新たな取り組みについて

(4) 鳥獣被害防止施設の状況とエゾ鹿の被害状況について

２．林業振興について

(1) 未来につなぐ森づくり推進事業の状況について

(2) 新しい制度の林業経営の基盤づくり「森林・林業再生プラン」の

作成状況について

(3) 野ネズミの被害状況について

９ 竹 中 憲 之 １．コミュニティバス実証試験運行について

（Ｐ１１９） (1) 路線再編のメリットは

(2) 乗車率の目標は

(3) 乗り継ぎのあり方について

２．新規就農者の現状と課題

(1) 今日までの新規就農者数は

(2) 各団体等との連携について

(3) 今後の新規就農者対策は

３．パブリック・コメント条例について

(1) パブ・コメの基本的な考え方について

(2) パブ・コメの５月までの対象件数は
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(3) 市民からの意見件数について

(4) パブ・コメの今後のあり方について

１０ 川 村 幸 栄 １．障害のある子ども達への対応について

（Ｐ１３１） (1) 学校での対応

(2) 放課後の対応

２．市民の命を守る国保について

(1) 国保の現状について

(2) 改定国保法による今後の名寄市の国保について

３．サンルダム建設について

(1) 利用目的について

(2) 自然保護について

(3) 市民周知・市民議論について

１１ 上 松 直 美 １．電力需給における行政の役割

（Ｐ１４１） (1) 名寄市におけるこの夏の節電対策

(2) 計画停電時の対策

(3) 再生エネルギー固定価格買取制度と再生エネルギーの動向と名寄

市の取り組みについて

(4) 北海道再生可能エネルギー振興機構の役割と目的及び名寄市の立

場

(5) 長期的なエネルギーの安定供給における行政の役割とは

２．子育て支援と雇用対策について

(1) 名寄市における子育て支援の対策について

(2) 総合こども園についての動向と問題点等

(3) 市内施設の有効利用と可能性について

(4) 少子化対策としての支援と就労人口の増加について

３．独居老人、障がい者等の見守り対策について

(1) 名寄市における独自の取り組みと効果

(2) 孤独死対策とその問題点について

(3) 血のかよった福祉行政とは何か

(4) 手続きの簡素化とスムーズな管理方法について前向きな取り組み

は
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平成２４年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成２４年５月３１日～平成２４年６月１４日 １５日間

本会議時間数 １３時間０３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 24. 5.31
第 １ 号 名寄市事務分掌条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 ２ 号 名寄市印鑑条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の ― ― 24. 5.31
第 ３ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正に 24. 5.31 ― 24. 6.14
第 ４ 号

市民福祉委員会付託 閉 会 中 継 続 審 査ついて ―

名寄市地域包括支援センター条例の一部改正 ― ― 24. 5.31
第 ５ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 ６ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更に ― ― 24. 5.31
第 ７ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 ８ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 ９ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 １ ０ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 5.31
第 １ １ 号 指定管理者の指定について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 24. 5.31
第 １ ２ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 24. 5.31
第 １ ３ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 24. 5.31
第 １ ４ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 24. 5.31
第 １ ５ 号

て ― ― 承 認
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 24. 5.31
第 １ ６ 号

て ― ― 承 認

平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 24. 5.31
第 １ ７ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 24. 5.31
第 １ ８ 号

正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 24. 5.31
第 １ ９ 号

業特別会計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 24. 5.31
第 ２ ０ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部改 ― ― 24. 6.14
第 ２ １ 号

正について ― ― 原 案 可 決

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め ― ― 24. 5.31
諮問第１号

適 任 と 認 め るることについて ― ―

― ― 24. 6.14
推薦第１号 名寄市農業委員会委員の推薦について

― ― 推 薦 決 定

意 見 書 案 ― ― 24. 6.14
基地対策関係予算の増額等を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ＴＰＰ交渉参加にむけての協議からの撤退を ― ― 24. 6.14

第 ２ 号 求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 医療計画、２次医療圏の基準見直しに関する ― ― 24. 6.14

第 ３ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境 ― ― 24. 6.14

第 ４ 号 整備を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 「防災・減災ニューディール」による社会基 ― ― 24. 6.14

第 ５ 号 盤再構築を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等 ― ― 24. 6.14

第 ６ 号 の推進を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

報 告 平成２３年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 24. 5.31

第 １ 号 の繰越しの報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成２３年度名寄市病院事業会計予算繰越し ― ― 24. 5.31

第 ２ 号 の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 5.31
公害の現況に関する報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 ― ― 24. 5.31
名寄市土地開発公社の経営状況について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 5.31
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 5.31
株式会社ふうれんの経営状況について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 5.31
名寄市社会福祉事業団の経営状況について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 5.31
専決処分した事件の報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 24. 6.14
例月現金出納検査報告について

第 ９ 号 ― ― 報 告 済

― ― 24. 6.14
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 24. 6.14
議員の派遣について

― ― 決 定

― ― 24. 6.14
委員の派遣について

― ― 決 定
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